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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和７年１１月２６日 

自  午後 １時３０分 

至  午後 １時３２分 

於  委 員 会 室 １ 

 
 

 

２、出席委員の氏名 

鵜瀬 和博 委 員 長 

大久保堅太 副 委 員 長 

田中 愛国 委 員 

徳永 達也  〃   

山田 朋子  〃   

川崎 祥司  〃   

山本 由夫  〃   

宅島 寿一  〃   

堤  典子  〃   

中村 俊介  〃   

 

３、委員外出席議員の氏名 

な  し  

 
 

４、審査の経過次のとおり 

 

― 午後 １時３０分 開会 ― 

 

【鵜瀬委員長】 ただいまから、総務委員会を開

会いたします。 

これより議事に入ります。 

 まず会議録署名委員を、慣例によりまして私

から指名させていただきます。 

 会議録署名委員は、山田委員、中村委員のご

両人にお願いいたします。 

本日の委員会は、令和７年11月定例会におけ

る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。 

それでは、審査方法等について、お諮りいた

します。審査の方法については、委員会を協議

会に切り替えて行いたいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。 

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 

しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 １時３１分 休憩 ― 

― 午後 １時３２分 再開 ― 
 

【鵜瀬委員長】委員会を再開します。 

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、理事者へ正式に通知することといたし

ます。 

ほかに、ご意見等はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

ほかにご意見等がないようですので、これを

もちまして、本日の総務委員会を終了いたしま

す。 

お疲れさまでした。 
 

― 午後 １時３２分 散会 ― 
 

 



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和７年１２月９日 

自  午前１０時 ０分 

至  午前１１時５２分 

於  委 員 会 室 １ 
 
 

２、出席委員の氏名 

鵜瀬 和博 委員長（分科会長） 

大久保堅太 副委員長（副会長） 

田中 愛国 委 員 

徳永 達也  〃   

山田 朋子  〃   

川崎 祥司  〃   

山本 由夫  〃   

宅島 寿一  〃   

堤  典子  〃   

中村 俊介  〃   
 

 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し 
 

 
 

５、県側出席者の氏名 

水田 隆三 警 務 部 長 

松本 武敏 首 席 監 察 官 

緒方良一郎 警 務 課 長 

奥野  勝 総 務 課 長 

勝野  慎 広 報 相 談 課 長 

松尾 和人 会 計 課 長 

野原 昌明 装 備 施 設 課 長 

橋元 庄司 監 察 課 長 

園田 雅樹 厚 生 課 長 

松田 芳德 留 置 管 理 課 長 

山田 恭市 生 活 安 全 部 長 

朝末 英一 生活安全企画課長 

松尾 英樹 人身安全対策課長 

金子龍太郎 生活安全捜査課長 

奥野 春夫 サイバー犯罪対策課長 

江口 正広 地 域 部 長 

久田 庄蔵 地 域 課 長 

平井 隆史 刑 事 部 長 

松尾 文則 刑 事 総 務 課 長 

荒木  強 捜 査 第 一 課 長 

田川 誠一 捜 査 第 二 課 長 

吹田 守孝 組織犯罪対策課長 

田川 佳幸 交 通 部 長 

松尾 邦仁 交 通 企 画 課 長 

吉岡  健 交 通 指 導 課 長 

山口 秀和 交 通 規 制 課 長 

俵屋 義雄 運転免許管理課長 

川本 浩二 警 備 部 長 

古賀 新一 公 安 課 長 

山本 耕平 外 事 課 長 

細川  誠 警衛対策課長兼警備課長 
 
 

井手美都子 会 計 管 理 者 

山道  繁 
会 計 課 長 
（ 参 事 監 ） 

元村真粧美 物 品 管 理 室 長 

 
 

桑宮 直彦 監 査 事 務 局 長 

重井 健次 監 査 課 長 

 
 

小畑 英二 人事委員会事務局長 
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田邑 聡子 職 員 課 長 

 
 

小畑 英二 労働委員会事務局長(併任) 

西平 能成 調 整 審 査 課 長 

 
 

中尾美恵子 議 会 事 務 局 長  

濵口  孝 次長兼総務課長 

佐藤 隆幸 議 事 課 長 

大宮 巌浩 政 務 調 査 課 長 

 
 

６、審査事件の件名 

○予算決算委員会（総務分科会） 

第103号議案 

 令和7年度長崎県一般会計補正予算（第5号）

（関係分） 

第106号議案 

 令和7年度長崎県一般会計補正予算（第6号）

（関係分） 
 
 

７、付託事件の件名 

○総務委員会 

（1）議 案 

第109号議案 

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例（関係分） 

第110号議案 

 情報通信技術の効果的な活用のための規制の

見直しに伴う関係条例の整備に関する条例 

第116号議案 

 当せん金付証票の発売について 

第117号議案 

 契約の締結の一部変更について 

第118号議案 

 契約の締結の一部変更について 

第119号議案 

 和解及び損害賠償の額の決定について 

第134号議案 

 長崎県総合計画みんなの未来図2030について

（関係分） 

 （2）請 願 

 な  し 

 （3）陳 情 

・要望書（島原半島振興対策協議会ほか） 

・要望書（対馬市） 

・令和８年度離島・過疎地域の振興施策に対す

る要望書 

・脳神経関連権保護に関する条例制定について

の陳情書 

・知事のリーダーシップによる現任期中の「平

成の公益法人改革の完遂」を実現していただ

くための（例えば地方自治法157条に基づく

公共的団体への対応によって実現していただ

く等も含めた）知事への後押しを県議会に求

める陳情書 

・長崎奉行所西役所等遺跡群の調査・保存・活

用・公開・整備に関する陳情書ⅩⅩⅣ 
 
 

８、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開会 ― 
 

【鵜瀬委員長】 ただいまから、総務委員会及び

予算決算委員会、総務分科会を開会いたします。 

 それでは、これにより議事に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、第

109号議案「職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例」のうち関係部分ほか6件でありま

す。そのほか陳情6件の送付を受けております。 

 なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を総

務分科会において審査することになっておりま

すので、本分科会として審査いたします案件は、
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第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算 第5号」のうち関係部分ほか1件であります。 

 次に、審査方法についてお諮りいたします。 

 審査は従来どおり分科会審査、委員会審査の

順に行うこととし、部局ごとに掲載しておりま

す審査順序のとおり行いたいと存じますが、ご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 ご異議がないようですので、そ

のように進めることといたします。 

 また、議案外の質問につきましては、各部局

の審査における委員1回当たりの質問時間を理

事者の答弁を含め20分を限度とし、一巡した後、

審査時間が残っている場合に限って再度の質問

ができることといたしますので、よろしくお願

いいたします。 

 これより警察本部関係の審査を行います。 

【鵜瀬分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案を議題といたします。 

 警務部長より予算議案の説明を求めます。 

【水田警務部長】 おはようございます。それで

は、警察本部関係の議案についてご説明いたし

ます。 

 予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の警察本部の2ページ目をお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分、第106号議案「令

和7年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」の

うち関係部分でございます。 

 初めに、第103号議案「令和7年度長崎県一般

会計補正予算（第5号）」のうち関係部分につい

てご説明いたします。 

 補正予算額は、歳出予算、警察管理費1億7,882

万9,000円の減となっております。 

 これは、職員給与費について、既定予算の過

不足調整に要する経費であります。 

 次に、第106号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第6号）」のうち関係部分について

ご説明いたします。 

 補正予算額は、歳出予算、警察管理費10億

3,473万円の増、警察活動費39万7,000円の増と

なっております。 

 これは、職員の給与改定及び会計年度任用職

員に係る報酬等の改定に要する経費であります。 

 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。よろしくご審議賜りますようお願い

いたします。 

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑、討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第103号議案のうち関係部分及び第106号議案

のうち関係部分については、原案のとおり可決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。 

【鵜瀬委員長】 次に、委員会による審査を行い
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ます。議案を議題といたします。 

 警務部長より総括説明を求めます。 

【水田警務部長】 警察本部関係の議案について

ご説明いたします。 

 今回、ご審議をお願いしておりますのは、条

例議案2件、事件議案1件、計画議案1件でござい

ます。初めに、条例議案についてご説明いたし

ます。 

 横長の総務委員会説明資料の4ページ目をお

開きください。 

 第109号議案｢職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例｣は、人事委員会の令和7年10

月6日付の職員の給与等に関する報告及び勧告

を踏まえ、職員の給与等について所要の改正を

しようとするものでございます。 

 改正の主な内容は、県警察職員の給料月額及

び期末・勤勉手当の引上げなどとなっておりま

す。 

 次に、同資料の7ページ目をお開きください。 

 第110号議案「情報通信技術の効果的な活用の

ための規制の見直しに伴う関係条例の整備に関

する条例」は、情報通信技術の効果的な活用を

図るため、書面掲示等アナログ的な手法を前提

とする規制を見直すことに伴い、関係条例の改

正をしようとするものでございます。 

 改正の主な内容は、「遊泳者、プレジャーボ

ート利用者等の事故防止に関する条例」のうち、

遊泳場、プレジャーボート利用上及び潜水上の

遵守事項の周知方法について、所要の改正をす

るものでございます。 

 次に、事件議案についてご説明いたします｡ 

 同資料の9ページ目をお開きください。 

 第119号議案「和解及び損害賠償の額の決定に

ついて」は、令和3年6月25日付で、行政手続の

オンライン申請に対応する環境を整備するため、

外部公開等システム用端末装置の賃貸借及び保

守契約を締結しておりましたが、当該装置のＯ

ＳであるWindows10のサポート終了のため、令和

7年9月30日付で契約を解除したことに伴い、契

約解除後から当初契約期間満了日までの14か月

分の費用について、損害賠償として支払おうと

するものでございます｡ 

 次に、計画議案についてご説明いたします｡ 

 議案書第4号の60ページ目から62ページまで

が警察関係となります。 

 第134号議案｢長崎県総合計画みんなの未来図

2030について｣は、長崎県行政に係る基本的な計

画について、議会の議決事件と定める条例第2条

の規定により、議会の議決を得ようとするもの

でございます。 

 これは、県議会をはじめ県民の皆様からご意

見をいただきながら検討を進めてまいりました

新たな総合計画について、名称を｢長崎県総合計

画みんなの未来図2030｣とし、｢ながさきの誇り

と希望を力に、みんなで夢あふれる未来をひら

く｣を基本理念に、｢こども｣｢くらし｣｢しごと｣

｢にぎわい｣｢まち｣の5つの柱の下、12の基本戦略

を掲げる令和8年度からの5か年計画として策定

しようとするものでございます。 

 このうち警察本部関係部分では、基本戦略｢安

心して生活できる環境づくりを推進する｣にお

いて、｢安全・安心を実感できる社会環境づくり｣

としまして、テレビ、新聞、メール配信、ＳＮ

Ｓ等のあらゆる媒体を活用したタイムリーな情

報発信等を推進するほか、｢交通安全対策の推

進｣としまして、交通安全運動、交通安全教育、

交通指導取締り、交通安全施設の整備、運転免

許行政の実施による総合的な交通安全対策等を

推進していくこととしております｡ 

 こうした施策を様々な関係者と力を合わせ、
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しっかりと推進し、新しい長崎県づくりに全力

を尽くしてまいります｡ 

 次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します｡ 

 横長の総務委員会説明資料、警察本部の11ペ

ージ目をお開きください。 

 「第180条専決事項報告」は、公用車による交

通事故のうち和解が成立いたしました4件の合

計81万5,055円を支払うため、11月14日付で専決

処分をさせていただいたものであり、これらの

損害賠償金は、全額保険から支払われることに

なります｡ 

 公用車による交通事故を防止するため、安全

運転指導員による同乗指導や自動車学校のコー

スを借り上げての体感型運転訓練を行うととも

に、事故を起こした職員には、公用免許の再検

定を実施するなど、職員の運転技能向上のため

の取組を行っております｡ 

 また、幹部職員による交通事故防止教養や公

用車事故を起こした職員に対する個別指導を行

うとともに、事故発生後に情報配信を行うなど、

事故防止に必要な運転技能と安全運転意識の両

面を向上させる対策に取り組んでおります。 

 引き続き、交通事故をはじめとする損害賠償

事案を起こすことがないよう、指導を徹底して

まいります。 

 このほか、「犯罪の一般概況」「人身安全関

連事案への取組状況」「ニセ電話詐欺等被害防

止対策」「暴力団対策」「薬物対策」「少年非

行の概況」「生活経済事犯の取締り状況」「サ

イバー犯罪の取締り及び被害防止対策状況」「交

通死亡事故抑止対策」「事務事業評価の実施」

につきましては、縦長の総務委員会関係議案説

明資料5ページ目から10ページ目に記載のとお

りでございます。 

 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。よろしくご審議賜りますようお願い

いたします。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより議

案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 質疑がないようですので、これ

をもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑、討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第109号議案のうち関係部分、第110号議案の

うち関係部分、第119号議案及び第134号議案の

うち関係部分については、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は原案のとおり、それぞれ可決

すべきものと決定されました。 

【鵜瀬委員長】 次に、提出のあった政策等決定

過程の透明性等の確保などに関する資料につい

て説明を求めます。 

【水田警務部長】 政策等決定過程の透明性等の

確保及び県議会議員との協議等の拡充に関する

決議に基づく資料についてご説明いたします。 

 横長の総務委員会説明資料警察本部の2ペー

ジ目をお開きください。 

 1,000万円以上の契約状況につきまして、令和

7年9月から令和7年10月までの実績は、資料に記

載のとおり11件となっております。 
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 次に、同資料の14ページ目をお開きください。 

 今回、陳情・要望で回答するものは、9月定例

県議会総務委員会において審査していただきま

した陳情番号62、要望書のうち、県道佐世保鹿

町線の信号機設置についての１件であり、ご要

望に対する回答につきましては記載のとおりで

ございます。 

 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。よろしくご審議賜りますようお願い

いたします。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。 

 次に、陳情審査を行います。 

 事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますのでご

覧願います。 

 審査対象の陳情番号は90番です。 

 陳情書について何かご質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 質問がないようですので、陳情

につきましては承っておくことといたします。 

 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料についてご質問はありませんか。 

【堤委員】 おはようございます。佐々町の要望

書についての県の対応について、お尋ねします。 

 前の定例会のときに、この信号機設置は非常

に難しい五差路の交差点内ということで、なか

なかできないということ。そしてここの対応に

ついても信号機設置位置として不適とされて、

今後も地元と協議を進めるとあります。なかな

か難しい複雑な連立方程式を解くような、そん

な感じに受け止めているんですけれども、いろ

いろ検討されたと思うんです。 

 それで素人の考えですけれども、例えば歩車

分離の信号機がありますが、それと押しボタン

とかを連動させるような、そういった仕組みで

安全に横断ができるような、歩行者がその横断

歩道を渡るときは車をストップさせるような、

そういう仕組みというのはできないものでしょ

うか、お尋ねします。 

【山口交通規制課長】 委員のご質問なんですが、

歩車分離方式といいますと、やはり歩行者と車

の交錯をなくす上で非常に有効な対策かと思い

ます。 

 この内容につきまして、通常、押しボタン信

号となりますと、横断箇所が1か所です。本線の

道路に1つ横断歩道があって、そこに対して要は

信号機がついて、信号が赤になると歩行者が横

断できる。この状態は通常の押しボタンですが、

歩車分離式といいますと普通の十字路交差点を

イメージしていただければと思います。 

 従道路と本線道路をそれぞれ信号が変わると

きに、通常は車が直進、左折、右折するときに

は、それと同じ方向の横断歩道が青になるとい

うところなんですが、歩車分離方式という部分

は、そういった交差点での信号の制御の仕方と

いう形になっております。 

 よって、今回もし仮にこの要望の場所に、押

しボタン信号をつけたとして、では歩車分離と

してできるかというと、なかなか難しい部分は

あると思います。ただ、委員ご指摘のとおり、

歩行者の安全をいかに守るかというところにな

りますと、今回は変形交差点ですが、やはり歩

行者が横断するときに、なるべく車が横断歩道

上を通過しないような方策、脇道の車両をいか

にして抑制するかという方法を現状も検討する

段階であります。 

【堤委員】 ありがとうございます。本当に難し

いケースだなと思います。 



令和７年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月９日） 

- 8 - 

 歩車分離の信号機は三差路にも設置されてい

ますし、四差路か三差路か、そういったところ

じゃないとなかなか難しいのかなと。ちょうど

小学校の前の横断歩道とかに歩車分離があると

ころがあって、やはり安全に子どもたちが横断

できるような、そのようになってますけれども、

ここの場合は本当に変則的な交差する道路とい

うことで、ご検討いただいて何とか歩行者の安

全を確保するような方策をまた取っていただけ

たらと思っています。終わります。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般についてご質問はありませ

んか。 

【川崎委員】 おはようございます。日頃より交

通安全対策について、皆様ご尽力いただき大変

ありがとうございます。 

 その運転免許行政についてお尋ねさせていた

だきます。 

 実技試験のことでございますけれども、まず

運転免許試験場におけます体制についてお尋ね

いたしますが、試験官がどういった体制で臨ま

れているのか、お尋ねいたします。 

【俵屋運転免許管理課長】 運転免許試験場にお

きましては技能試験、これを担当する係といい

ますか、技能試験係という係になりますけれど

も、こちらに技能試験官の資格を有する職員を

6名配置して取り組んでいるところでございま

す。 

【川崎委員】 6名体制と伺いました。聞くにつ

け、夏休みとか春休みとかは受験生が非常に多

い時期があろうかと思います。あるいは様々な

試験官さんのご事情で、病気だったりとか様々

な欠員が生じるということもあろうかと思いま

すが、こういった場合にカバーする体制が整備

されているのか、お尋ねいたします。 

【俵屋運転免許管理課長】 この技能試験の実施

につきましては、先ほど申しました技能試験官

の資格というものが必要になってまいりますけ

れども、試験場におきましては、先ほど申しま

した技能試験係以外の係にも、この技能試験官

の資格を有する者10名を在籍させておりまして、

状況に応じてこの10名のうちから応援体制を組

むという形で対応しているところでございます。 

【川崎委員】 いわゆる繁忙期にはそういった体

制、また欠員が生じた場合にはカバーできると

いうことについては確認いたしました。 

 まず、基本的な試験体制といいますか、一日

で何名の試験官が、さっき6名が常駐と言われま

したけれど、多分お休みの方もいらっしゃると

思いますが、通常は一日で何名の試験官が何名

の受験生を受け持っておられるのか、お尋ねい

たします。 

【俵屋運転免許管理課長】 この受験生の数とい

いますと、やはり月によって大きく振れ幅がご

ざいまして、一概に何名というのはなかなか回

答しかねるんですけれども、年間でいいますと

令和6年中、技能試験の受験者はトータルで1万

277人ということで、これを月曜から金曜までの

平日にしております。これを一日平均にすると

42名ということになりますので、基本的には先

ほど申しました6名でこの42名を受け持つとい

う形になろうかと思います。 

【川崎委員】 単純に42を6で割ると大体1人で7

名ぐらいという感じでしょうか、分かりました。 

 受験の種類も車の一種、二種あるいは普通、

大型、二輪と様々な受験者がおられますが、お

のおの何名ずつ受験させておられるのか、いわ

ゆる区分分けしながらさせておられるのか、お
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尋ねいたします。 

【俵屋運転免許管理課長】 試験場におきまして

は、全部で11の種類の免許試験を実施しており

まして、種類によっては受験者が多い免許の種

別、あるいは少ない種別と幅がございますので、

最も多い普通一種免許あるいは普通二種免許、

これについては月曜から金曜までの週5日、また

種類によりまして、あまり需要が多くないとこ

ろは週に4日、週に3日、週に2日と実施日数を分

けて実施しているところでございます。 

 現在どのような感じでやっているかと申しま

すと、今週の状況を言いますと、一日それぞれ

の種別ごとの受験枠でいいますと、日によって

若干の振れ幅はあるんですけれども、普通一種

でいいますと多い日で12名程度の受験枠、普通

二種は1日2名、大型一種と中型一種は合わせて

2名ないし3名程度の一日当たりの人数枠で、大

型二種は1日1名の受験枠といった感じで人数枠

を設けて、一日当たりの受付をしているという

状況でございます。 

【川崎委員】 では満遍なく受験させているとい

う状況かと思いますが、何でこんなことを聞く

かといいますと、いわゆる人材不足で様々な事

業者さんが困っておられる中、速やかに免許を

取得して現場で働いていただきたいところなん

ですが、なかなかその免許を取得するに当たっ

て、受験するのにかなり時間がかかるというお

声が寄せられておりますので、ちょっとお尋ね

しているところであります。 

 まずそこで、普通二種の受験で一度不合格し

た方が、2回目の試験を受けるときの待ち日数が

非常に長くなっているというご意見がありまし

て、業務稼働日ではなく、分かりやすいように

暦日で待ち日数がどの程度かお尋ねいたします。

普通二種免許です。 

【俵屋運転免許管理課長】 今ご指摘のありまし

た待ち日数につきましても、やはり受験者の数

によって長くなったり短くなったりと変化して

まいりますけれども、例えば昨日の時点で申し

ますと、普通二種につきましては、直近で予約

の枠が空いている日といいますと、明日12月10

日です。ここについては2人分の枠が現在空いて

いるという状況でございますので、待ち日数は

昨日の時点で2日、今日の時点で言えば1日の待

ち日数ということになります。 

 次に、明日以降はどれぐらい開いているかと

いいますと、来週になりますけれども来週の16

日、ここは1名枠が空いている。17日についても

2名、18日についても2名の枠が現在は空いてい

るという状況でございます。 

【川崎委員】 かなり具体的に言っていただいて

ありがとうございます。 

 明日だったらすぐに受験できますよと、波が

あるのでそういったところもあるんだと思いま

すが、スムーズに受けられれば何も問題はない

ものの、長く待たされるときがやはり時期的に

あるんだろうと思っております。 

 それでここ数年で受験日を増やしたというこ

とも伺っておりますが、いつぐらいからこの受

験の機会を増やしておられるのか、お尋ねいた

します。 

【俵屋運転免許管理課長】 現在、自動車運送業

分野、こちらについて申しますと、いわゆる物

流2024年問題、こういったものがございまして、

運転者不足ということで社会的問題になってい

るというのは当方も承知しているところでござ

いまして、このような情勢を受けまして昨年の

4月から、それまでは週に3日実施しておりまし

た普通二種の技能試験、これを平日に週5日実施

するように、昨年の4月から実施日を週3日から
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週5日に増やしているという状況でございます。 

【川崎委員】 ありがとうございます。改革を図

っていただいて、昨年4月から週3回だったのが

週5回に、いわゆる毎日受験できる体制にしてい

ただいているということについては感謝申し上

げたいと思います。 

 しかし、先ほども少し具体的なお話をされま

したがどうしても、毎日枠はあるけれども、や

はり波があって受験ができないと。長いときに

は1週間やそれ以上のところもあるように聞い

てまして、できれば、落第したのは技能が追い

つかなかったから、落第したからそこの技能を

また上げないといけないということで、一定の

インターバルは必要かとは思いますけれども、

そこをクリアすれば速やかに、本当に毎日確実

に受験できる、このような体制をぜひ取ってい

ただいて早く社会に送り出していく、そのよう

な体制を取っていただきたいと思うんですが、

いかがでございましょうか。 

【俵屋運転免許管理課長】 先ほど具体的に日数

を申し上げましたとおり、現時点において待ち

日数というのはほぼ生じていないというのが現

状でございますけれども、ご指摘のとおり時期

によりましては1週間程度の待ち日数が生じる

という時期も一定あるのもご指摘のとおりでご

ざいます。 

 しかしながら全体を見ると、全体の中で体制

的に不足しているという状況ではございません

ので、そういった中で先ほど申しました担当係

以外の資格を有する者、こういったところをう

まく運用しながら、年間を通して受験者の方が

受けたい時期に、極力待ち日数がないような状

況で受験ができるような体制の運用に努めてま

いりたいと考えております。 

【川崎委員】 今のご答弁、大変ありがとうござ

います。受けたい方が本当に受けたいときに受

験していただけるというのは、非常にありがた

いことかと思います。 

 ただ、それがまだ完全にできていない状況か

と思いますので、実際に6名の常駐されている方、

常に対応されている方に加えて、10名の方でカ

バーしていただきながら、1週間程度なら許容範

囲かなと思いますので、ぜひそこのところにつ

いては体制をしっかり整備しておいていただき

たいなと思います。 

 タクシーの事業者さんが、非常に乗務員さん

の不足で苦戦されておりまして、車はあるのに

人がいないので稼働できないと、結局そのサー

ビスを享受できない、いわゆる一般市民、県民、

我々がやはりそこは困ることがあるわけで、タ

クシー事業者さんの売上げがなくなる、本人さ

んも給与が入ってこない、こういう機会の損失

につながっていこうかと思いますので、ぜひ毎

日受験し、速やかに社会に送り出していただけ

る体制のより強化をお願いできればと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 次に、交通事故の関係なんですが、信号機の

ない横断歩道についてお尋ねいたします。 

 ずっとこれを私は追いかけさせていただいて

おりまして、県警の皆様もいろいろご努力して

いただいて、本当に感謝申し上げます。 

 感覚的に申し上げますと、かなり止まってい

ただけるようになってきたなというところが実

感としてありますが、客観的にこの信号機のな

い横断歩道におけます車両の停止率は向上して

いるのか、お尋ねいたします。 

【松尾交通企画課長】 車両の停止率でございま

すが、日本自動車連盟ＪＡＦの調査によります

と、本県におけます信号機のない横断歩道での

車両の停止率は50.6％となっております。昨年
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と比べまして4.3ポイント増加しております。 

 全国平均が56.7％でありますので、本県の停

止率は全国平均をまだ下回っているという状況

でございます。 

【川崎委員】 向上していることについては、本

当に皆様の努力を評価させていただきたいと思

いますが、まだまだ全国より下ということと、

高いところは80％と。80％というと、ほぼ完璧

に止まっているような状況かと思いますので、

より一層頑張っていただきたいと思います。 

 その信号機のない横断歩道に止まるに当たっ

て、それを事前に認識してもらうのがダイヤマ

ークだと思います。 

 大きな標示板に、一生懸命これも対応してい

ただいていることについては本当にありがたく

思っておりますが、この認識率は上がっておら

れますでしょうか、お尋ねいたします。 

【松尾交通企画課長】 横断歩道の予告標示であ

りますダイヤマークにつきましては、交通情報

板で10月末までに15パターンを表示するなどし

て、また関係機関の協力もいただきながら、県

民の皆様の興味を引くために重点的にいろいろ

やっているところでございます。 

 認識率におきましては、本年10月に運転免許

センターにおいて、ダイヤマークについての意

味を理解しているかというアンケートを講習受

講者等280名の方に行いました。その結果、201

名の方、約72％の方が理解しているということ

でありましたが、まだ知らないという方もおら

れます。 

 今後もあらゆる機会を通じて、目や耳に訴え

かける形で啓発を粘り強く進めていきたいと考

えております。 

【川崎委員】 72％は高いように見えますけれ

ど、約3割の方は認識がないと。交通法規ですの

で完璧に認識してもらうのが当たり前だと思い

ますが、そのことなのかどうなのか、12月4日に

は、させぼ五番街付近で信号機のない横断歩道

において意識不明の重体となる事故が発生して

おります。本当に残念でなりません。 

 よって、まだまだ対策を講じていくべきだと

思いますが、ご所見を賜りたいと思います。 

【松尾交通企画課長】 信号機のない横断歩道に

おけます交通事故対策につきましては、これま

でも交通マナーの向上を図るため、平成29年か

ら「安全横断手のひら運動」を、令和6年1月か

らは「横断歩道止まらんば運動」といった取組

を展開するとともに、交通事故分析に基づいた

交通事故の多い時間帯、そして路線におけます

交差点関連違反の取締り、そしてあと街頭活動

のほかラジオ、県警のＳＮＳを通じて広報啓発

活動を行っております。 

 また、年間約14万人が受講します運転免許更

新時におきまして、交通安全教育を行っており

ます。 

 そして本年におきましては、過去の事故分析

の結果に基づきまして、年末期に早朝・薄暮時

間帯、夜間時間帯の交通事故が増加するという

ことでございますので、県警では重点指向の対

策を現在行っております。 

 具体的には、早朝・薄暮・夜間におけます過

去に横断歩道や交差点等で発生した交通事故現

場などの交通情勢を踏まえた交通指導、取締り

や街頭活動、また事故が多い交差点で歩行者の

保護を目的とした「止まらんば隊」といった保

護誘導部隊を編成、そして現場に派遣させ、同

時間帯の交通事故抑止対策を行っているところ

でございます。 

 引き続き各種取組を通じて、信号機のない横

断歩道におけます歩行者の事故防止対策に努め
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てまいりたいと考えております。 

【川崎委員】 引き続き、ぜひよろしくお願いし

たいと思います。 

 対向車のヘッドライトについて認識をお伺い

します。 

 車両性能の向上かハイビームなのか、ライト

の明るさが強く、まぶしくて前方が確認できな

いというお声が実はありまして、当然、私もそ

ういったことはよく経験するわけでありますが、

これについての県警の認識を伺いたいと思いま

す。 

【松尾交通企画課長】 警察におきましては、夜

間の交通事故抑止のため、夜間に走行する際は

ハイビームが基本であり、対向車と擦れ違う場

合や他の車両の直後を走行している場合など、

他の車両の交通を妨げるおそれがあるときは小

まめなロービーム、下向きに切り替えて走行す

るように指導、周知を行っております。 

 夜間の交通事故抑止のため、県民の皆様へ夜

間のハイビームと小まめな切替え、ロービーム

を道路交通標示板等によりまして現在周知を行

っているところであります。 

 今後も引き続き、交通事故抑止に資する広報

啓発を行ってまいりたいと考えております。 

【川崎委員】 今頃は自動でハイビームになった

りロービームになったりとか、車両性能が向上

してそういったことがあってなかなか悩ましく

て、少し今後の課題としても研究、検討してい

ただければと思うんですが、多分ロービームで

も結構まぶしいときがあったりして、なかなか

難しいなとは思いますけれど、少し今後の課題

としてご認識いただきたいと思います。 

 少年犯罪について部長報告があってます。少

年警察ボランティアというところで対応を熱心

にやっているというところでありましたが、ど

のような方で構成され、どういった地域で活動

しておられるのかをお尋ねいたします。 

【朝末生活安全企画課長】 少年警察ボランティ

アについてのご質問かと思います。 

 少年非行防止関係の少年警察ボランティアに

つきましては、少年補導員、少年指導委員、そ

して学生サポーターの３種類があります。 

 警察はこれらのボランティアの方々と相互に

連携して、非行防止及び健全育成のための活動

を行っています。 

 少年警察ボランティアにつきましては、少年

の健全育成に熱意のある有識者を委嘱しており

まして、様々な職種の方が活動しておられます。 

 また、活動地域につきましては、それぞれの

少年警察ボランティアの方が居住しておられる

居住地を管轄する、各22警察署管内で活動して

いただいております。 

【川崎委員】 ありがとうございます。今対応し

ていただいている体制についてお尋ねいたしま

した。 

 県警の方が補導した少年に対する指導という

ことでありますが、具体的にどういった形で指

導し、またそれが確実に収まって繰り返しにな

っていないのか、どういった体制で行っておら

れるのかお尋ねいたします。 

【朝末生活安全企画課長】 回答します。警察で

は飲酒、喫煙、深夜徘徊などの不良行為をした

少年を発見した場合には、補導の現場において

注意、指導するのはもちろんのこと、少年の保

護者に連絡しまして、家庭での指導を促す活動

を行っております。 

 また、そのほかにも不良行為を繰り返す少年

ですとか、各種警察活動において継続して対応

すべきと判断される少年につきましては、継続

補導という活動を行っております。 

 過去こういった継続補導中の少年で再非行を
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犯したというケースはありましたけれども、こ

こ数年を見ると継続補導中の少年が再非行を犯

したというケースはございません。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【山本委員】 ニセ電話詐欺被害防止対策につい

てお伺いいたします。 

 補足説明資料の3ページの方になるんですけ

れども、このニセ電話詐欺というのが近年増加

傾向にあって、特に本年はオレオレ詐欺と還付

金詐欺というのが、この数字を見る限り急激に

増えているようです。 

 特にこの中で、オレオレ詐欺については数年

前に話題になって、近年はあまり聞かないのか

なという印象を持っていたんですけれども、こ

の資料によると本年は9月末現在で63件という

ことで、昨年の9倍に増えています。 

 また、オレオレ詐欺というと高齢者の方が被

害に遭うというイメージを持っていたんですけ

れども、本年の場合は高齢者の方は63件中14件

ということで、高齢者以外の方が多く被害に遭

われているようです。 

 議案説明資料によると、そのオレオレ詐欺の

内容については、警察官を騙って、国際電話な

どを使って捜査名目で振込を指示するという説

明が記載されていますけれども、この詳しい手

口、それからなぜこれに引っかかってしまうの

か、そして県警としては県民の皆様が被害に遭

わないために、どのように呼びかけておられる

のかをまずお尋ねいたします。 

【吹田組織犯罪対策課長】 私からは、オレオレ

詐欺の手口と、なぜ引っかかるのかというとこ

ろで回答したいと思っております。 

 ここ最近の事例として、オレオレ詐欺の手口

の中の警察官騙りの電話詐欺についてですが、

被害者の携帯電話に警察官を名乗って、「マネ

ーロンダリングの事件で男を逮捕しています。」、

「男の自宅からあなたの銀行のカードが見つか

りました。あなたを被疑者として捜査していま

す。」などと電話をかけまして、次にＬＩＮＥ

のビデオ通話に変わり、そこで逮捕状などの画

像を送られたりしたことで本物の警察官だと信

じ込み、「あなたを被疑者から外すには、現在

使っている口座を売っていないという証明が必

要です。口座を売っていないという証明のため

に、残高を警察の口座に一旦振り込んでくださ

い。」といううそを言いまして、現金を被疑者

が管理する口座に振り込ませてだまし取る警察

官騙りのオレオレ詐欺という手口があります。 

 なぜ引っかかるのかということについてです

が、やはりピンポイントで電話がかかってきま

して、被害者自身の名前も分かっているという

こと。あとビデオ通話に変わりまして、警察官

の制服を着た者から手帳を見せられたり、逮捕

状等を見せられたりして、逮捕されるというこ

とを信じ込んでしまうというところがあると思

います。 

【朝末生活安全企画課長】 私の方からは呼びか

け、いわゆる抑止対策という面でお話をさせて

いただきたいと思います。 

 委員ご指摘のとおり、特にニセ電話詐欺です

とかＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺というものが

急増しております。警察としましても抑止対策

の3本柱であります被疑者からの電話がつなが

りにくい環境づくり、関係機関・団体と連携し

た広報啓発活動、金融機関、コンビニにおける

水際対策を念頭に各種対策を強力に推進してい

るところでございます。 

 その中でも特に、委員からご指摘がありまし

た広報という部分でございますけれども、まず

広報啓発活動につきましては動画サイト広告、
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ＳＮＳ広告による広報、具体的にはユーチュー

ブのインストリーム広告ですとか、ＬＩＮＥ、

インスタ、Ｘなどのバナー広告、あるいはニセ

電話詐欺被害防止コールセンターによる広報、

これはオペレーターによる注意喚起を、被害防

止とかを具体的にアドバイスしていただいてお

ります。 

 あとニセ電話詐欺の被害防止広報大使の前川

清さんですが、前川さんを起用してのテレビＣ

Ｍ、あるいはカレンダー、クリアファイル、ラ

ッピングバスによる広報、あとは報道機関と連

携した注意喚起、その他様々な広報活動を実施

しております。 

 中でも広報する際に注意しておりますのが、

まず警察官騙りのニセ電話については、警察官

は絶対にＳＮＳでメッセージを発信したりしま

せんし、警察官がお金を振り込ませる要求もし

ません。また、警察官が逮捕状をＳＮＳで見せ

たり、あるいはＳＮＳで取調べをしたりとか、

そういうこともしません。こういった電話が国

際電話のプラス表示の電話からかかっていると

いうことから着目しまして、プラス表示の電話

には出ないことと、少しでもおかしいと思った

ら、警察あるいは親族に相談してくださいとい

う、こういったキーワードを強めに出しまして

広報しているような状況でございます。 

【山本委員】 ご丁寧にありがとうございました。 

 1点、今のご回答について質問したいのですが、

ピンポイントで携帯にかけてくるという説明の

部分について、そういう対象というのは無作為

に全く無差別にかかってくるのか、それとも何

かの犯罪歴等が分かって、何か身に覚えがある

ような感じの方にかけられているのか、そこは

いかがでしょうか。 

【吹田組織犯罪対策課長】 これまでの犯罪捜査

で分かっているものとしては、名簿というもの

がありますので、そういうところから被害者の

情報等を入手して、被害者に直接電話をかけて

いるところもあると思います。 

 何かの犯罪歴がある人にかけているのかとい

うことについては、分かっておりません。 

【山本委員】 ありがとうございました。それに

関連して、12月2日の長崎新聞に県警の方が、特

殊詐欺被害防止のために若手の記者を対象に特

殊詐欺の仕組みについての勉強会を開催したと

いう記事が掲載されておりました。いい試みだ

と思います。 

 それでこの勉強会には何社ぐらいの方が参加

されて、それでこれは新聞記事だと仕組みにつ

いて説明があったということなんですけれども、

仕組み以外にも例えば被害の内容であったり、

被害に遭わないための方策であったり、そうい

った県警の取組についても説明があったのか、

今後の取組と併せてご説明をお願いいたします。 

【朝末生活安全企画課長】 警察では県民の皆様

にニセ電話詐欺の被害実態を周知するため、日

頃から報道機関と連携した広報活動を実施して

います。 

 報道機関には被害事例ですとか各種統計です

とか、犯人の手口に関する情報等を提供し、テ

レビ、新聞やネットニュースなどの広報媒体で

報道していただいております。 

 今回、入社して日の浅い記者の皆様に、ニセ

電話詐欺等に係る知識や警察における各種取組

等について理解を深めていただき、そうした知

識を取材や報道に生かしていただくとともに、

被害実態や被害防止の手段について、より積極

的な行動を働きかけるために勉強会を開催させ

ていただきました。 

 それで委員から質問がありました勉強会の参

加者ですけれども、10名の若手記者に参加して

いただきまして、内容につきましてはニセ電話
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詐欺等の手口、類型ですとか、あるいはＳＮＳ

型投資詐欺・ロマンス詐欺の手口の内容、ある

いは被害状況に関する統計、犯人グループの組

織構成や具体的な被害事例、警察が取り組んで

いる被害防止対策について、約1時間半の講義を

行いました。 

 警察としましても引き続き、報道機関と連携

を緊密にしながら県民の皆様に情報発信して、

一件でも多くのニセ電話詐欺を抑止していきた

いと考えております。 

【山本委員】 ありがとうございました。今回の

委員会資料の中に、長崎県政策評価委員会の意

見というのがつけられていまして、この中の5ペ

ージになるんですけれども、その政策評価委員

会からの意見として、安全防止のための県警の

情報発信について事業の有効性の観点から発信

内容やそれぞれのターゲット層に最も効果的な

手法を分析し、事業後の効果も検証しながら進

めていただきたいという意見が付されています。

これに対する県警からの回答では、主にＳＮＳ

広告事業の取組について記載されています。 

 それで私は素人考えで申し訳ないんですけれ

ども、犯罪の手口とか手法はいろいろ変わって

巧妙化してくるんですけれども、根本というの

はお金をだまし取るということなので、先ほど

のご答弁にもありましたけれども、例えば警察

がお金を振り込ませたり、通帳を預かったり暗

証番号を聞くことは絶対にないんだと。あるい

は10％を超えるようなもうけ話というのは絶対

にないんだという形で、この絶対にないという

ようなことを新聞であったりチラシであったり、

そういったものでＳＮＳに限らずに、もっとス

トレートに言った方が、絶対にないんだという

ことを刷り込むことができないのかなと。 

 それで先ほどの勉強会の記事が新聞で掲載さ

れることによって、あるいはその事件が新聞で

報道されることによって、それが抑止になって

いるということでございますので、やはりそう

いったよりストレートに、大胆にやるといいま

すか、県民の皆様に強調することもあっていい

のかなと思うんですけれど、ご見解をお願いし

ます。 

【朝末生活安全企画課長】 やはりニセ電話詐欺

あるいはＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害と

いうのは、最近急増しているような現状でして、

非常に危惧している状況でございます。 

 警察としましても、あらゆる広報媒体を使っ

て全県民にいろんな広報をやっていきたいと考

えております。 

 中でも、先ほども述べましたけれども、警察

官はそういったＳＮＳで逮捕状を見せたり、あ

るいは取調べなどはしない、あるいはプラス表

示の電話には出ないでくださいとか、そういっ

たキーワードを強く出していって、広く広報媒

体を使って広報して、一件でもニセ電話詐欺を

抑止していきたいというように考えております。 

【山本委員】 ありがとうございました。ぜひよ

ろしくお願いします。 

 やはり金額が大きいです、何億という感じの、

1件当たりは大小がありますでしょうけれども、

何百万、何千万というのが一瞬でなくなってし

まうというようなことでございますので、引き

続きどうぞよろしくお願いいたします。 

【鵜瀬委員長】 ほかに。 

【堤委員】 改正道路交通法が施行されて1年が

経過しました。自転車の危険運転に罰則が設け

られましたけれども、本県は斜面地が多く平地

が少ないので、自転車の利用はそれほど多くは

ないと思っています。 

 以前は子どもなどで右側通行の自転車を見か

けることも時々あったんですけれども、最近は

見なくなりました。けれども耳にイヤホンをつ
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けて音楽を聴きながら片手にスマートフォンを

持ってとか、そういうことで歩行者に気づかず

にぶつかったりけがをさせたりすることもある

と思います。 

 昨年11月の法改正で運転中のながらスマホや

酒気帯び運転などが罰則の対象になって以降の

状況はどのようなものか、お尋ねします。 

【吉岡交通指導課長】 自転車のながらスマホ、

それと酒気帯び運転の取締り状況ですけれども、

令和6年11月から本年10月までの取締り状況で、

ながらスマホにつきましてはゼロ件、酒気帯び

運転につきましては12件を検挙しております。 

 また、検挙に至らない指導警告の数でありま

すが、ながら運転につきましては105件、酒気帯

び運転につきましては4件でありました。なお、

逮捕事案はありませんでした。 

【松尾交通企画課長】 私の方からは交通事故の

状況について説明させていただきます。 

 このながらスマホ、あと酒気帯びに関する交

通事故については、今年10月末まで発生はない

ということでございます。 

【堤委員】 ありがとうございました。検挙した

のは、ながらスマホはゼロで酒気帯びは12件あ

ったということです。それから指導警告はなが

らスマホが105件と非常に多いです。それで酒気

帯びが4件だったということで、事故はなしと。 

 やはり自転車を利用するのが他県に比べたら

少ないと思うので、ただその指導警告が105件と

いうのは、やはりまだまだ安全運転に対する意

識が不十分なのではないかなと思います。 

 今日の長崎新聞に、ちょうどタイムリーにこ

の法改正の記事が載っていましたけれども、現

在、自転車の交通違反というのは、悪質性、危

険性が高くない場合は指導警告にとどめて、飲

酒運転などのように特に悪質性、危険性が高い

場合は取締りの対象になって、刑事手続へ移行

するというふうになるんだとお聞きしているわ

けですが、来年4月からは、16歳以上の自転車運

転者は交通違反をしたら反則金を納めることに

なると伺っています。これはより厳格に取締り

を強化するということになるのでしょうか。 

【吉岡交通指導課長】 現在、自転車の取締りに

つきましては、今ご指摘があったとおり基本は

指導警告としまして悪質、危険なものは検挙し

ているという状況であります。 

 来年4月から反則制度が導入されますけれど

も、この取締り方針は変わらず、検挙するその

やり方が変わるというだけでございます。 

【堤委員】 そうしますと、例えば自動車の場合、

一時停止をしなかったり信号無視をしたりとい

う場合に切符を切られるということがあります

が、反則金を払わないといけないということが

ありますけれども、そういったケースも自転車

の場合も取り締まられるということですね。 

 自転車と歩行者であっても交通ルールを遵守

していなければ、歩行者だったり自転車の運転

者が死亡したり重傷を負ったりと、そういうこ

ともあると思います。それで万一のときに備え

て損害賠償保険の加入なども大事なことだと思

うんですけれども、県内の加入状況はどのよう

かお分かりでしょうか。 

【鵜瀬委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１０時５９分 休憩 ― 

― 午前１１時 ０分 再開 ― 
 

【鵜瀬委員長】 再開します。 

【松尾交通企画課長】 先ほどの質問にございま

した自転車の保険については、保険会社が把握

されていることだと思っております。警察の方

では今のところ把握しておりません。 
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【堤委員】 何も通告もせずに、いきなりお聞き

しましたけれども、保険会社は確かに把握はさ

れていると思いますけれども、警察の方で保険

を勧めたりとかいうことにはならないんですか。 

【吉岡交通指導課長】 自転車の保険につきまし

ては全国的にも問題になっておりまして、重要

であると警察としても認識しております。 

 警察としましては、現在、取締りの中で指導

警告したりする場合に任意保険を勧めたりとい

うことは実際に実施しております。 

【堤委員】 取締りの中で任意保険を勧めている

ということです。 

 自動車の場合は強制的に自賠責に入らないと

いけないわけですけれども、そこまで自転車は

ないですが、本当に死亡事故があったり損害賠

償の額が大きかったりということもあるので、

やはり入って、安全運転を心がけることが第一

ですけれども、事故に遭うこともありますので、

やはり加入というのを勧めるということは大事

なことかなと思います。 

 それで自治体によっては、その加入を義務化

しているところもあると聞いたことがあるんで

すけれども、本県の状況はどうでしょうか。 

【鵜瀬委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１１時 ２分 休憩 ― 

― 午前１１時 ２分 再開 ― 
 

【鵜瀬委員長】 再開します。 

【田川交通部長】 損害賠償保険の加入状況につ

きましては、警察の方ではまだ把握してないと

ころでございます。 

 先ほど任意保険のところで、保険会社の方は

把握しているという答弁を交通企画課長からな

されましたけれども、警察の方としましても今

後はそういったところに配意する必要は今後生

じてくると思いますので、そういった保険関係

についても把握しながら、自転車の事故防止対

策などにも活用していきたいと考えております。 

【堤委員】 ありがとうございます。本当に全国

的には自転車が盛んに利用されている地域もあ

りますけれども、本県ではそこまではないです

が、一旦事故が起きたりした場合は本当に大き

なことになるので、保険加入なども含めて、あ

るいは2023年4月からヘルメット着用が努力義

務化されましたけれども、やはり命を守る、安

全な運転に心がけるという意味からも、そうい

ったところを推奨していっていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 もう一件、この事件・事故の推移に犯罪の一

般概況がありますけれども、ニセ電話詐欺の前

のページですけれども、ここのところでニセ電

話詐欺なども含まれると思いますが、知能犯そ

れから風俗犯、3年間の認知件数の数字がずっと

出ているわけですが、令和5年よりも前のところ

もちょっと見てみたら、この五、六年で知能犯、

風俗犯というところが非常に増加しています。 

 その内容はどういうものなのか、増加の原因

はどういうところにあるのかをお尋ねしたいと

思います。 

【松尾刑事総務課長】 知能犯と風俗犯の増加理

由等についてのご質問ということでお答えしま

す。 

 5年、6年、7年で増加しているというところで

ご説明しますけれども、まず知能犯についてご

説明します。 

 知能犯の罪種ですけれども、この知能犯の認

知件数には詐欺、横領、汚職など5つの罪種の認

知件数の合計となっております。 

 知能犯の認知件数が令和6年から増加してい

る理由としましては詐欺の増加、取り分けニセ
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電話詐欺とＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の増加

が要因と考えられます。 

 知能犯の認知件数に占めるニセ電話詐欺とＳ

ＮＳ型投資詐欺・ロマンス詐欺の割合を見てみ

ますと、合計数となりますが、令和6年9月末現

在で認知件数536件中250件、令和7年9月末現在

で認知件数578件中295件となっています。 

 前年比の増減数につきましても合計数となり

ますが、令和6年9月末現在の数値はプラス117件、

令和7年9月末現在の数値はプラス45件となって

います。 

 認知件数も前年比の増減数も、知能犯の中で

最も多い数値となっておりますので、このニセ

電話詐欺とＳＮＳ型投資詐欺・ロマンス詐欺の

増加が要因と考えられています。 

 続きまして、風俗犯についてご説明します。 

 風俗犯の認知件数は、賭博、不同意わいせつ、

性的姿態撮影等処罰法など、6つの罪種の認知件

数の合計となります。 

 認知件数が令和6年から急増している理由と

しましては、性的姿態撮影等処罰法違反の増加

が影響しているものと考えられます。 

 この性的姿態撮影等処罰法につきましては、

令和5年7月13日から施行されたもので、主に盗

撮を取り締まる法律であります。 

 それまで盗撮などは長崎県迷惑防止条例など

で取り締まっていましたが、より厳しい罰則の

ある性的姿態撮影等処罰法を適用するようにな

ったことで、件数が急増したものと考えられま

す。 

【堤委員】 ありがとうございます。様々な詐欺

の件数が、いろんなあの手、この手の詐欺が増

えているということ、それから性的姿態撮影等

処罰法が施行されたということで、盗撮が罰則

をつけて取締りが強化されるようになったとい

うことで、法改正によってそれまで不十分だっ

たところが、取締りが強化されて、そして件数

として増えてきたということで、やはりこれは

取締りを強化することによって被害を減らし、

犯罪の抑止につながるというか、そういったこ

とになっていると思います。 

 詐欺の方は対策をいろいろ講じても、本当に

新たな詐欺がまた出てきて、広報なども先ほど

ご答弁がありましたけれども、新たな事案が出

てきているというようなことですけれども、そ

のように知能犯、風俗犯が増加しているという

ご説明は分かりました。 

 やはり必要な法改正ということ、そして犯罪

に遭わない、被害に遭わないような仕組みとい

うのをこれからもいろいろ考えて、対策してい

かなければいけないんだなということを感じて

います。 

 本当に日々、警察本部の皆さんにはご尽力い

ただいて、県民生活の安心・安全のために働い

ていただいているわけですが、今後ともどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【田中委員】 新佐世保警察署の建設工事につい

てです。経緯というか結果というか、状況につ

いてお聞きします。 

 今年の7年3月に不落ということで、7年7月に

は2度目が行われたんだけれども、それも入札中

止、3回目が12月に公告と聞いてはいるんですが、

今後の予定等々はどういう流れになるのか、お

聞かせください。 

【野原装備施設課長】 新佐世保警察署の建設工

事につきましては、今委員からお話があったと

おり本体工事については過去2回、それぞれ不落、

中止ということで、今回3回目ということになっ
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ております。 

 建設工事につきましては7工事に分けて発注

予定で、既存工作物撤去工事、建設の先行工事、

建設の本体工事、電気工事、空調設備工事、衛

生設備工事、外構工事、こちらの7つに分けて工

事を発注予定としているところでございます。 

 既に工事が終了しております既存工作物撤去

工事を除く6工事の今後のスケジュールにつき

まして、契約関係と工期に分けてご説明させて

いただきます。 

 まず、契約関係につきましては、電気工事、

空調設備工事は既に契約済みであり、現在は工

事を一時中止中です。建設の先行工事につきま

しては、12月2日に指名競争入札方式で開札いた

しまして、落札ということになっております。 

 建設の本体工事につきましては、12月中旬に

公告、令和8年1月下旬に開札の予定です。衛生

設備工事につきましては、同じく12月中旬に公

告、令和8年2月中旬に開札の予定。外構工事に

つきましては、建設工事の進捗状況を考慮しな

がら発注予定としております。 

 次に、工期につきましてですが、建設の先行

工事は先日落札し、令和8年4月15日までの工期

となります。建設の本体工事は、令和9年12月末、

電気、空調設備及び衛生設備工事は、令和10年

1月初旬、外構工事についても、ほぼ同時期であ

る令和9年度第4四半期の完成を予定としている

ところでございます。 

【田中委員】 ＷＴＯの工事なので、いろいろ大

変な手続があるとは思うけれども、完全に1年遅

れてしまうという実態になっているわけです。

全てのスケジュールが狂ってしまう。営繕課に

委託してやっている事業とはいえ、管理・監督

は警察の方でやらなければならないわけだから。 

 そこで、予定どおりに行くと来年3月議会の承

認に間に合うんですか。これは間に合わせない

と大変なことになりますから、来年の3月議会で

承認が必要なんです。金額が大きいから。事務

手続の関係は進んでるんですか。 

【野原装備施設課長】 議会案件ということで、

建設の本体工事についてのご質問と思いますが、

こちらにつきましては先ほど申しましたとおり、

12月中旬に公告、令和8年1月下旬に開札予定と

いうことで、長崎県のホームページで公表して

いるものよりも若干遅れてはおりますが、1月下

旬に開札予定で、3月議会での議案上程を目指し

ているところでございます。 

【田中委員】 最低でも3月議会で承認してもら

わないと、また1年遅れるような感じになる。 

 議会承認が済むと、来年4月に工事が始まる。

それから1年9か月ぐらいか、工期の予定期間が

令和9年12月ですから。 

 それからしても令和10年4月に供用開始がで

きるのかどうか。警察の方でもいろいろな手続

というか準備が必要だと思いますから。 

 特に聞いておきたいのは、相浦署と佐世保署

が統合して新警察署を造るわけです。もちろん

人員も動くわけだから、本当に準備万端にやっ

ておかなければいかんなと、1年半ぐらいあるか

らとは言えどもです。 

 それからもう一つ聞きたいのは、統合した後

の相浦署の位置づけを大体どのように考えてい

るのか、これは聞かせてもらいたいと思う。 

【緒方警務課長】 相浦警察署と佐世保警察署が

統合した後の相浦警察署の位置づけといたしま

しては、相浦警察署の場所は、やはり相浦地区

の安全・安心の拠点といたしまして、引き続き

警察官による活動を実施していくように考えて

おりまして、従前と変わらないようにパトロー

ル等の強化、または各種啓発活動、また地元の
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方と協力しながら、地域の安全・安心の確保に

努めてまいりたいと考えております。 

【田中委員】 これは県の考え方だけれども、佐

世保署の場合は移転した後、早急に解体しても

らわなければならない。その後に県北振興局が

移る予定がもう進んでるんです。相浦はそのま

ま警察の方で使うという位置づけでいいんです

ね。それが分かればもう結構です。 

 そして最後に、予定というのはある程度うま

くいくように準備しておいてもらわないと、い

ろいろな問題が出てくる。完全に1年遅れになっ

てしまった。我々も期待していた。今が令和7年

だから、令和10年4月ぐらいには大体、新警察署

に移られると思うんだけれども、是非我々も楽

しみにしている施設なので、その後に県北振興

局も移るというような流れもあるので、本当に

遅れてもらったら困るので、是非お願いしてお

きたいと思います。 

 もう一つ、営繕課にあまり任せ切りにしても

駄目。私も営繕課にはいろいろ話をしたけれど

も、ＷＴＯの工事だからという側面もあるけれ

ども、是非お願いしておきたいと思います。 

 もう一つだけ、これは交通課になるのかな、

入札の関係でちょっと聞きたいんだけれども、

交通情報板設置ということで、東明中学校外5か

所というのが入ってるんです。3,300万ぐらいの

工事だったかな、これはどういう施設ですか。 

 東明中学校というと私の地元なので、ちょっ

と聞いておきたいと思うので教えてください。 

【山口交通規制課長】 工事の内容についてご説

明させていただきます。 

 交通情報板になります。先ほどお話の中でも

ありました、横断歩道の認知を上げるダイヤマ

ークですが、それを上げるために道路にある交

通情報板にいろんな広報をしております。 

 窓からも見えますけれど、道路上に警察が管

理している交通情報板が、例えばいろんな安全

運動を実施中とか、あと交通事故があった場合

のためなんですが、やはりこの先は通行止めと

か、渋滞が何キロ発生していますというのは幹

線道路をメインに設置しております。 

 やはり東明中学校のある場所については202

号が交通の要所でありますので、そこに情報板

を設置しているんですが、やはり機器が古くな

ると更新しないといけないため、それでその工

事が今回入っています。 

 ですのであくまでも東明中というのは、工事

の中のうちの1か所に東明中が入っているので、

工事名に東明中が出てきたという形になってお

ります。 

【田中委員】 それはそれでいいんです、東明中

学校だから私も関心があるので。 

 ちょっとイメージが湧かないのよ、6か所で

3,300万ぐらいの工事だから、1か所を平均する

と500万ぐらいの工事かな。あそこが202号の要

所というか、そういう流れの中であそこに設置

するのか。 

 まだ設置はできてないのでしょう、これは入

札だけで。私はたまには通るけれども、こんな

のができたかなというような記憶がない、東明

中学校前と書いてあるけれども。この東明中学

校のところの交差点の近くにやっぱりできるん

でしょうから、今は202号の4車線工事をしてい

るけれども。 

 もう設置しているのか、今からなのか、そこ

ら辺も含めて教えてください。 

【鵜瀬委員長】 暫時休憩いたします。 
 

― 午前１１時２０分 休憩 ― 

― 午前１１時２１分 再開 ― 
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【鵜瀬委員長】 再開します。 

【山口交通規制課長】 本件については更新工事

がメインになっております。4車線化する場所で

もありますし、当然、更新となると4車線化して

いる場所なので、若干位置がずれる可能性はあ

ると思うんですが、本件の工事につきましては

大体が更新、建て替えというイメージになって

おります。 

【田中委員】 更新なんですね、今まであったの

を更新ということですね。今まであった記憶が

ないものだから。私が、しょっちゅう通るんだ

けど、東明中学校の前は。しょっちゅうといっ

ても月に二、三回だけれども。 

 分かりました。更新でやっている工事という

ことですね、分かりました。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問がないようですので、

警察本部関係の審査結果について整理したいと

思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時２２分 休憩 ― 

― 午前１１時２４分 再開 ― 
 

【鵜瀬委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、警察本部関係の審査を終

了いたします。 

 引き続き、出納局・各種委員会事務局関係の

審査を行います。 

 しばらく休憩し、11時35分より再開します。 
 

― 午前１１時２４分 休憩 ― 

― 午前１１時３５分 再開 ― 
 

【鵜瀬委員長】 委員会及び分科会を再開いたし

ます。 

 これより、出納局及び各種委員会事務局関係

の審査を行います。 

【鵜瀬分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案を議題といたします。 

 会計管理者より、予算議案の説明を求めます。 

【井手会計管理者】 出納局関係の議案について

ご説明いたします。 

 予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の2ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分、第106号議案「令

和7年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」の

うち関係部分であります｡ 

 まず、第103号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第5号）」のうち関係部分について、

ご説明いたします｡ 

 歳出予算で、（目）一般管理費257万4,000円

の減を計上いたしておりますが、これは、職員

の給与費について、既定予算の過不足の調整に

要する経費であります。 

 次に、第106号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第6号）」のうち関係部分について、

ご説明いたします｡ 

 歳出予算で、（目）一般管理費1,047万1,000

円の増、（目）会計管理費21万4,000円の増を計

上いたしておりますが、これは職員の給与改定

に要する経費であります｡ 

 以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます｡ 

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございました。 

 次に、監査事務局長より予算議案の説明を求

めます。 

【桑宮監査事務局長】 監査事務局関係の議案に
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ついてご説明いたします｡ 

 同じ資料の3ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分、第106号議案「令

和7年度長崎県一般会計補正予算（第6号）｣のう

ち関係部分であります｡ 

 まず、第103号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第5号）」のうち関係部分について

ご説明いたします｡ 

 歳出予算で、（目）委員費1万6,000円の減、

（目）事務局費196万5,000円の減を計上いたし

ておりますが、これは、常勤監査委員及び職員

給与費について、既定予算の過不足の調整に要

する経費であります｡ 

 次に、第106号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第6号）」のうち関係部分について

ご説明いたします｡ 

 歳出予算で、（目）委員費5万円の増、（目）

事務局費421万2,000円の増を計上いたしており

ますが、これは、常勤監査委員及び職員の給与

改定に要する経費であります｡ 

 以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります｡よろしくご審議を賜りますようお

願い申し上げます｡ 

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございました。 

 次に、人事委員会事務局長より予算議案の説

明を求めます。 

【小畑人事委員会事務局長】 それでは人事委員

会事務局関係の議案についてご説明いたします｡ 

 同じ資料の4ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分、第106号議案「令

和7年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」の

うち関係部分であります｡ 

 まず、第103号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第5号）」のうち関係部分について

ご説明いたします｡ 

 歳出予算で、（目）事務局費615万1,000円の

増を計上いたしておりますが、これは、職員給

与費について、既定予算の過不足の調整に要す

る経費であります｡ 

 次に、第106号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第6号）」のうち関係部分について

ご説明いたします｡ 

 歳出予算で、（目）事務局費377万9,000円の

増を計上いたしておりますが、これは、職員の

給与改定に要する経費であります｡ 

 以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります｡よろしくご審議を賜ります

ようお願い申し上げます。 

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございました。 

 次に、労働委員会事務局長より予算議案の説

明を求めます。 

【小畑労働委員会事務局長】 それでは、労働委

員会事務局関係の議案についてご説明いたしま

す｡ 

 同じ資料の5ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分、第106号議案「令

和7年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」の

うち関係部分であります｡ 

 まず、第103号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第5号）」のうち関係部分について

ご説明いたします｡ 

 歳出予算で、（目）事務局費131万2,000円の

減を計上いたしておりますが、これは、職員給

与費について、既定予算の過不足の調整に要す
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る経費であります｡ 

 次に、第106号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第6号）」のうち関係部分について

ご説明いたします｡ 

 歳出予算で、（目）事務局費154万8,000円の

増を計上いたしておりますが、これは、職員の

給与改定に要する経費であります｡ 

 以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります｡よろしくご審議を賜ります

ようお願い申し上げます｡ 

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございました。 

 次に、議会事務局長より予算議案の説明を求

めます。 

【中尾議会事務局長】 議会事務局関係の議案に

ついてご説明いたします｡ 

 同じ資料の6ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分、第106号議案「令

和7年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」の

うち関係部分であります｡ 

 まず、第103号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第5号）」のうち関係部分について

ご説明いたします｡ 

 歳出予算で、（目）議会費1,507万5,000円の

減、（目）事務局費171万6,000円の増を計上い

たしておりますが、これは議員報酬及び職員給

与費について、既定予算の過不足の調整に要す

る経費であります｡ 

 次に、第106号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第6号）」のうち関係部分について

ご説明いたします｡ 

 歳出予算で、（目）議会費548万円の増、（目）

事務局費822万1,000円の増を計上いたしており

ますが、これは議員の期末手当改定及び職員の

給与改定に要する経費であります｡ 

 以上をもちまして、議会事務局関係の説明を

終わります｡よろしくご審議を賜りますようお

願い申し上げます｡ 

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑、討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第103号議案のうち関係部分及び第106号議案

のうち関係部分については、原案のとおり可決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。 

【鵜瀬委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。出納局及び各種委員会事務局においては、

今回、委員会付託議案がないことから、所管事

項についての説明を受けた後、提出資料につい

ての説明を受け、議案外所管事務一般について

の質問を行うことといたします。 

 まず、人事委員会事務局長より所管事項説明

を求めます。 

【小畑人事委員会事務局長】 人事委員会事務局

関係の所管事項についてご報告いたします｡ 
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 まず、総務委員会関係説明資料の追加1の2ペ

ージをご覧ください。 

 令和7年度長崎県職員採用試験について、短大

卒業程度、高校卒業程度の試験を実施し、11月

20日に最終合格者を発表いたしました。 

 受験者数、合格者数及び競争倍率につきまし

ては、それぞれ記載のとおりであります。 

 次に、総務委員会関係説明資料の2ページをご

覧ください。 

 公務における人材の確保は、民間企業の採用

活動の活発化及び国や他の地方公共団体との競

合により非常に厳しい状況であり、本県の職員

採用試験においても、特に技術系職種では受験

者数が採用予定数を下回るなど、人材の確保が

一層厳しくなっております。 

 このような状況を踏まえ、大学卒業程度のＣ

試験として「農業」、「畜産」、「林業」、「農

業土木」、「土木」、「建築」、「機械設備」、

「電気」、「社会福祉」の9職種について、1次

試験を11月12日から11月30日まで実施し、2次試

験を1月中旬、最終合格者の発表を2月中旬に予

定しております。試験方法については記載のと

おりであります。 

 多様で優れた人材の確保に向けて、引き続き、

任命権者との協議を進めてまいります。 

 次に、職員の給与等に関する報告及び勧告に

ついてでありますが、本委員会は、去る10月6日、

地方公務員法の規定に基づき、議会及び知事に

対して、職員の給与等に関する報告及び勧告を

行いました。 

 給与改定における民間企業との比較に当たり、

本県においても優れた人材の確保に向けた取組

が重要であることを考慮し、国に準じて、比較

対象企業規模を50人以上から100人以上に見直

しました。 

 その結果、月例給及び特別給ともに民間の水

準が県職員の水準を上回っていたことから、職

員の給与を引き上げることといたしました。そ

の概要は記載のとおりであります。 

 以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

報告を終わります。 

【鵜瀬委員長】 次に、提出のあった政策等決定

過程の透明性等の確保などに関する資料につい

て説明を求めます。 

【山道会計課長】 政策等決定過程の透明性等の

確保及び県議会議員との協議等の拡充に関する

決議に基づき、本委員会に提出いたしました出

納局・各種委員会事務局の資料についてご説明

申し上げます。 

 資料の2ページをご覧ください。 

 出納局所管の1,000万円以上の契約について、

令和7年9月から令和7年10月までの実績は記載

のとおり1件となっております。 

 また、入札結果につきましては3ページに記載

のとおりでございます。以上でございます。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより議

案外所管事務一般に関する質問を行います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。 

【堤委員】 1,000万円以上の契約状況で、ＬＥ

Ｄスポットライトほかとありますが、これは県

の美術館に納入するということでされています

けれども、これの契約の中身、内容についてま

ずお尋ねします。 

【元村物品管理室長】 ＬＥＤスポットライトほ

かの契約の内容なんですけれども、こちらはＬ

ＥＤスポットライトが150個、それに伴うスフェ

ロリットレンズが100個、ダウンフィルターが33

個の3種目の調達となっております。 
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【堤委員】 ＬＥＤスポットライト150個ほかそ

れぞれということですけれども、このＬＥＤス

ポットライトというのは、その更新時期が来た

ために今回契約したものなのかということ、そ

れから契約金額2,762万とありますけれども、入

札結果を見ますと2,511万と契約の金額がちょ

っと上がっていますけれども、この辺の経緯は

どういうことなんでしょうか。 

【元村物品管理室長】 まず、ＬＥＤスポットラ

イトの更新なんですけれども、こちらは美術館

の方で計画的に更新ということで、計画的に調

達されていると聞いております。 

 それと入札結果一覧表の金額は税抜きの金額

を記載しておりますので、これに消費税相当額

の10％を掛けた2,762万2,991円が契約金額とな

っております。 

【堤委員】 分かりました。入札結果の方は税抜

きの金額で、税込みで2,700万余りということで

す。 

 計画的に美術館の方で更新されているという

ことで、150個というのは、これは美術館全体の

スポットライトの中の大体どのくらいの割合に

なるんでしょうか。 

【元村物品管理室長】 こちらの個数については、

どの程度の割合になるかはちょっとこちらの方

では把握しておりませんで、文化振興・世界遺

産課の方から請求があった分をこちらで調達す

るとなっております。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般についてご質問はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 質問がないようですので、出納

局及び各種委員会事務局関係の審査結果につい

て整理したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時５１分 休憩 ― 

― 午前１１時５１分 再開 ― 
 

【鵜瀬委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、出納局及び各種委員会事

務局関係の審査を終了いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時から委員会を再開し、企画部関係の審査を行

います。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 
  

― 午前 １１時５２分 散会 ― 
 

 



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和７年１２月１０日 

自  午前１０時 ０分 

至  午前１１時 ８分 

於  委 員 会 室 １ 
 
 

２、出席委員の氏名 

鵜瀬 和博 委員長（分科会長） 

大久保堅太 副委員長（副会長） 

田中 愛国 委 員 

徳永 達也  〃   

山田 朋子  〃   

川崎 祥司  〃   

山本 由夫  〃   

宅島 寿一  〃   

堤  典子  〃   

中村 俊介  〃   
 

 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し 
 

 
 

５、県側出席者の氏名 

早稲田智仁 企 画 部 長 

川端 博子 企 画 部 次 長 

山下 公誉 政 策 調 整 課 長 

内田 正樹 政 策 企 画 課 長 

寺井 芳隆 
政策企画課企画監 
（地域連携担当） 

川瀬 泰介 
政策企画課企画監 
（総合計画・総合戦略担当）  

直塚  健 デジタル戦略課長 

 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【鵜瀬委員長】 委員会及び分科会を再開いたし

ます。 

 これより企画関係の審査を行います。 

【鵜瀬分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案を議題といたします。 

 企画部長より予算議案の説明を求めます。 

【早稲田企画部長】 おはようございます。企画

部関係の議案についてご説明いたします。 

 予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

をお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分、第106号議案「令

和7年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」の

うち関係部分であります。 

 初めに、第103号議案「令和7年度長崎県一般

会計補正予算（第5号）」のうち企画部関係につ

いてご説明いたします。 

 今回の補正予算は歳出予算で、1,444万6,000

円の増を計上いたしております。 

 この歳出予算の内容は、職員給与費について、

既定予算の過不足調整に要する経費であります。 

 次に、第106号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第6号）」のうち企画部関係につい

てご説明いたします。 

 補正予算は歳出予算で1,231万7,000円の増を

計上いたしております。 

 これは、職員の給与改定に要する経費であり

ます。 

 以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議賜りますようお願い申
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し上げます。 

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑、討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第103号議案のうち関係部分及び第106号議案

のうち関係部分については、原案のとおり可決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。 

【鵜瀬委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。議案を議題といたします。 

 企画部長より総括説明を求めます。 

【早稲田企画部長】 企画部関係の議案について

ご説明いたします。 

 お手元の総務委員会関係議案説明資料をお開

き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第134号議案「長崎県総合計画みんなの未来図

2030について」のうち関係部分であります。 

 第134号議案「長崎県総合計画みんなの未来図

2030について」は、長崎県行政に係る基本的な

計画について議会の議決事件と定める条例第2

条の規定により、議会の議決を得ようとするも

のであります。 

 これは、県議会をはじめ県民の皆様からご意

見をいただきながら検討を進めてまいりました

新たな総合計画について、名称を「長崎県総合

計画みんなの未来図2030」とし、「ながさきの

誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来を

ひらく」を基本理念に、「こども」「くらし」

「しごと」「にぎわい」「まち」の5つの柱の下、

12の基本戦略を掲げる令和8年度からの5か年計

画として策定しようとするものであります。 

 なお、基本戦略のうち企画部関係部分では、

基本戦略「活力にあふれた持続可能な地域をつ

くる」において、「デジタル技術等を活用した

地域課題の解決」として、デジタル技術や人材

を活用した新たなサービス創出、通信環境整備

等による地理的格差解消に取り組むこととして

おります。 

 また、「ドローンなどの先端技術を活用した

地域課題の解決やイノベーション創出の推進」

として、特区等を活用した規制制度改革や先端

的サービスの実証、ドローン活用に係る人材育

成・社会実装へ向けた取組の支援等を図ってま

いります。 

 県としては、今後も県議会でのご議論を十分

に踏まえながら、市町、関係団体等と連携し、

県民一人ひとりが主体となって「新しい長崎県

づくり」に参画いただけるよう、県民総ぐるみ

の計画として、様々な施策の展開に力を注いで

まいりたいと考えております。 

 次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。 

 （人口戦略フォーラムについて） 

 県では、来る12月21日、出島メッセ長崎にお

いて、長崎市及び産官学金労言から構成される

実行委員会との共催により、「日本創生に向け
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た人口戦略フォーラムｉｎながさき」を開催す

る予定であります。 

 本フォーラムは、人口減少問題に取り組む全

国的な民間組織である「未来を選択する会議」

の三村議長をはじめ、九州各県知事及び地域活

性化に取り組まれている方々等にご参加いただ

き、「若者・女性にも選ばれる地方になるため

に」をメインテーマに掲げ、「九州はひとつ」

の取組事例の紹介など、3つのパネルディスカッ

ションを行うこととしております。 

 また、県内の学生により「ながさき宣言」を

発表することとしており、本県から日本全国に

向けて、力強い地方創生のメッセージを発信し

てまいりたいと考えております。 

 県としては、こうした取組を通して、人口減

少問題に対する課題認識を関係者間で共有しな

がら、官民一体となって、引き続き、将来にわ

たる県勢の持続的な発展を目指してまいります。 

 （ＳＤＧｓの推進について） 

 ＳＤＧｓについては、県民の皆様や企業等に

対する普及啓発及び認知度向上を図るため、長

崎県ＳＤＧｓ登録制度の運用やポータルサイト

による情報発信、啓発イベントの実施等に取り

組んでいるところであります。 

 このうち、登録制度の運用においては、登録

の拡大を目指し、今年度から新たに、通年での

募集を開始したほか、去る11月7日には、啓発イ

ベントとして、「“つなぐ”長崎ＳＤＧｓセミ

ナー2025ｉｎメタバース」を開催し、メタバー

ス空間を活用の上、講演や県内企業等による取

組事例の発表などを行いました。 

 また、10月20日からは、県民の皆様にご参加

いただきながらＳＤＧｓを県内に広げていくこ

とを目的に、「＃（ハッシュタグ）長崎みんな

のＳＤＧｓ～広がれ！ＳＤＧｓの輪～」と題し

て、ＳＤＧｓに関する身近な取組をインスタグ

ラムで投稿いただくキャンペーンを実施したと

ころであります。 

 今後とも、登録制度の運用や県民参加型の啓

発イベント等の工夫を行いながら、県民の皆様

や県内企業等へのＳＤＧｓのさらなる普及促進

に努めてまいりたいと考えております。 

 （ドローンの社会実装等の推進について） 

 県においては、国家戦略特区制度等を活用し

ながら、様々な分野において、先端的なドロー

ンサービスの社会実装の促進に取り組んでおり

ます。 

 去る10月14日には、砂防施設の点検及び測量

の効率化を目的として、島原市の水無川流域に

おいて、小型固定翼ドローンを用いた実証が行

われました。 

 今回の実証は、島原市やＡＮＡホールディン

グス株式会社等が共同で取り組んでいるもので

あり、実証に用いた固定翼ドローンは、回転翼

ドローンに比べ長距離を高速で飛行できるため、

広域的な点検・測量の実施や作業時間の短縮な

どにつながることが期待されるものであります。 

 また、去る11月20日、新上五島町において、

国家戦略特区制度による調査事業として、そら

いいな株式会社等により、全国で初めてとなる

ドローンのエリア単位でのレベル4飛行による

実証が行われました。 

 これは、従来の線形経路単位でのレベル4飛行

をさらに発展させ、面的なエリア単位で行うも

のであり、本年2月に、五島市において実施され

た線的な飛行による処方薬配送の実証を基に、

その要件や安全確保措置などについて、国と協

議・検討を重ねた結果、今回、エリア単位で医

薬品等を複数の目的地へ配送するレベル4飛行

が実現したものであります。 
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 今後とも、様々な分野におけるドローンサー

ビスの早期実装を推進するとともに、ドローン

サービスの活用による地域課題の解決に向けて、

力を注いでまいりたいと考えております。 

 （事務事業評価の実施について） 

 本年度の事業評価において、事務事業評価を

実施いたしました。企画部関係分については、

お配りしている資料のとおりであります。 

 以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。 

 次に、政策企画課企画監より補足説明を求め

ます。 

【川瀬政策企画課企画監】 おはようございます。

私から、第134号議案「長崎県総合計画みんなの

未来図2030」につきましてご説明申し上げます。 

 まず、策定経過について説明いたします。 

 初めに、本計画の策定までの経過につきまし

ては、昨年来、現行計画の進捗状況を分析、検

証するとともに、県内外の有識者による懇話会

を計4回開催いたしました。 

 さらに、高校生や大学生などの若者、県内企

業の女性社員の皆様との意見交換、県内7地域で

の地域別意見交換会、県民アンケート、市町へ

のヒアリングなどを通じて、幅広く県民の皆様

の声を伺ってまいりました。 

 また、県議会には6月定例会で計画の基本理念

や政策の柱などを示した素案骨子をお示しし、

ご意見をいただきました。 

 続いて、9月定例会では基本理念のフレーズや

数値目標、主な取組を追加した素案をお示しし、

さらにご意見をいただいたところです。 

 今回の計画議案は、この9月定例会でのご意見

に加え、県民からのパブリックコメント、市町

や関係団体、有識者懇話会からのご意見を踏ま

えて取りまとめたものです。 

 それでは、素案からの主な変更点を中心にご

説明申し上げます。 

 議案の3ページをご覧ください。 

 議案の件名にもございますとおり、今回、新

たな総合計画の名称としまして、「長崎県総合

計画みんなの未来図2030」を提案させていただ

いております。 

 このみんなの未来図という名称には、2030年

度までの5年間における県の政策の方向性を未

来図としてお示しし、その実現に向けて県民の

皆様と思いを一つにし、共に歩んでいくという

願いを込めております。 

 また、この名称は基本理念である「ながさき

の誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来

をひらく」に込められた思いや考えと方向性を

共有するものとなっております。 

 続きまして、議案の14ページをご覧ください。 

 ここでは、基本理念を実現する5つの柱につい

て、10年後の目指す姿を具体化した、ありたい

姿の主なものをお示ししております。 

 各柱の「めざす姿」の実現に向けて取組を進

めた結果、10年後に本県がどのような状態にな

っているかを「ありたい姿」として具体的に表

現し、県民の皆様と共有することを目的として

設けたものでございます。 

 続きまして、議案22ページ以降の基本戦略・

施策についてご説明申し上げます。 

 まず指標につきまして、素案の段階では統計

調査やアンケート調査の結果が未確定であった

ため、基準値や目標値を調整中と記載しており

ました。記載しておりました「結婚、妊娠、こ

ども・子育てに温かい社会の実現に向かってい
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る」と思う人の割合や、産業廃棄物の最終処分

量のほか観光消費額などの指標について、新た

に目標値等を設定しております。 

 また、県議会、有識者懇話会、パブリックコ

メント等で頂戴したご意見を踏まえ、指標の名

称や目標値の見直し、指標の追加等も行ってお

ります。 

 これらの変更があった指標につきましては、

設定根拠を整理した参考資料をそれぞれ所管の

委員会に配付させていただいております。 

 指標以外の変更点につきましては、有識者懇

話会やパブリックコメント等を踏まえ、計画全

般にわたり文言の追加や修正を行っております

が、施策や取組の方向性に影響を与えるもので

はございませんので、個別の説明は割愛させて

いただきます。 

 以上が本議案の概要でございます。今議会に

おきましても、9月定例会の計画素案の際と同様

に、関係資料として各常任委員会に所管部局の

事業群一覧を配付させていただいており、それ

ぞれ関係部分のご審議をお願いするところでご

ざいます。何とぞよろしくご審議賜りますよう

お願い申し上げます。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございます。 

 以上で説明が終わりましたので、これより議

案に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

【中村(俊)委員】 おはようございます、中村で

す。 

 私からは、総合計画推進のための取組につい

てでありますけれども、長崎県総合計画は、こ

の地域の未来を形づくる重要な指針であると考

えております。 

 それで、これまでの計画では地域課題への対

応や施策の展開を着実に進めてこられたものと

認識しておりますが、昨今の社会経済情勢の変

化や、また地域課題の複雑化が進む中で、次期

計画では柔軟な対応力や戦略的な展開力を兼ね

備えた運営が求められるものと思います。 

 単に計画を策定するだけではなくて、実効性

を高められるような仕組みをしっかりと確立さ

せていくことが重要ではないかなと思います。 

 ゆえに効果的なマネジメントサイクルの展開

であるとか、または外部視点の導入などによる

事業検証や、また将来の地域社会の担い手とな

る若者世代の参画を推進することも、持続可能

性を高める観点からも大切なことであると思い

ますが、県としてこれらの取組をどのように計

画、運営に取り組んで、地域の実情に即した柔

軟で戦略的な推進を行っていくのかが、前段で

少し長くなりましたけれども、これに関して3点

ほどお伺いしたいと思います。 

 まず、次期総合計画では各施策の「めざす姿」

の具現化に向けて、ＰＤＣＡサイクルを中心と

したマネジメントサイクルの展開が示されてお

ります。 

 皆さんご承知のとおりでありますが、計画そ

して実行、評価、改善といった一連の流れを確

実に実施すること、これは施策の実効力を向上

させる上で重要でありますが、ＰＤＣＡサイク

ルを活用したマネジメントサイクルについて、

具体的な運用方法と、また施策の改善につなげ

る仕組みについて、どのように取り組んでおら

れるのか、また必要に応じて活用するその他手

法があれば、その考え方についても重ねてご説

明をお願いします。 

【川瀬政策企画課企画監】 総合計画の推進に当

たりましては、ＰＤＣＡサイクルを軸としたマ

ネジメントサイクルを展開し、施策の実効性と

透明性の向上を図ってまいります。 
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 計画の策定に当たりましては、施策の目的や

活動成果を整理した上で、成果を示すアウトカ

ム指標を設定しており、県民への成果の説明に

当たりましては、分かりやすく定量的に把握可

能な実績値を用いてまいります。 

 また、毎年度の政策評価を通じまして達成状

況を検証し、必要に応じて施策や事業の改善・

見直しを行ってまいります。 

 さらに、施策の立案や改善に当たりましては

ＥＢＰＭ、証拠に基づく政策立案の考え方を取

り入れ、客観的なデータに基づいて現状と課題

を把握し、より効果的な手段を選択してまいり

ます。 

 なお、社会情勢の変化に柔軟に対応するため

ＯＯＤＡ（ウーダ）ループなど、そのほか改善

につながる手法の活用も研究・検討してまいり

ます。 

【中村(俊)委員】 ありがとうございます。ＰＤ

ＣＡサイクルを軸としたマネジメントサイクル

の考え方は、総合計画の実効性を高める上で非

常に重要だと感じます。 

 目標値の設定から評価、改善までの、この流

れを明確にすることは、やはり県民の皆さんに

とっても成果が見えやすく、また納得感のある

施策につながるものと思います。 

 またＥＢＰＭについても、客観的なデータに

基づいた政策判断が行われることは、信頼性の

向上にも寄与する重要な視点であると思います

し、また、ＯＯＤＡ（ウーダ）ループの活用も

含めて、今後も状況に応じた手法を選択するこ

とによって、マネジメントの精度向上が図られ

ることに期待したいと思います。 

 そして2点目ですが、総合計画及び総合戦略の

実効性を高めるには、計画の進捗状況や、また

成果を客観的に検証するこの仕組みが必要不可

欠だと考えております。 

 特に外部視点を取り入れた検証は、施策の妥

当性また改善点を明らかにする上で、非常に有

効だと認識しております。 

 総合計画そして総合戦略の検証については、

外部委員による懇話会を開催し、検証を行うと

いうご説明が先ほどありましたが、まずは当該

外部委員の構成など懇話会の仕組みについて、

もう少し詳しくご説明願います。 

【川瀬政策企画課企画監】 まずは総合計画の策

定に当たっての懇話会の説明をさせていただき

ます。 

 この総合計画・総合戦略の策定に当たりまし

ては、本県の政策分野を網羅する計画であるこ

とから懇話会を設置し、肩書や年齢、性別にと

らわれることなく、各分野において先進的な取

組を行っている専門家だとか、県民の意見を代

表する公募委員など、総勢33名の委員の皆様か

ら幅広く意見を伺ってきたところでございます。 

 今後は総合計画及び総合戦略の効果検証に当

たりましては、これら33名の委員の中から、検

証テーマに関連する専門分野の方々を中心に、

33名から10名程度を招集いたしまして、令和9年

度以降、毎年度ご審議いただくことと考えてお

ります。 

 また、計画期間中に社会経済情勢等の変化に

より計画の見直しが必要となった場合には、懇

話会の委員の皆様に再度ご参集いただき、ご意

見を伺う機会を設けることも想定しております。 

【中村(俊)委員】 ただいまのご説明の中で、懇

話会の委員構成においては専門性と多様性の両

立が図られている点、また検証の仕組みとして、

毎年度審議する機会を設けるとのことでありま

した。 

 では、懇話会の開催を通じて得られるこの専

門的な知見であるとか、または現場の実践に基
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づく意見を具体的にどのように計画の検証に生

かしていくのか、また検証結果をどのように施

策の改善につなげていくのか、県としての見解

をご教授いただければ幸いです。 

【川瀬政策企画課企画監】 総合計画の推進に当

たりましては、懇話会を計画の検証機能として

活用し、専門家や公募委員など外部有識者の意

見を積極的に取り入れてまいります。 

 懇話会では施策の進捗状況や成果指標の達成

度等で総合計画の進捗状況を共有し、客観的な

評価と改善の方向性について議論を深めること

で計画の実効性向上を図るほか、懇話会で得ら

れた意見につきましては、事業の改善や重点化

などに活用し、柔軟かつ戦略的な計画運営を推

進してまいります。 

 こうした検証と改善のサイクルを通じまして、

県民ニーズに即した施策展開を推進してまいり

ます。 

【中村(俊)委員】 懇話会を検証の場として活用

することで、施策の妥当性や改善点が明確にな

り、また計画の実効性が高まることを期待して

おります。 

 また、専門家や県民からの公募委員を含む幅

広い構成により、県民の声が計画に反映される

仕組みが整えられている点は、県民参加の観点

からも大事なポイントであると感じます。 

 外部の視点を取り入れた検証は、行政の自己

評価に偏らない客観性を確保する上でも非常に

重要ではないかなと思います。 

 今後も懇話会等を通じて、計画の質の向上に

資する組織を継続していただけるように強く要

望いたします。 

 それでは最後になりますけれども、総合計画

の推進に当たってであります。 

 県民への周知と理解を深めること、これが非

常に重要ではないかなと思います。また周知に

とどまらずに、やはり計画に将来の地域社会を

担う若者世代の参画を促すことが、計画自体の

持続可能性を高める上で重要な課題であろうと

考えます。 

 そういった考えから、県として総合計画の周

知・啓発をどのように進めていくのか、また若

者世代の関心を高めて計画実施への参画を促す

ため、具体的にどのように取り組んでいくのか、

県の見解を伺います。 

【川瀬政策企画課企画監】 周知・啓発と若者の

参画の2点のお尋ねがありました。 

 まず周知・啓発につきましては、議決をいた

だきましたならば、できるだけ早いタイミング

で県のホームページに掲載いたしまして、冊子

等の配布も順次実施してまいりたいと考えてお

ります。 

 さらに広報紙や県政番組、ＳＮＳなど県の広

報媒体を幅広く活用いたしまして、県民の周知・

啓発にしっかりと取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 また若者の参画につきましては、策定段階か

ら高校生や大学生、女性グループなど、若者や

女性との意見交換に力を入れてきたことを踏ま

え、今後も教育機関や県内の企業等のご理解、

ご協力を得ながら、単なる講演にとどまらず双

方向の取組を重ねてまいりたいと考えておりま

す。 

 加えて、先ほど部長説明でもございました、

12月21日に日本創生に向けた人口戦略フォーラ

ムを本県でも開催いたします。 

 本フォーラムでは、若者、女性が安心して働

き暮らせるための取組や、地域のポテンシャル

を活かし付加価値を生み出すための取組など、

3つのテーマでパネルディスカッションを行う

こととしております。 
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 次期総合計画とも同じ方向性であることから、

様々な参加者が参加される本機会を捉えまして、

本県の事例を紹介することとしております。 

 こういった取組を積み重ねることによって本

計画の周知を一層進めまして、若者の積極的な

県政への参画を促してまいりたいと考えており

ます。 

【中村(俊)委員】 ありがとうございました。総

合計画の周知・啓発について、ホームページや

冊子の配布に加えて広報紙や県政番組、ＳＮＳ

など多様な媒体を活用する方針であるというこ

とでございました。 

 またこれは県民への情報発信を強化する上で

非常に有効な手段であると感じました。特にＳ

ＮＳなど若者に届きやすいこういった手法を積

極的に取り入れることは、通常、我々議員もそ

ういった形で情報発信させていただいてますけ

れども、計画の認知度向上に直結する重要な取

組だと思います。 

 また、策定段階から高校生や大学生、女性グ

ループとの意見交換を重ねてきた点は評価いた

しますし、また今後も教育機関や企業と連携し

て教材開発や、またワークショップを通じて若

者の主体的な参画を促す姿勢は計画の持続可能

性を高める上で大きな意義がございます。 

 そしてこうした双方向の取組をしっかりと継

続されることを強く期待し、また要望して私の

質問を終わります。ありがとうございました。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

【宅島委員】 この長崎県総合計画は議案になっ

ています、それでここに説明が書いてあるんで

すが、「概ね10年後のありたい姿」、これを示

したと。それで「みんなの未来図2030」という

ことで計画を立てられております。非常に県民

のご意見を幅広くお聞きして策定されたと評価

いたします。 

 それでここに書いてありますとおり、この計

画は県政における最上位の計画として、令和8年

度からの5か年間の政策の方向性を示すもので

あると明記してあります。 

 本当に先ほど中村（俊）委員からも説明があ

りましたとおり県民の皆様方に広く、これは要

約版というか、そういったことも考えながら認

知度アップに努めていただきたいと思います。 

 この計画の中で、製造業、サービス産業、そ

してまた農業、水産業の4分野において、県民所

得の増加に向けた具体的な取組が示されており

ます。 

 こうした取組が県民生活の向上や地域経済の

活性化につながることは重要であると考えます

が、まずは現状の県民所得の増加実績について

ご説明をお願いします。 

【川瀬政策企画課企画監】 県民所得の増加実績

のお尋ねがございました。 

 実績につきましては、県民経済計算の確定に

一定の期間を要するため、現時点での最新値は

令和4年度の実績となっております。 

 現行計画の基準値である令和2年度を基とし

た令和4年度における増加額は、製造業263億円、

サービス産業652億円、農業マイナス24億円、水

産業67億円で、4分野の合計では958億円となり、

現計画の最終目標である831億円を既に上回っ

ている状況となっております。 

 特にサービス産業の大幅な伸びが全体を牽引

しておりますが、製造業、水産業も令和4年度の

目標値を上回っており、農業分野は減少してい

るものの、全体としては順調に推移しておりま

す。 

 今後も県民所得の向上を通じまして、県内経

済の活性化に引き続き力を注いでまいります。 

【宅島委員】 ありがとうございます。製造業で
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263億円、その他サービス業で652億円、農業で

マイナス24億円、水産業で67億円のプラス、合

計で958億円のプラスという説明をいただきま

した。 

 今計画において非常に目標を達成されたとい

うことで、評価させていただきますが、それぞ

れの分野の増加額の内訳について説明をお願い

します。 

【川瀬政策企画課企画監】 まず、現計画の県民

所得の増加額831億円の内訳について説明いた

します。 

 製造業は550億円、サービス産業は175億円、

農業は93億円、水産業は13億円となっておりま

す。 

 続いて、新たな総合計画の県民所得の増加額

1,791億円の内訳について説明いたします。 

 製造業は1,590億円、サービス産業は147億円、

農業は45億円、水産業は9億円となっております。 

【宅島委員】 今説明がありましたけれども、所

得増加目標です。現計画より抑えられていると

いうことはどういった背景があるのか、ご説明

をお願いいたします。 

【川瀬政策企画課企画監】農業と水産業につき

ましては、担い手の高齢化だとか資材価格の高

騰など、厳しい課題に直面していることが現計

画より抑えられている背景として挙げられます。 

 新たな計画におきましても、経営体の育成等

を通じまして、県民所得の向上を図る方針とな

っております。 

 具体的には、農業では農家の減少や資材高騰

の影響により、栽培面積や所得率が低下してお

り、増加目標は現計画より縮小されているもの

の、スマート技術の活用や基盤整備、作業の外

部化などにより継続して所得向上に取り組みま

す。 

 次に、水産業では経営体数の減少が続く中で

も、ブリ、クロマグロなど養殖魚を中心に産出

額が伸びており、新たな計画では高齢化に対応

しながら経営体当たりの収益性向上を目指すこ

とで所得向上を図ってまいります。 

【宅島委員】 ありがとうございました。特に水

産業については、中国への輸出が今またストッ

プがかかるというような状況で、非常に不透明

な業態というか、水産業の輸出をしている方に

とっては打撃になっております。 

 この辺を含めてきちんと水産部と連携して、

どういった対策を盛り込んでいったらいいのか

というのをしっかり検討して、こういった総合

計画の中にも入れ込んでいただきたいと思いま

す。 

 あとドローンの活用なんですけれども、国家

戦略特区ですかドローンの、長崎県が認定され

て様々な実証実験がされております。 

 特に医療分野の関係で先進的な取組を実証実

験されていると思いますが、先般、デジタル戦

略課長にも、ぜひ国家戦略特区でドローンが認

定されているわけだから、海洋プラスチックご

みの回収をこのドローンを使ってしっかりやっ

てみて、国と環境省と協議しながら進めたらど

うかと申し上げましたけれども、その後の取組

について答弁をお願いいたします。 

【直塚デジタル戦略課長】 先月、対馬に出向き

まして、対馬の中でも移動が特に困難な上対馬

地域に出向きまして、そちらで漁協とも話をさ

せていただいたところでございます。 

 その中で、その海洋ごみの回収の業務を対馬

におきましては各漁協さんが受託して行われて

いるということを聞き取ったところでございま

す。 

 それで今後はドローンを活用してどういう取
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組ができるのかどうか、そういったことを主に

意見交換させていただいたわけなんですが、地

元の漁協の方からは、実際にドローンが海洋ご

みを運んでいる姿を一回見てみたいという話も

お聞きしたところでございますので、今度は実

際にドローンの事業者と、ドローンの機体も対

馬に実際に持っていって、デモフライトみたい

なものを今後はやっていきたいということを今

考えているところでございます。 

【宅島委員】 ありがとうございます。特に離島

の海岸線沿い、道路がつながっているところの

漂着ごみは、車で行けますけれども、道路がな

い部分の海岸線沿いはどうしても、例えば船で

行って、そこからドローンを例えば飛ばして回

収して船に載せるとか、そういった工夫もある

と思いますので、ぜひ海洋プラスチックごみの

回収、そしてまた県内でも非常に農作物の被害

が出ているイノシシ対策ですが、こういったも

のも例えばドローンに赤外線センサーを搭載し

て、イノシシの動向をきちんと調査したり、イ

ノシシの駆除に向けた活動についても長崎県が

そういった取組をして、全国に役立つようなそ

ういった事例を報告できるように取り組んでい

ただきたいと思います。 

 この「みんなの未来図2030」は非常に皆さん

が努力されてつくり上げられて、本当にいいも

のに出来上がっているじゃないかと評価いたし

ます。 

 この目標に向かって、それぞれ皆さんに頑張

っていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【山田委員】 私も総合計画について伺いたいと

思います。 

 県民の命と暮らしを大切にすることは行政の

最も基本的な使命であり、地域社会の持続性を

確保する上で欠かせない視点だと考えておりま

す。 

 私も今定例会の一般質問で、県民の命を守る

取組について、原子力防災訓練や基地対策など

について質疑を行いましたが、次期総合計画に

おける、まち分野は、こうした観点から災害、

危機対応、インフラ整備、公共交通の維持など

を掲げ、県民生活の根幹を支える重要な柱とし

て位置づけられているものと認識しております。 

 そこで、次期総合計画のまち分野において、

どのような施策を通じて安心・安全な地域づく

りを進めていくのか伺います。 

【川瀬政策企画課企画監】 まち分野の施策につ

いてご質問いただきました。 

 次期総合計画におけます、まち分野につきま

しては、県民の生命と財産を守り、将来にわた

って持続可能な地域社会を築くための基盤とな

る重要な柱であると考えております。 

 近年、自然災害の激甚化・頻発化が進む中、

県民の命と暮らしを守るため、強靱な県土づく

りを進めることが不可欠であり、道路や河川、

港湾、砂防などのインフラについて、適切な整

備、維持管理を行ってまいります。 

 また、災害、危機管理時に迅速かつ的確な対

応ができる体制を強化するため、国や市町、防

災関係機関等と連携しました有事即応態勢を構

築するとともに、地域住民の防災意識向上や自

主防災組織の強化を図るなど、ハード・ソフト

両面での取組を進めてまいります。 

 あわせて公共交通の維持だとか、離島・半島

地域の活性化、デジタル技術、先端技術を活用

した課題解決など、活力にあふれた持続可能な

地域づくりにも取り組んでまいります。 

 次期総合計画におきましては、こうした施策
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を総合的に展開し、安全・安心で災害に強い県

土づくりを進めるとともに、県民が誇りを持っ

て暮らせる魅力あるまちの実現に向け、全力で

取り組んでまいります。 

【山田委員】 次に、県民の安全・安心を守る取

組について伺いたいと思います。 

 人口減少が進み地域のつながりが希薄化する

中で、子どもから高齢者まで誰もが自分らしく

生きがいを持って暮らせる社会の実現は、地域

の活力を維持し安全・安心を守る上で重要だと

考えております。 

 私も一般質問で、県民、こどもの安心・安全

を守る取組として、発達障害児の支援体制や介

護職員の現状、こどもの権利擁護について質疑

しました。 

 こどもが安心して育ち、夢を描きながら成長

できること、働く世代が家庭や地域で役割を果

たし、健やかに暮らせること、高齢者が尊厳を

持って地域に関わりを続けること。こうした世

代間の多様な暮らしが共存し、互いに支え合う

社会の構築は、安全・安心な未来の実現に欠か

せません。 

 次期総合計画の「こども」「くらし」分野で

は、こうした社会の実現に向けどのような施策

を展開していくのか伺います。 

【川瀬政策企画課企画監】 「こども」「くらし」

分野の施策について、お尋ねがありました。 

 次期総合計画では、全ての世代が多様な価値

観や個性を尊重し合い、健康で安心して暮らせ

る社会環境の整備を重要な視点とし、基本理念

にも位置づけております。 

 そのため、「こども」「くらし」分野では、

こどもたちの将来の可能性を広げ、挑戦を応援

する、健康で生きがいを持って暮らせる社会を

つくる、多様性を尊重し合う共生社会をつくる、

安心して生活できる環境づくりを推進するなど

の基本戦略に沿って、教育、福祉、医療、地域

づくりなどの施策を総合的に展開してまいりま

す。 

 こども分野におきましては、こどもが安全・

安心して過ごせる居場所や環境の整備など、ま

たこどもたちを支援する魅力ある学校教育の環

境づくり、きめ細かな対応が必要なこどもや家

庭への支援などに取り組んでまいります。 

 続いて、くらし分野につきましては、地域の

医療・介護サービスの確保・充実や、健康づく

り、生きがいづくりの促進を図るとともに、互

いに支え合う地域共生社会や多文化共生社会の

推進、さらに犯罪や交通事故のない安全・安心

なまちづくりなどを進めてまいります。 

【山田委員】 災害や危機管理への備え、強靱な

県土づくり、公共交通の維持など、安全・安心

を確保するための施策が総合的に進められるこ

とは、県民生活にとって極めて重要です。 

 また、子どもから高齢者まで、誰もが安心し

て暮らし、生きがいを持てる社会の実現に向け、

教育、福祉、医療、地域づくりを一体的に進め

る姿勢も確認ができました。 

 次期総合計画における「まち」「こども」「く

らし」分野の方向性が整理されたと考えていま

す。 

 さらに、地域経済を支える「しごと」や、交

流を生み出す「にぎわい」の分野についても、

計画に沿った取組を着実に進め、県政の発展に

しっかりと力を注いでいただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

【山本委員】 おはようございます。私は総合計

画の中の数値目標についてお伺いします。 

 今回の総合計画については従来と同様、目標
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年度というか最終年度の令和12年度における目

標値というのが多く設定されています。 

 それぞれ根拠を持って設定されていると思う

んですけれども、各部局であったり政策企画課

であったり、それから知事等も含めて、この目

標値の設定のプロセスについて、まずお伺いし

ます。 

【川瀬政策企画課企画監】 ただいまプロセスの

お尋ねがありました。 

 まず、この数値目標を設定する上でのプロセ

スの前提を説明させてください。 

 前提につきましては、数値目標については施

策や事業群等における取組の成果を客観的に把

握できるよう目標を設定いたしまして、適正な

進捗管理やＰＤＣＡサイクルの推進による効果

的、効率的かつ成果を重視した行政運営を進め

まして、計画の着実な推進を図るために設定し

ております。 

 また、設定に当たりましては、原則として成

果を数値で表すアウトカム指標を設定すること、

県民に分かりやすい指標とすること、各分野の

個別計画等の目標値との整合性を図ること、で

きるだけ毎年データが取得できるものとするこ

となどに留意しております。 

 それでお尋ねのプロセスにつきましては、ま

ず各部局におきまして過去の実績値や、国や他

県の状況、将来の社会経済動向、現状などを踏

まえまして目標値を設定いたしました。 

 続きまして、企画部におきまして計画全体と

しての一貫性や整合性を確保しながら妥当性を

精査し、各部局と調整しております 

 その後、三役を含めた会議におきまして、目

標値の適切性や計画の方向性につきまして議論

を重ねまして、最終的に決定いたしました。 

 このように複数段階の検討を経ることで、県

民にとって分かりやすく、かつ実効性のある目

標設定となるように努めながら設定しておりま

す。 

【山本委員】 ありがとうございました。プロセ

スについては理解いたしました。 

 一方、この12年度の目標値というのを見てき

たんですけれども、例えば基準値よりも上昇と

か改善とかいう形で、定性的に形成ができてる

んですか。方向性だけが書かれているもので、

具体的な数値が記載されていないものが幾つか

あります。 

 また、目標値は設定されているんだけれども、

現状を踏まえるともう少し高い目標を設定して

もいいんじゃないかと感じられるものがありま

す。 

 また一方で、これは産業労働部関係なんです

けれども、目標値が例えば九州1位とかいう形で、

目標値が非常に意欲的だなと感じるようなもの

もあります。 

 それで確かに数値が出しにくい指標であった

り、事業系とそれ以外では事情等が違うとは思

うんですけれども、今回の総合計画の副題は「み

んなの未来図2030」と名を打っておられますし、

また県は新たな行財政改革について、行政経営

方針というような形で名称を今回は変えられて、

管理からその経営という形で軸足を移して、職

員一丸となってこれに取り組もうとしていると

いうことを考えれば、より高い目標設定があっ

てもいいんじゃないかと感じるんですけれども、

この点についての見解をお願いします。 

【川瀬政策企画課企画監】 先ほど述べましたと

おり、数値目標につきましては原則として成果

を数値で表すアウトカム指標を設定すること、

つまり定量的なものとすることとしております。 

 数値で表すことができないものだとか、例え
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ば県民の思いを表すような指標につきましては、

定性的な目標を設定しております。 

 委員からお話がございました、具体的な目標

値が記載されていないものの事例につきまして

は、国の目標値を上回るなど既に高い実績値と

なっているため、「上昇」としているもの、具

体的な目標設定が困難なため、「減少」として

いるものなどがございます。 

 また、委員からご指摘がございました、より

高い目標設定を行うことにつきましては、大変

重要な視点であると認識してございます。 

 今回の指標設定に当たりましては、施策の「め

ざす姿」を達成するために、分かりやすくより

高い目標を設定し、三役や有識者懇話会での議

論を経て、妥当性、適切性を慎重に検討した結

果となってございます。 

 今後とも、社会情勢だとか県民ニーズの変化、

施策の進捗状況等に十分に留意しながら、ＰＤ

ＣＡサイクルを実施いたしまして、この新しい

総合計画の着実な推進を図ってまいりたいと考

えております。 

【山本委員】 ありがとうございました。これだ

けの計画をつくられるのは大変だったなと思い

ますし、今の目標設定についても一定理解いた

しますし、この計画自体は了承させていただき

たいと思いますけれども、先ほど中村委員の質

問にもあったように、ずっと見直しをしていく

ということ、それから意見を取り入れていくと

いうことが必要かと思いますので、これでスタ

ートしていって、見直しといいますかチェック

していく中で状況と、時期を見て必要があれば

見直しをしていっていただきたいなと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑、討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第134号議案のうち関係部分については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、第134号議案のうち関係部分は、原案

のとおり可決すべきものと決定されました。 

 次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について説明を求め

ます。 

【山下政策調整課長】 政策等決定過程の透明性

等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に

関する決議に基づきまして、本委員会に提出し

ております企画部関係の資料について、ご説明

申し上げます。 

 資料の2ページをご覧ください。 

 附属機関等会議に係る結果報告でございます。 

 令和7年9月から令和7年10月までの実績は、長

崎県総合計画・総合戦略懇話会の1件でありまし

て、その議事概要につきましては3ページにお示

ししているとおりでございます。 

 説明につきましては以上でございます。よろ

しくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございます。 

 以上で説明が終わりました。 

 次に、陳情審査を行います。 

 事前に配付いたしております陳情書一覧表の
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とおり、陳情書の送付を受けておりますのでご

覧願います。 

 審査対象の陳情番号は79番、87番です。 

 陳情書について何かご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 質問がないようですので、陳情

につきましては承っておくことといたします。 

 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。 

【川崎委員】 おはようございます。「新技術実

装連携“絆”特区」についてお尋ねいたします。 

 県もこれに取り組んで随分時間がたっており

ますが、部長の説明にもありましたように、11

月20に新上五島町で実証実験が行われておりま

す。 

 内容とその事業に対する県の認識についてお

伺いいたします。 

【直塚デジタル戦略課長】 部長からも先ほど説

明がございましたように、まず今年の2月に五島

市で、線形ルートでのレベル4飛行の実証が行わ

れたところでございますが、この実証につきま

しては有人地帯でのドローン配送の実装に向け

て大きく前進した実証だったと思っております。 

 ただ当然のことながら、ビジネスとしてドロ

ーン配送を展開していく際には、配送先が多岐

にわたりますので、経路ごとに飛行申請を行う

ことは、現実問題として事業者にとってはかな

りの負担になってしまいますし、効率的な配送

サービスにも支障が出るというような課題がご

ざいます。 

 そこで今回の実証では、従来の線形経路での

レベル4飛行をさらに発展させて、前回の実証を

基にその要件や安全確保措置などについて国と

協議検討を重ねた結果、医薬品を複数の目的地

へ配送できるエリア単位でのレベル4飛行が全

国で初めて実証されたということは、日常的に

有人地帯をドローンで配送するサービスの社会

実装にさらに大きく近づくものだったと、県と

して認識しているところでございます。 

【川崎委員】 全国初であり、その医薬品が届け

られると、まさに命に直結する事業ということ

で大変うれしく思っておりますし、やはりこれ

が商用ベースに乗っていけるようにと思うとこ

ろでありますが、そういった課題もあると思い

ます。その課題と今後の取組についてお尋ねい

たします。 

【直塚デジタル戦略課長】 課題についてのお尋

ねでございますが、有人地帯を目視外で飛行で

きる、このレベル4飛行の社会実装につきまして

は、エリア全体のその飛行経路の下の人口動態

の把握であるとか、上空の通信環境の確認をど

のように行うのか、そういった整理しないとい

けない課題が、まだまだあると思っております。 

 また、レベル4飛行には第一種の型式認証を取

得した機体が必要となりますので、そうした機

体を増やしていくことも必要になってきますし、

機体認証を受けるまでの手続の簡素化につきま

しても、引き続き国へ求めていく必要があると

思っております。 

 さらには、ビジネスの視点におきましては運

航コストの低減でありますとか、需要のさらな

る開拓につきましても今後の課題であると考え

ておりまして、今後も今回のような実証を繰り

返しながら検証を行いまして、利便性の高いド

ローンの活用を目指す事業者を県としましても
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引き続き側面的に支援していきたいと考えてい

るところでございます。 

【川崎委員】 ありがとうございます。人口動態

の把握、上空の通信環境の確認と検証というこ

とで、本当にもっと突っ込んで整理しなければ

いけない課題があると伺いました。 

 型式認証の機体も、日本では今1種類しかない、

1社しかないということも、ちょっとここも何と

かたくさんの方に開発していただいて、また安

価にその機材が提供していただけるようなとこ

ろも願うところでありますが、何よりもビジネ

スにのせるというところでは、やはりどんどん

いろんなケース、そういったチャレンジをやっ

ていただきたいなと思うところであります。 

 需要の開拓というところで、今課題もあると

いうことでした。これはどのような形で開拓を

進めていかれるのか、お尋ねいたします。 

【直塚デジタル戦略課長】 まずドローンの活用

につきましては、民間事業者の調査によります

と、土木でありますとか農業分野におきまして

は活用が進んでいる一方で、物流分野におきま

しては、まだそこまで活用が進んでいないとい

う状況でございます。 

 理由といたしましては、物流分野は有人地帯

の上空といった、そのリスクが高いエリアを飛

行する機会が多いことからも求められる安全性

が高くて、運航に係る機体とか、あと有資格操

縦者の確保、さらにはその申請に必要な現地の

事前調査といった、運航コストが高くなるとい

うことが課題であると認識しているところでご

ざいます。 

 したがいまして、こうした課題を一つ一つク

リアしていきながら、最終的にはレベル4飛行に

よって街中をいつでもドローンが飛び回って配

送できるような、そういった状態になれば自ず

と物流分野においても需要が拡大していくと思

いますので、特区などを活用した利便性の高い

ドローン配送の実現が需要の開拓につながるも

のと考えているところでございます。 

 また、こうしたドローンを活用した取組を多

くの方々に知っていただくことも重要なことだ

と思っておりますので、県といたしましては

様々な機会を捉えまして、情報発信にも今後、

力を入れていきたいと考えているところでござ

います。 

【川崎委員】 確認ができました。土木、農業は

確かに今多く利用されているのは承知していま

すが、この物流というのは期待されているとこ

ろでありまして、先ほどの医薬品の配送などと

いうのは、本当に待ち望むところでありますの

で、どうか様々な課題をクリアして、まさにこ

の実現を図っていただきたいのと、やはりチャ

レンジを促していくという意味では、もっとこ

の特区の存在も知っていただくということと、

本当に後押しする支援、施策、そこをしっかり

と構築していく必要があろうかと思っておりま

すので、しっかりと取り組んでいただきたく、

お願いしたいと思いますが、最後にご所見があ

ればお願いします。 

【直塚デジタル戦略課長】 委員ご指摘のとおり、

このドローンの活用というものは特定の分野だ

けでなく、様々な分野で活用していただくとい

うことが必要と考えておりますので、例えばい

ろんなドローンの事業者とユーザーとのマッチ

ングをさらに進めていって、それでそういった

地元の事業者とドローンを掛け合わせて、いろ

んな分野でもドローンの活用を進めていきたい

と考えておりますし、あと今回の実証につきま

しては五島列島での実証でございましたが、本

県は離島、半島といった条件不利地をたくさん

抱えている県でもございますので、そうした地

域でもドローンの活用を進めていけるように、



令和７年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１０日） 

- 41 - 

結果として県内全体でのドローンの活用が進む

ように、県としても今後も取組を進めてまいり

たいと考えているところでございます。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【大久保副委員長】 1点お尋ねいたします。川

崎委員の関連にはなるんですけれども、本当は

総合計画でも聞けたのかもしれないですけれど

も、ドローンプロジェクト、絆特区についてで

ございます。 

 先般の一般質問等でもあっておりましたけれ

ど、費用対効果だとかいう話もございました。

1億8,000万ぐらい使われていたという報告だっ

たかなと思っております。 

 その効果はまだまだ今は実証実験で、実装ま

だ入っていないことがほとんどであると思って

おりますけれども、その中で、やはり予算を使

うに当たっては効果だとか、またこれから先の

見込まれる経済効果だとか、やはりいろんなそ

ういった結果を求められるところに入ってくる

と思っております。 

 その中で、今は土木だとか、また農業だとか

医療、運送・配送、そういったところで、どの

市場にどれぐらいの規模の経済効果だとかが生

まれると見込んであるのか、ちょっと全容とし

て私もつかめてないので、そこら辺りのお話を

お伺いしたいというように思います。 

【直塚デジタル戦略課長】 ドローンを活用した

経済効果についてのお尋ねでございますが、本

県の分野ごとの経済効果というものをはじいた

ものは、今は持ち合わせておりませんが、日本

全体の分野別の市場規模というものは、民間事

業者の方で示されておりまして、まず点検の分

野が1,306億円、農業分野が602億円、次いで土

木建築が408億円で物流が51億円というような、

これは予測となっておりますが、民間事業者の

調査結果については今手元に持ち合わせている

ところでございます。 

 この市場規模をどうやってはじいているのか

というところまでは、まだ確認ができてないん

ですが、これはあくまでも民間の調査でござい

まして、こういった数値から全国的にも本県に

おきましても、やはり点検や農業、土木、そう

いった分野でドローンの活用が進んでいるとい

うことが、この数値を見て分かるのかなと思っ

ています。 

 それでやはり物流についてはまだ全国で51億

円と、ここはまだまだ伸び代がある分野だと思

っておりますので、まさにこの「新技術実装連

携“絆”特区」、これは特に物流分野における

オンデマンド配送の実現を目指した、福島県と

連携して取り組むものでございますので、レベ

ル4飛行の実現に向けて、県としましても取組を

進めていきたいと考えているところでございま

す。 

【大久保副委員長】 ありがとうございます。数

千億、今でも市場規模を見込んだ実験だとは受

け止めております。 

 その中で、やはりあのように議会からも質疑

があると私が思うのは、やはりまだ理解が進ん

でいないということではないかというように思

っております。であれば、やはりもう少し丁寧

にこの総合戦略においても、このワールドプロ

ジェクト、このドローンについてはどうしても

対外的に県民にも示すに当たっては、こういっ

た市場規模だとか、多分数字だけでははかれな

い命だとか離島とか、やはりそういった長崎県

においては課題先進県として、私は特区を受け

ているとも思っておりますので、やはりそうい

ったことをしっかり示して、一生懸命に当局も

されております。やはりそういったところを数

値化だとか、またそういった安心・安全という
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ところをしっかり出した上で、その上でこうい

った後押しをしているということをもう少し前

面に出すことによって議会にも、また県民にも

理解を示されて、また企業もしっかりのってき

てくれるんじゃないかなと思っております。 

 少しやはりそういったところが足らずに、齟

齬が生じてるんじゃないかなというように思っ

ておりますので、私はしっかりと必要性はある

と思っておりますし、いろんな可能性もあると

いうように思っておりますので、どうかそうい

ったところを当局はしっかりと出していただい

て、進めていただければというように思ってお

ります。 

 以上です。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問がないようですので、

企画部関係の審査結果について整理したいと思

います。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午前１１時 ７分 休憩 ― 

― 午前１１時 ７分 再開 ― 
 

【鵜瀬委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、企画部関係の審査を終了

いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時から委員会を再開し、地域振興部関係の審査

を行います。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 
  

― 午前 １１時 ８分 散会 ― 
 

 



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和７年１２月１１日 

自  午前１０時 ２分 

至  午後 ２時２１分 

於  委 員 会 室 １ 
 
 

２、出席委員の氏名 

鵜瀬 和博 委員長(分科会長) 

大久保堅太 副委員長(副会長) 

田中 愛国 委 員 

徳永 達也  〃   

山田 朋子  〃   

川崎 祥司  〃   

山本 由夫  〃   

宅島 寿一  〃   

堤  典子  〃   

中村 俊介  〃   
 

 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し 
 

 
 

５、県側出席者の氏名 

渡辺 大祐 地 域 振 興 部 長 

峰松 茂泰 
地域振興部政策監 

（離島・半島・過疎対策担当） 

南澤 佑典 地域振興部次長兼交通政策課長 

椎名 大介 
地域振興部参事監 

（県庁舎跡地活用担当） 

梅田真由美 地域づくり推進課長 

中村  雅 
地域づくり推進課企画監 

（離島振興担当） 

小橋 和則 市 町 村 課 長 

萩田 勝則 土 地 対 策 室 長 

川口 正剛 新幹線対策課長 

松島 勝久 県庁舎跡地活用室長 

 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ２分 開議 ― 

 

【鵜瀬委員長】 おはようございます。 

 委員会及び分科会を再開いたします。 

これより地域振興部関係の審査を行います。 

【鵜瀬分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案を議題といたします。 

 地域振興部より予算議案の説明を求めます。 

【渡辺地域振興部長】 おはようございます。 

 地域振興部関係の議案についてご説明いたし

ます。 

 「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」2ページをお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分、第106号議案「令

和7年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」の

うち関係部分であります。 

 初めに、第103号議案「令和7年度長崎県一般

会計補正予算（第5号）」のうち関係部分につい

てご説明いたします。 

 補正予算は、歳出予算で合計2,539万4,000円

の増を計上いたしております。これは職員給与

費について、既定予算の過不足の調整に要する

経費であります。 

 次に、第106号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第6号）」のうち関係部分について

ご説明いたします。 



令和７年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１１日） 

- 44 - 

 補正予算は、歳出予算で合計5,560万7,000円

の増を計上いたしております。これは職員の給

与改定に要する経費であります。 

 以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願い申し上げます。 

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございました。 

 以上で、説明が終わりましたので、これより

予算議案に対する質疑を行います。質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第103号議案のうち関係部分及び106号議案の

うち関係部分については、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定をされました。 

【鵜瀬委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 議案を議題といたします。 

 地域振興部長より総括説明を求めます。 

【渡辺地域振興部長】 続きまして、地域振興部

関係の議案についてご説明をいたします。 

 お手元の「総務委員会説明資料」2ページをお

開き願います。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第134号議案「長崎県総合計画みんなの未来図

2030について」のうち関係部分であります。 

 第134号議案「長崎県総合計画みんなの未来図

2030について」は、長崎県行政に係る基本的な

計画について議会の議決事件と定める条例第2

条の規定により、議会の議決を得ようとするも

のであります。 

 これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご

意見をいただきながら検討を進めてまいりまし

た新たな総合計画について、名称を「長崎県総

合計画みんなの未来図2030」とし、「ながさき

の誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来

をひらく」を基本理念に、「こども」「くらし」

「しごと」「にぎわい」「まち」の五つの柱の

下、12の基本戦略を掲げる令和8年度からの５か

年計画として策定しようとするものであります。 

 なお、基本戦略のうち、地域振興部関係部分

では、基本戦略「地域の魅力で人を惹きつける」

において、「ＵＩターン促進のための情報発信

や移住希望者支援の強化」として、ターゲット

に応じた、より効果的な手法による本県固有の

魅力を生かした情報発信の強化等に取り組んで

いくこととしております。 

 そのほか、九州新幹線西九州ルートの全線フ

ル規格の推進、離島・半島などの地域社会の維

持・活性化、地域を支える公共交通の維持・確

保に関する施策について、様々な関係者と力を

合わせて推進し、活力にあふれた新しい長崎県

づくりに全力を尽くしてまいります。 

 次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。 

 「和解及び損害賠償の額の決定」について。 

 これは、公用車による交通事故のうち和解が

成立した１件につき、損害賠償金合計3万8,520
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円を支払うため、去る11月4日付で専決処分をさ

せていただいたものであります。 

 なお、この損害賠償金は全額保険から支払わ

れることになっております。 

 次に、所管事項についてご説明いたします。 

 「長崎県・市町連携会議の開催」について。 

 去る10月24日に、知事と市町長による令和7年

度「長崎県・市町連携会議」を開催いたしまし

た。 

 会議においては、パートナーシップ宣誓制度

の導入のほか、子ども福祉医療費制度や産科医

療体制の整備などについて意見交換を行ったと

ころであります。 

 引き続き、県・市町の施策について、情報共

有や意見交換を行うなど、市町との連携強化を

図り、各種施策の効果的な展開につなげてまい

ります。 

 「半島振興計画（案）」について。 

 本年4月1日に半島振興法が改正・延長され、

今回の法改正では、能登半島地震を踏まえ、法

の目的に半島防災・地方創生が明記されたほか、

国土強靱化の観点から、道路や港湾、上下水道

の整備、災害応急対策の体制充実などの項目が

配慮規定として新たに加えられるなど、半島振

興施策の実施により、半島特有の防災対策の推

進や地域の自立的発展を目指すことが求められ

ております。 

 県としては、法改正の趣旨を踏まえた新たな

半島振興計画の策定に取り組んでいるところで

あり、今後、県議会でのご議論をはじめ、県民

の皆様のご意見や国との協議も踏まえ、同計画

の策定に努めてまいります。 

 「国境離島地域の振興」について。 

 国境離島地域の振興については、有人国境離

島法が、令和9年3月に期限を迎えることから、

本年8月22日に内閣府特命担当大臣等に対し要

望活動を実施するなど、あらゆる機会を捉えて

法の改正・延長に向けた国等への働きかけを行

っております。 

 こうした中、去る10月25日、五島市において

1,000人を超える地域住民の皆様が参加し、同法

の改正・延長に向けた総決起大会が開催され、

地域の実情に即した法改正と確実な延長などが

決議をされております。 

 これに続き、新上五島町、壱岐市、対馬市に

おいても同様の大会が開催されており、その際、

県においては、地域の皆様から離島地域の現状

や課題をはじめ、法律が必要不可欠であること

や、制度の拡充が必要であることなどの意見を

いただいております。 

 恐れ入りますが、「総務委員会関係説明資料

（追加2）」2ページをご覧ください。 

 また、12月10日には、各総決起大会を総括す

る報告会を県庁で開催し、各地域の代表の皆様

から、総決起大会のご報告をいただくなど、法

改正に対する強い思いと期待を改めて共有した

ところであります。 

 恐れ入りますが、「総務委員会関係説明資料」

にお戻りいただき、4ページ中段をご覧願います。 

 こうした地域の皆様の声や、関係市町の意見

などを取りまとめた意見書を作成し、12月16日

に、県議会や関係市町の皆様とともに、国等へ

の要望活動を実施することとしております。 

 引き続き、支援策の充実・強化を伴う法改正

が確実に行われるよう取り組んでまいります。 

 次期長崎県地域公共交通計画素案の策定につ

いて。 

 令和2年度の地域公共交通活性化再生法の改

正により、全ての地方公共団体において、地域

交通に関するマスタープランとなる地域公共交
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通計画を策定することが努力義務化されたこと

を受け、県では令和4年に「長崎県地域公共交通

活性化協議会」を設置し、令和5年度から令和7

年度までを計画期間とする「長崎県地域公共交

通計画」を策定し、施策等に取り組んできたと

ころです。 

 今年度末をもって現計画が終期を迎えること

から、令和8年度から令和12年度を計画期間とす

る「次期長崎県地域公共交通計画」について、

同協議会において、国や県内市町と十分に連携

を図りながら策定を進めているところです。 

 計画の策定に当たりましては、県の次期総合

計画等の関連計画や市町の「地域公共交通計画」

との整合を図り、11月14日の同協議会でのご議

論を経て、計画の素案を取りまとめたところで

あります。 

 今後は、県議会やパブリックコメントなど、

県民の皆様のご意見を伺いながら、所定の手続

を進めてまいります。 

 「九州新幹線西九州ルート」について。 

 九州新幹線西九州ルートにつきましては、未

整備区間の整備方式に関して、10月8日には佐賀

市内において、国土交通省の水嶋事務次官と山

口知事の会談が行われ、同月23日にはＪＲ九州

から国土交通省に対し、佐賀県の財政負担軽減

を求める要望が提出されるなど、関係者間の動

きが活発化しております。 

 そのような中、同月30日に大石知事が水嶋事

務次官と意見交換を行い、全国の新幹線ネット

ワークにつながっていない現状は望ましくない

ことと、具体的な解決策を模索することについ

て認識を共有したところであり、引き続き、関

係者と連携しながら取り組んでまいります。 

 また、西九州新幹線の効果拡大を促進するた

め、去る11月8日に、県内の小学生以下の児童と

保護者を対象に、今回初めて佐世保駅から出発

する西九州新幹線「かもめ」の無料乗車会を開

催いたしました。佐世保駅からは特急列車を使

用し、武雄温泉駅で新幹線「かもめ」に対面乗

換を体験しながら、長崎駅までを往復する行程

で、約340名の皆様に参加をしていただきました。 

 恐れ入りますが、「総務委員会関係説明資料

（追加1）」2ページをご覧願います。 

 さらに、同月25日には、ＪＲ九州の企画によ

り、県内の園児を対象として、「新幹線かもめ」

を貸し切って大村市の車両基地を見学するツア

ー「かもめトレチャッタ」が開催されました。

園児及び保護者約150名が参加され、西九州新幹

線の魅力や必要性を理解する機会になったとと

もに、大村車両基地を地域資源として磨き上げ

ることにつながったものと考えております。 

 恐れ入りますが、「総務委員会関係説明資料」

にお戻りいただきまして、6ページをご覧願いま

す。 

 今後も、こうした取組を通じて新幹線効果の

拡大に努めるとともに、政府・与党をはじめ関

係機関に対して課題の解決を働きかけ、関係者

間での協議を重ねながら、全線フル規格による

整備の早期実現に向けて、県として全力で取り

組んでまいります。 

 事務事業評価の実施について。 

 本年度の事業評価において、事務事業評価、

指定管理者制度導入施設の評価を実施いたしま

した。地域振興部関係分については、お配りし

ている資料のとおりであります。 

 事務事業評価については、14件の事業群評価

調書により、28件の事業を評価いたしましたが、

そのうち14件の事業について、令和8年度に向け

て、「改善」又は「廃止」の見直しを検討いた

しております。 
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 なお、事務事業評価等の結果については、ホ

ームページ等を通じ、県民の皆様にも広く公表

いたしております。 

 今後、県議会における論議を踏まえながら、

さらなる事業等の見直しなどを実施してまいり

ます。 

 以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。 

 以上で、説明が終わりましたので、これより

予算議案に対する質疑を行います。質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 質疑がないようですので、これ

をもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第134号議案のうち関係部分については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、第134号議案のうち関係部分は、原案

のとおり可決すべきものと決定をされました。 

【鵜瀬委員長】 次に、提出のあった政策等決定

過程の透明性等の確保などに関する資料につい

て説明を求めます。 

【梅田地域づくり推進課長】 おはようございま

す。 

 政策等決定過程の透明性等の確保及び県議会

議員との協議等の拡充に関する決議に基づき、

本委員会に提出しております地域振興部関係の

資料についてご説明いたします。 

 資料2ページをご覧ください。 

 9月から10月までに内示を行った補助金の一

覧となっております。内訳は、長崎県地域公共

交通ネットワーク再構築等推進事業費補助金な

ど合計6件となっております。 

 次に、3ページをご覧ください。 

 1,000万円以上の契約状況の9月から10月まで

の実績で、令和8年執行予定、長崎県知事選挙及

び長崎県議会議員補欠選挙広報業務委託の随意

契約1件となっております。 

 次に、4ページをご覧ください。 

 知事及び部局長等に関する陳情・要望のうち、

9月から10月までに県議会議長宛てにも同様の

陳情・要望が行われたものは、長崎市などから

で、県の対応等につきましては、10ページまで

お示ししているとおりとなっております。 

 次に、11ページをお開きください。 

 附属機関等会議結果について、9月から10月ま

での実績は、長崎県地域公共交通活性化協議会

を2回開催しておりまして、その内容につきまし

ては記載のとおりとなっております。 

 以上で、報告を終わります。 

【鵜瀬委員長】 引き続き、地域づくり推進課長

より補足説明を求めます。 

【梅田地域づくり推進課長】 本年3月末に可決

成立しました改正半島振興法に基づき策定する

半島振興計画（案）につきまして、1、概要と、

2から4までの半島地域の計画案を掲載しており

ますが、本日は1の概要にて説明をいたします。 

 まず、半島振興法につきましては、(1)に記載

のとおり、半島地域の持続的発展に関する施策
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を総合的かつ計画的に推進するため、昭和60年

に議員立法により、10年間の時限法として制定

されたもので、県内におきましては、2に記載の

とおり、四つの地域が半島地域に指定されてお

ります。 

 この四つの半島地域については、国の半島振

興基本方針に基づき、関係市町と協議の上、今

後10年間を期間とする半島振興計画を策定する

必要がございますが、このうち東松浦地域につ

きましては、本県では松浦市の鷹島町のみが対

象であるため、対象地域の大部分を占める佐賀

県で作成中となっております。 

 半島振興法に基づく半島振興防災道路整備事

業などの財政支援を活用する場合は、半島振興

計画に位置づけられていることが求められてい

るため、こうしたことからも、半島振興計画を

策定する必要があるということになります。 

 今回の法改正の主な内容につきましては、能

登半島地震で道路の寸断や集落の孤立、断水が

深刻化したことを踏まえ、道路や港湾、上下水

道の整備、災害応急対策の体制充実などの項目

が追加されており、新たな計画に盛り込むこと

としております。 

 2ページでございますが、半島振興計画に記載

すべき事項につきましては、法に規定されてお

り、下線を引いている項目が、今回の法改正の

中で施策の充実を図るものとして、新たに追加

されております。 

 3ページ下段をご覧ください。 

 各半島地域の特色につきましては、道路や産

業基盤等の整備、各地域の特性や地域資源を活

用した施策を展開することで、自立的発展を目

指すこととしており、4ページに主なＫＰＩとし

て、地域内の人口減少率や高規格道路の供用率

などを設定することとしております。 

 今後の計画策定のスケジュールですが、県議

会でのご議論やパブリックコメント等のご意見

を踏まえた上で、国に協議を行い、正式に決定

することとなります。 

 以上で、半島振興計画（案）についての説明

を終わります。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。 

 次に、地域づくり推進課企画監より補足説明

を求めます。 

【中村地域づくり推進課企画監】 有人国境離島

法の改正・延長に関する意見書（案）について

説明させていただきます。 

 資料の1ページ目をご覧願います。 

 ページ番号についてですが、1ページ目で言い

ますと、資料の一番下に27分の1と記載しており

ます。ページ番号については、こちらで説明さ

せていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 改めまして、資料の1ページをご覧ください。 

 令和9年3月末に期限を迎える有人国境離島法

について、県では、法期限の確実な延長と法改

正に合わせた支援策の充実・強化が図られるよ

う、県内関係市町をはじめとして広くご意見を

伺い、その結果を意見書として取りまとめ、国

等への要望活動を実施することとしております。 

 これまでのスケジュールでございますが、意

見書の素案については、9月の県議会離島半島地

域振興特別委員会と総務委員会においてご審議

いただきました。 

 10月には、改めて関係市町や市町議会等への

意見照会を実施いたしました。また、関連する

動きとしまして、10月25日から12月6日にかけ、

五島市、新上五島町、壱岐市、対馬市において、

法律の改正延長に向けた総決起大会が順次開催

されております。 
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 県では、各地域での総決起大会に合わせ、意

見交換会を開催し、知事又は副知事が直接各地

域の皆様から、今後必要とされている施策等に

ついてご意見をお伺いしております。 

 このような地域の皆様の声なども取り入れた

意見書の案については、11月25日に開催されま

した県議会離島・半島地域振興特別委員会にお

いてご審議いただいたところです。 

 本委員会でのご審議を踏まえ、速やかに意見

書を確定し、12月16日に本意見書を基に、本県

選出国会議員の皆様のご協力をいただき、県議

会や関係市町の皆様と一丸となって、国等への

要望活動を実施することとしております。 

 スケジュールについては以上でございます。 

 続きまして、2ページをご覧願います。 

 こちらからが意見書案の本体でございます。 

 2ページの表紙の左上に記載しておりますが、

素案から修正等を加えた箇所については、朱書

きにしております。 

 素案からの主な修正箇所についてご説明させ

ていただきます。 

 11ページをお願いします。 

 （1）航路・航空路運賃の低廉化に関しまして

中段の四角囲みの部分が具体的な要望事項でご

ざいますが、①の航路・航空路運賃低廉化事業

の対象拡大として、準住民への追加を求めてい

く対象者の具体的な例としまして、「地域のボ

ランティアやお祭りなど、地域の担い手として

の活動のため来島する者」を新たに追加してお

ります。 

 15ページをお願いします。 

 (7)新たに取り組むべき施策に関しまして、四

角囲み部分の①持続可能な医療・介護提供体制

の確保に対する支援の強化を求めていく内容と

して、一つ目の丸については、素案では、「診

療報酬・介護報酬制度の充実・強化を図ること」

としておりましたが、より具体的に支援が必要

な内容を改めて検討した結果、「人が住み続け

ていくために不可欠な医療・介護サービスの提

供体制を維持するためには、全国一律の診療介

護報酬だけでは経営や人材確保が困難となる事

態が懸念されるため、将来にわたって維持確保

できるよう、新たな支援措置を講じること」に

修正いたしております。 

 16ページをお願いします。 

 医療・福祉など地域課題の解決につながる実

証実験が、他地域に優先して離島で行われるよ

う、③としまして、地域課題の解決に資する実

証フィールドとしての活用促進、実装支援の拡

充を新たな項目として追加しております。 

 19ページをお願いします。 

 4．必要な財政上の措置等について、国境離島

関係市町から県への要望の際や、各地域での意

見交換などにおいても、改正・延長後の関連予

算の確保等が何よりも重要であるというご意見

を多くいただいております。 

 こうしたご意見を踏まえ、予算総額の確保、

拡充等をより強く訴える内容に修正しておりま

す。 

 21ページをお願いします。 

 こちらから23ページまでは、巻末の資料編と

して、各地域での総決起大会の概要と有人国境

離島法に基づく取組の実績に関するデータを掲

載することとしております。 

 なお、24ページから27ページまでは、参考資

料として概要版を添付させていただいておりま

す。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議を

賜りますようお願い申し上げます。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。 
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 次に、地域振興部次長兼交通政策課長より補

足説明を求めます。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 おはよ

うございます。 

 それでは、私より、長崎県地域公共交通計画

についてご説明をさせていただきます。 

 長崎県地域公共交通計画（素案）概要版の1ペ

ージ目をご覧ください。 

 初めに、計画策定の背景と目的についてご説

明いたします。 

 少子高齢化や人口減少による利用者の減少、

燃料等の高騰に加え、運転士等の公共交通の担

い手不足による路線の廃止・減便などが顕在化

しており、本県の地域公共交通を取り巻く環境

は厳しさを増しております。 

 また、令和2年の地域公共交通活性化再生法の

改正により、地域公共交通計画の策定が努力義

務化されており、県、市町、交通事業者等関係

者の共通認識となる長崎県地域公共交通計画に

ついて、計画期間を令和5年度から令和7年度ま

でとして策定し、施策等に取り組んできたとこ

ろです。 

 今年度末をもって現行計画が終期を迎えるこ

とから、令和8年度から令和12年度を計画期間と

する次期長崎県地域公共交通計画について、本

県の公共交通の現状と課題を整理するとともに、

本県の実態に沿った持続可能な地域公共交通ネ

ットワークを構築するため、計画を策定するも

のです。 

 次期計画の構成ですが、第1章では、本県の地

域概況や人口動態などの社会状況を記載してお

ります。 

 第2章では、各モードの輸送人員等の地域公共

交通の現状や市町の地域公共交通政策の状況な

どを記載しております。 

 第3章では、第1章と第2章を基に、地域公共交

通を取り巻く課題を整理しております。 

 第4章以降は、現状と課題に対する本計画の基

本方針と目標、それを達成するための施策、達

成状況の評価等を記載しております。 

 次に、計画の概要についてご説明いたします。 

 2ページにお進みください。 

 まず、2ページの左上に記載をしております本

計画の位置づけについてです。 

 本計画は、県内の公共交通政策のマスタープ

ランとして策定するものであり、策定に当たっ

ては、本計画と同じく令和8年度から改定される

長崎県総合計画などの上位計画や、各市町にお

いて策定されている地域公共交通計画と整合を

図ることとしています。 

 計画の区域ですが、本計画は長崎県全域を対

象とし、上位計画である次期長崎県総合計画に

おける地域別計画と同様の区分にて整理をして

おります。 

 計画期間は、次期長崎県総合計画と合わせま

して、令和8年度から令和12年度までの5年間と

しております。 

 次に、資料の2、同じページの右上をご覧くだ

さい。 

 第1章では、地域の概況について整理をしてお

ります。 

 本県は平坦地が乏しく、離島・半島地域が多

く、地域的なハンディキャップを抱えている中、

人口減少や少子高齢化が全国より早く進行して

おります。 

 こうした中、離島・半島地区への移動手段の

確保や人口減少、少子高齢化による輸送人員の

減少、高齢化や運転免許自主返納者の増加によ

る高齢者などの移動手段など、様々な課題を抱

えております。 
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 また、本県の燃料価格は全国と比較しても高

く、特に離島部においては、全国平均と比べて

1リットル当たり約30円高い状況でございます。 

 次に、同じページの右下でございますが、第

2章では、地域公共交通の現状について整理をし

ており、県内全体の公共交通ネットワークの概

況を記載しております。 

 本県では、路線バス事業者が12社、鉄軌道事

業者が4社あり、本土部と離島部を結ぶ航路の主

要港は10か所、主要空港は4か所となっておりま

す。また、西九州新幹線の長崎～武雄温泉間が

運行されております。 

 次に、3ページにお進みいただいて、3ページ

の左上をご覧ください。 

 こちらでは乗合バスなどの交通モードごとに

輸送人員の推移や経営収支状況、運転士の数な

ど、地域公共交通の現状を整理しております。 

 輸送人員については減少している一方、行政

負担額は増加しております。また、交通事業者

の経営収支は厳しい状況にあり、運転士数につ

いても、多くの交通モードにおいて減少傾向に

あります。あわせて、県内市町の地域公共交通

計画等の策定状況など、地域公共交通施策の現

状についても整理をしております。 

 次に、右上の第3章でございますが、 

 第1章から第2章までの整理を踏まえ、地域公

共交通の課題として、人口減少、少子高齢化の

進展による輸送人員の確保、高齢者の移動手段

の確保、輸送人員の減少や運行コストの増加に

よる経営収支の悪化・事業経営の圧迫、廃止路

線の増加等による公共交通サービス低下の懸念、

バス、鉄道等の運転士数の減少・高齢化による

人材不足、自治体における公共交通に関する組

織・人材の不足、離島半島地区への移動手段の

確保。 

 以上の6点を課題として整理しております。 

 次に、同じページの右下でございますが、こ

こまで整理した現状と課題から、第4章では、本

計画における地域公共交通の維持・確保に関す

る基本方針として、持続可能な幹線公共交通ネ

ットワークの構築、地域との共創による最適な

地域モビリティの推進、公共交通に関わる人材

の確保・育成の3点を整理しております。 

 計画の目標として、基本方針ごとに評価指標

を設定しております。 

 基本方針1については、幹線バスの年間輸送人

員、幹線バスの利用者1人当たりの行政負担額、

地域鉄道、長崎本線（江北～諫早間）、離島航

路・航空路の路線維持を設定しております。 

 基本方針2については、コミュニティ交通を導

入している市町数、基本方針3については、県内

乗合バス事業者の運転士充足率を設定しており

ます。 

 次に、4ページにお進みください。 

 第5章では、目標を達成するための施策・事業

を基本方針ごとに整理しています。 

 基本方針1では、持続可能な幹線公共交通ネッ

トワークの構築に対応する施策を記載しており

ます。 

 その中で地域間幹線に関する施策として4項

目ございます。 

 一つ目は、バス路線に求められる役割や維持・

確保の方針の設定についてです。これは、市町

をまたぐ国庫補助対象路線について、役割や維

持・確保の方針を整理するもので、国、県の支

援を中心に現在の路線を維持するものです。 

 次に、離島航路・航空路の確実な維持につい

ては、離島住民にとって欠くことのできない路

線であり、国庫補助金等の支援制度を活用し、

国、県、関係自治体において協調して、現在の
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航路・航空路の維持を図るものでございます。 

 次に、地域鉄道、それから長崎本線の江北～

諫早間の確実な維持として、松浦鉄道、島原鉄

道については、国庫補助等の支援制度を活用し、

国、県、沿線自治体において協調し、現在の路

線維持を図るものです。 

 そのほか長崎本線の鉄道上下分離区間である

江北～諫早間においては、佐賀・長崎鉄道管理

センターとＪＲ九州等の連携により、運行の維

持を図るものです。 

 二つ目に、利便性向上・効率化に関する施策

として、新たなモビリティサービスの実装に向

けた取組の推進や、デジタル化による効率化や

利便性向上に資する取組の推進、ＭａａＳを活

用した地域公共交通の利用促進を記載しており

ます。 

 基本方針の2では、地域との共創による最適な

地域モビリティの推進に対応する政策として、

デマンド化やコミュニティ交通への転換などに

よる運行効率化によるモード転換の推進や地域

の輸送資源を活用した最適な地域内交通網の形

成を記載しています。 

 そのほか、幹線バス路線、フィーダー路線の

維持のための行政の役割整理では、市町をまた

ぐ幹線バス路線と地域内フィーダー路線の維持

に向けた、県と市町の役割について記載をして

おります。 

 基本方針3では、公共交通に関わる人材の確

保・育成に対応する施策として、運転士や整備

士等、地域公共交通の担い手の確保、公共交通

に関わる人材の育成や好事例等の情報共有の推

進の2項目を整理しております。 

 次に、6ページをご覧ください。 

 6ページでは、計画の達成状況の評価方法につ

いて記載をしております。 

 まず、計画の達成状況の評価を実施するのは

長崎県地域公共交通活性化協議会であり、構成

員の役割としては表のとおりとなっております。 

 なお、評価の手法については協議会事務局に

て評価案を作成し、委員の皆様にお示しした上

で評価を行っていただくことを想定しておりま

す。 

 効果的な計画の推進のため、ＰＤＣＡサイク

ルに基づき各施策・事業を進めていくこととし、

評価の手法については、毎年6月の協議会におい

て数値目標の進捗状況をお示しした上で、計画

の達成に向けた継続的な改善を行っていくこと

といたします。 

 最後に、計画の目標に対するモニタリング方

法ですが、表に記載のとおりとさせていただい

ており、協議会事務局において、市町、交通事

業者に対して照会を行うことで、指標の達成状

況を確認することといたします。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。 

 以上で、説明が終わりました。 

 次に、陳情審査を行います。 

 事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。 

 審査対象の陳情番号は、79番、86番、87番、

100番です。 

 陳情書について、何かご質問ありませんでし

ょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 質問がないようですので、陳情

につきましては、承っておくことといたします。 

 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問ありませんか。 
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【宅島委員】 補助金内示一覧表の政策等に係る

資料なんですけども、長崎県地域公共交通デジ

タル化等推進支援事業費ですね。ここに記載を

してありますけども、これ以外にですね、事業

者たくさんあると思うんですけども、例えば、

この補助金を申請して、まだ通っていない事業

者がいるのかいないのかという確認させてくだ

さい。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 こちら

のデジタル化補助金につきましてですが、1次募

集と2次募集を行っておりまして、今回ここに記

載をしておりますのは1次募集分でございます。

現在、2次募集について、ここに掲載されている

事業者以外からも応募いただいておりまして、

内容の精査や審査を行っているところでござい

ます。 

【宅島委員】 デジタル化推進ですね。デジタル

化等の利便性向上に対する助成となっているん

ですけども、具体的にどのような設備というか、

お客様に対して利便性が向上するのか、そこを

ちょっと説明お願いします。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 こちら

の補助金ですが、目的として、まず事業者の経

営の効率化や生産性の向上、それから訪日外国

人の受入れ環境の整備、大きく分けてこの2点ご

ざいまして、内容としては、例えば外国人受入

れ環境整備で申しますと、クレジットカードの

タッチ決済の導入ですとか、それから路面電車

の車両の行き先表示機、今アナログなものもか

なりございますけど、そこをデジタル化、ＬＥ

Ｄ化しまして、ローマ字などで示せるようにす

るなど、そういった利用の利便性の向上という

ものがございます。 

 そのほか、事業者側の経営の効率化といたし

ましては、例えば電話応答を自動音声対応化す

るなどの効率化の取組を支援することとしてお

ります。 

【宅島委員】 ぜひですね、第2次の募集にかけ

てですね、多くの事業者の方いらっしゃるので、

しっかり周知を徹底していただいて、くまなく

ですね、事業者の方たちがきちっとデジタル化

を推進できるように要望して終わります。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。 

【田中委員】 地域公共交通計画概要版というの

を先ほど、いろいろ説明もらったけれどもね。

その中で２点ほどちょっと、お聞きをしたいと

思うのがね。新幹線開通とともに上下分離にな

ったね。上下分離になった江北～諫早間の問題

ですね。 

 現状について、ちょっと報告を願いたい。現

状、どういう経営状態で、どういう実態になっ

てるのかね。 

【川口新幹線対策課長】 上下分離区間、西九州

新幹線開業になりましてですね、佐賀県の江北

から長崎県の諫早に至る約60キロでございます

が、そこの運行については、運行をＪＲ九州が

行って、維持管理を佐賀・長崎両県で行うとし

て、その維持管理を行うために、佐賀・長崎鉄

道管理センターというものを設置いたしており

ます。これ鹿島にあるんですけれども、そこに

佐賀県、長崎県、ＪＲ九州が職員を派遣して、

その派遣職員で維持管理運営を行っているとこ

ろでございます。 

 具体的な維持管理の方法、手法につきまして

はですね、やはり専門的な工事等も入りますの

で、ＪＲ九州に委託するような形で、そしてＪ
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Ｒ九州を通じて、また様々な保守管理というの

を行っているのが現状でございます。 

【田中委員】 私はちょっと、私自身反省してい

るんだけどもね。上下分離は私の提案だったの。

上下分離とは言えないけど、諫早までね、ＪＲ

九州に汗を流させろと言って、鹿島から諫早間

が復活したの。 

 それはいいけれどもね。現在、長崎本線の特

急の便数が何か将来ずっと減っていくような話

を聞くんだけども、当時、1日で何本特急があっ

て、何かぐっと減るというような話なんです。

この前、新聞報道をちょっと見たけれどもね。

そこら辺の現状はどうなっていますか。 

【川口新幹線対策課長】 上下分離区間の中の特

急に関するご質問でございます。 

 まず開業前でございますが、上下合わせて44

本運行しておりました。 

 西九州新幹線開業後は、鹿島から博多の方に

向かう「かささぎ」という特急でございますが、

これが現状14本運行されております。 

 これどういうことかといいますと、いわゆる

西九州新幹線「かもめ」ができたので、特急か

ら新幹線に振り替わったと。ただ、鹿島の方は、

その後「かもめ」を利用できませんので、これ

はＪＲ九州、佐賀県、様々な関係者で協議して、

鹿島から博多の特急は維持するということで、

一定の本数を維持されているということでござ

います。 

 加えまして、実はちょっと細かい話になるん

ですけれども、フリーゲージトレイン、当初導

入する方針で、いろんな計画が進められていっ

たんですけれども、なかなか整備ができていな

い、時間がかかるという時期にどうするんだと

いうことで、最初は10本で協議していたのを、

当面の間、3年間は14本とするというような合意

を交わされております。 

 今現在ですね、3年経過するということで、新

聞報道等で14本を10本程度に戻すというか、減

便するというような議論がなされているものだ

と承知いたしております。 

【田中委員】 10本ということは、44本が10本に、

大変な減便だね、沿線の皆さんから見ればね。 

 この10本がもっと何か数年のうちに減らされ

るような報道と私は理解したけれどもね。それ

はない。 

 そうすると、決算の数字はあると思うんでね、

決算の数字は。予算の数字でもいいけども、長

崎県どのくらい、この上下分離にね、お金出し

ているのか。 

 そもそもね、2対1で出すということ自体がね、

おかしかったのよ、本当は。あれは佐賀県にサ

ービスしたんで長崎県が。逆なんだよ、距離か

らすると。佐賀県が2、長崎県1で当たり前なん

だ。長崎県が2、佐賀県が1の負担になっている

んだね。サービスしたんだ、あの頃。武雄から

先をやってもらおうと思ったのかどうか知らん

けども、サービスしたと思うよ、あれで決着つ

いたんだから。そこら辺のいきさつは分かりま

すか、2対1になったいきさつ。 

【川口新幹線対策課長】 委員おっしゃられる2

対1は、サービスしたのではないかということに

関するいきさつでございます。 

 まず、長崎本線上下分離区間約60キロござい

ます。そのうち佐賀県区間がおよそ38キロで、

長崎県側が23キロなんですけれども、その割合

でいくと佐賀県の方が、距離が長いということ

で、その割合でいくと佐賀県の負担額が多くな

るのではないかというご指摘だと思っておりま

す。 

 ただ、この2対1にした経緯でございますが、
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その当時、様々な数字を用いて両者で検討いた

しております。 

 まず武雄温泉～諫早間、これ新幹線ですね。

西九州新幹線を整備する距離の割合でいきます

と、長崎の方が長かったということで、これ大

体1対2、佐賀が1に対して長崎が2ということと

併せまして沿線市町の人口比、これは江北～諫

早間における人口比を見ますと、これも長崎の

方が多いということで、これも、およそ1対2で

長崎の方が多かったということで、こういった

ことを総合的に勘案されて、両者で協議を行っ

た結果、新幹線の整備をするという経緯も含め

ましてですね、協議した結果、長崎が2、佐賀が

1という負担割合になったものと理解しており

ます。 

【田中委員】 この長崎鉄道管理センターか、こ

れでやるのは20年だったかね、23年。大変な支

出にはなるんだよね、23年間ね。 

 もう一つ、さっき聞きそびれたけどさ、諫早

～博多間の特急は一切ゼロになってしまったの

かね。鹿島～諫早間は特急が走らないようにな

ったのかね。 

 だから、この間の皆さん方の不満が結構あの

当時はあったよね。だから大変なんだ。新幹線

ができて、いい表の部分もあるけども、裏で泣

いている部分もあるね。私がこう言うのは、将

来、佐世保線が同じ運命にあるからね。同じ運

命にあるから心配してるんだけどもね、佐世保

線が。それはさておきます。 

 それからもう一つはね、松浦鉄道ね。松浦鉄

道の存続についてね、大丈夫なのかなと。コロ

ナは乗り越えた、コロナはね。しかし、松浦鉄

道ね、転換交付金で当時ね、私うろ覚えだけど

も、60億円ぐらいの金をもらったような気する

んだけど、ＪＲからね、民間委託になるときに

ね。しかし、もう全部使ってしまっているよう

な話も聞く、転換交付金で。 

 だから、この40数年間ぐらいあるかな、松浦

鉄道、私の市議の2期目だったかな、3期目ぐら

いのときだったからね。 

 松浦鉄道は、結論を言うと、存続、大丈夫な

んかな。長い将来は無理だけども、ここ四、五

年とか10年の感じで見るとね。松浦鉄道の維持

は大丈夫なのかなというのをちょっと聞いてお

きたいと思うし、大株主は長崎県だったと思う

んだけどな、松浦鉄道株式会社の大株主は。長

崎県、佐賀県、佐世保市、伊万里市も入ってい

たかな。プラス、民間では西肥バスが一番だっ

た。西肥バスは今ちょっと大変な時期にあるの

でね、西肥バスは。その株の状況、分かれば、

ちょっと分布状況を教えてください。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 まず先

に、2点目、お伺いいただきました株の状況の比

率ですけれども、最も比率が高いのは委員おっ

しゃるとおり長崎県で、約13.67％となっており、

自治体で申しますと、次が佐世保市8.8％、佐賀

県6.33％、伊万里市3.58％。その他、松浦、平

戸、有田、佐々も1、2％ずつ持っているという

状況でございます。 

 民間で申しますと、西肥自動車が約10％、あ

とラッキー自動車も約10％、十八親和銀行が約

5％という持ち株比率となっております。 

 それから、1点目の今後の松浦鉄道、ずっとと

いうよりは今後、4、5年、10年間ぐらいは大丈

夫なのかという点につきまして。 

 松浦鉄道の自治体連絡協議会の方で今後の松

浦鉄道の在り方について、ここ数年間議論を行

ってまいりました。 

 その議論の中身としましては、一部の区間を

バス転換することは可能なのか。それから、国
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の支援制度を活用した上下分離など、さらなる

支援の必要性について議論を行ってまいりまし

た。 

 その結果といたしまして、バス転換につきま

しては、今の西肥自動車もまさにそうですが、

バスの運転士が不足している状況につき、バス

転換を実現するというのは、かなり難しかろう

と。 

 それから、国の制度を活用した上下分離まで

踏み込む必要があるかということにつきまして

は、昨年、松浦鉄道の方で運賃改定を行ってお

りまして、こちらでかなり増収しているところ

でございます。それを踏まえて松浦鉄道から提

出された収支予測としては、令和8年度からは若

干でありますが、純利益が黒字になるという予

測も出されておりますので、今後3年から5年程

度は、まず現状の鉄路維持を前提として、これ

までの支援を継続し、その間、松浦鉄道の経営

が本当によくなるのかどうかを見極め、その後、

必要な支援の在り方を再び検討していくという

こととしております。 

【田中委員】 今、若干ね、てこ入れどうするか

というね、県が一番の責任者と私は思うからね。

株主の状況からして思うから、てこ入れみたい

なものを聞いたけれども、展望が見えないね、

将来展望がね、将来展望、何も。 

 民間委託になった当時やったのは、転換交付

金があったからやった。市が出したかなという

感じもするんだけど、駅を七つぐらい造りまし

たよ、新駅を、松浦鉄道に新しい駅を。私の記

憶では七つ八つ造った。そして利便性を高めた。

そういうことができたんですよ、あの当時は、

大学駅とかね、相浦の、県立大学行くんです。

それから大野のところの駅も造ったし、皆瀬の

ところの駅も造ったしね。新しい駅を造って、

お客を、利便性を高めた。 

 そういう将来展望みたいなものが松浦鉄道に

今全然ないね。一つだけ今考えられるのは、将

来ミニ新幹線が佐世保線に入ったら、有田駅が

生きてくるのでね、有田駅が。有田から佐世保

までね。 

 だから、伊万里含めて佐賀県の皆さん方が有

田に来て新幹線に乗れば、もっと生き返るなと

いうような展望とかね。環状線にすればいいな

とね。それからハウステンボスへの延伸なんか

も当時考えたんだけど全然、その後の展望が見

えない。 

 何かいい考えがあれば、ちょっとお聞かせ願

って、終わりにしたいと思います。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 やはり

昭和の末期、平成の最初の頃と今を比べますと、

沿線人口などもかなり大きく違う状況にござい

まして、松浦鉄道に限らず地域鉄道は、日本全

国的に明るい未来をなかなか描きづらいという

状況にございます。 

 今後としては、どうやって地域の公共交通の

ネットワークを維持していくかというところを

考えていかなければならないと思っておりまし

て、松浦鉄道の今後につきましても、先ほど申

し上げましたとおり、まず、これから3年～5年

は現在の鉄路維持を前提として支援を継続し、

その後、その間の状況を見ながら、その5年後以

降の在り方を考えていくということになってお

りますので、その中で今後の展望みたいなもの

も描けていけたらと思います。 

【田中委員】 蛇足かも分からんけど、バス路線

についてね、ちょっと展望が開けるのかなとい

う感じも思いながらね、お話ししますが、この

前、東京から長崎空港に帰ってきたのよ、昼間

ね。私は、バスすぐ乗って帰れると思ってね。
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バスを長崎空港で2時間待った。昼間、2時間か

ら2時間半待たされた。昼間の2時前後かな、東

京から帰ってきたら。不便になったなとね。長

崎空港の利便性は、私は、いいと思ってたけど

も、県北に帰るのだってね。 

 これも蛇足かも分からんけどね。私が30数年

前、県会議員になったときはね、バスで県庁へ

来てました。ハウステンボスからね。あの頃、

バス路線あったのよ、ハウステンボスから県庁

の下の江戸町のところまでね、あった。なぜか

と、これあんまり言っていいかどうか分からん

けど、県営バスさんが無料パスをくれていた、

1期4年間ぐらいは。西肥バスも市会議員時代か

ら私は無料パスをもらってた。 

 だから、県庁まで来るのにね。その後はマイ

カーで来たけどもね。言わんほうがいいかな。

そういう時代もあったんですよ、そういう時代

もね。だから、経済的にバス会社の経営がよか

った時代だったんだろうけどね。30年でやっぱ

りこんなに変わったんだなと。悪いことをした

とは思ってないから、向こうがくれるので使っ

ただけの話でね。 

 何か感想があれば一言聞いて終わります。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 30数

年前というと、私はまだ2歳とか3歳とかそのぐ

らいのことでして、今そのようなお話を聞いて、

そういう時代もあったのかと、非常にうらやま

しく思ったというのが正直なところでございま

す。 

 先ほど申しましたとおり、やはり時代は変わ

っているというのは、どうしても否定はできな

いところがございますので、今後の時代に合っ

た、現実に即した地域公共交通の在り方という

ものを検討してまいりたいと思います。 

【田中委員】 終わります。 

【鵜瀬委員長】 ほかに。 

【山田委員】 私も松浦鉄道でちょっとお話をし

たいと思います。 

 今、次長が、今期いろいろ在り方の見直しを

いただいていて、一定結論が出たことはもちろ

ん存じ上げているし、3年～5年、純利益も出る

ようだから、3年～5年は大丈夫だというような、

本当に甘い見通しだというふうに私は思ってお

ります。 

 というのは言うまでもなく、在り方のときに

出た、お示しされた資料を見ると、当期純利益

は本当、若干の黒字であります。あの規模の会

社で何百万円かの黒字で、黒字だ黒字だと言っ

ていられるものかなと私は本当に思っておりま

す。 

 そして、繰越利益の状況は、もう当面赤字が

続いている。こういった中において、お願いを

したいことは、3年～5年様子見るとかじゃなく

てですね。抜本的な利便性向上するような、こ

の地域においては本当に重要な交通網であって、

恐らく、どこもその路線が切れるようなことが

ないように、この路線が維持できるように未来

永劫、松浦鉄道が地域の住民のために継続でき

るためには、私は、少しでも早めにこの在り方、

検討いただきたい。在り方、結論は出したけれ

ども、もっといろいろな在り方があるんじゃな

いかと。 

 平戸市の一部においてはライドシェアを使っ

て、今うまくいっているような事例もあるよう

ですし、様々な全国的なローカル鉄道の、うま

くいっているパターンを勉強いただきながら、

もう少し、3年～5年大丈夫という感覚じゃなく

て、私は松浦鉄道にしっかり取り組んでいただ

きたいと思っていますが、見解を求めます。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 3年～
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5年大丈夫と言っているわけではなく、実際に経

営状況がどうなっていくのか、本当にちょっと

でも黒字になるのか、それとも実際どんどん赤

字が続いていくのか、若しくは、さらに赤字が

拡大していくのか、そこが分からないと、どれ

だけの支援を行うべきなのかというところが判

断できないので一旦様子を見ようと。そして、

実際に必要な支援の規模、内容というものを考

えていこうと考えているわけでございまして、

3年や5年大丈夫だから放っておこうと、そうい

うふうに判断したわけではないということは、

まずご理解をいただきたいと思います。 

 それから全国の事例なども踏まえて、今後考

えていくべきではないかというところにつきま

しては、そこはまさにそのとおりだと思ってお

りまして、松浦鉄道の狭い視野で考えるのでは

なくて、ほかのローカル鉄道で、うまくいって

いるところというところは、学ばなければなら

ないと思っておりますし、私個人としても、そ

ういった情報収集には努めているところでござ

いますので、そこは山田委員と同じ方向性を向

いていると思います。 

【山田委員】 あと、この間、一般質問をさせて

いただきました修繕費の国庫補助対象外で、大

体1億8,000万円ぐらい事業者負担、松浦鉄道の

負担となっております。この負担が、やはりこ

ういった経営状況でありますので、ボディーブ

ローのように経営に効いてくるんじゃないかと

いうような懸念をされております。全額とはも

ちろん申し上げませんが、3,000万円、5,000万

円ぐらいでも入れば、ちょっと一息つけるよう

な状況にあるのかなというのを、ちょっとお話

を伺っている次第であります。 

 そこで、前回の一般質問で連絡協議会ですね。

路線、関わっている自治体も入れたところで沿

線の自治体と、佐世保市議会の特別委員会では、

この分を県で全額負担をしてほしいというよう

な協議がされたようでありますが、私はさすが

に、そういうことは県の立場もありますので、

両県と沿線市町において、この負担を一部担う

ことも検討いただきたいということで、この間、

一般質問しまして、部長の方に。幹事会で、こ

のこともご議論をいただきたいということをお

願いし、部長からは幹事会を開いていただける

旨の話だったかなと思っていますが、再度確認

をしておきたいので、ちょっと答弁をいただけ

ますでしょうか。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 先週の

一般質問、ご質問いただき、まずありがとうご

ざいました。 

 松浦鉄道につきましては先ほど申し上げた総

会において、今後の経営状況を注視・分析した

上で、新たな支援の必要性について検討してい

くこととしておりまして、修繕費に係るご指摘

の自己負担分の支援についても必要に応じて、

その検討の中で取り扱うこととしております。 

 幹事会を開いて検討するというところまでお

約束したわけではないですけれども、先ほど申

しましたとおり、3年～5年の経営状況を見て、

必要であれば当然使われていくということにな

ろうと思います。 

【山田委員】 一般質問のときはですね、なかな

か落ち着いてゆっくり答弁が聞けていなかった

んですけど、お願いはしたというふうに思って

おりますし、当然、例えば協議会のメンバーの

方からそういった提案があれば、議論は当然す

るという理解でよろしいですか。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 当然議

論はしていくことになると思います。 

【山田委員】 ぜひとも私どもの県北地域のです
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ね、本当に重要なバスもこういった状況になっ

て、バス路線の廃止にも伴い、この鉄道を維持

していくことが本当に重要でありますので、ぜ

ひとも沿線連絡協議会の皆様と密に連携を取っ

ていただいて、未来永劫松浦鉄道が地域のため

に、いつまでも継続できるようにですね。引き

続き取組をいただきたいとお願いを申し上げて

終わります。 

【堤委員】 私も続けて松浦鉄道のことについて

発言します。 

 株主のこととか、そういうところの情報は、

私は持っていないわけですが、私は、たまに松

浦鉄道の利用者になります。というのはもう今

バスの減便で、夜のバスがありません。20時を

過ぎると、本当にバス停に待っていてもバスは

来ないと。その時間帯ですね、もう日付が変わ

る直前まで、佐世保駅から佐々駅までの最終便

まで松浦鉄道ですね、利用者非常に多いんです。

特に大学に駅ができました。そうすると県立大

の学生が、平日も、それから特に土日に、よそ

に出かけたり、町で食事をしたり、そういった

ことで帰る学生さんが大変多くて、大学でぞろ

ぞろと降りるんですね。 

 佐々終点の場合、もう佐々まで乗っているの

はほんの二、三人というような、そういう状況

なんですが、この松浦鉄道がもうなくなってし

まったら、本当に夜の公共交通というのは県北

地域、ぱたっとなくなってしまいます。そうす

るとやっぱり佐世保の中心部の飲食店であった

り、様々な観光地であったり、これは、そうい

ったところ、車だったらば行けるけれども、公

共交通を使っての、そういうところに出かける

というのは非常に制限がかかって、大変な損失

になると思っています。 

 今、松浦鉄道は旧国鉄時代からの駅舎とか、

随分なくなってしまいましたけれども、用地は

ですね、国鉄の頃からの用地が結構あちこちに

あると思うんです。そういったところの活用で

あったり、あるいは駅舎をイノベーションした

り、空き家とか何か解体して、また持ってきて

建てたりとか、あるいは、その駅にいろいろな

事業者さんが利用できるようなスペースをつく

って、そこを利用してもらったり、あるいは、

そういったところで、にぎわいの場をつくった

り、バスとの連結もあんまり十分じゃなくてフ

ィーダー交通ですか、そこのところをもっと本

当に知恵を絞った、利用拡大に向けた取組とい

うのはいろいろあるのではないかと思っていま

す。 

 本当に県北地域、夜の早い時間は、たびら平

戸口とか、伊万里の方まで行く便もありますけ

れども、一番遅くなったら、もう佐々駅止まり

ということになるんですが、利用者は確かに

佐々を過ぎると非常に少なくなってしまいます

けれども、そういったいろいろな工夫をして、

駅を中心とした地域に人を集めるような工夫が

できれば、もっと利用の拡大につながっていく

のではないかなと思いますし、観光客も呼び込

むことができるのではないかと。 

 自治体連絡協議会で経営状態については論議

されると思いますけれども、そういった地元の

自治体の皆さんへの働きかけ、あるいはボラン

ティアであったり、地域の皆さんへ関心を持っ

てもらうとかですね。そういった取組をつくっ

ていくことによって、もっと、利用が進むので

はないかと思いますので、よろしくお願いした

いと思いますが、見解を求めます。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 地域で

松浦鉄道を支えていくような取組をすれば、利

用状況が改善されるのではないかというご質問
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かと承知しました。 

 まず現状といたしましては、松浦鉄道の協議

会、自治体連絡協議会ですね。そちらの方で例

えば松浦鉄道の駅に花を植える、「花いっぱい

運動」と呼んでおりますけど、そういった活動

に対して補助するなどの取組は既に行っており

ますし、また、ボランティアの方に駅の清掃等

をしていただいております。 

 それから、先ほど、今後3年～5年、経営状況

を見ながら今後の在り方を検討していくと申し

ましたけども、並行して、さらなる経営改善の

検討も進めるということも、この総会において

決めておりますので、ご指摘のような内容も、

このさらなる経営改善の検討の中で、必要に応

じて扱われるものと思っております。 

【堤委員】 お花を飾ったり、あるいはボランテ

ィア活動というのは、私は存じ上げていますけ

れども、もっとですね、多くの人が何か関わる

ような動きができたらなと思っています。本当

に何かそういう地域の公共交通を守るんだとい

う意識を高めてもらう、そのことで地域の人た

ちに、何かしなければというような考えを起こ

してもらう、そういう人を多く増やしていくと

いうか、そういうことができたらと思っていま

す。 

 私もですね、何かお手伝いすることがあった

ら、呼びかけがあれば参加をしたいなと思って

いる一人です。だから、まだまだですね、本当

に大切なものだから続けていかなければいけな

いという意識は持っていらっしゃると思うんで

すが、どうしていいか分からないとか、そうい

う何かきっかけになるものがないというか、そ

ういうふうで待ってらっしゃる方はいらっしゃ

るのではないかなと思っているので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 別件で、半島振興計画の案が出されています。

私の地元は北松浦半島ですので、そこのところ

を特に詳しく読ませていただいたわけですけれ

ども、今の振興計画よりも丁寧に深く、そして

法改正の部分も含めて書き込まれていて、本当

にしっかり、今の文よりも詳しく書かれている

なということを思いましたし、それぞれの項目、

大事なことだと思うんですが、特に観光などに

ついて、島原半島もそうですし、西彼杵半島も

そうだと思うんですけれども、やはりこの地域

にしかない、この地域だけのもの、この地域の

歴史というかですね。そこの特有なものを生か

した観光ができればと、そういうことを思いま

す。 

 本当に様々な観光客のいろいろなニーズとい

うかですね。そういうのに対応できるような、

そして、それぞれの半島地域に特有の何か特色

というか、よさというのがあると思うので、そ

こを生かした観光ということですね。 

 それと産業の方で言えば、産業振興というの

は、もうずっと大変な問題なんですが、北松浦

半島は旧北松炭田があったところで、私が子ど

ものときにですね、地元の炭鉱が閉山をしてと

いう経験があります。もうちょうど小学校を卒

業するときに炭鉱が閉山して、中学校入った途

端にですね、毎週同級生が転校していきました。

1学期終わって2学期になったら、4クラスあった

のが3クラスになってクラス編制されたという、

そういう経験を持っています。 

 やっぱり炭鉱が盛んだったときには、本当に

にぎわいもあって、いろんなところに商店や

様々な娯楽施設もあって、本当ににぎやかだっ

たんですけれども、なくなった途端にですね、

もうぱったり火が消えたようになってしまった。

一つの産業で栄えていたところは、それがなく
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なってしまったら、もう何もないというか、そ

れでどんどん働く場を求めて人が出ていってし

まった。 

 佐世保市は造船が基幹産業ということで、ず

っと盛んに取り組まれてきましたけれども、や

はり造船業の不振によって、どんどん従業員も

減らされて仕事もなくなって、そういう状況が

ありましたけれども、やっぱり一つの産業に何

というか、それが盛んなときはいいですが、そ

れがうまくいかなくなったときに、じゃあ次は

どうするかという、そういう視点が今までの政

策の中では欠けていたのかなと。私はまだ子ど

もだったり、若かったりしたので、よく分かり

ませんでしたけれども、今にして思えばそうい

うことを感じてます。 

 やはり先を見通した、今から人口が減ってい

く、もっと過疎化が進む、そういう中で持続可

能な産業、あるいは地元の地場産業を守ってい

くための手だてというのが必要ではないかなと

思っていますけれども、これについてはどうい

うふうにお考えかお尋ねしたいと思います。 

【梅田地域づくり推進課長】 議員ご意見のとお

りでございまして、各地域それぞれ様々な地域

資源など、また産業などございまして、今回、

三つの半島地域の計画案には様々盛り込んでお

るところでございます。 

 今後の取組に当たりましては各部局、それか

ら市町とも連携しながら、事業の方を推進して

まいりたいと考えております。 

【堤委員】 半島振興法に基づいて計画を立てて、

そして、例えば半島振興計画の位置づけのとこ

ろに、県又は市町が半島振興防災道路整備事業

等の財政支援を活用する場合は、半島振興計画

に基づいていることが必要と書かれていますけ

れども、それ以外の事業についても、やはり計

画に書かれているものについての財政支援を求

めていくというか、そういうふうに取り組まれ

るという、そういう理解でよろしいんでしょう

か。 

【梅田地域づくり推進課長】 必要な財源につき

まして、政策要望等で今後も要望してまいりた

いというふうに考えております。 

【堤委員】 しっかりですね、本当に地域振興に

つながるような取組を進めていただきたいと思

います。ないものをよそから持ってくるという

よりも、まず、あるものを生かすというかです

ね。本当にその地域地域で特色ある産業であっ

たり、あるいは自然であったり、それから農業

の生産物とか水産資源とかありますので、そう

いったものをまず生かす。その地域の文化や歴

史、そういったものを踏まえた取組というのが

できればすばらしいなと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 終わります。 

【鵜瀬委員長】 ここでちょっと暫時休憩いたし

ます。 
 

― 午前１１時１７分 休憩 ― 

― 午前１１時１８分 再開 ― 
 

【鵜瀬委員長】 再開します。 

 ほかに質問。 

【山本委員】 私も、まず1点目は半島振興計画

についてなんですけれども、4月に半島振興法が

改正をされて、7月に国が半島振興基本方針とい

うのを策定されているようです。これを受けて

今回、県が半島振興計画を策定するというふう

に理解をしているんですが、県議会としては以

前より、半島振興法の延長に加えて、その拡充

というのをずっと要望してきた経緯があります。 

 先ほどご説明ありましたけれども、今回延長
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された半島振興法は、どのような内容が拡充を

されたのか。特に、先ほどの説明の中で介護サ

ービス、障害福祉サービス等の確保、移住・定

住・二地域居住の促進等に係る配慮規定が拡充

されたというふうなご説明があったんですけど、

この具体的な内容についてお尋ねをいたします。 

【梅田地域づくり推進課長】 先ほど概要の方で、

1枚目の下段の方にですね、法の主な改正内容と

いうのを書いておりまして、ここが主な改正内

容となりますけども、それ以外ですと先ほど堤

委員からもお話がありましたけれども、半島循

環道路などを整備する際に活用できる半島振興

道路整備事業債という地方債があったんですけ

れども、こちらが廃止されまして、新たに半島

振興防災道路整備事業債というのが創設されて

おります。 

 今までの地方債の方ですと、充当率75％、交

付税率30％だったものが今回、充当率が90％で

交付税措置率30％ということで、少し有利な地

方債というふうになっております。 

 それからもう一つの方の具体的な拡充内容、

配慮規定の具体的な内容ということなんですけ

れども、まず、介護サービス、障害福祉サービ

ス等の確保につきましては、介護につきまして

は、これまで介護サービスの提供や従事者確保

に関する配慮事項というものだったんですけれ

ども、今回はそれに加えまして、地域人材の活

用による従事者の確保ですとか、あと介護ロボ

ットの導入、また障害者福祉につきましては、

障害者福祉サービス等の内容充実に関する事項

が追加されているところでございます。 

 また、移住・定住・二地域の促進に関しまし

ては、これまでは定住についての記載があった

んですけれども、半島地域の持続的発展が図ら

れるよう、多様な人材の確保に資する移住、そ

れから特定居住、二地域居住などの促進が今回

盛り込まれているといったような状況となって

おります。 

【山本委員】 ありがとうございます。 

 半島振興法に基づいて、半島地域における交

流促進とか産業振興などを図るため、国におい

て、半島振興広域連携促進補助金などが設けら

れているんですけれども、本県における令和7年

度の活用状況についてお尋ねします。 

【梅田地域づくり推進課長】 半島振興広域連携

促進補助金についてでございます。 

 大きく分けて二つ使っております。 

 まず一つ目ですけれども、県それから半島地

域を有する県内の9市1町ございますけれども、

半島地域魅力発見委員会というのを現在設置し

ておりまして、この委員会で事業をしておりま

す。 

 具体的にはタウン情報誌を活用した情報発信、

それから、県内の大学生に直接半島地域に行っ

ていただいて、若者目線で取材をしていただい

て、その内容をインスタグラムで情報発信をし

ていただいているところでございます。 

 それから半島産品をＰＲする、関東圏で商談

会などに出展しておるんですけども、そこでつ

ながった事業者からお声がけいただきまして、

首都圏の飲食店におきまして、県内の半島の産

品を使ったタイアップ企画の実施をしていただ

いているところでございます。 

 それから、大きな二つ目でございます。 

 こちら南島原市になるんですけれども、南島

原市におきましては、対岸の熊本県の天草市と

連携されておりまして、そちらの方でマイカー

やバイクなどで移動する方が多いですので、そ

ういった方々をターゲットとした、周遊促進に

ついての情報発信などを行っているところでご
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ざいます。 

【山本委員】 ありがとうございます。 

 この半島振興広域連携促進補助金というのが

予算としては非常に小さい金額で、やっぱりど

うしても離島と比べてですね、半島振興に関す

る予算というのは非常に小さいなというのは思

っておりますので、先ほどおっしゃったように、

政府施策要望等でですね、予算の拡充をやっぱ

り引き続き要望していただきたいと。特に過疎

債との関係で言うと、過疎債自体もやはりどう

しても競争が激しくなっているのかなという感

覚もありますので、そこをぜひ要望していただ

きたいと思います。 

 もう一点だけ、すみません。 

 事務事業評価の中でですね、3ページに長崎Ｕ

Ｉターン拡大魅力発信事業というのが、令和8年

度に向けた見直し区分が廃止ということになっ

ています。今まで終了して、翌年度に名称や内

容を変えて継続をするというパターンがあるの

で、廃止というのがちょっと気になって、なが

さき移住サポートセンターのホームページを見

たところ、就職専門員による支援を令和7年度末

で終了し、移住相談員の増員など、移住そのも

のに一層力を入れていくというふうな組織体制

の見直しも含めて書いてありました。 

 そこで、この組織体制見直しに至った経緯と、

有楽町にある東京窓口というのはどうなるのか、

今後の移住支援の取組についてお尋ねいたしま

す。 

【梅田地域づくり推進課長】 まず事務事業の評

価結果中の長崎ＵＩターン拡大魅力発信事業費

の廃止についてご説明いたします。 

 もともとこの事業ですが、令和7年度から9年

度までの3か年事業を予定して取り組んでおっ

たんですけども、情報発信ですとか、東京など

の都市部対策をさらに強化する必要があるだろ

うということで、終期を待たずに今年度で事業

を一旦見直しして、新たな事業を考えたいとい

うことで、廃止といった形の整理をさせていた

だいているところでございます。 

 それから、ながさき移住サポートセンターの

見直しについてでございます。 

 ながさき移住サポートセンターは平成28年4

月に設立されまして、ちょうど10年の節目とい

ったところでございまして、この10年で相談体

制ですとか、ノウハウの蓄積、市町や関係団体

との連携体制も構築されてきたこと、それから

やはり当時と大分状況も変わってきたところも

あるため、今年度見直しを行ったところでござ

います。 

 具体的に就職・転職関係ですけれども、近年

は求人情報が非常に充実しておりまして、移住

検討者にとっては、転職等の情報が入手しやす

くなったことですとか、あと、これまで専任の

転職支援員が転職支援を行っていたんですけれ

ども、ハローワークや県の人材活躍支援センタ

ーなど、専門の相談機関と連携して支援を行う

ことができるため、この専任の就職支援員によ

る支援は、今年度までとしているところでござ

います。 

 ただ、一方で、県全体の移住相談件数は増加

傾向にございますので、移住相談員の方を増員

することで対応していきたいと考えております

し、引き続き、長崎本部、それから東京有楽町

の、ふるさと回帰支援センター内の東京窓口と

両建てで、相談対応には今後も当たっていきた

いというふうに考えております。 

 あと、こちらにつきましては、一緒に共同運

営しております市町の方からもご了解いただい

ているところでございます。 
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 今後についてですけども、市町と連携してい

くというのは、もう当然これからも進めていく

予定ですけれども、やはり移住者ですね。今後

も安定して獲得していかないといけないなとい

うふうに考えているんですけども、もう少し裾

野を広げるといいますか、現在はまだ移住の検

討というのはされていないかもしれないですけ

れども、長崎に関心を持って、何かのきっかけ

があれば、ちょっと移住を検討しようかなと思

ってらっしゃるような方、潜在的な移住検討層

といいますか、そういった方々への働きかけが

必要かなというふうに思っておりますので、今

後そういった方向で、具体的に検討してまいり

たいと考えております。 

【鵜瀬委員長】 地域振興部の審査の途中ですが、

午前中の審査は、これにてとどめ、午後は1時30

分から再開し、引き続き、地域振興部関係の審

査を行います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時２８分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【鵜瀬委員長】 委員会を再開いたします。 

引き続き、議案外所管事務一般について質問

はありませんか。 

【川崎委員】 私も公共交通についてお尋ねしま

す。9月に松浦鉄道に乗ってきました。有田から

伊万里へ行って乗り換えて、そして松浦まで行

かせていただきまして、ちょうど9月の下旬でし

たので彼岸花が沿線にあって、田園の風景を通

っていく、非常にノスタルジックな路線だなと

思って、ぜひ存続を私からもお願いしたいと思

います。 

 本題に移ります。 

 タクシー事業者への支援についてお尋ねいた

します。 

 9月の議会で、県のタクシー協会から、燃料高

騰と事業継続に係る支援要望の陳情があって、

それに対しまして県の方からは、令和4年から6

年度まで支援を行った。今後の支援についても、

国の動向や燃料価格の動向をしっかりと注視し

つつ、必要に応じて検討するという答弁であり

ました。 

 今、国の補正予算も審査されているところで

ありますが、おおむね成立するということで言

われていまして、重点支援地方交付金も2兆円計

上をされているようでございます。現時点でど

ういった支援を検討されているのかお尋ねいた

します。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 ただい

ま委員ご指摘のとおり、9月の議会の方で、これ

まで、令和4年度から令和6年度までタクシー事

業者に対しても、重点支援地方交付金を活用し

た燃料価格高騰関係の支援を行ってきたところ

でございます。 

 今年度につきましても、国から重点支援地方

交付金を活用した支援を早めに、予算化に向け

て検討するよう依頼が来ておりまして、これま

でタクシー事業者に対して行ってきた支援を参

考に支援を検討しているところでございます。 

【川崎委員】 具体はなかったんですけど、ぜひ

今から構築されると思いますので、しっかりと

よろしくお願いします。 

 私どもにですね、何点かご要望もいただいて

いるところでありまして、ちょっと認識をお伺

いいたしますが、ＬＰガスのスタンドが減少し

ている。このために遠い給油所に1時間もかけて

給油に行かないといけない。給油のために1時間

かけないといけない。このようなことも言われ

まして、こういったもったいないことからです
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ね、労働力もありますし、労働時間にも関係し

てまいりますので、いわゆるガソリン車に移行

するケースが多くあると。 

 要は、そこに車両の更新費が、また負担が重

いと、こういったご相談もありまして、そうい

った点でですね、補助の要望が届いております

けども、ご見解をいただきたいと思います。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 申し訳

ありませんが、ＬＰガス車からガソリン車に更

新する際の支援につきまして、地域振興部とし

て要望を承知しておりません。多分、川崎委員

には要望があったかもしれませんが、こちらに

来ておりませんので、今承知したところです。 

 現状、支援に必要な予算規模も不明であるこ

とから、すぐに回答することは困難ですので、

まずは要望として承りまして、現状等について

タクシー協会に確認をさせていただきたいと考

えております。 

【川崎委員】 ぜひ意見交換をしていただければ

と思います。確かに需要が少なくなってスタン

ドが減っているということはありますが、給油

のために1時間も移動ということは、それは大変

でしょうね。ぜひ意見を聞いていただきたいと

思います。 

 また、人材確保が課題となっているというこ

とから二種免許取得に、かなり負担があるとい

うことであります。こういったところにも支援

をお願いしたいというご相談がありました。い

かがでしょうか。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 ご指摘

の二種免許の取得支援につきましては、国の方

で補助制度が設けられておるところでございま

す。県といたしましても公共交通を担う人材の

確保は、非常に重要な課題であると認識をして

おりまして、昨年度から人材確保に悩む事業者

への即効性のある対策として、合同企業説明会

などを開催しています。今年度は10月5日に諫早

で開催いたしましたが、昨年度を上回る67名の

方に参加いただいて、既にタクシー事業者の採

用が決まった方もいらっしゃると伺っておりま

す。引き続き、ご指摘のような対策も含めて、

公共交通を担う人材確保に必要な取組を実施し

てまいりたいと考えております。 

【川崎委員】 県警の審査のときにもですね、こ

の二種免許のことについてちょっと触れたんで

す。支援策を講じていただいているということ

でありますが、取得をしていこうにも、試験が

待たされる、長くですね。そんな指摘もあって、

ぜひそこはまた情報共有しながらですね。スム

ーズに取得をして業務に当たられるように、行

政サイドで工夫をお願いしたいと思います。 

 もう一点ですね。高齢者や体が不自由な方に

とって、ユニバーサルデザインの車両は大変あ

りがたいなと思っています。もう私もそっちの

方がですね、非常にありがたいなと。乗り降り

しやすいなと思っているんですが、このユニバ

ーサルデザイン車の導入に支援制度があるよう

に聞いていますが、現在どのようになっていま

すでしょうか。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 ユニバ

ーサルデザインタクシーの導入につきましては、

国の方でバリアフリー化設備等整備事業という

ものが設けられておりまして、導入に係る経費

の3分の1の補助を受けることができるというこ

とになっております。 

【川崎委員】 そういったものを利用していただ

いて、ぜひ積極的に導入していただければなと

いうふうに思いますので、後押しをお願いした

いと思います。 

 ちょっとタクシーを離れまして、タクシー以
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外の公共交通、やはり燃料高騰については経営

を圧迫しているというところがあります。バス

をはじめとした公共交通事業者の支援、どう取

り組んでいかれるかお尋ねいたします。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 先ほど、

タクシー事業者に対して燃料高騰に関する支援

を検討していると申し上げましたが、タクシー

事業者以外のバスや鉄道、航路・航空路等の交

通事業者に対しても同様に支援を検討している

ところでございます。 

【川崎委員】 引き続きよろしくお願いします。 

 次に、長崎県地域公共交通計画、先ほどご説

明をいただいた分でお尋ねをいたします。 

 第5章に新たなモビリティサービスの実装に

向けた取組の推進とありまして、自動運転の推

進を掲げておられます。 

 前回お尋ねをした長崎空港と新大村駅間にお

けるレベル4、自動運転のことなんですが、この

実証事業で、国の補助申請が不採択だったこと

に対して質問させていただきました。その際に

不採択の原因として、実現性、収支採算性など

から、自動運転バス事業の持続可能性を示され

て、なぜ不採択になったか分析を行うという答

弁でありましたが、その分析の結果はいかがで

したでしょうか。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 国から

は正式に不採択の理由は示されておりませんの

で、国の担当者や、本県が今回補助事業を申請

する際にご支援をいただいた事業者から聞き取

りを行いまして、本県の補助金申請が不採択と

なった要因の分析を行いました。 

 まず全体の傾向ですけれども、今回応募した

国の自動運転社会実装推進事業費補助金という

ものですけれども、こちらは事業の開始以来、

採択件数は基本的に右肩上がりで、令和6年度に

は最大となる99件が採択されたのですが、今年

度は67件と大きく減少しておりまして、全国的

に補助対象を絞って支援していくという方針の

転換があったものと推察をしております。 

 では、令和7年、67件を選ぶ際に、どういう点

から国が採択したかというところですけども、

これはまずレベル4の自動運転の実現性、それか

ら社会実装後の自動運転バスの事業の持続可能

性を重視したと伺っており、ここは前回ご説明

をしたとおりでございます。 

 まず、1点目のレベル4の自動運転の実現可能

性につきまして分析をいたしましたところ、今

年度、国の方で補助事業として採択されたもの

は、今回初めて補助申請をした自治体を除きま

すと全て、既にレベル2の自動運転実証運行を令

和6年度までに実施済みであったということが

分かりました。昨年度までにレベル2の自動運転

の実証運行を実施済みであることで、レベル4へ

の移行の確度が高いと判断されたものではない

かと推測をしております。 

 一方で本県は、レベル2の自動運転の実証運行

をまさに今回やろうとしていたところでして、

これまでは行っておりませんでしたので、その

ことが不採択の要因の一つではないかと考えて

おります。 

 2点目の社会実装後の自動運転バス事業の持

続可能性につきましては、支援を頂いた事業者

からの聞き取りを行いましたが、今年度採択さ

れた事業と比較すると、本県の事業が決して見

劣りするわけではないけれども、強いて言うの

であれば、社会実装後の事業費の確保策に課題

があったのではないかというご意見をいただい

ております。 

 このように本県の事業内容がほかの採択され

た事業と比較して、レベル4自動運転についての
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実現性が相対的に低いこと、また、社会実装後

の事業の持続性に課題があると判断されたこと

から、今回不採択に至ったのではないかと考え

ているところです。 

【川崎委員】 何かちょっとテーマが大きい、い

や、課題が大きいですね。重いですね。レベル

2クリアした実証事業に対して採択されたけど、

長崎県はそこを目指していたということで、出

遅れ感はもう否めませんし、事業採算性という

ことは交通結節機能として、空港と新大村駅の

間をスムーズに移動できるように目指してるわ

けでありますので、どういう計算をされたのか

分かりませんけど、そこはしっかりとですね、

反論してですね。採算性はちゃんとあるんだよ

というところも示しながら、再度チャレンジを

していっていただきたいなというふうに思って

おります。 

 この持続可能な地域公共交通を構築するため

に、運転者不足が深刻化している昨今において

自動運転技術の活用は重要と、そういう認識も

前回示されたわけでありますので、どうか引き

続きですね、取り組んでいただきたいと思いま

すが、これ確認ですけれども、長崎空港～新大

村駅間の自動運転、これはもう実現をさせると

いうような姿勢で、認識でよろしいでしょうか。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 今回計

画をしておりました長崎空港と新大村駅の間に

おける取組につきましては、国の補助金が不採

択となったことや、ほかに活用できる補助金が

ないことを踏まえまして関係者と協議した結果、

今回の実証運行については実施をしないという

結論に至りました。 

 ただし、これはあくまで今回の実証事業に限

ったものでありまして、自動運転そのものを諦

めたわけではございません。前回の委員会でも

申し上げましたが、自動運転そのものは非常に

重要だと考えていることに変わりはありません。 

 先ほどご説明いたしましたとおり、今回自動

運転の社会実装後の持続可能性の点が一つネッ

クになって不採択になったと考えておりますが、

持続可能性を高めるためには市町の主体的な取

組が非常に重要であると考えておりますので、

まずは市町に対するセミナーや意見交換などを

通じて、自動運転に対する市町の関心を高め、

県内における自動運転の推進につなげてまいり

たいと考えております。 

【川崎委員】 それに向けて取組ということにつ

いては今のご説明というところで理解しとって

よろしいですか。いいですかね。分かりました。

ぜひ実現をさせてください。本当大きな交通結

節にもかかわらず、そこがスムーズに移動でき

ないというのは、やはり観光にしろ、いろいろ

問題が出てこようかと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 次に、運行効率化によるモード転換の推進、

こういったテーマがありますが、この求める姿、

具体的にお伺いをいたします。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 本県で

は路線バスが日常的な移動における主要な交通

手段となっているところでございますが、人口

減少に伴う利用者の減少や、運転士不足が深刻

化する中、公共交通を維持していくためには、

実際の移動需要に即した運行ルートやダイヤの

見直し、それからデマンド化や車両の小型化等

に取り組む必要があると考えております。 

 ご質問いただきました運行効率化によるモー

ド転換の推進で求める姿とは、このように実際

の移動需要に即した交通モードへと転換をする

ことで、公共交通ネットワークの持続可能性が

高まった姿、このような姿を指すと考えており
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ます。 

 県では令和6年度より既存のバス路線からコ

ミュニティ交通へと転換に要する導入費用につ

いて支援を行っているところでございまして、

今後とも、このような取組を続けて、今申し上

げたような姿を目指してまいりたいと考えてお

ります。 

【川崎委員】 本当、人口減少あるいは運転士不

足、どちらも縮小していく中に、どう維持して

いくかということは、非常に大きなテーマでは

あると思うんですが、要するに大型で走ってい

たものを少し適正に小型化にしていく、そこに

支援をしていくというのはイメージとして、す

ぐ湧くんですけど、ここまでは大型でいきます

よと、ここから先は小型ですよと、乗り換えな

いといけないとかですね。そうなってくるとま

た利便性が損なわれていくわけで、そこのとこ

ろについてはモード転換、利用者側の立場に立

ってですね、いい形をぜひ考えていただきたい

なと思っております。 

 乗り継ぎが決して悪いということには思わな

いんですけど、例えば何か新幹線みたいに、3分

で、ちゃんと乗り換えられますよみたいな感じ

であればいいんですけど、決してそうじゃない、

もう降りたら待たされるみたいな、そんな感じ

でやっちゃうと非常に不便だと思いますので、

ぜひ細かく見ていただきながら、よろしくお願

いしたいと思います。 

 次に、第6章に計画達成状況の評価というとこ

ろがありました。 

 公共交通に関わる人材の確保育成で、県内乗

合バス事業者の運転士充足率の目標を96％とさ

れています。資料をよく確認しますと、現在は

91％という記載がありまして、約5％乖離をして

いるわけであります。 

 必要な運転士さんがこれだけの数いて、充足

率が今91％で、9％の方、これは恐らく、その所

属運転士さんが休日出勤とか残業とか、そうい

ったことで運行を維持しているというふうに思

います。働き方の改革や、とりわけ2024の大改

正からですね、法に基づいた事業運営も求めら

れているんじゃないかというふうに思います。 

 この人材の確保、育成でありますけれども、

これ毎度意見として申し上げているところなん

ですが、ぜひ外国人材と女性の活躍、これをも

う期待をしておるんです。後押しをしていただ

きたいというふうに思っておりますが、こうい

った外国人、女性の皆様の、こういった人材の

確保で充足率を上げていく、このようなことも

大事な点かと思いますが、ご見解を伺います。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 運転士

の不足、今回、バスの運転士の充足率を挙げさ

せていただいておりますけど、運転士の不足と

いう問題はバスだけではなく、タクシーなどの

分野でも非常に大きな課題であると考えており

ます。その中で女性や外国人の活用は、運転士

不足に対する一つの有効な手段であると考えて

おり、今後も運輸業界と意見交換を重ねて、必

要な取組を検討してまいりたいと思っておりま

す。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問ありませんか。 

【大久保副委員長】 すみません、1点お尋ねを

いたします。 

 先ほど午前中からもですね、ＭＲ、松浦鉄道

だとか、県北に対しての交通というふうなこと

もありましたけども、私もですね、平戸におり

ながら、やはり減便とか、大変厳しい経営だと

いうふうに聞いておるわけでございますけども、

そんな中で、県内で見渡せば島原地域も、大変

厳しい経営状況だというふうに質問でも聞いて
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おるところです。 

 全体でもそうなんでしょうけども、いろんな

企画をしたり、いろんなお話の中で、どう改善

していくか、このようなことが一番大事なんじ

ゃないかな。要は利用者を増やしていくことに

よって、その会社、またその組織を守る、利益

を上げるだけじゃなくて、減便させないという

ことは、やっぱり一番大事なのではないかなと

いうふうに思っているんですけど、そういった

中で、どういった減便させない、経営状態を少

しでも維持していく、また、よくしていくとい

う取組をされているのかをちょっとお尋ねをし

たいと。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 利用者

を増やすという取組、これは非常に重要である

ということを大久保副委員長と全く意見は一致

しているところでございます。 

 人口減少が進んでいるということは避けよう

がない事実としてございますので、やはりロー

カル鉄道におきましても、観光客を取り込んで

いくということは、まず間違いなく必要である

と、このように考えております。 

 そのため島原鉄道におきましても、その観光

客を取り込むような企画切符、1日フリー乗車券

等に取り組んでおりますし、最近ですと結構外

国人、台湾からのお客様なども増えているとお

聞きをしております。 

 県といたしましても、そういった外国人の取

り込みなどのＰＲ費用などを一部、支援などを

行っておりまして、こういった観光客を取り込

んでいくということで、利用者の増加を増やし

ていくということに取り組んでまいりたいと考

えております。 

【大久保副委員長】 観光客ということですけど

も、私、平戸目線で言ったときに、今回、県の

取組もあってですね。今週末には西九州自動車

道の平戸インターまで開通します。長崎県の中

で、福岡という九州大都市圏から一番安価で一

番近くなるのがこの沿線です。ということは、

道はどんどん近くなっているので、ここに鉄道

のスピードは上がっていなくて、車の方が要は、

車両の方が早く移動できるようになってきまし

た。 

 そういったことを考えるとですね、鉄道より

もバスとかレンタカーで来た方が長崎県への旅、

又は目的地へ行く時間というのは早くなってき

ます。料金もそうかもしれないです。やっぱり

そういう中で松浦鉄道という鉄道機関を、利用

者を増やしていくというのは、やはり時間とい

うのは大事だというふうに思っております。そ

ういった意味では、県北に対して出向いていく

には、やはり鉄道というのは少し不利な部分が

あるんじゃないかなとも思います。 

 そういったことを考えたときにですね。内需

というか、今乗ってるのは学生か、それこそ免

許を返納するような高齢者、そういったところ

が主たる利用者になるのかなというふうに思う

んですけども、もちろん努力もされております。

一つ言えば、ビール列車等ですね。夏には貸し

切ったり、企業が乗ったり、そういったことも

しているんですけども、そういったことを拡充

していくということも、県ができる支援もあれ

ば、これは県直営じゃないのでですね、そうい

ったことも考えていただきたいな、こういった

提案が一つでございます。 

 もう一つは、維持管理費を削減させるという

中で、私も市議会の議長時代に、この協議会に

入ったことがあります。もちろん2年間なんです

けども、そこで、その当時ですね。駅々にある

トイレ、これも維持管理費がかかるんだという
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ことでトイレを閉鎖したい、こういった議案が

上がってきたんです。これを許可するかどうか

協議会であったんですけども、駅にあるトイレ

というのは、コンビニもありますけども、やっ

ぱり公共のトイレ的な役割もあるので、なるべ

く閉めてほしくないけど、維持費がかかる。 

 そういったところで私が一つ提案したのは、

今施設にネーミングライツとかいってですね、

企業の名前をそこにかける。こういったことも

あるので、その駅は、どこどこの企業が維持管

理まで含めてやりますよということで、地域貢

献も含めて。 

 駅って国道から背を向けてるんですよね。線

路が向こうなので、壁なんですね、駅って、国

道がこちらを向いてないので。 

 だから、そこに企業の看板を張る。そして、

この企業が、この駅はしっかりと維持管理して

ますよ、こういったことで、その企業にしても

らうことによって、ウィン・ウィンにならない

か、こういった提案もして、維持管理費を少し

でも減らす、こういったこともマッチングでき

ないかなと提案もしたことあります。 

 こういったことが県もですね、今実際にまだ

されていないんじゃないかなと思うんですけど

も、指導というか、連携してですね。提案して、

そこに何かハードルがあるのであれば、そこも

一緒になって、そこはクリアすれば、私は維持

費も、少しでも削減できるんじゃないかなと、

このように思っておりますけど、そういったと

ころで売上げを上げるという方法と、また、維

持管理費を減らすという方法で、そういった視

点において、もう一度答弁いただければありが

たいです。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 内需の

拡大、利用促進ですね。観光客以外の恐らく定

期的な利用者の増加をという意味での利用促進

と、あと維持管理費の減少を、両方進めていく

べきであるというご質問だと承知いたしました。

その点については、もちろんおっしゃるとおり

だと思います。 

 まず、1点申し上げますと、トイレにつきまし

ては、今年の8月の松浦鉄道自治体連絡協議会の

総会でも意見が出て、今たしか佐世保市の方で

一度対応みたいなものをまとめているところで

すが、その中で松浦鉄道側から一つ話があった

のが、公共のトイレという位置づけもあるとい

うのはもちろんですが、公共のトイレを一鉄道

事業者に運営を任せるものなのかという問題提

起がございまして、そこについては、まだ答え

は出ていないのですが、公共のトイレであれば、

その地元自治体が運営するなどの取組も必要な

のではないかなと個人的には考えております。 

 実際、ほかの鉄道の事例では、具体的な名前

忘れてしまったんですけれども、駅前のトイレ

は、その地元の自治体が運営をしているところ

もございますので、そういった役割分担という

のもちゃんと考えていかなければいけないので

はないかなと、そのように考えております。 

【大久保副委員長】 公共のトイレ的な役割とい

うのは、もちろんそれは主たる目的じゃないん

ですけども、今、本数でもどんどん減っていっ

て、待ち時間が長くなっている。そういった中

で、じゃ、トイレが要らないかといったら、逆

に必要になっているんですね。じゃ、それを残

すにはどうするべきかとしたときに、やっぱり

公共的な役割もあるということを私は述べさせ

ていただいてるんです。 

 それによって支援ができないか。それは県な

のか、各市町なのか、そこは、これからいろん

なそれぞれの連携だと思っております。そうい
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った意味を含めて、私はちょっと提案をさせて

いただいたり、質問させていただいておるんで

すけども、いずれにしても、午前中の質問もそ

うでございますけども、やはり少しでも残すと

いうことをやるかやらないか、そこにかかって

るというふうに思っておりますので、先ほども

次長からですね、需要に合わせた取組をしてい

くということだったんですけど、需要をやっぱ

りつくり出すということも、内需も含めですね。

そうしないと、私は、どんどん減らしていくば

かり、このようになっていくんじゃないかなと

いうふうに危惧しておりますので、どうかその

ことを酌み取っていただいて、また交通の施策

に取り組んでいただきたいというふうに思って

おります。よろしくお願いします。 

【鵜瀬委員長】 ただいま1巡目ですけども、1巡

目でされてない方、なければ、2巡目にまいりた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 それでは、2巡目に行きたいと

思います。質問ありませんか。 

【田中委員】 九州新幹線西九州ルートについて

ですね。現状、現時点のことをお聞きします。 

 長崎から武雄温泉までね、開通してからもう

3年以上たつわけですね、3年以上たつ。だから

令和4年、5年、6年、7年、この4年間の後どうす

るかということについて、いろいろと知事は頑

張っておられるみたいですけどもね。鹿児島ル

ートにどうやってつなぐかということだと思う

んですけれどもね。現状の報告、この4年間の成

果ということについて、現状の報告をお願いし

ます。 

【川口新幹線対策課長】 大石知事になられての

4年間の成果というご質問でございます。 

 まず未整備区間ですね。未整備区間を全線フ

ル規格で整備いただくために、県としては知事

を先頭に、様々な働きかけというのを行ってお

りました。 

 4年前の時点を少しご説明させていただきま

すと、令和4年、開業する前ですね。開業する前

に大石知事は知事に就任なされております。そ

の当時の状況といいますと、やはり開業ムード

といいますか、西九州新幹線がこれからできる

んだということで、その開業に向けての取組と

いうのをＪＲ九州、佐賀県、長崎県が一体とな

って準備をしておりました。 

 そうした状況においてですね、未整備区間に

ついては、佐賀県としては、その当時は国土交

通省と一対一で話合いをされているような状況

でありまして、長崎県がお話をしようとした際

には、新しい提案がないと未整備区間について

の話合いは長崎県とはしないというようなスタ

ンスでいらっしゃいました。ただ、これを大石

知事としては何とか打開したいということで、

知事就任直後もすぐに山口知事にお会いされて、

その後、対話を重ねていこうということをなさ

れております。 

 様々な場面で対話がなされた結果、昨年でご

ざいますが、令和6年5月に、ＪＲ九州も含めて

ではございますが、3者のトップで初めて、西九

州ルートについての率直な意見交換を交わされ

ることができました。それ以降は関係者間での

議論が活発化しておりまして、今年も三者の意

見交換2回目になりますが、行っております。 

 その結果といたしまして、3者でフリーゲージ

トレイン導入を断念したのは国の責任だという

ことをまず認識を一致した。そして、あわせて、

断念の経緯を踏まえて課題の解決策を引き続き

求めていくということについても、それぞれの

立場で要望、働きかけをするということも意見
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は一致したところでございます。 

 その成果といたしまして、いわゆる方向性が

一つになったということと関係者間での議論が

盛んになっておりまして、直近で申し上げます

と国土交通省の事務次官がですね、佐賀県の山

口知事でありますとか大石知事、それからＪＲ

九州の古宮社長との意見交換を重ねていると。

これ事務次官自ら動かれているということも、

これまでの4年間の活動の結果ではないかと考

えております。 

【田中委員】 今ちょっと答弁があったので確認

をしておきたいと思うんだけど、フリーゲージ

トレインね。あれは西九州ルートだけのものだ

ったのかどうかね。私は北陸ルートの敦賀～舞

鶴間もそういう流れにあったということを、ち

ょっと記憶にあるんだけども、西九州ルートだ

けがフリーゲージトレインでね。だから駄目だ

ったら即、西九州ルートの問題にはね返ってく

るという理解なのかどうかね。ちょっと確認し

ておきたいと。 

【川口新幹線対策課長】 フリーゲージトレイン

が西九州ルートだけのものだったかという確認

でございます。 

 工事計画というのがございまして、新幹線を

整備するに当たり、鉄道・運輸機構が工事の計

画を出して、それを国が認可するというような

流れの中で、フリーゲージトレイン導入を前提

とした工事の計画というのを鉄道運輸機構が国

に対して出しているというのは、西九州ルート

だけでございます。 

 北陸については、今の敦賀～新大阪間を今後

どうするかを検討する過程において、フリーゲ

ージトレインも検討はなされていたと承知をし

ておりますが、具体的な計画を立てて、国に申

請をしたものではないと理解をいたしておりま

す。 

【田中委員】 私の方が、記憶が間違っているの

か。敦賀～舞鶴間を結ぶというのが先だったん

だ。敦賀・大阪というのは後だよ。私の記憶で

は。ちょうど私が議長時代にね、北陸の皆さん

方と一緒になって新幹線をやってた。全国で新

幹線の要望をやってたからね、当時は。平成27

年、平成28年当時。 

 その頃フリーゲージは西九州ルートだけのも

ので、敦賀～舞鶴間はなかったんだという記憶

はちょっとないんだけどね。だからフリーゲー

ジは、あちこちで有効に使えるよという理解は

あったけれどもね、理解はあったけど。これは、

結果は、これでは分からんのでね。後で調べて

教えてください。 

 それで、4年間の成果、新幹線の、長崎ルート

の成果は、もう話合いだけだったの。何もそれ

から先に進んでない。 

 というのは、あるところからちょっと資料も

らったんだけどもね。長年にわたる県政の課題

ということで新幹線、佐賀県知事との対話15回、

ＪＲ九州9回、与党要望等11回、これだけ頑張っ

たんだという資料がちょっと上がってきた。そ

れはそうかも分からんけども、何回やった何回

やったが成果とは私はちょっと思えないのでね。

だから、内容的にはどういう成果があったのか

ということを聞かせてください。 

【川口新幹線対策課長】 先ほど委員ご説明あり

ましたように、佐賀県知事との対話を15回であ

りますとか、そういった数字もさることながら、

成果というのは何だというご質問でございます。 

 先ほどもご答弁しましたが、そもそも佐賀県

と西九州ルートについて議論ができていない状

況を何とか打開すべく、これまで働きかけてき

た結果、トップ3者での西九州ルートに関する意
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見交換を2回実施することができたと。そうした

結果、関係者間での動きが活発化し、国土交通

省も事務次官が先頭に立って、様々な動きをさ

れているということ。 

 それと、先ほどはご答弁しませんでしたが、

周囲の環境というのも変わっておりまして、佐

賀新聞でありますとか、佐賀テレビが県民向け

のアンケートを取られております。その中にお

いて全線フル規格についての賛否を問われてい

る際に、かなり賛成をする方も増えてきている

といったことを踏まえますと、4年間で西九州ル

ートを取り巻く環境というのは前に進んだもの

ではないかと考えております。 

【田中委員】 それでね、長崎～武雄温泉間がオ

ープンした。その後だと思うけれども、何回も

何回も会って、いろいろ話をしたと。その結果

として、それじゃね、長崎県の解決策の概要、

長崎県の考える解決策ね。何回も会って、いろ

いろ知恵を交換しただろう。その結果として長

崎県の新幹線に対するやり方というかね。長崎

県はどういうふうにして解決しようとしている

のか。その概要、青写真的なものがあればね。

長崎県の独自の青写真的なものが、いろいろ相

談をして、ようやく長崎県の内容が固まったよ

と。これで進むんだよというものがあれば教え

てください。 

【川口新幹線対策課長】 西九州ルートの解決策

の概要について、長崎県の独自のものがあるの

かというご質問でございます。 

 まず初めに、長崎県だけで解決できるもので

はないと思っておりますので、今から申し上げ

るのも、長崎県独自のものというのとは違う、

ただ、長崎が考えているものというふうにご理

解いただければと思います。 

 まず、やはり区間としては新鳥栖～武雄温泉

間、佐賀県内の区間でございます。ですから、

佐賀県民も含めて、佐賀県のご理解を得る必要

があると。そうした中で佐賀県としては課題を

幾つか挙げられております。その課題と申し上

げますのはルート、それから地方負担、そして

在来線が課題で、これをセットで解決しないと

いけないということをおっしゃられていると。 

 あわせまして、佐賀県の意見としてはまず地

元で合意形成を図るものだというふうにご主張

されております。課題解決をしないといけない

のでと併せて地元の合意形成を図るというふう

におっしゃられておりますので、長崎県として

は、ＪＲ九州、佐賀県とずっと対話を重ねてき

ていると。 

 ただし、長崎県として申し上げているのは、

佐賀県がおっしゃられている課題を解決するに

は、地元の3者だけではなかなか難しいと。これ

は技術的な面、あるいは法制度の面、様々な面

がございますので、やはり国とかほかの関係者

を交えて解決を図るべきではないかというよう

なご提案を佐賀県に対して行っているところで

ございます。 

 これに対して佐賀県と平行線をたどっている

実情ではございますが、ご理解をいただけるよ

うに粘り強く、これからも意見交換、あるいは

働きかけ、そして様々な関係者との検討を重ね

てまいりたいと考えております。 

【田中委員】 今の課長の話を聞いていると、い

い方向にいってるなと。私がずっと主張したこ

とをようやく県がね。というのは、佐賀県は佐

賀県、長崎県は長崎県、ＪＲ九州はＪＲ九州で

幾ら頑張っても、この問題は解決しないと。だ

から地元、今、合意形成という言葉が出てきた、

地元で。長崎県と佐賀県とＪＲ九州でね。 

これが一番だという話になるから、それは私が
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ずっと主張してきたことなんでね。 

 しかし、その前はね、長崎は長崎独自で言っ

てる、国に対してね。佐賀県は佐賀県の、ＪＲ

九州はまたＪＲ九州独自のルートでね。それで

は駄目ですよということで言ってたんだけども、

ようやく今日の課長の話を聞けば、私の三、四

年間のいろいろと質問をしてきたことがプラス

になってるなと思っているんですがね。そうで

しょう。3年前4年前はね、そんなに地元、一緒

になってやらなきゃ駄目なんだというような感

じじゃなかった。 

 それはさておきますが、それじゃね、来年以

降の展望、新幹線問題、解決する。来年以降の

ね、展望をお聞かせください。 

【川口新幹線対策課長】 来年以降の展望という

ご質問でございます。 

 まず、最近の動きでございますが、国、国土

交通省において、有識者会議が立ち上げられて

おります。有識者会議の中で今後議論されてい

く内容というのが、ＪＲ各社が、新幹線の整備

を進めるに当たって支払っている貸付料をどう

するかということ。これ事業費高騰を受けて、

そして様々な期間をどうするかというような、

いろんな諸課題があるんですけれども、いずれ

にしても国や地方の負担も重くなる中、どうし

たら財源を、安定的な財源を確保できるかとい

う観点で議論をなされると。 

 これが来年の夏をめどに結論を出すというよ

うなお話も伺っておりまして、この貸付料の財

源に関する議論が進めば、そこは一つ西九州ル

ートにとっても、明るい材料になるのではない

かと考えております。 

 あわせまして、こうした議論をですね。三者

の意見交換というのも重ねてきております。そ

して、少しずつお互いの話合い、理解が深まっ

ていることでなっておりますので、次年度以降

も、この対話を重ねることで、より具体的な議

論もできるのではないかというふうに考えてい

るところでございます。 

 あわせまして、やはり先ほど申し上げた佐賀

県民の理解を得るというために、この西九州新

幹線、今開業している西九州新幹線が3年経過し

たということが、また大きく佐賀県民の皆様の

考え方の変化につながっていると思っておりま

す。ですから本県といたしましても、より多く

の方々、長崎県だけではなく、西九州全体の皆

様が西九州新幹線をご利用いただけるような環

境づくりについても、これはＪＲ九州と、ある

いは地元自治体と一緒になって取り組むことで、

西九州新幹線の今の効果と併せて、全線フル規

格につながる将来、その必要性についての機運

醸成を図ってまいりたいと考えております。 

【田中委員】 残念なのはね。国の政局で与党が、

今まで公明党さんに大変、私は個人的にはお世

話になった、公明党さんに。プロジェクトチー

ムの委員さんあたりにはね。これ言い過ぎかも

分からんけども、会話ということになると自民

党の委員さんよりもね、公明党の委員さんの方

に私は、長年お世話になってきたので、残念な

んだけども、今度、与党ＰＴ変わるわけですよ

ね、やっぱりね、公明党さんと維新と。まだ、

それは国の方の情報として、どうですか。出来

上がっているんですか、与党ＰＴは、新幹線の。 

【川口新幹線対策課長】 与党ＰＴの新しい枠組

みについて公表されてはおりません。ただし、

新聞報道がございまして、自民と維新で、北陸

新幹線ですね。北陸新幹線のＰＴについては、

自民と維新で進めていくというような方針が報

道でなされておりまして、明日と記憶している

んですけれども、明日12日にＰＴが開かれるよ
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うな見通しというような報道がなされておりま

す。 

 ただし、北陸新幹線の報道になっておりまし

て、西九州ルートについてどのようなＰＴにな

るかというのは明らかになっておりません。 

【田中委員】 ちょっと残念なのはね、西九州新

幹線のＰＴにね、今は、特段突出した人があん

まりいないみたいだね、突出した人がね、長崎

県。北陸は、あれは京都の西田さんかな、強烈

な個性を持ってやってるから。しかし、あそこ

でも、この前の選挙の順位が入れ替わったとい

うことでね。負けちゃったからね。当選はして

るけど、一番であがった人が見直し論をやって

るから、ちょっと混乱してる、京都の。 

 だから、政治家の発言、新幹線については結

構大きなものがあると私は思ってるね。長崎県

の新幹線のリーダーは、誰に託しているんです

か、国会議員さんは。 

【鵜瀬委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ２時１７分 休憩 ― 

― 午後 ２時１７分 再開 ― 
 

【鵜瀬委員長】 再開します。 

【田中委員】 来年の展望をもう少し詳しく聞き

たかったんだけど、長崎県、来年は期待できる

ぞというような流れになることを念じておきた

いと思います。もうひとつここで確認しておか

なきゃいかんのは、平成4年の11月の合意時に、

県と佐世保市と取り交わした約束、これについ

てはね。やっぱりちゃんと毎年毎年確認してい

かなければいかんから、どういう検討がなされ

ているのか、聞かせてください。県のね。 

【川口新幹線対策課長】 平成4年の基本的考え

方に関するご質問でございます。 

 まず平成4年の基本的考え方と申しますのが、

佐世保寄りルートから短絡ルートへ変更した際

に、九州新幹線長崎ルート等の整備に関する基

本的考え方を長崎県議会全員協議会にお示しし、

了承を得たものであります。 

 その中におきまして、佐世保線等の輸送改善

という項目があります。 

 その一つとして、「将来、長崎市～福岡市間

にフル規格の新幹線が運行されるようになった

ときは、佐世保市にもフル規格新幹線鉄道網へ

の直通運行が可能となるよう、その実現に努め

る」と記載されておりまして、この基本的考え

方というのは今も変わっておりません。 

 そして、私どもといたしましては、ここに書

いてありますように、まずは「長崎市・福岡市

間にフル規格の新幹線を整備する」と書かれて

おりますので、新鳥栖～武雄温泉間の未整備区

間をまずは全線フル規格でつなげるということ

に取り組んでまいりたいと考えております。 

 あわせまして、佐世保線の輸送改善、これに

ついても佐世保市、ＪＲ九州と、常に協議を行

っておりまして、輸送改善については、働きか

けを継続しているところでございます。 

【田中委員】 質問は、これで終わりにします。 

 もう何しろこの問題を解決するのにはね、佐

賀県との協力がまた必要なのよ。佐賀県との協

力が。ＪＲ九州との協力、車両はＪＲ九州だか

ら線路の幅を広げたりするのは、ミニ新幹線を

考えればね、これは佐賀県と長崎県で頑張らな

いかん。 

 一つだけ残念なのはね。本当に頑張ってくれ

そうだった有田町の町長はね、おかしなことで

失脚しちゃった。あの町長、頑張りますという

ことで、いろいろと相談にも乗ってたんだけど

も。だから、町長が替わることがね、もう決定

だ。そして大変な、我々としては困ったことな
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んだけどもね。 

 そういうことも話しながら、この問題、終わ

りたいと思います。ありがとうございました。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問がないようですので、

地域振興部関係の審査結果について整理したい

と思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時２１分 休憩 ― 

― 午後 ２時２１分 再開 ― 
 

【鵜瀬委員長】 委員会を再開いたいます。 

 これをもちまして、地域振興部関係の審査を

終了いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時から委員会を再開し、秘書、広報戦略部、総

務部、危機管理部関係の審査を行います。 

 本日はこれをもって散会いたします。 
  

― 午後 ２時２１分 散会 ― 
 

 



第 ４ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和７年１２月１２日 

自  午前 ９時５９分 

至  午後 ２時３４分 

於  委 員 会 室 １ 
 
 

２、出席委員の氏名 

鵜瀬 和博 委員長（分科会長） 

大久保堅太 副委員長（副会長） 

田中 愛国 委 員 

徳永 達也  〃   

山田 朋子  〃   

川崎 祥司  〃   

山本 由夫  〃   

宅島 寿一  〃   

堤  典子  〃   

中村 俊介  〃   
 

 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し 
 

 
 

５、県側出席者の氏名 

陣野 和弘 秘書・広報戦略部長 

黒島  航 秘書課長（参事監） 

永川 慎吾 ながさきＰＲ戦略課長 

松浦 浩二 広 報 課 長 
 
 

中尾 正英 総 務 部 長 

猿渡 圭子 総 務 部 次 長 

小林 陽子 総 務 文 書 課 長 

桒原  恵 県民センター長 

徳永 真一 人 事 課 長 

井手美和子 新行政推進室長 

岸川 康博 職 員 厚 生 課 長 

髙橋  圭 財 政 課 長 

赤尾 美望 財 政 課 企 画 監 

森  祐子 管 財 課 長 

坂本 将志 管 財 課 企 画 監 

田端 健二 税 務 課 長 

田島 義史 税 務 課 企 画 監 

佐藤 荒樹 債 権 管 理 室 長 

湯川 亮一 スマート県庁推進課長 

江口 詔一 スマート県庁推進課企画監 

本村  篤 総務事務センター長 
 
 

今冨 洋祐 危 機 管 理 部 長 

坂木 勇夫 危機管理対策監 

杉浦 一也 危機管理部政策監（基地政策担当）  

飛永 琢也 防 災 企 画 課 長 

山口 大吾 基地対策・国民保護課長 

松尾 健自 消 防 保 安 室 長 

 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前 ９時５９分 開議 ― 

 

【鵜瀬委員長】 おはようございます。 

 委員会及び分科会を再開いたします。 

 これより、秘書・広報戦略部、総務部及び危

機管理部関係の審査を行います。 

【鵜瀬分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案を議題といたします。 

 まず、秘書・広報戦略部長より、予算議案の

説明を求めます。 
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【陣野秘書・広報戦略部長】 おはようございま

す。秘書・広報戦略部の関係の議案についてご

説明いたします。秘書・広報戦略部の予算決算

委員会総務分科会関係議案説明資料の2ページ

をお開きください。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分、第106号議案「令

和7年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」の

うち関係部分であります。 

 第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正

予算（第5号）」のうち、秘書・広報戦略部関係

についてご説明いたします。 

 歳出予算は、総務管理費2,077万8,000円の減

を計上いたしております。 

 これは、秘書・広報戦略部の給与費について、

関係規定予算の過不足の調整に要する経費であ

ります。 

 次に、第106号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第6号）」のうち、秘書・広報戦略

部関係についてご説明いたします。 

 歳出予算は、総務管理費1,189万2,000円の増

を計上いたしております。 

 これは、職員の給与改定及び会計年度任用職

員の報酬等改定に要する経費であります。 

 以上をもちまして、秘書・広報戦略部関係の

説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございました。 

 次に、総務部長より予算議案の説明を求めま

す。 

【中尾総務部長】 おはようございます。総務部

関係の議案についてご説明いたします。 

 総務部の予算決算委員会総務分科会関係議案

説明資料の2ページをお開きください。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分、第106号議案「令

和7年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」の

うち関係部分であります。 

 初めに、第103号議案「令和7年度長崎県一般

会計補正予算（第5号）」のうち関係部分につい

てご説明いたします。 

 歳入予算は、合計で5億7,142万1,000円の減、

歳出予算は、合計で8,101万9,000円の増を計上

いたしております。 

 この歳出予算の内容は、総務部所管の給与費

について関係既定予算の過不足の調整に要する

経費及び今年度確定した法人関係税等の過誤納

金に対応する県税還付金及び還付加算金に要す

る経費でございます。 

 次に、令和8年度以降の債務負担を行うものに

ついてご説明いたします。 

 本庁舎及び総合庁舎等整備事業費について、

県南振興局新庁舎等移転業務契約を複数年とす

るため、令和8年度から令和9年度までに要する

経費として、7,818万6,000円を計上いたしてお

ります。 

 次に、第106号議案「令和7年度長崎県一般会

計予算（第6号）」のうち関係部分についてご説

明いたします。 

 歳入予算は、合計で53億386万3,000円の増、

歳出予算合計で2億1,041万6,000円の増を計上

いたしております。 

 この歳出予算の内容は、総務部所管の職員及

び会計年度任用職員の給与改定に要する経費で

ございます。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますよう、よろ
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しくお願い申し上げます。 

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございます。 

 次に、危機管理部長より予算議案の説明を求

めます。 

【今冨危機管理部長】 おはようございます。 

 危機管理部関係の議案についてご説明いたし

ます。 

 危機管理部の予算決算委員会総務分科会関係

議案説明資料の2ページをご覧ください。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分、第106号議案「令

和7年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」の

うち関係部分であります。 

 初めに、第103号議案「令和7年度長崎県一般

会計補正予算（第5号）」のうち、危機管理部関

係についてご説明いたします。 

 歳出予算で、防災費150万6,000円の増を計上

いたしております。 

 これは、危機管理部職員の給与費について、

関係既定予算の過不足の調整に要する経費であ

ります。 

 次に、第106号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第6号）」のうち、危機管理部関係

についてご説明いたします。 

 歳出予算で、防災費1,345万8,000円の増を計

上いたしております。 

 これは、職員の給与改定に要する経費であり

ます。 

 以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございます。 

 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

【田中委員】 総務部の関係で、説明があったよ

うな気もするんだけども、大体マイナスが多い

んだ、補正はね。徴税費で6,996万7,000円の増、

徴税費だけちょっと目立って出ている。内容を

もう一回、ちょっと具体的な内容をお願いした

いと思います。 

【田端税務課長】 徴税費の増でございますが、

これは、県税過誤納還付金の増でございまして、

内容としましては、当初の見込みよりも過誤納

還付金の額が増えたことによる増でございます。 

 この中身としましては、過誤納還付金の約9割

以上が、法人県民税、事業税、いわゆる法人二

税に関するものでございます。 

 これは、法人の申告制度に起因するものでご

ざいまして、県が誤って賦課徴収したものでは

なくて、確定申告の結果、中間申告での納付が

過大となってしまったため、その超過分をお返

しするものでございます。 

【田中委員】 流れとして、法人税関係はずっと

上がってきているというような認識を持ってた

けども、今年度に限っては、県の見込み違いと

いう感じになるわけだね。還付しなきゃいかん

わけだね。そういうことでよければ終わります。 

【田端税務課長】 委員ご指摘のとおり、当初の

見込みよりも多額の還付金が発生したことによ

るものでございます。 

【鵜瀬分科会長】 よろしいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第103号議案のうち関係部分及び第106号議案

のうち関係部分については、原案のとおり可決

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおりそれぞれ可

決すべきものと決定されました。 

【鵜瀬委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 議案を議題といたします。 

 まず、秘書・広報戦略部長より総括説明を求

めます。 

【陣野秘書・広報戦略部長】 秘書・広報戦略部

関係の議案についてご説明いたします。秘書・

広報戦略部の総務委員会関係説明資料の2ペー

ジをお開きください。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第134号議案「長崎県総合計画みんなの未来図

2030について」のうち関係部分であります。 

 第134号議案「長崎県総合計画みんなの未来図

2030について」は、長崎県行政に係る基本計画

について、議会の議決事件と定める条例第2条の

規定により、議会の議決を得ようとするもので

あります。 

 これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご

意見をいただきながら検討を進めてまいりまし

た新たな総合計画について、名称を「長崎県総

合計画みんなの未来図2030」とし、「ながさき

の誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来

をひらく」を基本理念に、「こども」「くらし」

「しごと」「にぎわい」「まち」の5つの柱の下、

12の基本戦略を掲げる令和8年度からの5か年計

画として策定しようとするものであります。 

 なお、秘書・広報戦略部関係部分としては、

先般策定した「ながさきブランディング・情報

発信戦略」を、基本理念を実現するに当たって

の基本姿勢の一つである戦略的情報発信・ブラ

ンディングの中に位置づけ、同戦略とも連動し、

計画を進めていくこととしております。 

 引き続き、ブランディングの取組を様々な関

係者と力を合わせしっかりと推進し、新しい長

崎県づくりに全力を尽くしてまいりたいと考え

ております。 

 次に、議案外の所管事項について、ご説明い

たします。 

 県民表彰について。 

 地方自治、社会福祉、産業、教育文化など、

それぞれの分野において長年にわたり、その職

務に精励し、県政あるいは各地域の発展に貢献

するなど、功績顕著で他の模範となる方や、文

化・スポーツなどで特に優秀な成績を収められ

た方に対し、毎年11月23日に県議会議場におい

て表彰を行っており、令和7年度は、131の個人・

団体を表彰しております。 

 「ポケモンＧＯワイルドエリア：長崎」の開

催について。 

 去る11月7日から9日までの3日間、長崎市内に

おいて、県が共催する形では全国初となるスマ

ートフォン向けゲームアプリの大規模イベント

「ポケモンＧＯワイルドエリア：長崎」を株式

会社ナイアンティック、株式会社ポケモン、長

崎市とともに開催しました。 

 県内のみならず、県外・海外から約42万人の

方々にご参加いただき、イベントとともに、長

崎市内の街並みや観光地、本県の美味しい食な
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ども楽しんでいただいたところであります。 

 県としては、参加者の皆様に満足いただける

よう、イベントの円滑な運営及び街中への警備

員の配置等による安全面の確保、県庁舎やおの

うえの丘、旧県庁舎跡地等における装飾への協

力などを実施するとともに、この機会に県内を

周遊していただけるよう、本県の豊富な食や観

光地等の情報を積極的に発信しました。 

 県では、昨年6月に株式会社ポケモンと連携協

定を締結し、ながさき未来応援ポケモン「デン

リュウ」やポケモン関連イベントの開催、県産

品とのコラボレーションなどにより、本県の魅

力発信、観光振興及び誘客促進、県産品の振興

などを図ってきたところであり、引き続き、県

内事業者や市町とも連携を図りながら、本県の

魅力発信等に積極的に取り組んでまいります。 

 事務事業評価の実施について。 

 本年度の事業評価において、事務事業評価及

び長崎県政策評価委員会による外部評価を実施

いたしました。 

 秘書・広報戦略部関係部分については、お配

りしている資料のとおりであります。 

 事務事業評価については、1件の事業群評価調

書により、1件の事業を評価いたしましたが、そ

の事業について、令和8年度に向けて、「改善」

の見直しを検討いたしております。 

 なお、事務事業評価等の結果については、ホ

ームページ等を通し、県民の皆様にも広く公表

いたしております。 

 今後、県議会における論議を踏まえながら、

さらなる事業等の見直しなどを実施してまいり

ます。 

 以上をもちまして、秘書・広報戦略部関係の

説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございます。 

 次に、総務部長より総括説明を求めます。 

【中尾総務部長】 総務部関係の議案についてご

説明いたします。 

 総務部の総務委員会関係議案説明資料2ペー

ジをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第109号議案「職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例」のうち関係部分、第110号議案

「情報通信技術の効果的な活用のための規制の

見直しに伴う関係条例の整備に関する条例」の

うち関係部分、第116号議案「当せん金付証票の

発売について」、第117号議案、第118号議案「契

約の締結の一部変更について」、第134号議案、

「長崎県総合計画みんなの未来図2030について」

のうち関係部分についてであります。 

 初めに、条例議案についてご説明いたします。 

 第109号議案「職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例」のうち関係部分でございま

すが、この条例は、人事委員会の令和7年10月6

日付の職員の給与等に関する報告及び勧告並び

に国家公務員の給与の取扱いの状況等を踏まえ、

職員の給与等について所要の改正をしようとす

るものであります。 

 改正の主な内容は、令和7年度の給与改定にお

いては、若年層に重点を置きつつ、全世代を対

象に給料月額の引上げ、期末・勤勉手当の0.05

月分の引上げなどを行っておるものでございま

す。 

 第110号議案「情報通信技術の効果的な活用の

ための規制の見直しに伴う関係条例の整備に関

する条例」のうち関係部分でございますが、こ

の条例は、情報通信技術の効果的な活用を図る

ため、書面提示等アナログ的な手法を前提とす
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る規制を見直すことに伴い、長崎県行政手続条

例について、不利益処分の名宛人の所在が不明

である場合の公示方法を、掲示場での掲示等に

加え、インターネット上での閲覧によることと

することを、改正の内容とするものでございま

す。 

 次に、事件議案についてご説明いたします。 

 第116号議案「当せん金付証票の販売について」

でございますが、これは当せん金付証票法第4条

第1項の規定により、県内における令和8年度の

宝くじの発売総額を110億円以内に定めようと

するものでございます。 

 第117号議案「契約の締結の一部変更について」

でございますが、これは、令和6年11月定例会で

可決された県内振興局庁舎建設工事について、

請負代金額の変更契約を締結しようとするもの

でございます。 

 変更の内容は、運用方針及び仕様の決定に伴

う入退室管理システムの追加等により、請負金

額を41億8,000万円から7,980万9,400円に増額

し、42億5,980万9,400円に変更しようとするも

のであります 

 第118号議案「契約の締結の一部変更について」

でございますが、令和6年11月定例会で可決され

ました県南振興局庁舎電気工事について、請負

代金額の変更契約を締結しようとするものでご

ざいます。 

 変更の内容は、運用方針及び仕様の決定に伴

う電話設備、監視カメラ設備の追加等により、

請負代金額を9億662万円から1億2,825万3,400

円増額し、10億3,487万3,400円に変更しようと

するものでございます。 

 次に、計画議案についてご説明いたします。 

 第134号議案「長崎県総合計画みんなの未来図

2030について」のうち関係部分についてござい

ますが、こちらは、長崎県行政に関する基本的

な計画について、議会の議決事件として定める

条例第2条の規定により、議会の議決を得ようと

するものでございます。 

 名称、それから基本理念については、先ほど

秘書・広報戦略部長からご説明したとおりでご

ざいますが、基本戦略のうち、総務部関係部分

では、基本戦略「活力にあふれた持続可能な地

域をつくる」において、「デジタル技術を活用

した行政運営の効率化」として、県庁ＤＸの実

現に取り組んでいくこととしております。 

 こうした施策を様々な関係者と力を合わせて

しっかりと推進しつつ、新しい長崎県づくりに

全力を尽くしてまいりたいと考えております。 

 次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。 

 契約の締結の一部変更についてでございます

が、令和6年11月定例会で可決されました県南振

興局庁舎空調設備工事について、地方自治法第

180条の規定に基づく簡易な事項として、専決処

分をさせていただいたものでございます。 

 変更内容は、改正フロン排出抑制法に適合し

た空調設備の変更等により、請負金額を5億

3,240万円から3,944万3,800円増額し、5億7,184

万3,800円に変更したものであります。 

 権利の放棄についてでありますが、1件50万円

以下である生活保護法第63条費用返還金2件の

権利の放棄について、地方自治法第180条の規定

に基づく軽易な事項として専決処分をさせてい

ただいたものであります。 

 次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。 

 今回、ご報告いたしますのは、長崎ゆかりの

交流会の開催について、次期行政経営方針（素

案）について、事務事業評価の実施について、
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県南振興局庁舎建設工事の進捗状況等について

でございます。 

 まず、長崎ゆかりの交流会の開催についてで

ありますが、首都圏において、長崎にゆかりの

深い方々に本県の情報を発信するとともに、県

政の振興に関する情報収集と意見交換を行う

「長崎ゆかりの交流会」を、去る11月12日に東

京で開催いたしました。 

 当日は、地元選出国会議員や、外間県議会議

長をはじめとした県議会議員の皆様、また、経

済界や官界など、様々な分野の第一線で活躍さ

れている方々をお迎えし、盛会のうちに終了す

ることができました。 

 懇談会に先立ち開催した講演会では、長崎県

産業振興アドバイザー片江田舞子氏と、一般社

団法人スタートアップエコシステム協会名倉勝

氏による対談及び各部局の施策等についてのプ

レゼンテーションを実施いたしました。 

 その後の懇談会では、県産品や企業版ふるさ

と納税、こども未来応援基金をはじめとした各

種施策に関する展示コーナーを設け、本県の魅

力と現状をご覧いただきながら、県産酒や選り

すぐりの農水産物をご賞味いただきました。ご

参加いただいた皆様には、今後とも本県の応援

団としてお力添えをいただくものと期待してお

ります。 

 次に、次期行政経営方針（素案）についてで

ございますが、令和8年度から新たに取り組む行

財政改革の計画につきましては、これまでの県

議会での議論や、民間有識者の皆様からのご意

見を踏まえ、このたび、行政経営方針（素案）

として取りまとめたところでございます。 

 近年、人材獲得競争の激化や、厳しさを増す

財政状況など、本県を取り巻く環境は大きく変

化しているところでございます。こうした状況

下においても、長崎県総合計画をはじめとする

各種計画に掲げる目標を達成し、県民の皆様に

具体的な成果を還元していくためには、これま

での行財政改革の取組を継承・発展させるとと

もに、県が保有する財源や人材などの経営資源

をさらに充実させ、最大限に活用する姿勢が求

められているところでございます。 

 そのため、素案では、県庁が目指す姿を次の

3つの柱で示し、その実現に必要な具体的な取組

を打ち出しております。 

 1つ目の柱は、「挑戦する姿勢と変化に向き合

うマインドの醸成」であります。活気ある組織

づくりと、挑戦意欲の高い職員の育成などを通

じて、変化を前向きに捉え、改善や新たな取組

が自然に生まれる組織文化を醸成してまいりま

す。 

 2つ目の柱は、「健全で持続可能な行財政基盤

の確立」であります。戦略的な人材確保、持続

可能な安定的な財政運営、そして、業務の効率

化と質の向上を目指したＤＸの推進などを通じ

て、限られた経営資源を効果的かつ柔軟に活用

する体制を築いてまいります。 

 3つ目の柱は、「ヒトの活躍を促すための環境

の整備」であります。職員一人一人が力を十分

に発揮できる仕組みや環境を整え、誰もがやり

がいを持ち、安心して働き続けられる環境づく

りを進めてまいります。 

 今後も引き続き、県議会や民間有識者の皆様

からのご意見を伺いながら、令和7年度中の方針

策定に向けて検討を重ねてまいります。 

 次に、事務事業評価の実施についてでありま

すが、本年度、県全体として、1つ目として、令

和7年度事務事業の評価743件、2つ目としまして、

指定管理者制度導入施設の評価44件を実施いた

しまして、公表いたしました。内容については、
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お配りしている資料のとおりでございます。 

 その概要につきましては、令和7年度事務事業

評価においては、160件の事業群評価調書により、

743件の評価を実施いたしましたが、そのうち

495件、全体で66.6％の事業が、令和8年度に向

けて、拡充、改善、統合、縮小、廃止のいずれ

かの見直しを検討いたしております。 

 このうち、総務部関係につきましては、2件の

評価を実施いたしましたが、その評価の概要等

については、お配りしている資料のとおりでご

ざいます。 

 今後、県議会における議論を踏まえながら、

さらなる事業等の見直しなどに取り組んでまい

りたいと考えてございます。 

 最後に、県南振興局庁舎建設工事の進捗状況

等についてでありますが、県南振興局庁舎建設

工事の進捗状況は、10月末時点において、2階部

分の躯体工事を行っているというところでござ

いまして、進捗率は約27％で、当初の予定どお

り順調に進められております。 

 また、庁舎完成後、3振興局が新庁舎へスムー

ズに移転し、滞りなく業務を進められるよう、

新庁舎オフィスのレイアウト図面等の作成や、

移転計画の策定等の業務を進めているところで

ございます。 

 引き続き、令和9年以降の移転実施に向けて、

工事等の進捗を図ってまいります。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。 

 次に、危機管理部長より総括説明を求めます。 

【今冨危機管理部長】 危機管理部関係の議案に

ついてご説明いたします。 

 配付しております危機管理部の総務委員会関

係説明資料の2ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第134号議案「長崎県総合計画みんなの未来図

2030について」のうち関係部分であります。 

 危機管理部関係部分では、基本戦略「災害に

強い県土をつくる」において、「近年の災害を

踏まえた総合的な防災、危機管理体制の構築」

として、孤立集落対策のためのヘリや船舶の活

用促進や、地震アセスメント調査結果に基づく

防災対策の見直しに取り組むほか、「さまざま

な災害を想定した防災訓練、有事発生時の対応

訓練の実施」、「消防団や自主防災組織などの

地域防災力の充実強化」、「基地対策と国民保

護の取組の推進」等に取り組むこととしており

ます。 

 こうした施策を様々な関係者と力を合わせし

っかりと推進し、新しい長崎県づくりに全力を

尽くしてまいりたいと考えております。 

 次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。 

 説明資料の3ページをお開きください。 

 損害賠償の額の決定についてですが、令和7年

度原子力防災訓練において、壱岐市で実施予定

であった広域避難訓練を天候不良のため中止し

たことにより、訓練参加予定者の航空券の払い

戻しが生じたことから、それに伴い発生した損

害賠償金4,400円を支払うため、地方自治法第

180条の規定に基づき、去る11月14日付で専決処

分させていただいたものであります。 

 次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。 

 まず、令和7年度長崎県防災会議の開催につい

てですが、去る11月19日、令和7年度長崎県防災

会議を開催し、現在、県が実施している地震ア
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セスメント調査事業や、本年7月の南海トラフ地

震防災対策推進地域の指定等について報告する

とともに、長崎県地域防災計画の修正を行いま

した。 

 主な修正内容等として、南海トラフ地震につ

いては、地域指定に伴い、津波からの防護や円

滑な避難、救助などを定めた「南海トラフ地震

防災対策推進計画」を県の地域防災計画に盛り

込む必要があるため、新たに「南海トラフ地震

防災対策推進計画編」を追加し、必要な修正を

行ったところです。 

 また、毎年実施している国の防災基本計画の

見直しに伴う修正については、広域避難時の避

難元・避難先自治体間の情報連携や、林野火災

の地上・空中の連携による消火活動等について

修正を行ったほか、能登半島地震を踏まえた修

正として、被災者支援の充実や防災情報のデジ

タル化の推進等について、修正を行ったところ

です。 

 今後とも、県民の安全安心の確保のため、市

町や関係機関と連携を密にしながら、地域防災

計画の推進に取り組んでまいります。 

 次に、長崎県国土強靱化地域計画の改定につ

いてですが、当該計画については、今年度末で

終期を迎えるため、令和8年度を初年度とする5

か年計画として改定の検討を進め、今回、素案

を取りまとめました。 

 検討に当たっては、令和5年7月に改定された

国の国土強靱化基本計画との整合を図りつつ、

県内における南海トラフ地震の地域指定や、能

登半島地震での課題など、その後の状況も加味

しながら、様々なリスクに対する本県の脆弱性

と対応方針を計画素案にも盛り込みました。 

 今後、県議会をはじめ、パブリックコメント

による県民の皆様のご意見等を踏まえながら、

今年度中の策定に向けて取り組んでまいります。 

 次に、各種訓練の実施についてですが、去る

10月5日、令和7年度原子力防災訓練を、佐賀県、

福岡県と同日開催で、関係4市と共同で実施いた

しました。 

 訓練には、関係4市の住民約400名をはじめ、

86機関、約1,200名にご参加いただき、災害対策

本部運営訓練や避難所等への住民避難とスクリ

ーニング訓練、緊急時モニタリング訓練などを

実施する中で、能登半島地震において多くの避

難路が寸断されたことを踏まえ、4市の避難計画

に記載予定の第2経路を使っての避難訓練や、屋

内退避の継続に必要な支援物資搬送訓練を実施

したほか、松浦市では、地震等による離島架橋

の通行止めを想定した住民避難訓練を実施しま

した。 

 また、去る10月10日、松浦市の九州液化瓦斯

福島基地において、火災等の災害が発生したと

の想定の下、防災関係機関による情報伝達と現

地本部運営の図上訓練を行いました。 

 地元自治体の松浦市をはじめ、16機関、34名

の参加をいただき、テレビ会議も活用しながら、

迅速な情報伝達や情報共有の手法等について確

認を行いました。 

 さらに、去る11月9日、長崎市において、令和

7年度長崎県国民保護訓練を国、県、市が共同で

実施いたしました。 

 今回の訓練では、長崎市及び地元住民の皆様

をはじめ、13機関、120名の参加をいただき、ま

ず、住民を対象とした国民保護の講習会を実施

し、その後、弾道ミサイルを想定した住民避難

訓練及び関係機関によるミサイル落下に対する

初動対処訓練を行いました。 

 今回の訓練で得られた課題を検証し、訓練内

容のさらなる充実を図るとともに、市町や関係
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機関と連携しながら、有事即応体制の充実強化

等に取り組んでまいります。 

 次に、第30回全国女性消防団員活性化長崎大

会についてですが、去る11月13日、長崎市にお

いて、第30回全国女性消防団員活性化長崎大会

が開催されました。 

 大会には、全国で活躍する女性消防団員等約

2,500名が参加し、活動事例発表や防火防災啓発

劇、パネルディスカッションなどが行われまし

た。 

 県内の女性消防団員にとっては、全国で活躍

する多くの女性消防団員と交流するとともに、

大会の準備等を通じて、県内での交流を深める

貴重な機会となりました。 

 今後、大会を通じて得られた経験やネットワ

ーク等を活かし、女性消防団員のさらなる活躍

と消防団の活性化につなげてまいりたいと考え

ております。 

 最後に、事務事業評価の実施についてですが、

危機管理部関係については、お配りしている資

料のとおりであります。 

 事務事業評価については、5件の事業群評価調

書により、14件の事業を評価いたしましたが、

そのうち11件の事業について、令和8年度に向け

て、「拡充」、「改善」のいずれかの見直しを

検討いたしております。 

 今後、県議会における議論を踏まえながら、

さらなる事業等の見直しなどを実施してまいり

ます。 

 以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。 

 次に、人事課長より補足説明を求めます。 

【徳永人事課長】 今回、ご審議をお願いしてお

ります第109号議案「職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例」のうち関係部分につい

て。補足してご説明申し上げます。 

 お手元の令和7年11月定例県議会総務委員会

説明資料の4ページをご覧ください。 

 まず、1、改正要旨にも記載しておりますとお

り、今回の条例改正は、令和7年10月6日に行わ

れました県人事委員会の職員の給与等に関する

報告及び勧告、並びに国家公務員の給与の取扱

いの状況等を踏まえ、本年度及び次年度以降の

給与改定を行うため、関係条例を改正しようと

するものでございます。 

 まず、2の（1）職員の給与に関する条例の一

部改正につきまして、ア、給料表の改定につい

ては、国家公務員の俸給表の内容に準じた改定

だけでは民間給与との較差が残ることから、各

給料表の水準を国家公務員の俸給表の改定に準

じた上で、当該給料表の各号給の額に一定の率

として、100分の100.3を乗じた額に改定を行い、

1人当たりの給与月額を平均3.37％引き上げる

ものであります。 

 今回の改定は、若年層に重点を置きつつ、全

職員を対象に引上げを行うものであり、この改

定に伴い、行政職給料表の初任給は大卒程度及

び短大卒程度で1万2,700円、高卒程度で1万

2,900円引き上げられ、大卒程度の初任給は現行

の月額22万円から月額23万2,700円に引き上げ

られることとなります。 

 実施時期については、令和7年4月1日に遡及し

て実施したいと考えております。 

 次に、イ、諸手当の改定についてでございま

すが、①医師等に係る初任給調整手当について

は、最高支給額を1,000円引き上げ、現行の月額

41万6,600円から月額41万7,600円とするもので
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あります。 

 5ページをご覧ください 

 ②宿日直手当について、庁舎や設備の保全等

を目的とした通常の宿日直は、限度額を300円引

き上げて、4,400円から4,700円に、医師の当直

については、限度額を1,500円引き上げて2万

1,000円から2万2,500円に、消防学校や高等技術

専門校における学生の生活指導のための当直な

ど、人事委員会規則で定める業務を行う宿日直

は、限度額を300円引き上げて、7,400円から

7,700円にそれぞれ改正するものであります。 

 ①②の実施時期につきましては、令和7年4月

1日に遡及して実施したいと考えております。 

 ③期末勤勉手当について。 

 年間の支給月数を引き上げるもので、それぞ

れの内容は記載のとおりとなります。 

 一般職員と部次長級である特定幹部職員の期

末勤勉手当について、0.05月分引き上げ、現行

年間4.6月から年間4.65月とするものでありま

す。 

 定年前再任用短時間勤務等職員の期末勤勉手

当について、0.05月分引き上げ、現行年間2.4月

から年間2.45月とするものであります。 

 実施時期につきましては、令和7年6月期分は

既に支給されていることから、今年度の引上げ

については、令和7年12月期分に反映することと

し、令和7年12月1日から実施、また、令和8年度

以降の分は令和8年4月1日から実施したいと考

えております。 

 次に、④交通用具使用者に係る通勤手当につ

いて。 

 現行の距離区分のうち、50キロメートル以上

55キロメートル未満から75キロメートル以上ま

での距離区分について、200円から4,200円まで

の幅で手当額を引き上げるものであります。 

 実施時期は、国と同様に令和7年4月1日に遡及

して実施したいと考えております。 

 また、これまで75キロメートル以上の距離区

分までしか設定しておりませんでしたが、国に

準じて上限を100キロメートル以上とし、75キロ

メートル以上の部分について5キロ刻みで新た

な区分を新設するものであります。 

 実施時期は、令和8年1月1日から実施したいと

考えております。 

 加えまして、こちらも国に準じて、1か月当た

り5,000円を上限とする駐車場等の利用に対す

る通勤手当を新設するものであり、手当の支給

対象者や確認書類など、制度の詳細については

国の取扱いに準じて対応してまいりたいと考え

ております。 

 実施時期は、令和8年4月1日から実施したいと

考えております。 

 次に、7ページをご覧ください。 

 （2）一般職の任期付職員の採用等に関する条

例の一部改正につきましては、高度の専門的な

知識経験等を有する者で、任期を定めて採用さ

れる職員である特定任期付職員について、給料

表を引き上げるとともに、職員の期末勤勉手当

の支給月数を0.05月分引き上げ、現行年間3.65

月から年間3.7月とするものであります。 

 （3）知事及び副知事の給与及び旅費に関する

条例の一部改正並びに常勤の監査委員の給与及

び旅費に関する条例の一部改正につきましては、

知事、副知事及び常勤の監査委員の期末手当の

年間支給月数を国の指定職俸給表適用者に準じ

て0.05月分引き上げ、現行の年間3.45月から年

間3.5月とするものであります。 

 （4）会計年度任用職員の報酬等に関する条例

の一部改正につきましては、職務遂行上必要と

なる知識、技術及び職務経験等を考慮して設定
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する特例報酬を日額として算定した場合の上限

額を1,600円引き上げ、現行の4万1,100円から4

万2,700円とするものであります。 

 （2）から（4）の実施時期は、令和7年4月1日

に遡及して実施したいと考えております。 

 以上で、第109号議案の内容についての補足説

明を終わります。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。 

 以上で、説明が終わりましたので、これより

議案に対する質疑を行います。 

 質疑ありますか。 

【山田委員】 109号議案の通勤手当の改定のと

ころについて伺いたいと思っております。 

 新たに50キロ以上の区分について、通勤手当

額を引き上げて、あと100キロ以上というのも新

たに作られたようであります。これによって、

どれくらいの職員が、今までよりも手当が上が

るようになるのか、その辺りをちょっと教えて

ください。 

【徳永人事課長】 交通用具使用者に対する通勤

手当についての対象者についてのご質問でござ

いますが、令和7年4月現在、知事部局におきま

して、交通用具を使用して通勤している職員は

1,490人でございます。 

 このうち、手当支給額の見直しに伴う通勤距

離が50キロ以上の職員は123人、率にいたしまし

て8.3％、さらに令和8年1月から距離区分を新設

する80キロメートル以上に該当する職員は19名、

率にして1.3％でございます。 

 また、教育及び警察を含めた全体でございま

すが、交通用具を使用して通勤している職員は

1万3,537人であり、このうち通勤距離が50キロ

メートル以上の職員が266人、割合にしまして

2.0％、80キロメートル以上の職員は24人、率に

して0.2％でございます。 

【山田委員】 今回、引上げになることは、非常

に実情に合っている形になってくると思うので、

評価をしていきたいと思っております。 

 それで、新たに駐車場を利用することでの、

駐車場代の分の新設もあるようでありますが、

こちらも数は、車を利用してる人イコールとい

う形の理解でよろしかったですかね。 

【徳永人事課長】 駐車場の手当については、今

回、新たに新設をするものでございまして、自

己負担で外部の駐車場を使用している職員が一

定存在するということは承知をいたしておりま

すが、具体的な人数などは把握していないこと

から、現在、交通用具を使用して通勤している

職員に対しまして、駐車場の利用実態に対する

アンケート調査を実施しているところであり、

その調査結果を踏まえまして、制度の詳細を詰

めていく、あるいは、令和8年度の当初予算に必

要な予算計上を行ってまいりたいと考えており

ます。 

【山田委員】 出先機関とか駐車場のようなとこ

ろもあるでしょうし、今言われたように、外部

に置かれている方、しっかり調査をいただいて、

しっかりと支給をしていただきたいと思います。 

 あと、すいません、医師、歯科医師に係る初

任給調整手当についても伺いたいと思います。 

 今回、プラス1,000円ということでありますが、

これの根拠となるものを教えていただきたいと

思います。 

【徳永人事課長】 医師に対する初任給調整手当

につきましては、これまでも人事委員会勧告に

基づき改定をしており、その内容は、国におけ

る医師に対する初任給調整手当の内容に準じた

ものになっておりまして、今年度につきまして



令和７年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１２日） 

- 89 - 

も、人事委員会勧告に基づき、国の人事院勧告

による改定内容に準じて、改定を行うようなも

のでございます。 

【山田委員】 職員の分は勧告ではちょっと民間

と合わないから、ちょっと独自に挙げたような

理解をしていたんですが、恐らくですけど、医

師と歯科医師の分が、もう今、定員として充足

してるのかどうか分かりませんけど、できたら、

1,000円というのは、ちょっと微妙な感じかなと

思っています。 

 今この医師や歯科医師の充足率、県職員とし

て必要な方々の分はどうなっているのか分かれ

ば教えてください。 

【徳永人事課長】 すいません、ちょっと細かい

数字は持ち合わせておりませんが、大きく欠員

が生じているような状態ではないと認識をして

おります。 

【山田委員】 分かりました。 

 あと、宿日直手当も、その人事院勧告か何か

かもしれませんけども、300円ということであり

ました。こちらも、そういうものに基づいて、

300円上げて、300円上がらないよりはもちろん

いいんですけど、これだけの本当物価高や様々

な中において、ちょっと微妙な上がり具合だな

というふうに思っておりますが、これは大体お

おむね対象の方は人数どれくらいですか。 

【徳永人事課長】人数の細かいところは、持ち

合せておりませんが、宿日直手当の対象となる

勤務というのが定められておりまして、庁舎、

設備の保全等を目的とする当直勤務、学生等の

生活指導のための当直勤務、入院患者の病状の

急変等に対処するための医師、歯科医師の当直

勤務でございまして、令和6年度の知事部局にお

ける当直勤務の支給回数でございますと、これ

らを合計して2,273回の実績がございます。 

【鵜瀬委員長】 よろしいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

【田中委員】 ちょっと確認の意味で質問いたし

ますが、昨年の11月に議会承認した県南振興局

の建設関係で、変更が今回出ているわけですよ。 

 本体で41億8,000万円に対して7,980万円の増、

これはそんなもんかと思うんだけども、電気工

事で9億600万円に対して、1億2,825万円の増、

現契約の1割以上を新たに追加でやるというの

は、私あんまり記憶がないんで、1割以下ならば、

まだ許容範囲だけども、なぜこういうことが出

てきたのか。 

 もう一つお聞きしたいのは、議案として、本

体と電気工事は出てるけども、空調設備は、専

決処分になっている。これ金額の関係でそうい

うことになっているのかとは思うけども、確認

をさせてください。 

【坂本管財課企画監】 電話設備については、場

所を選ばない働き方を可能とする、携帯電話の

使用が可能なクラウドＰＢＸの導入を検討して

おりました。 

 クラウドＰＢＸは、従来の電話交換機の設置

の必要がなく、ベンダー側の電話交換機能を利

用することから、令和6年7月の工事発注時点で

は、電話設備を除いて発注しておりました。 

 その後も引き続き、関係課や業者への聞き取

りなどを行い、その結果、現在、電話交換機は

防災無線電話交換機と接続し、防災時の電話網

を構築しておりますが、クラウドＰＢＸは、防

災無線電話交換機との接続が困難であることが

判明し、防災上のリスクがあることから、クラ

ウドＰＢＸの導入を断念し、従来型の電話設備

を導入することとし、今回、電気工事に追加し

たものでございます。 

 それから、もう一つ空調設備工事につきまし



令和７年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１２日） 

- 90 - 

ては、予定価格5億円以上の工事については、契

約変更を議会に提出することになっていますが、

契約変更額の5,000万円の範囲においては、専決

で報告することとなっておりますので、議案と

して上げてないという状況でございます。 

【田中委員】 説明を聞けば、分かるのは分かる

けれども、この電気工事追加、相手方はもう同

じところに追加するわけね。やっぱり、1割以上

変更というのは、あんまり好ましくないと思っ

ている、私は、個人的にね。 

 50億円で1億円ぐらいのやつはまだまだ仕方

ないけど、やっぱり1割以上変更となると、やっ

ぱ現契約はちょっと何だったのかなというよう

な気がするので、これはやっぱり注意してもら

わなきゃいかんなと、幾ら追加工事にしてもね。 

 それから、議案とあれの関係は分かりました。

それで、1年前の契約だけども、全て県南振興局

が、幾らぐらいの建設工事になるのか、改定し

た後、多分2億6,000万円ぐらい、私の計算で2億

6,000万円ぐらいの追加になると思う、全部でね。 

 だからそこら辺の資料を上げてほしいと。そ

して、令和9年度中の移転、できるだけ私の希望

としては急いでほしいと。なぜならば、後に続

く県北振興局の工事が遅れたらいかん。県北振

興局、これ終わったら県北振興局の方に入って

いくわけ、ぜひ、それはお願いしておきたいと

思う。資料はお願いします。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑討論を終了しましたので、

採決を行います。 

 第109号議案のうち関係部分、第110号議案の

うち関係部分、第116号議案ないし第118号議案

及び第134号議案のうち関係部分については、原

案のとおり可決することにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は原案のとおりそれぞれ可決す

べきものと決定されました。 

 次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について説明を求め

ます。 

【黒島秘書課長】 「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出しており

ます秘書・広報戦略部関係の本年9月から10月ま

での実績に関する資料についてご説明いたしま

す。 

 資料の2ページをご覧ください。 

 附属機関等会議結果報告につきましては、広

報外部評価委員会1件を開催しており、より効果

的・効率的な広報の実施に向けて、有識者によ

る意見交換が行われました。 

 議事概要等は3ページに記載のとおりでござ

います。 

 資料の説明は以上でございます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【小林総務文書課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして、本委員会に提

出しております総務部関係の資料についてご説
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明いたします。 

 なお、今回の報告対象期間は、令和7年9月か

ら10月までとなっております。 

 2ページをお開きください。 

 1,000万円以上の契約状況一覧でございます

が、今回の報告対象期間における実績は計3件で

あり、各契約の内容は資料に記載のとおりでご

ざいます。 

 3ページをご覧ください。 

 陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長等に対する陳情要望のうち、今

回の報告対象期間において、県議会議長宛てに

も同様の要望が行われたものは、長崎市、一般

社団法人長崎県身体障害者福祉協会連合会から

の計3件となっておりまして、具体的な要望項目

及び県の対応につきましては、資料に記載のと

おりでございます。 

 6ページをご覧ください。 

 最後に、附属機関等会議結果報告でございま

すが、今回の報告対象期間における実績は、長

崎県個人情報保護審査会が3件、長崎県情報公開

審査会が1件、長崎県政策評価委員会が2件の計

6件となっております。 

 それぞれの会議の結果につきましては、7ペー

ジから12ページに示しております。 

 以上で、資料の説明を終わらせていただきま

す。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【飛永防災企画課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出して

おります危機管理部関係の本年9月から10月ま

での実績に関する資料についてご説明いたしま

す。 

 資料の2ページをご覧ください。 

 1,000万円以上の契約案件につきましては、長

崎県防災ヘリコプター航空機保険契約の1件で

あり、契約内容につきましては記載のとおりで

あります。 

 また、入札結果一覧表を3ページに添付してお

ります。 

 以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。 

 次に、新行政推進室長より補足説明を求めま

す。 

【井手新行政推進室長】 「長崎県行政経営方針

（素案）」につきまして、補足説明をさせてい

ただきます。 

 資料の「長崎県行政経営方針（素案）概要版」

をお開きください。 

 表紙の下段の方に記載しておりますが、本資

料は、現段階の素案になります。議会でのご議

論や有識者のご意見等も踏まえながら、今年度

中の完成を目指してまいります。 

 1ページをお開きください。 

 今回方針の名称を、行財政運営プラン2025か

ら行政経営方針に改めております。 

 （1）には、長崎県における行政経営について

定義しております。 

 これまでの行財政改革で進めてきた人員やコ

スト削減などの成果を継承しつつも、県庁の限

られた資源を最大限に活用し、経営的な視点で

行政の質を高め、持続可能な県政運営を目指し

てまいります。 

 2ページをお開きください。 

 県庁が目指す姿と方針全体の到達目標を示し
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ております。 

 県庁が目指す姿として、「Ⅰ、挑戦する姿勢

と変化に向き合うマインドの醸成」、「Ⅱ、健

全で持続可能な行財政基盤の確立」、「Ⅲ、「ヒ

ト」の活躍を促すための環境の整備」を柱に掲

げ、それぞれ5年後の到達目標を設定しておりま

す。 

 また、方針全体の進捗を把握するため、職員

のやりがいや働きがいに関する指標を設定して

おります。 

 続いて、3ページをお開きください。 

 ただいまご説明いたしました3つの柱を大項

目といたしまして、それぞれ中項目、小項目を

設定し、具体的な取組を整理しています。 

 次に、各柱のポイントをご説明いたします。 

 4ページをお開きください。 

 柱の「Ⅰ、挑戦する姿勢と変化に向き合うマ

インドの醸成」についてです。 

 5年後の到達目標は、県庁の理念が職員に浸透

し、実践されていること、挑戦や失敗が学びと

して共有される文化が醸成されていること、チ

ームとしての挑戦が活発になされていることと

し、指標といたしまして、現在策定作業を行っ

ております、県庁のミッション・ビジョン・バ

リューの浸透率及び挑戦できる環境が整ってい

ると回答した職員の割合を設定しております。 

 主な取組といたしまして、職員の前向きな挑

戦を後押しする仕組みや、褒める文化、失敗を

活かす文化の醸成に努めるほか、職員の人材育

成に積極的に取り組み、挑戦する活気ある職場

づくりを推進してまいります。 

 5ページをお開きください。 

 柱の「Ⅱ、健全で持続可能な行財政基盤の確

立」についてです。 

 5年後の到達目標は、優秀な人材を獲得できる

ようになっていること、業務効率化により、新

しい時間が生み出されていること、必要な施策

を展開しつつ、健全な財政運営が維持されてい

ることとし、指標といたしまして、採用充足率

やＤＸによる業務の削減時間などを設定してお

ります。 

 主な取組といたしましては、新たな採用戦略

に基づく人材確保を進めるとともに、歳入の確

保や歳出の適切化など、財源の持続可能性の確

保等に取り組み、挑戦と持続を満たすための基

盤づくりを推進してまいります。 

 最後に6ページ、柱の「Ⅲ、「ヒト」の活躍を

促すための環境の整備」についてです。 

 5年後の到達目標は、育児や介護など、様々な

事情があっても継続して働くことができること、

職員のやる気を生み出す人事管理ができている

こと、心と体の健康が維持されていることとし、

指標といたしまして、時間外勤務の縮減や離職

率、男性の育児休業取得率等を設定しておりま

す。 

 主な取組といたしましては、職員のキャリア

形成支援や組織の活性化につながる人事配置を

行うとともに、テレワークやフレックスタイム

制度など、多様な人材が活躍できる環境の整備

を推進し、職員一人一人が能力を発揮し、安心

して働ける職場環境を整えてまいります。 

 以上、簡単ではございますが、新行政推進室

からの補足説明を終わらせていただきます。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。 

 次に、防災企画課長より補足説明を求めます。 

【飛永防災企画課長】 資料1、長崎県国土強靱

化地域計画の改定についての概要版をご覧くだ

さい。 

 長崎県国土強靱化地域計画の改定について、

その概要をご説明いたします。 
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 2ページをご覧ください。 

 1、計画改定の趣旨ですが、長崎県国土強靱化

地域計画の計画年度が令和3年度から7年度で、

今年度末で終期を迎えることから、改定しよう

とするものであります。 

 2、計画の位置づけにつきましては、国土強靱

化基本法第13条に規定する「都道府県の区域に

おける国土強靱化地域計画」であり、「長崎県

総合計画みんなの未来図2030」の個別計画に該

当するものでございます。 

 3、改定後の新しい計画の期間については、令

和8年度から令和12年度までの5年間でございま

す。 

 次に、4、計画の改正につきましては、まず、

（1）、改正の主な要素でありますが、令和5年

7月の国の国土強靱化基本計画が見直されたこ

とによる見直し内容の反映、令和7年7月の南海

トラフ地震防災対策推進地域の指定に伴う改正、

能登半島地震を踏まえた防災対策の見直しなど

を反映しようとするものであります。 

 3ページをご覧ください。 

 改定後の概要でありますが、本計画は、1、策

定の目的、趣旨、2、基本的な考え方、3、脆弱

性の評価等の検討、4、施策分野ごとの推進方針、

5、計画の推進体制などから構成しており、これ

に、「リスクシナリオごとの脆弱性の分析、評

価、課題の検討」、「対応方策の検討と推進方

針」、「重要業績指標」の一覧を関係資料とし

て添付してまいります。 

 4ページをご覧ください。 

 主な改正内容につきまして、概要でご説明し

ました構成項目に沿ってご説明いたします。 

 まず2、基本的な考え方については、5つの基

本目標の1つにありました「南海トラフ巨大地震

に備えた東九州等のバックアップ機能の確保」

について、今年7月に本県の7市1町が南海トラフ

地震防災対策推進地域の指定をされたことに伴

い、本県において、地域防災計画に南海トラフ

地震防災対策推進計画を策定し、防災対策を強

化していく必要があることから、改定しようと

するものであります。 

 次に、3、脆弱性の評価等の検討ですが、新た

に南海トラフ地震防災対策推進地域の指定に伴

い、津波からの円滑な避難に向けての防災対策

推進計画を策定し、実施していくことを追記し

ようとするものであります。 

 また、昨年11月に能登半島地震を踏まえた防

災対策の見直しを取りまとめたところですが、

離島・半島地域での災害発生時のヘリコプター

の活用、避難所環境整備などの防災対策を追記

しようとするものであります。 

 このほか、今年4月に発生した林野火災などを

受けた場合の大規模な林野火災が発生した場合

の対応について追記したところであります。 

 次に、4、施策分野ごとの推進方針ですが、①

リスクコミュニケーション、これは、防災・減

災に関する関係機関相互における防災情報の情

報共有と相互理解を進めることでありますが、

この分野では、地震アセスメント調査の実施と、

それを踏まえた防災対策の構築、避難所環境の

整備の促進、防災タイムラインの策定について

追及したところであります。 

 ③離島・半島対策では、港の耐震性、耐波性

を含めた施設の機能強化やヘリコプター、船舶

を活用した孤立集落への迅速で円滑な進入対策

の推進を追記しようとするものであります。 

 ④南海トラフ地震に備えた防災対策の強化に

ついては、南海トラフ地震の津波からの円滑な

避難に向けた訓練や広報などを追記しておりま

す。 
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 ⑨住宅・都市・環境の分野につきましては、

水道施設の耐震化等の耐災害性強化対策を追記

しております。 

 ⑬国土保全・交通・物流につきましては、宅

地造成及び特定盛土等規制法に基づく指導監督

などを追記しております。 

 次に、5、計画の推進体制ですが、本年7月に

公表されました国の第一次国土強靱化実施中期

計画による取組の促進について追記しておりま

す。 

 5、今後のスケジュールですが、本日のご意見

に基づき、修正した素案について、今後、パブ

リックコメントを実施し、県民皆様からのご意

見を踏まえ、修正した案について、3月の委員会

に報告することとしております。 

 最後に、6ページですが、今回の計画の改定に

当たり、国の国土強靱化基本計画の改定に基づ

き改定したリスクシナリオ（起きてはならない

最悪の事態）であり、35項目ございます。 

 この項目ごとに、本県の「脆弱性の分析、評

価、課題の検討」、「対応方策の検討、推進方

針」、「重要業績指標」を設定し、課題を解決

し、指標を達成するための個別事業一覧につい

て、現在、調整をしているところでございます。 

 次に、資料2は素案でございまして、長崎県国

土強靱化地域計画の本文に当たるものでござい

ます。 

 以上で、長崎県国土強靱化地域計画の改定に

ついての説明を終わらせていただきます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりました。 

 次に、陳情審査を行います。 

 事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。 

 審査対象の陳情番号は、87番、90番、99番で

す。 

 陳情書について、何かご質問ありませんか。

ないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 質問がないようですので、陳情

につきましては、承っておくことといたします。 

 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問ありませんか。 

【宅島委員】 お疲れさまです。 

 先ほど長崎県国土強靱化地域計画リスクシナ

リオ、説明がありました。 

 この長崎港、佐世保港と書いてあるんですけ

ども、津波の、もし、南海トラフが起きて、津

波が来たときのこの想定というか、ここ長崎港

で何メートルぐらい、佐世保港で何メートル、

何メートルとなってますか。 

【鵜瀬委員長】 宅島委員、それは政策等ではな

くて。 

【宅島委員】 いえ、これ政策等の中。 

【鵜瀬委員長】 ヘリコプターしかない。政策等

決定過程の分、これ議案外。 

【宅島委員】 議案外、じゃあ改めて。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問ございませんか。 

【田中委員】 行政経営はいいの。 

【鵜瀬委員長】 行政経営はまた、議案外で。今、

政策等決定過程ですから。 

 質問がないようですので、次に、議案外所管

事務一般についてご質問ありませんか。 

【宅島委員】 すいません、先ほど南海トラフの

計画の見直しで、リスクシナリオ等立てられて
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ますが、長崎港、佐世保港のところは明記ある

んですけども、この2港、2つの港近辺で発生す

るおそれのある津波の高さというのは、想定は

何メートルになっていますか。 

【飛永防災企画課長】 南海トラフ地震に伴いま

す津波による浸水想定につきましては、現時点

におきまして、各地域ごとの浸水域、あるいは

その浸水の幅、浸水の高さなどについて、正式

なデータというのは現時点で示されてございま

せん。 

 ただ、私ども地震アセスメント調査につきま

して、今年度から来年度にかけて実施をするこ

とといたしておりまして、その中において、南

海トラフ地震の津波による浸水地域や浸水の高

さ等々については明らかにしていくことといた

してございます。 

【宅島委員】 私が当選して間もなく、県内に大

地震が起こったときの津波のハザードマップみ

たいなのが出て、知事は、橘湾の千々和町あた

りが7メートルの津波が最大来るとか、そういっ

た発表はあったんです。県から。やっぱそうい

ったところで、広くやっぱり県民の皆様にも、

もし南海トラフがあったときに、無関係と思っ

ている県民の方、多くいらっしゃるんです。長

崎は大丈夫だろうと。 

 じゃなくて、やっぱり海というか、もう回っ

てくると予測されているんで、ぜひ早めに、そ

ういった避難というか、そういったことができ

るように対策をしていただきたいのと、この前、

県議会で避難訓練が行われました。初めて、議

場からおのうえの丘に出て、やりました。 

 そのときに、終わってから思ったんですけど

も、津波の心配はありませんということを聞い

て外に出るんだったらいいんだけど、そういう

津波の情報は一切ないまま外に出てしまったん

で、これはちょっといかんなと思ったんです。

しっかり、やっぱり、津波の情報を基に、避難

する場所、そういうところをきちっとこうしな

きゃいけないなと思いました。 

 そして、こういった、ここはビルの上だから

いいけども、海抜がもうないところ、駅もそう

ですけども、もし津波が来たときに、やはり県

庁は避難場所になってると思います。 

 だから、そういった意味で、ここはもう免震

構造だし、大きな地震が来ても割と高い方に逃

げれば、人々の命を守れると思います。 

 だから、そういった、例えばヒルトンホテル

とか、マリオットホテル、そういったところと

もやっぱり行政がきちんと災害協定を結んで、

もしもの場合の避難の場所、そういったところ

も含めて、ぜひ交渉していただいて、県民市民

の皆様の命を最優先に守っていただきたいと思

いますがいかがでしょうか。 

【今冨危機管理部長】 南海トラフ地震を含めま

して、地震、また津波に対する県民の意識、こ

ちらを高めていくというものが最も重要だとい

うふうに我々も考えております。 

 南海トラフ地震の取組につきましては、今回、

地域防災計画の中に南海トラフ計画編として位

置づけており、市町の方にもそれぞれの計画の

中に盛り込んでいただきたいというふうに考え

ております。 

 先ほど答弁しましたとおり、今、まさに詳細

な浸水区域でありますとか、高さ、こういった

ものを調査しておりますので、そこの結果を市

町が作成しますハザードマップ、こちらの方に

も反映させまして、それを示すことによりまし

て、そういった津波のことを自分事として捉え

ていただいて、実際の避難場所であるとか、経

路であるとか、そういったことを市町と一緒に
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なって周知し、また広報し、地域として取り組

んでいく、そういったことに取り組んでまいり

たいというふうに思っております。 

【宅島委員】 いろんな民間の報道に、シミュレ

ーションによると、もう長崎港にも回ってきて

数メートルの津波が来るというようなシミュレ

ーションも出たりしてるんです。 

 そういうそういったこともありますんで、ぜ

ひ早急にそういう対策を取っていただきたいと

思います。 

 そして、11月13日の日に、全国女性消防団員

活性化長崎大会が出島メッセで開かれました。

私も参加をさせていただきました。 

 総勢、女性団員が2,500人です。あと関係の男

性の消防団員の方も多数お見えで、国からも消

防庁長官もお見えになって、盛大に開催をされ

ました。 

 この大会の結果について、ぜひ室長のご感想

をお願いしたいと思います。 

【松尾消防保安室長】 第30回全国女性消防団員

長崎大会が11月13日に、出島メッセで開催され

ました。 

 この大会は、全国女性消防団員が一堂に会し

まして、日頃の活動やその成果を紹介するとと

もに意見交換を通じて連携を深めることとなっ

ております。長崎県で開催されるのは初めてで

ございます。 

 大会では、活動事例発表や髙田明氏による記

念講演、パネルディスカッションなどが行われ、

盛況のうちに終了したと思っています。 

 大会の当日は、県内21市町の女性消防団員、

約100名の皆様が、様々な役割でご参加いただき、

例えば大会宣言であったり、お礼の言葉であっ

たり、ステージに登壇していただきました。 

 また、運営スタッフとして、来客の皆様をお

もてなししていただくために一生懸命に活動し

ていただきました。 

 今後は、この大会を通じて、女性消防団員を

中心として、横のつながりができておりますの

で、そこを生かして、県内消防団の活性化につ

なげてまいりたいと考えております。本当にあ

りがとうございました。 

【宅島委員】 もう本当に、長崎県で初めて開か

れた大会でありまして、女性消防団員の方たち

も、本当にああよかったと。 

 そしてまた、私参加してるときに、後ろの方

たちが北海道から来られた方、女性の団員でし

た。「北海道から何名ぐらいで来られたんです

か。」と言ったらって「50名ぐらいで来ました。」

と、もう本当に「長崎あんまり来れるとこじゃ

ないけど、本当にすばらしいとこだと思いまし

た。」みたいな感想もいただいております。 

 今後、ぜひ、女性消防団員の確保、そしてま

た男性を含めた、消防団員の確保、双方連携し

て、地域防災に取り組んでいただきたいと思い

ますのでどうぞよろしくお願いします。終わり

ます。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問ありませんか。 

【中村(俊)委員】 事前に質問の内容をお伝えし

ておりませんので、できる範囲でお答えをいた

だければと思いますけれども、ポケモンＧＯワ

イルドエリア長崎の開催について、教えていた

だきたいと思いますけど。 

 まず、昨年6月、株式会社ポケモンと連携協定

締結から様々な流れの中で、今回のこのイベン

トに至ったというふうに理解をしておりますけ

れども、この開催に当たって、何か条件等はあ

ったんでしょうか。交通の利便性、いろんなも

のがあると思います。 

【永川ながさきＰＲ戦略課長】 ポケモンＧＯワ
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イルドエリアについてのお尋ねでございます。 

 開催に当たっての条件でございますけれども、

特に主催者であるナイアンティック社からは、

詳細なお示しはない状況でございますが、会場

の広さや公共交通機関の状況、それから宿泊施

設のキャパシティ、通信環境など、オンライン

を使いますので、そういった様々な要素を考慮

して決定されるものと伺ってございます。 

【中村(俊)委員】 ありがとうございます。たっ

た3日間で長崎市の人口を優に超える42万人程

度の方々が来られたということで、今後もこう

いった取組というのは、時機を捉えてやってい

ただきたいなと思うんですが、ただ、例えばス

マートフォン向けのアプリというのが、そのコ

ンテンツに関しては、その知名度にかかわらず、

いろいろと新たな技術を含めて、日進月歩で進

んでいると思いますので、ひょっとすると、ポ

ケモン以外にも、何かしらこういったイベント

を開催するに当たって、使えそうな内容のもの

が今後出てくるかもしれないなというふうに考

えているんですが、そんな中で、今回のポケモ

ンＧＯのイベント開催中に、ローカルのテレビ

ニュースを拝見していたら、その長崎に来られ

た海外のお客さんだったと思うんですけど、宿

泊施設が取れなくて、今からレンタカーで佐賀

まで帰るんですよというような方々もいらっし

ゃったようにお見受けをしました。 

 そんな中で、どうしてもやっぱり長崎県内、

できれば広域で、相乗効果を狙えるようなもの

にぜひすべきかなと思います。 

 やはり長崎県の中でこの利益を享受できるよ

うな内容のものにどんどんしていくべきかなと

いう点においては、例えば、宿泊事業者の方々

であるとか、もう一つが、アフターコンベンシ

ョン的な要素でいくと、このイベントに来てく

ださった方々が、例えば今回は長崎市がエリア

になっていましたけど、このイベントが終わっ

た後に、例えば島原半島に行ったり、長崎の離

島、五島や対馬、そういったところにも、その

後にぜひ立ち寄っていただけるようなものにし

たいと思うんですけど、例えば、先ほど申し上

げた宿泊事業者の方々との連携であったり、あ

るいは結局これスマホを使っているものですか

ら、例えば大手のスマホキャリアの方々に協力

を仰いで、ビッグデータ活用して、人流がどう

いうふうに流れたのか等々、ぜひ検証研究して

いただければと思うんですが、これはどうでし

ょうか。所管外かな、すみません。 

【永川ながさきＰＲ戦略課長】 このたびポケモ

ンＧＯワイルドエリアが発表される前に、やは

り宿泊事業者の方にちょっと情報をお伝えする

ことはなかなか難しかったものですから、実際

に発表になってから、いきなりやっぱりユーザ

ーの方、トレーナーの方が、多くの宿泊施設を

予約される状況になって、すぐに長崎市の方は

もう満杯になるという状況でございました。 

 実際、始まってからも、長崎市内ではなく、

やっぱり我々としても、県内周遊していただき

たいと思いまして、様々な県内の情報もトレー

ナーの方にご提供させていただきましたし、実

際に、ポケモンマンホールというのがございま

して、そちらの設置も、その時期に合わせて、

県内5か所設置をいたしまして、そちらの方にも

周遊いただけるような取組をいたしました。 

 先ほど委員からご指摘がありました事業の連

携につきましても、今後同様のイベントがござ

いましたら、データ分析も含めて、効果的な周

遊につながるようなまた連続したイベントの開

催であるとか、連泊につながるような取組とい

うのは検討してまいりたいと考えております。 
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【堤委員】 まず、県南振興局のことについてお

尋ねをします。 

 事件議案で、契約の変更というのがありまし

た。それから、議案外で、庁舎の建設工事の進

捗状況について書かれています。 

 10月末現在で進捗率約27％、予定どおり順調

に進められているということなんですけれども、

来年、令和8年12月までの工期と聞いていますけ

れども、令和9年以降に、移転が進んでいくとい

うことになっていますが、この開局の時期とい

うのは、いつ頃を想定されているんでしょうか。

まず、それをお尋ねします。 

【坂本管財課企画監】 県南振興局の開局時期に

ついてのお尋ねですが、庁舎の建設工事は順調

に進んでおりますが、現時点の工事の進捗率は

約3割程度となっております。 

 ただし、建設資材の不足などの影響により、

工事延長の可能性もあることから、現時点にお

いては具体的な開局時期をお示しすることはで

きません。 

 具体的な開局時期につきましては、建設工事

の進捗状況等を十分踏まえた上で、総合的に判

断してまいりますが、令和9年度中には開局でき

るものと考えております。 

【堤委員】 今工事は、3割程度進んでいるけれ

ども、今後、その資材の不足などが考えられた

りするので、12月までの工期というのは、来年、

もう1年後ですけれども、これがひょっとしたら、

令和9年にずれ込む可能性もあるということに

なるんでしょうか。 

【坂本管財課企画監】 現在の契約では、来年8

年12月で完成予定となっておりますが、そうい

った資材の不足だとか、そういった事情があっ

た場合は、延長の可能性もあるということでご

ざいます。 

【堤委員】 分かりました。 

 今後、どういうことがあるか分かりませんの

で、12月までとなっているけれども、延長の可

能性もある。ただ、令和9年度中には開局をされ

るという、そういう理解でよろしいですね。 

 この県南振興局について、6年前ですか、2019

年、総務委員会の中で、内部管理事務の集約に

よって、総務経理系の職員が約30名削減され、

年間約2億4,000万円の削減効果があるという試

算がされていたと聞いています。 

 現在の計画でも、同様の試算であるのか、お

尋ねします。 

【井手新行政推進室長】 当時の試算によります

と、委員ご発言のとおり、管理部門の集約等に

より、30名程度の削減を見込んでいたところで

す。 

 現時点では、様々な状況の変化、例えば、大

型事業への対応や、当面の業務量の増加等への

対応を考慮いたしますと、まだ確定はしており

ませんが、削減数は当初の見込みよりも縮小す

ると考えております。 

 なお、効率化によって生み出された人員につ

きましては、様々な行政需要、新たな行政需要

も生まれておりますので、総合的に考慮しなが

ら、再配置等も含めて検討してまいりたいと考

えております。 

【堤委員】 30名の削減まではいかないのでは

ないか、事業が様々出てきたりということも考

えられるので、そうしますと、今後どのくらい

の削減とかというのは、今後、改めて、試算さ

れるということでよろしいんですかね。 

【井手新行政推進室長】 今後の行政需要、業務

量等を精査する中におきまして、最終的には、

開局前に確定するものと考えております。 

【堤委員】 開局前に確定はされると思うんです
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が、長崎と県央と島原とは、統合されて、その

広域を管理しなければならなくなります。 

 道路事情がだんだん改善されてきているとは

いえ、島原半島への移動などは相当時間かかり

ます。現在の計画で、人員は足りるとお考えな

のかどうかお聞きします。 

【井手新行政推進室長】 現在も、災害対応など、

緊急性が高い業務や、窓口業務などの現場性が

特に強い業務につきましては、長崎地区、島原

地区においても必要な体制を残すこととしてお

ります。円滑な業務が遂行できるよう配慮を行

っているものと考えております。 

 先ほど申し上げましたとおり、最終的な人員

につきましては、再編直前の業務量等を考慮す

る必要がありますので、その精査を行いながら、

適切な人員配置に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

【堤委員】 いろいろな災害対応であったり、や

っぱり現場でないと、すぐに対応できないこと

もあるので、やはり、速やかな対応ができるよ

うな人員配置というのが必要かと思います。 

 そういったところ、まだ中身が決まらない段

階なので、はっきりとお示しはされないと思う

んですけども、そういう人が足りるということ

を最優先した十分な配慮とか、それから、振興

局の維持管理機能をしっかり残すということを

考えて進めていただきたいと思います。 

 それから、建物のことが一番報告というか、

説明はされやすいと思うんですけども、中で働

く職員の皆さんの業務分担とか、人員の配置も

そうですけれども、決まっていないことで、な

かなか担当者の皆さんからすると、心配とか不

安とか、そういうのもおありなんじゃないかと

思うんですが、できるだけ早い段階で、業務分

担とか人員配置に関して、今、職務に当たって

いる皆さんから意見を聞いて、様々な目で検討

することで、開局してから、いろんな業務に追

われる、混乱するということも考えられますか

ら、早急に進める必要があると思いますけれど

も、そこのところは今後どのように職員の皆さ

んの声を聞き取って、それを生かした人員配置

とか、業務分担を進めていくお考えなのかお尋

ねします。 

【井手新行政推進室長】 職員の皆様の方から、

様々な業務分担等について、早めにご提示いた

だきたいというご要望を受けていることについ

ては認識しております。 

 現在、具体的な今後の業務量等も含め、関係

部局と、精査作業を行っております。先ほども

申し上げましたとおり、詳細をお示しするのは

今しばらくお時間を頂戴できればと考えており

ますが、我々もできる範囲で、早期にご提示で

きるように努めてまいりたいと考えております。 

 また、提示後につきましても、そういった不

安が解消できるように、丁寧に説明を行ってま

いりたいと考えております。 

【堤委員】 精査中だということですけれども、

やっぱり現場のことは現場の人が一番よく分か

っていると思いますので、できるだけ早くお示

しいただけたらと思います。 

 もう毎年のように、災害が各地で発生してい

ますし、それに対応できるような、十分な人員

配置が必要だと思います。 

 また、統合することで、県民サービスの低下

を招くことがないように、そういう体制で臨ん

でいただきたいということを要望したいと思い

ます。 

 もう1件、時間ありますかね。 

【鵜瀬委員長】 はい。 

【堤委員】 オスプレイについてお尋ねします。 

 陸上自衛隊が、佐賀駐屯地に配備しているオ
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スプレイが、12月15日以降九州の11の施設で、

夜間の離発着や周辺の飛行訓練を行うと報道さ

れています。 

 県内でも相浦駐屯地、大村航空基地、大野原

演習場の3か所でその午後5時から10時の間で実

施するということなんですが、市民生活への影

響が心配されます。 

 この飛行について、県は、九州防衛局や自衛

隊に対して要望などは行っておられるのかお尋

ねします。 

【山口基地対策・国民保護課長】 オスプレイの

運用に関しましては、この県内での夜間訓練の

説明をいただいたときもそうですけれども、従

来から、機会あるごとに、県民の安全安心に関

わる項目については、要望をいたしております。 

 具体的には、4点ありまして、飛行の安全の確

保、そして、適切な情報提供、できるだけ住宅

地を避けた飛行、そして、騒音への配慮、これ

を要望しております。 

 今回の夜間訓練、これが県内で行われるとい

う説明を受けた際にも、この4点について、九州

防衛局の方に申入れを行っております。 

【堤委員】 折に触れて要望されているというこ

とですが、市民生活に影響をできるだけ小さく

するため、あるいは、訓練が行われるというこ

とが事前に知らされた方が、やっぱり対応する

というか、下で作業する人に迷惑かけたりとか、

あるいは、昼間もそうなんです、小学校や幼稚

園、保育園の上空を飛行しないようにするとか、

そういうことは当然だと思いますけど、細かい

配慮をするためにも、飛行経路や飛行の時間帯

といった情報が、関係の自治体に確実に周知さ

れるべきだと思うんですけれども、情報提供は

どのようにされているんでしょうか。 

【山口基地対策・国民保護課長】まず、オスプ

レイの訓練に関する飛行の計画ですけれども、

訓練の日程の詳細、これについては、部隊の運

用上提供することは難しい、できないというこ

とでお聞きをしております。 

 なお、夜間飛行につきましては、オスプレイ

が配備されている佐賀駐屯地のホームページで、

日程等は公表されておりますけれども、具体の

飛行先であったりとかルート、これについては、

公表ができないとお聞きをしております。 

 なお県内の相浦駐屯地、これにつきましては、

従来から駐屯地から、周辺の皆様、住民の皆様

に対して、騒音の影響という観点から、射撃訓

練であるとか、オスプレイを含むヘリの飛来、

これについて、日程のお知らせというのはなさ

れていたということで、同様の対応が継続され

ていると認識しております。 

【堤委員】 佐賀駐屯地のオフィシャルサイトに

は、日程は記載されてるんですけども、訓練中

は、ご答弁のとおり公表されていないんです。

防衛上の機密とか、そういう観点からというこ

とは言われますけど、そのオスプレイの飛行に

備えた対応ができないので、やっぱり相浦駐屯

地の近辺の住民の皆様へも、1週間前とかじゃな

いんですよね。もう直前みたいな周知になるん

じゃないかと思うんですけれども、もう少し、

やっぱり住民生活の安心安全を優先したという

か、それに配慮した、ある程度大まかな飛行地

というか、そういうところもお知らせしていた

だきたいと思いますが、そういうのもちょっと

難しいんですかね。 

【山口基地対策・国民保護課長】まず、その飛

行のルートについては、そもそもがオスプレイ

というのは、訓練のときは有視界飛行であるの

で、基本的にはパイロットの判断に委ねられて

いて、目的地へ行くときに、そのルート自体と

いうのは、そもそも決まっていないので明示で

きないということがまずあります。 
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 それと、住民の皆さんの安全の観点から、具

体の日時とか、着陸場所等を公表してはどうか

というご意見だと思いますけれども、それに関

しては、やはり防衛上の理由であるとか、詳細、

具体を公表することによって、例えば、パイロ

ットへのレーザーの照射であるとか、こういっ

たことも過去に行われているということで、そ

の防衛上、安全上の理由によって、具体の詳細

については原則として、公表はできないとお聞

きをしております。 

【堤委員】 公表はできないということですが、

本当に、住民生活への影響をできるだけ小さく

するような配慮をよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 それと、この飛行訓練で、万が一事故やトラ

ブルが発生した場合は、どう対応することにな

るんでしょうか。 

【山口基地対策・国民保護課長】 これは、オス

プレイの事故に限りませんけれども、まずこう

いう例えば、自衛隊機等の事故が発生した場合

には、まず、県としては情報収集です。自衛隊

であるとか、市町、消防、警察、海保等、そう

いう関係機関等からの情報収集にあたります。 

 そして、関係機関からの要請に応じて、防災

ヘリによる捜索救助活動等を実施するというこ

ともあります。 

 県としては、事故の規模とか、状況に応じて、

特殊重大災害対策本部という体制を設置をして、

初動対応を行うというのが、一般的な対応にな

ります。 

 この本部を設置した場合には、庁内横断的な

体制の中で、関係機関との連絡調整であるとか、

防災ヘリの運航調整等を行っていくことになり

ます。 

 県としては、県民の安全安心の確保を念頭に、

万一事故が起こった場合には、適切な初動対応

に努めていきたいと思っています。 

【堤委員】 今まで、米軍機の墜落事故であった

り、あるいは、そういうのが何回か起きていま

すけれども、飛行再開されたときも、その事故

の原因とか、なぜ安全と判断したかとか、そう

いうことを明らかにしないままに訓練が再開さ

れています。 

 その根本的な事故原因とか、操作ミスがあっ

たときの安全策も説明できないままの再開とい

うことは、やっぱりそういう事故が発生したと

きなどは、非常に不安、心配が尽きないという

ふうに思っていますので、事故が起きないよう

に、トラブルが発生しないように、それは願い

たいというところですが、本当に県民生活の安

心安全を最優先した対応というのをしっかり取

り組んでいただきたいということを要望して終

わります。 

【鵜瀬委員長】 ほかに。 

【山本委員】 おはようございます。 

 2項目をお聞きしたいんですが、まず、振興局

の再編の関係で、先ほど少しやり取りがあって

るみたいですけれども、島原振興局からの機能

移転と人材配置につきまして、今の計画という

のが、令和3年に３振興局を集約して、県南振興

局を設置することを内容とする「長崎県地方機

関再編の基本方針に基づく振興局見直し実施計

画」に基づいているというふうに認識をしてい

るんですけども、その場合に、長崎振興局が270

名から130名、島原振興局が210名から130名で、

当時の県央振興局が310名から500名というふう

にお聞きをしてます。島原振興局に関しては、

農業の普及や農村整備、水産、保健、体育、島

原道路、災害対応等について、現地に機能と体

制を残す計画となっております。 
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 それでもやはり、島原の地元の方では、やっ

ぱり島原振興局という大きな柱が動くというこ

とで、県との関係が薄くなるんじゃないかと、

島原半島の地位が低下して、振興にも影響を及

ぼすんじゃないかという懸念の声が今でもあり

ます。 

 そこで、今、今回の再編により、島原振興局

に残る機能と人員、それから島原振興局の名称

は、以前話があっておりますけれども、これが

どうなるのか、そして、これが令和3年の見直し

実施計画時から動いているのか、そこを確認し

たいんですが。 

【井手新行政推進室長】 再編後の県南振興局の

島原地区に関するご質問に対してお答えいたし

ます。 

 まず、島原半島地区につきましては、当初の

計画どおり、税務部の島原出張所、保健所、農

業普及部門、農村整備事業の推進部門、家畜保

健衛生所、水産業普及指導センター、土木維持

管理事務所、大規模プロジェクト等の建設の事

務所を当初の予定どおり配置することとしてお

ります。 

 先ほども、堤委員のご答弁でお返しいたしま

したけれども、業務量自体は、現在、関係部局

と精査作業を行っております。一定の条件の下

での試算ではありますが、島原地区の職員数に

つきましては約130名程度と想定しているとこ

ろです。 

 島原振興局庁舎につきましては、引き続き県

南振興局の島原庁舎として活用する予定です。 

 次に、当初の計画から変更ないのかというこ

とのご質問ですけれども、現時点におきまして

は、大きな見直し等は生じないものと考えてお

ります。 

 様々な行政需要の変化等については考慮する

必要があると考えておりますので、体制の見直

し等の必要性につきましては、引き続き検討を

行ってまいりたいと考えております。 

【山本委員】 今、お話伺いまして、理解をする

ところなんですけども、もともとの見直し案が

決定したのが、令和2年から3年ということにな

るかと思いますので、実際の集約が、先ほどお

話があったみたいでは、8、9年ぐらいというふ

うな形になると、どうしても、5年ぐらいの時間

差があるということもあります。随時、精査を

されているということではありますけれども、

その間の業務の状況の変化等も、特に農業の問

題であったりとか、あと災害対応であったり、

そういったところ、それから本来だったら地域

づくり部門も残していただきたかったんですけ

ど、そこはちょっと難しいところがあるという

のは理解をしますけれども、そういった期間、

5年、6年の期間の差、それから、いわゆるイン

フラの状況、そういったところを見ながら、機

能とか人員の精査というのを引き続き、やって

いただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 もう1点、行財政改革の関係なんですけれども、

従来、本県においては、厳しい財政状況、それ

から課題が山積する中で、数次にわたって行財

政改革をされてきました。 

 令和3年度からは、今の行財政運営プラン2025

に取り組んでおられますけど、これが期間満了

ということで、新しい計画をつくると。 

 そこで、まずこれまでの行財政改革による成

果、それから課題についてお尋ねをいたします。 

【井手新行政推進室長】 委員ご指摘のとおり、

県におきましては、これまで様々な行財政改革

に取り組んできているところです。 

 まず、平成8年度から、継続して5年スパンで
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計画を見直しながら取り組んできており、事務

事業の見直しや組織機構の合理化、また、職員

定数の削減等、様々な行財政改革に取り組んで

きたところです。 

 現在の行財政運営プラン2025についてはコロ

ナ禍で策定したものであります。 

 その中で、県庁のデジタル化など、様々な課

題に対して、業務の効率化や、ふるさと納税に

よる財源の確保など、時代に対応しながら様々

な改革を進めているところです。 

 現プランにつきましては、3つの対応方針の下、

35の項目を掲げておりまして、その9割の33項目

において、順調に進んでいるものと考えており、

一定の進展があると判断をしております。 

 一方で、労働人口の減少や採用競争の激化等

によりまして、一部の職種につきましては、採

用が困難となっている状況が生じております。 

 今後の持続可能な行政運営におきましては、

歳入の確保や歳出の適切化、財政基盤の確立強

化に加えまして、安定的な人材の確保や多様な

人材が活躍できる環境整備等に向けて新たなア

プローチが必要になっているものと考えており

ます。 

【山本委員】 ありがとうございました。 

 今の計画の前、そこまでいろんな名称を微妙

に変えながら、行財政改革を進めてる中で、こ

れやっぱ行財政運営の健全化の観点ということ

で、主に人件費の削減などの収支改善にも取り

組んできたというふうに認識をしています。 

 ただ、もうそこはある程度、ぎりぎりじゃな

いですけど、そこまでいったということで、質

的な改革というふうな形に取り組んでこられる

というふうに認識をしています。 

今回の新しい計画において、先ほどご説明が

ありましたけれども、一番大きなのは、その行

政経営方針、今までの行財政改革を何か名称の

どこかに入れていたものを、行政経営方針とい

うことで、管理から経営という言葉が出てきて

います。この経営ということをいろんなすごく

重要なことなんですけれども、これがどういう

ふうに反映されているのかというのは、なかな

か計画を見てるだけでは、伝わってきませんの

で、そこについてご説明をお願いします。 

【井手新行政推進室長】 これまでの様々な行財

政改革につきましては、どちらかというと5年間

集中的に取り組む実施計画という色彩が強い印

象でした。 

 今回、新たな計画を更新するに当たり、様々

な状況の変化を判断する中において、限られた

資源を有効活用し、質の高い行政サービスを継

続的に提供していくということについては、従

来からその経営の視点で取り組んでまいりまし

たが、普遍的なものより行政としての一つの方

針を示すべきと考え、改めて、「行政経営方針」

と名称を変更したところです。 

 また、現在のプランの中で実施しております、

職員の組織に対する貢献度合いを測るエンゲー

ジメント調査におきまして、職員のやりがいや

生産性向上については、職場の一体感の醸成の

ためには、組織としての方向性を明確に示すこ

とが有効であるということが指摘されておりま

す。 

 そのため、今回の行政経営方針におきまして

は、新たに県庁の使命や目指す姿、行動指針と

して、組織の方向性を示すこととしているとこ

ろです。 

 現在検討中のため、今回の素案には、まだ記

載をしておりませんが、次回3月議会の中におき

まして、ご報告をさせていただければと考えて

おります。 
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 県といたしましては、この方針に基づき、組

織改革にしっかりと取り組み、挑戦と持続が両

立する行政経営を目指してまいりたいと考えて

おります。 

【山本委員】 ありがとうございました。 

 もう今おっしゃっている方向性というのは、

もう民間の方で取り組んでいる内容なんです。 

 だから、経営という言葉を入れてきて、この

方針を進めていくということであれば、やっぱ

り、じゃあ具体的にどういうふうなことをやっ

ていくのかという、例えばふるさと納税を増や

すためには、どうしていくんだ、どういう組織

にするんだとか、例えば、基金の運用益をもっ

と上げようということであれば、例えば専従の

スタッフを置くんだとかいうふうなところまで、

今後、踏み込んでいっていただきたいなと。今

の段階では。これが方針なんでしょうから、そ

れ自体には異議は特にないんですけれども、や

っぱり実際、さっきのこの間の総合計画もそう

なんですけども、結構すごく立派なものができ

ているんだけど、じゃあ具体的にどうやってや

っていくのかといったときには、組織体制であ

ったり、人の配置であったり、そういったとこ

ろがやっぱり必要になってくるかなと思います

ので、そういう方針で取り組んでいただければ

ということだけ申し上げておきますが、部長い

かがでしょうか。 

【中尾総務部長】 今、経営というところで、行

政の継続可能性というものを高めていかないと

いけないというのは、これからの我々の重要な

課題であると認識しております。 

 それは人材もそうですし、財政もそうだと思

っております。特に、今、委員からご指摘ござ

いました、いわゆる稼ぐ視点と言ったところ、

経営視点といったところで、組織も含めてこれ

から考えていかないといけないというところで

あります。それを受け入れる、言わば、基盤と

なる仕組み、システムが必要だと思っておりま

す。ご指摘を含めまして、まずは、計画はつく

らせていただきますけども、これが実効的に稼

働できるように考えていきたいと思いますので、

議会の皆様からの様々なご意見も含めながら、

我々も検討させていただきたいと考えてござい

ます。 

【鵜瀬委員長】 よろしいですか。 

 暫時休憩します。 
 

― 午前１１時５５分 休憩 ― 

― 午前１１時５５分 再開 ― 
 

【鵜瀬委員長】 再開します。 

 秘書・広報戦略部、総務部及び危機管理部関

係の途中ですが、午前中の審査は、これにてと

どめ、午後は１時３０分から再開し、引き続き、

秘書広報戦略部・総務部及び危機管理部関係の

審査を行います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時５５分 休憩 ― 

― 午後 １時３１分 再開 ― 
 

【鵜瀬委員長】 委員会を再開いたします。 

 引き続き、議案外所管事務一般に対する質疑

を行います。 

 ご質問ありませんか。 

【山田委員】 防災の方にお話を聞きたいと思い

ます。12月2日の一般質問の際に、防災ヘリの夜

間飛行についてということで質問をさせていた

だきました。 

 その中で、21市町、特に離島を有する市町の

方から要望が強くありました防災ヘリの夜間飛

行について、一歩前進できたものと思って評価
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をさせていただいているところであります。 

 今、薄暮運航と言って、目視で見れる感じで

薄暗いところもどうにかは飛んでもらっている

けれども、冬になると、勤務時間内であったと

しても、離島に飛ぶことができていない現状が

ありました。 

 そこで、今後、夜間飛行に向けて、まずでき

るところから、業者さんとの、関係機関との話

合いをしていただき、どのような形で進めてい

くのか、そのあたりを再度お尋ねをしたいと思

います。 

【今冨危機管理部長】 先ほど、委員ご指摘のと

おり、24時間運航につきましては、現状なかな

か難しい、そういった判断をしているところで

す。 

 ただ、県としましては、そういった中でも、

自衛隊ヘリが出発するまでの時間、これを少し

でも短くするために、まずは、いろんな手続、

こういったところの見直しを行いますとともに、

防災ヘリでの出動を少しでも多くできるように、

勤務時間内において、要請があった場合には、

現行体制での夜間飛行についても検討をしてい

るところでございます。 

 ただ、これを実現するためには、この運航業

務を委託しております事業者、こちらとの協議

がどうしても必要になります。 

 今行っている中で、運航事業者の方からも、

実際に実現するためには、こういった課題があ

るといった話もあっておりますので、そういっ

た課題について、一つ一つどういった対応がで

きるのか、きちんと整理をしながら、実現に向

けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

【山田委員】 ドクターヘリがなかなか、同時だ

ったりして飛ばなかった事例で、結局150件近く

あったかなというふうに理解をしております。 

 そういった中、順番的に、ドクターヘリが駄

目だったら、海上自衛隊になったり、そして防

災ヘリになったり、佐賀県のヘリになったり、

いろいろする中で、まだ何らかの手だてで、必

要な方の支援、緊急搬送はできているというふ

うに理解はしているところではありますが、や

はり離島半島を多く有しているということと、

奈留島では、海上タクシーの運休の話も、そう

いった話とか、様々、私の地元の宇久とか、黒

島とか、そういったところに、結局なかなかや

っぱり患者さんを自分が1人で船で乗せて搬送

するということに対するプレッシャーとか、そ

ういったお話もよく聞いているところでありま

す。 

 ぜひとも、あの防災ヘリの夜間飛行、1時間で

も2時間でも飛んでいただいて、多くの県民の命

を救っていただくように取組を進めていただき

たいと思っておりますので、何とぞよろしくお

願いいたします。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質疑ございませんか。 

【田中委員】 先ほどちょっと議論があってた行

政経営方針の案について、ここには、11月議会

における議論等を踏まえ、令和7年度内の方針策

定を目指すと書いてあるから、議論をしないわ

けにはいかんと思うんで、やりますけれども、

一つ先ほどもあってた行政経営、経営という文

言が出てきた。これは大変な進歩だと思うね。

行政経営、こういう考え方でやってもらうと、

我々も物が言いやすい。物がね。 

 昔は、行財政改革特別委員会は、議会でも、

大体4年に1回か5年に1回ぐらいやってたんだけ

ども、ここ15年ぐらい、議会、行財政改革やっ

てないもんね。当局に任せっきり。そういう意

味で、急遽私も読ませていただいたんだけども、
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その中で、働き方に対する価値観が多様化して、

県庁の職員さんの採用が難しくなったような文

言がある。これは、本当なのかどうか、そこら

辺ちょっと聞かせてください。 

【徳永人事課長】 採用についてでございますが、

さきの一般質問でもご答弁差し上げましたが、

過去3年間の採用予定数に対する採用充足率に

つきましては、令和4年度は、採用予定数184名

に対して充足率は95.1％でございました。令和

5年度は、採用予定数210名に対し、充足率は

82.9％、令和6年度は、採用予定数292名に対し

充足率は64.7％という状況でございまして、特

に技術職において採用が厳しい状況が続いてお

ります。 

【田中委員】 ちょっと聞いてびっくりなんだけ

ど、県庁職員の募集をすれば相当な応募がある

と思っていたけれども、魅力がなくなったのか

ね、県庁に。私はちょっと分かんないんだけど

も、びっくりしてます、その数字的なものを聞

かせてもらうとね。 

 次に、財源の話がちょっと言われてますよね。

財源の話が。 

 健全で持続可能な行財政基盤の確立、ここら

辺は、地方の財源にも、幾ら努力しても、限界

があるような感じにも私は経験的にしてる。持

続のね。だから、もう少し国と地方の在り方に

ついて、特に総務部長にお願いしたいのは、も

う少し国に対してシビアな話なんかもしていい

んじゃないか。地方交付税制度にしたって、何

十年続いてるのかな、大体今の地方交付税、基

準財政需要額があれば、収入額の差額をちゃん

と補塡するとなっているけれども、差額補塡で

は駄目だ、需要額そのまま国がやってくれるぐ

らいでないと、それは当たり前だろう。国から

の委託で、県もやっているところもあるわけだ

から。 

 せめて90％ぐらいのね、今75％かな。捕捉率、

カバーするのがね。それを9割ぐらいまで上げて

くれればまだしも、国にばっかりしわ寄せが来

るような今の制度そのものを、やっぱりもう少

し考えてもらわなきゃ、地方は困るという声は

ぜひ上げてほしい。 

 抜本的なところで、今、高市政権はいろいろ

やってるから、声を上げるべきだと私は思って

るんだけどもね。これは、私の要望にかえさせ

てもらうけども、要は、そういう経営という関

連でやろうとすることに、私は大変進歩したな

という感じで、称賛はしているんですけどね。 

 この中で、もう一つ小さなことだけども、や

りがいや働きがいがあると回答した職員の割合

が62.8％というのは、本当なのか。皆さん方の

関係の中で、やりがいや働きがいがあると100％

と私は期待するんだけどね、県庁の職員さんは。

100％やりがいがある職場で頑張っているとい

う感じで、この数字についてはちょっと説明を

してほしい。 

【井手新行政推進室長】 今回、行政経営方針を

策定するに当たりまして、県庁の組織戦略とす

る上で職員の声をしっかり聞く必要があるとい

うことで、知事部局の職員にアンケートを取ら

せていただいております。その中で、やりがい

に対する指標につきましては、やりがい、働き

がいがあると回答した職員の割合が記載の

62.8％という数字になっています。 

 一般的には、他県や、国、民間においても、

100％になっているところはないと聞いており

ますが、この数字を上げていくことが非常に重

要だと考えております。 

 今回、様々な取組を行う中で、まず職員が自

分の仕事に対して誇りを持って取り組めるよう
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な状況に持っていくために、この方針について、

しっかり実効性を持ってやっていきたいと考え

ております。 

【田中委員】 私は、県庁の職員さんは、100％

やりがいがある職場だということで頑張ってい

ただいていると理解しているんだけどね。 

 我々はそんな感覚を持ってあたっているんだ

けどもね。だから、ちょっと残念だね、この数

字はね。だから、県庁の理念を体現する職員の

育成というのが、ここにちょっと書いてあるね。

これはぜひやってほしいし、民間は民間だけど、

役所は、特に長崎県庁がそういう感覚ではちょ

っと困る。100％目指して、ぜひ頑張ってほしい

と思います。よろしく。 

 それから、時間の関係で、もう一つ基地の問

題、別に構わんとかね。一緒にね。 

 危機管理の問題で、前畑の針尾島移転、これ

はもう佐世保市のそれこそ戦後80年の課題だ。

戦後80年。この合意が実現して、配置案が出て

きた。それは、いま一歩前進だと思うけども、

その内容、20年ないし20年以上かけてやります

ということになっている。前畑の針尾島移転、

移転が完了してから、前畑の開発が始まってい

るから、そして、佐世保湾の佐世保の一番重要

などういう活性化策を出すのか、先の話だけど

も、20年はちょっと長過ぎるんじゃないの。20

年以上と書いているんだよね。これについての

感覚というか、見解をちょっと聞かせてほしい。 

【山口基地対策・国民保護課長】 前畑弾薬庫の

移転・返還に関しては、県としても佐世保港の

すみ分けの重要課題ということで要望を重ねて

まいりました。 

 8月に移転先の配置案の決定がなされたんで

すけれども、今後の流れとしては、まず、調査

設計、それと環境影響評価手続、これに約5年、

そして、公有水面の埋立て申請手続、これに約

1年、そして、ふ頭の整備であるとか、安久ノ浦

湾の埋立て、あと火薬庫の整備等の工事に、お

おむね十数年程度の工期が想定されるというこ

とで、今言われたように、完成までは少なくと

も20年程度を要するとお聞きしています。 

 やはり、事業が長期化していくと、苦渋の決

断によって、ご理解、ご協力をいただいている

地元の皆様が、同じ思いを持って、保ち続けて、

協力していくということも難しくなっていくと

いうような課題もお聞きしております。 

 やはり事業の進捗状況というのをしっかりと

市と一体となって注視をしながら、市とも連携

して、できるだけ早期の完成というのを働きか

けていければと思っています。 

【田中委員】 日米合意ができてから十四、五年

たつんだよね。日米合意が。久間先生のときだ

ったからね。日米合意できたのはね。それから、

十四、五年かけて、配置案が出てきて、それか

ら20年以上という話、これじゃ、幾ら何でも、

我々は容認できない。そんなに35年かけてやる

事業かと、その後佐世保市が再活用するのだっ

て、まだどうなるか分かんない。どうなるか分

からない。 

 日米合意というのは難しい問題かも分からん

けれども、あまりにも、私に言わせればいいか

げんだ。こんなに長期にわたってやらなきゃ、

問題解決ができないということでは、計画等々

ができない。20年、30年、先の話は。20年以上

だから30年かも分かんない。 

 そうすると、そうするとあなたたちが掴んで

る総事業費というのは、この移転の総事業費と

いうのはどのぐらいだと聞いてるんですか。 

【山口基地対策・国民保護課長】 この事業の、

これからの総事業費につきましては、まだ国の
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方に問合せをしても、今後、設計等を進めてい

くので現時点で確たる数字というのは有してい

ないというような回答をこれまでいただいてい

ます。 

【田中委員】 今まで私は、佐世保市が頑張って

ると、基地問題についてはね思ってたけど、今

や長崎県の問題として捉えてもらっている、こ

れはこれで、私も評価している。長崎県の。 

 今の知事さんが、この配置案を自分の成果と

して挙げているわけだから、それはいろいろあ

るけども、そこはもう言わないけれども、言わ

ないけれども、ならば、もうちょっと頑張って、

20年以上かかりますよという事業を、我々は本

当に市民の皆さんとかに言いづらい。 

 前畑が針尾島に移りますよと、どのぐらいか

かるんですかと、総事業費までは、市民の人は

関心ないかも分からんけど、何年ぐらいで解決

するんですかというのは関心がある。 

 一応20年以上となっていますよ、公式見解は

20年以上だよね。以上何年までということもな

い、20年以上かかる。これについては、ぜひ県

の責任で、詰めてほしい。国と。 

 佐世保市は、やっぱり言いづらいところもあ

るのよ、はっきり言って。 

 なぜなら、あとの活用をしたいがためにやっ

てるわけだから。いろいろ市民が、弊害があっ

てやっているわけじゃない。佐世保市の大きな

平和産業港湾都市としてやる以上は、前畑のラ

インは、民間活用したいと、佐世保市の要望で

やっているんだ。地元要望じゃないんだ、我々

針尾島の。佐世保市の要望を容認しているだけ

の話で、だから、そこら辺は、ぜひお願いした

いと思うし、もう一つ、はっきりしてほしいの

は、工事用の道路が必要なのよ。あそこの安久

ノ浦の湾を埋め立てるのには、工事用道路、そ

れはもうぜひ必要なんだ。それがなければやれ

ない。 

 だから、工事用道路は早くできなければ、実

際の工事もできない。この工事用道路の土地も

まだ解決してないし、まだラインもはっきり決

まってない。決まってないことばっかりだ。ぜ

ひ、県の責任で、工事用道路については、早急

にやってもらわなければいかん。 

 加えて、あの配置図を見ると、工事用道路は、

一応射撃場のあそこら辺国有地を使って入るよ

うな話になっている。土地は、ある程度解決す

ると思うから、全部じゃないからね。工事用道

路の半分ぐらいは、射撃場の用地を通るわけだ

から。 

 もう一つの入り口として、宮ノ浦の市道があ

る。宮ノ浦の市道、市道宮ノ浦線というのかね。

まあ、1キロもないよね。延長にしたってね。 

 これは市道で、大体5メートルという感覚だよ。

市道、整備されて5メートル、しかし、民間の都

市計画にしたって、9メートル道路が必要なんで

すよ。民間の都市計画上の開発行為にしたって、

9メートルの道路。それに、いろいろなダンプカ

ー的なものが入り込むとすれば、歩道だって必

要だ。集落があるわけだから。宮ノ浦という集

落が50戸ぐらいかも分からんけれどもね。 

 だからそういう意味からも、この道路だけは、

やっぱり先行してやってもらわなきゃ、先行し

て道路だけはね。ぜひ、これはお願いしておき

たいと思う。 

 もう1点、防衛の周辺整備の法律というのがあ

って、我々も市議の時代は、相当頑張って、私

自身は有福、田ノ頭道路が25億円かかったから、

あれを入れれば50億円ぐらいの事業をしてきた

けどね。私の市議時代ね。周辺整備の方です。 

 そういう20年間工事をやる間に、やっぱ民生
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安定、地域の民生安定という観念から、やっぱ

成功して、この採択をしてやってほしい。 

 私は、今のところ佐世保市に要望出そうと思

っているけども、県もやれるんだから、やろう

と思えば、県も。この周辺整備の法律使ってで

も、やれるんですよ、県は。やっている経緯が

ある、今までもね。大野原演習場もしかり、そ

れから、俵ヶ浦道路もしかり、やっている経緯

があるから、県がやってる。 

 だからぜひ、市が50か所ぐらいあるとすれば、

ね。1割ぐらいの四、五か所ぐらい県が応分の負

担出してやりますよと、普通の事業よりも、補

助率が低いから、若干助かるのよね。行政も助

かる。 

 だから、ぜひ、県も地元に対しての誠意を示

してほしい。だから、周辺整備の法律、民生安

定、そういう意味からの市道の改良と弾薬庫周

辺の市道の改良等は、県がやると思うんだけど、

もう少し広げて、針尾島という行政体の針尾支

所、江上支所からの要望等々についての問題も

あるんで、ぜひ、市と合議をしながら、県も二、

三か所はやらせてもらえますよというような姿

勢で、やってほしいと要望をしておきたいと思

います。 

 それから、最後に、早岐射撃場の屋内化とい

うことで、事業が進んでいるという評価はして

います。 

 しかし、23万坪あるんだよ。屋内でやって、

1万坪ぐらいだろう、最大。あと20万坪はどうす

るのと、言いたいわけ。 

 今まで、屋外であったから、影響があって、

相当な面積が必要だったかも。しかし、23万坪

の土地を1万坪ぐらいに利用して、あとはそのま

まにしておくと。今までずっと23万坪使ってき

てはいるんだけどもさ、やっぱり知恵を働かせ

てほしいなと。 

 それから、もう射撃訓練止めています。実態

として、地元はやめている。何年間止めるのか

は、まだはっきりしないけど、しばらくの間は

止めますと。どこかでやっているわけだ。どこ

でやっているのかというのを知りたい。それが

できるならば、あそこに造る必要もないんでね、

逆に言わせてもらうとね。 

 そこら辺で、前畑の針尾島移転に対する質問、

それから、早岐射撃場の問題、23万坪の考え方

みたいなところで整理して、ちょっとお願いを

したい。これ議事録に残るんで、ぜひはっきり

しておきたいと思います。よろしくどうぞ。 

【山口基地対策・国民保護課長】 まず、前畑の

弾薬庫の移転・返還に関して、地元の方から市

の方に様々な地域振興の要望が提出されている

ということは承知をしております。 

 県としては、市の考えというものを、今後も

確認した上で、県が連携できる部分については、

連携してまいりたいと考えています。 

 そして、早岐射撃場の残地の件についてご質

問をいただきました。 

 早岐射撃場の覆道式化、屋内化については、

国の方で、既存の25メートル射場と300メートル

の射場を集約した上で、覆道式の射撃場を整備

する予定ということで聞いています。 

 それに先立って必要となる土壌汚染の調査、

これが令和7年度、今年度実施をされていると聞

いています。 

 そうした上で、その残地といいますか、覆道

式射撃場の整備後についても、その射撃場以外

の土地を含む早岐射撃場の土地全体を、防衛省

としては、教育訓練等で利用する予定と聞いて

います。 

 それと、もう1点ご質問いただいたのが、今じ
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ゃあその訓練を中止しているけれども、どこで

訓練を実施されているかということにつきまし

ては、私どもがお聞きしているのは、例えば、

大村であるとか、あと海自の崎辺でありますと

か、そのほか、あと熊本とか大分とか、こうい

ったところに出向して射撃訓練を現在はなされ

ていると聞いています。 

 県としましては、まず、市と一体となって、

この要望している覆道式化の早期実現、これに

向けて、全力で取り組んでいきたいと考えてい

ます。 

【鵜瀬委員長】 田中委員、最後短くお願いしま

す。 

【田中委員】 何て言うかな、射撃場のよそでや

っている、この期間がはっきりしない。1年ぐら

いならまあいいけども、どうもそんな感じじゃ

なさそうだ。四、五年ぐらいはというような感

覚で見るなら、それはもうそこでやらなくたっ

てできるのという感覚に、地元としてはなりや

すいということだけは言わせてもらおうと思っ

ています。 

 もう一つ、この施設、弾薬庫にしたって、射

撃場にしたって、もう半永久的な施設になると

思う。半永久的な。日米安保がある限り。射撃

場はこれは陸上自衛隊の射撃場やけどね。 

 そういうときに、地元としては、基地として

の問題を、少し整理してほしい。土地の境界だ

って、分かってるんだろうけども、やっぱりい

ろいろな問題があるし、十人十色だろうけど、

今も地代でずっともらっている人たちもいるは

ずだ。沖縄じゃないけど。地代、土地代で。そ

こら辺もやっぱり整理すべきだという感じがし

ます。 

 例を挙げれば、針尾の米軍住宅にしたって、

約2万坪ぐらいの空き地は、ここ40年ぐらい使っ

てないような、2万坪ぐらい土地がある。奥の方

の土地も、あれは借地になっている。米軍住宅

の方ね。私は立ち会ったからよく知っている。 

 ぜひそういうもろもろの問題を、この際、整

理をしてほしいということを申し述べて終わり

ます。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問ありませんか。 

【川崎委員】 複数の委員の方が、行政経営方針

についてお尋ねされております。重複するかも

分かりませんけど、確認をさせていただきたい

と思います。 

 本当、経営という言葉が、非常に印象に残っ

ているところでありますが、今定義とすると、

「行政の運営を『経営』と捉え、県庁が有する

経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報・時間）を

最大限に活用しながら、長崎県総合計画をはじ

めとする各種計画等に掲げる目標を達成し、成

果を創出すること」というふうに述べられてお

ります。 

 やっぱりこの「行政経営」というのが、正直

あんまり聞きなじみがない言葉でありまして、

あえて挙げて取り組むとされておられるわけで

すが、どういった視点で挑もうとされているの

か、お尋ねいたします。 

【井手新行政推進室長】 県におきましては、こ

れまでもコスト意識や稼ぐ視点といったところ

で、経営を意識した行政運営に取り組んできた

ところです。 

 昨今の様々な環境変化の中で、この経営視点

をさらにしっかりと組織全体で共有しながら、

戦略的に資源を投入していく必要があると感じ

ているところです。 

 そのため、先ほど委員からご指摘がございま

した5つの経営資源であるヒト・モノ・カネ・情

報・時間、これらの資源をうまく使いながら、
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いかに成果を上げていくのかを意識しこの方針

を作っております。 

 具体的には、県庁が目指す姿をビジョンとし

て、3つ柱でお示ししておりますが、その柱それ

ぞれに5年後にどういう形に持っていきたいか

ということを意識しながら、それぞれの資源を

どう投入するかということを、経営資源ごとに

部会をつくりまして、議論を深めているところ

です。 

 そうすることにより、このビジョンを確実に

達成していくということを、県庁全体で意識し

ながら、先ほど申し上げました総合計画を下支

えするような県政運営を進めてまいりたいと考

え、今回のこの行政経営方針という名称と合わ

せまして、内容を構築しているところです。 

【川崎委員】 ちょっと少し個別に伺います。 

 資料の9ページに「戦略的な人材確保と柔軟な

組織体制の構築」という項目があります。 

 「高度な専門性や実務経験を持つ外部人材の

柔軟な登用により、組織の多様性と対応力を高

め、将来の組織構成を意識した戦略的な人材確

保や組織の在り方について検討」という、なか

なかさっとこう入ってこないというところがあ

るんです。 

 「『人』の面から県庁を支える基盤を整え、

時代の変化に対応できる持続可能な行政経営の

実現を目指す」と、本当に、ヒト・モノ・カネ・

情報・時間の中で、人が一番大事なところであ

りますが、どんな組織としていこうとされてい

るのか、もう少し具体的なイメージをお伝えい

ただければと思います。 

【井手新行政推進室長】 組織につきましては、

社会情勢の変化、また政策課題に迅速かつ的確

に対応するという視点を持ちまして、どのよう

な組織が適当か、また、必要かにつきましては、

常に検討、見直しを図ってきているところです。 

 昨今の様々な行政課題に対応していく中で、

1つの部局では解決ができないもの、また、県庁

の中にいる人材だけでは解決できないものなど、

様々な課題が生じてきているところです。 

 もちろん組織改正につきましては必要に合わ

せて行っておりますが、部局間連携をさらに進

めていくという視点で、例えば、プロジェクト

チームのさらなる活用や、兼務発令等を考えて

いるところです。 

 また、外部人材につきましても、さらに活用

をしてまいりたいと考えております。 

 また、現在の組織課題として、現在の県庁で

は、50代以上の職員が全体の4割を超えていると

いう状況です。 

 また、組織としての中核になります40代の職

員、特に40代前半の職員の層が少ないという課

題も抱えております。 

 将来の組織の在り方を考える上で、より、年

功や男女の性別に捉らわれず、能力と意欲を持

った職員の積極的な登用に努めるなど、引き続

き様々な視点から、検討を行ってまいりたいと

考えております。 

【川崎委員】 50代以上が4割というふうな構成

というふうなお話がありました。 

 先ほど、県庁を目指す方も、なかなか乏しい、

乏しいは言い過ぎかも分かりませんが、大変厳

しい状況にある中に、少し将来を見据えた形で

の登用ということについても、しっかり検討し

ていかないといけないんだろうと思っておりま

す。 

 そこで、外部人材の柔軟な登用という言葉の

フレーズもありますが、柔軟な登用ですから、

採用だとか、いろいろ委託だとかあるんだと思

うんですけど、少しこれ民間出身者の登用、そ
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ういったものも積極的に行っていこうとされて

いるのかお尋ねいたします。 

【徳永人事課長】 民間企業経験者の採用につき

ましては、民間企業経験者を対象とした職員採

用試験を平成12年度から実施しており、現在、

そういった形で採用された方の管理職への登用

も行ってきているところでございます。 

 また、平成15年度からは高度の専門性を有す

る民間人材を活用するため、任期付職員採用制

度によりまして、直接、幹部職員として採用す

るところも行ってきたところでございます。 

 このように、様々な目的やニーズに応じまし

て、民間企業出身者を、任用、登用することで、

施策の直接的な推進だけではなく、専門的知見

や民間で培った経験や知識に県職員が直接触れ、

職員の人材育成にも効果が期待できるほか、多

様な人材の活用による組織の活性化にもつなが

ると考えられますことから、引き続き、民間人

材の活用が求められる業務ポストに対して、柔

軟な登用の方を行っていきたいと考えておりま

す。 

【川崎委員】 確かに、民間と行政も、私も長く

民間におりましたけど、やっぱり議員になった

頃は、なかなかやっぱかみ合わなくて、民間の

感覚で話をすると、何でうまくかみ合わないの

かなという記憶がありまして、まさに、そうい

った意味で、社会全体を見ていくに、いろんな

人材がいて、いろんなご議論を交わしていくと

いうことは、やっぱり視野も広がっていくかと

思いますんで、ぜひ、そこは積極的に行ってい

ただきたいなと思いますが、今現在、民間出身

者の採用枠、これがあるのかお尋ねをいたしま

す。 

【徳永人事課長】 現在、人事委員会が実施しま

す採用選考試験として、社会人経験者採用選考

試験を実施しておりまして、令和6年度試験にお

いては、行政、水産、農業、土木、建築の5職種

で実施をいたしまして、8名の者を採用したとこ

ろでございます。 

 今年度につきましては、職種の方を拡大いた

しまして、計9職種で実施いたしまして、13名の

者が試験合格となったところでございます。 

 また、令和6年度からは新たにデジタル枠採用

として、民間企業におけるＩＣＴ等デジタル技

術を活用した事業の企画立案等に従事した経験

年数を持つ者に対しての選考採用試験も実施し、

2名の者を採用し、今年度も現在募集を行ってい

るところでございます。 

 引き続き、こういった採用枠での採用試験に

ついては実施してまいりたいと考えております。 

【川崎委員】 ありがとうございます。 

 民間出身でいろんな経験をされている中で、

いろんな分野で活躍をしてもらうというその視

点は確かに大事だと思うんですが、一方で高度

な専門性、さっき触れられましたけど、それは

技術とか技量、スキルを持っておられる方、こ

ういった方がやっぱりそこはやっぱり県庁が求

める部署に行って、しっかりと力を発揮してい

ただくということは、非常にいいことなんだろ

うというふうに思っているわけでありますが、

今現在、民間出身者がどの程度おられて、こう

いった経験が生かされて、業務を推進されてい

るのかお尋ねをいたします。 

【徳永人事課長】 令和7年4月現在でお答えいた

しますが、先ほど申し上げましたが、社会人経

験者採用選考試験により採用した者が82名、デ

ジタル枠で採用した者が2名、任期付制度で採用

した職員は2名でございます。 

 社会人経験者採用試験やデジタル枠で採用し

た人材の配置につきましては、民間企業での勤
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務経験やスキルを即戦力として発揮しやすい産

業分野であったり、企業誘致、文化、観光物産、

情報政策などの部門への配置を基本としながら、

各人の適性を踏まえ、適材適所の配置に努めて

いるところでございます。 

【川崎委員】 ありがとうございます。 

 次、12ページに、県有財産の効果的活用と総

量適正化というのがあります。 

 まず、県有財産の総量適正化、これはどうい

った指標で行おうとされているのかお尋ねいた

します。 

【森管財課長】 公共施設等につきましては、少

子高齢化や人口減少に伴い、現有施設を維持す

ることについての検討が必要であり、施設の利

用状況や将来推計、社会情勢の変化、市町との

連携など、その必要性を様々な視点から検討し、

安全安心、利便性、求められる機能など、県民

サービスに支障がないよう配慮した上で、施設

保有量の適正化を図る必要がございます。 

 施設の再整備に際しましては、既存施設の活

用を基本といたしますが、立地や機能、必要規

模、劣化度の観点から、適否を判断しておりま

す。 

 その際の目標といたしまして、延べ床面積50

平米の建物につきましては、令和2年度末時点の

3,040棟を上限として、それ以下に抑えることを

目標に個別施設計画に沿って、計画的かつ総合

的に施設保有量の適正化に取り組んでいるとこ

ろであり、棟数の推移は、令和6年度末で3,019

棟と段階的に減少している状況でございます。 

 今後も保有する財産から活用する財産への意

識転換を重要と捉え、施設の統合や廃止、未利

用施設の処分等を計画的に進め、引き続き、資

産の総量適正化に努めてまいりたいと思ってお

ります。 

【川崎委員】 県有財産の効果的活用についてお

尋ねいたします。 

 前の議会でも、実際どうなのかということを

確認いたしましたが、この資料によりますと、

新たなネーミングライツの導入検討ということ

が述べられております。 

 どういった範囲で行うのか、また具体的に公

募しようとするものがあるのかお尋ねいたしま

す。 

【森管財課長】 ネーミングライツの対象施設は、

県が所有する施設のうち、施設利用者数やメデ

ィアへの露出状況等を踏まえ、導入により、一

定の命名権料が見込めるものを対象としており、

個々の施設の設置目的を考慮した上で選定して

おります。 

 庁内各課へ照会の結果、導入可能性のある所

属と協議を実施いたしましたが、県民から公募

した愛称を長年使用しており、ネーミングライ

ツになじまないなどの理由で、現在は、トラン

ス・コスモススタジアム長崎の1か所のみの導入

となっております。 

 全国的には、スポーツ施設と文化施設への導

入が多くあり、ダム、公園、橋梁、歩道橋、港

湾施設等のインフラ施設に導入している他県の

事例を参考に、各部局が導入しやすい仕組みづ

くりを検討してまいりたいと考えております。 

【川崎委員】 資産の有効活用、効果的活用であ

りますので、いわゆる税収にも直結をしていく

わけでありますから、可能性を探っていってい

ただきたいなというふうに思っております。 

 いろいろ調べますと、美術館。他県では美術

館にもネーミングライツをしてるところがあり、

ただ、何とか県立何とか美術館というそこにス

トレートじゃなくて、中にあるホールとか、ホ

ールにネーミングライツ、だからその全体じゃ
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なくて部分的に、要は人がここ一番集中する、

人がたくさん見るところに、そこにネーミング

ライツというような事例も結構あるようですの

で、ぜひ、そういった部分でも、検討を行って

いただきたいと思います。 

 あと提案なんですけど、土木部が急傾斜地崩

壊対策事業ということで、斜面地を整備をして、

民地も県が取得をして、県の所有で整備する事

業がありますが、何十メートルもある壁もあっ

たりするんです。これ非常に目立つんです。 

 だから、広告媒体としての魅力があるんじゃ

ないかなと思っているんですが、ぜひそういっ

た検討ができないのかお尋ねいたします。 

【森管財課長】 急傾斜地崩壊対策工事や道路整

備等によって施工された崩壊防止施設への広告

設置に当たっては、各施設の管理について定め

た法律及び施設所在市町の屋外広告物に関する

条例や、着工時に用いた財源を整理する必要が

あると思っております。 

 また、施設の安全性の確保や、広告収入と維

持管理費の比較など、広告設置に当たっては、

慎重な検討が求められると考えております。 

 これらの課題を踏まえた上で、様々な公有財

産を経営資産と捉え、資産活用による収入増加

が図れないか、まずは関係部局に対し、照会等

を行ってまいりたいと思っております。 

【川崎委員】 副委員長も、ネーミングライツで、

そういう維持管理というところのご提案もあっ

て、ぜひそういった視点を持って、可能性にぜ

ひ探っていただきたいなと思っております。 

 次、17ページに心と体の健康づくりの推進と

いう項目があります。 

 取り組む背景として、病欠等の状況がどうな

っているのかお尋ねいたします。 

【徳永人事課長】 職員が公務外の負傷、または

疾病による療養のために勤務することができな

い場合は、病気休暇を取得することが可能なほ

か、なお、療養が必要な場合には、3年間を上限

に、当該職員を休職させるという制度がござい

ます。 

 まず、病気休暇についてですが、30日以上取

得した者は令和6年度で132名となっており、過

去5年間と比較いたしますと増加傾向にありま

す。 

 次に、病気休職者の数は、令和6年度は35名と

なっており、過去5年間と比較すると、おおむね

横ばいとなっている状況でございます。 

【川崎委員】 昨年度で170名程度、やはり病欠、

あるいは休職ということで、もう貴重な、先ほ

どの「ヒト・モノ」というところの、まさに「ヒ

ト」が欠けているということは、もう極めて残

念でならないわけでありまして、ぜひ病気にな

らないような職場環境ということが求められる

というふうに思います。 

 そこで、健康経営優良法人、この認定取得を

検討するということでございますが、長崎はチ

ャレンジをするんでしょう。これは、地方公共

団体で取得の事例があるのかお尋ねいたします。 

【岸川職員厚生課長】 健康経営優良法人の認定

制度におきましては、認定を受けて1年限りとい

うことで、継続をされずに、そのまま継続して

認定を受けるには、毎年申請をする必要がござ

います。そういう制度でございます。 

 その中で、委員のご質問にありました地方公

共団体での取得ということで、今年度、認定を

されました地方公共団体は18団体ございます。 

 その中で、都道府県としては1団体のみでござ

います。過去、令和3年度と4年度で都道府県と

してもう1団体ございますので、これまでの都道

府県の例としては、2団体の例がございます。 
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【川崎委員】 非常にハードルが高いのかも分か

りませんが、ぜひ先ほどの病欠、あるいは休職

の方、こういった方々たちが、もうあまりに出

ないような感じで、管理をしていただいて、ぜ

ひこの認定取得できるようにお取り組みいただ

きたいと思います。 

 最後、危機管理部にお尋ねいたします。 

 長崎県国土強靱化地域計画の改訂で、施策分

野ごとの推進方針とありますが、避難所環境を

向上すべく、トイレの確保や官民連携による温

かい食事の提供について、こういったところは

記載があるんですけれども、宿泊環境の向上に

ついては触れておられません。避難所における

集団生活で体調を崩す方がいらっしゃる中、各

地ではプライベーションが確保されたトレーラ

ーハウス、こういった採用も進んでいるようで

ございます。ぜひこちらも、官民連携で取り組

むべきではないかと思いますが、見解を伺いま

す。 

【飛永防災企画課長】 トレーラーハウスについ

ては、他の県と協定を締結している団体と連絡

を取ったところでございますが、団体に参加さ

れている事業者には、九州にある事業者が少な

かったことから、現段階ではそれ以上は進んで

いないという状況にございます。 

 6月1日から災害時に、トイレカーやキッチン

カーなどの災害対応車両について、被災地に迅

速に提供する国の災害対応車両登録制度が始ま

っておりますので、この登録状況なども見なが

ら、協定締結の必要性について、検討してまい

りたいと思います。 

【川崎委員】 よろしくお願いいたします。 

 避難所の環境向上は、急がれると思います。

やはり、日頃生活をしている家とは違うところ

でありますので、そういった皆様が体調崩さな

いようにご配慮いただきたいと思っております。 

 イタリアでは、整備時間を法制化をして、被

災者に寄り添っておられます。一般質問でも申

し上げたことがありますが、48時間トイレ、キ

ッチン、ベッド、宿泊、そういった環境をしっ

かりと整備をするというのがイタリアの取組で

ありました。ぜひ、この時間的な仕様もしっか

りと目標として明示をすべきではないかと思い

ますが見解を求めます。 

【飛永防災企画課長】 この長崎県国土強靱化計

画におきましては、避難所の環境向上について

定めをいたしてございまして、23ページの中ほ

どということになりますけども、文言といたし

ましては、避難所開設訓練の実施を支援すると

ともに、想定する最大の避難者をスフィア基準

に沿って避難所に収容できるよう、市町におけ

る施設の確保を支援するという記載をいたして

ございます。 

 また、国が定めました避難生活における良好

な生活環境の確保に向けた取組方針におきまし

ては、スフィア基準ですとか、イタリアなどの

外国の取組も踏まえて作成をされておりまして、

避難所の開設時にはスフィア基準3.5メートル

の居住スペースを確保し、時間経過に沿って、

トイレ整備なども充実させることというような

記載となってございますので、これを踏まえま

した避難所の生活環境の向上に努めてまいりた

いと思ってございます。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中尾総務部長】 申し訳ございません。 

 1点先ほどの部長報告の中での訂正をお願い

したいと存じます。 

 長崎ゆかりの交流会におきまして、講演会を

開催したという旨を申し上げた際に、長崎県産



令和７年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１２日） 

- 116 - 

業振興アドバイザーの方のお名前を片江田舞子

様と申し上げたんですけれども、正確には片田

江舞子様でございました。読み間違えたことを

おわび申し上げますとともに、ご本人の方にも

名前を間違えましたことを深くおわび申し上げ

る次第でございます。大変失礼いたしました。

申し訳ございません。 

【鵜瀬委員長】 ほかに質問がないようですので、

秘書・広報戦略部、総務部及び危機管理部関係

の審査結果について整理したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時２２分 休憩 ― 

― 午後 ２時２２分 再開 ― 
 

【鵜瀬委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、秘書・広報戦略部、総務

部及び危機管理部関係の審査を終了いたします。 

 引き続き、委員間討議を行います。 

 理事者退席のため、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時２２分 休憩 ― 

― 午後 ２時２４分 再開 ― 
 

【鵜瀬委員長】 委員会を再開いたします。 

 閉会中の委員会活動について協議したいと思

いますので、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時２４分 休憩 ― 

― 午後 ２時２５分 再開 ― 
 

【鵜瀬委員長】 委員会を再開いたします。 

 閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬委員長】 それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。 

 なお、委員改選前の定例会における委員会は、

本日が最後となりますので、閉会に当たり、理

事者の出席を求めております。 

 理事者入室のため、しばらく休憩いたします。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時２５分 休憩 ― 

― 午後 ２時２６分 再開 ― 
 

【鵜瀬委員長】 委員会を再開いたします。 

 委員改選前の定例会における委員会は、これ

で最後となりますので、閉会に当たりまして、

一言ご挨拶を申し上げます。 

 本年2月から総務委員会の委員長を仰せつか

りまして、今日まで委員会審査及び現地調査な

どを実施してまいりました。 

 この間、大久保副委員長をはじめ、各委員の

皆様には、ご助言、ご協力を賜り、また、理事

者の皆様方には誠意あるご対応をいただきまし

た。おかげさまをもちまして、総務委員長とし

ての重責を果たすことができましたことを、こ

の場をお借りして心からお礼を申し上げます。 

 さて、本年の動きを振り返ってみますと、な

がさきピース文化祭2025やポケモンＧＯワイル

ドエリア長崎の開催、そして、西九州新幹線は

開業3周年を迎え、地域経済の活性化に寄与する

明るいニュースがあった一方で、エネルギー、

食料品価格等の物価高騰は依然として続いてお

り、いまだ県民生活や経済活動への様々な影響

が生じている状況にあります。 

 こうした中、本委員会の審査においては、新

たな総合計画 みんなの未来図2030の策定、交通

安全やニセ電話詐欺対策、ながさきブランディ

ング情報発信戦略の策定「みなが咲き、ながさ

き。」、有人国境離島法の改正延長に向けた取

組、ＵＩターンの促進、九州新幹線西九州ルー

ト、沖縄県先島諸島からの避難住民の受入れな
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どについて熱心な論議が交わされました。 

 特に今年度は、現総合計画の最終年度でもあ

り、計画に掲げられている目標達成の実現に向

けた集大成の年度でもありました。 

 新たな総合計画については、各産業分野の活

性化により、県民所得が向上し、全ての世代が

健康で安全安心に暮らせる社会環境を作り出し、

県民一人一人が主体となった新しい長崎県の実

現に向けて、理事者見解及び関係団体等が一体

となって、取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

 最後になりますが、県政の今後のますますの

ご発展と、委員の皆様及び理事者の皆様のさら

なるご健勝、ご活躍を心からご祈念申し上げま

して、私からのご挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。 

 次に、理事者を代表して、総務部長よりご挨

拶を受けることといたします。 

【中尾総務部長】 閉会に当たりまして、総務委

員会所属の各部局を代表いたしまして、御礼の

ご挨拶を申し上げます。 

 鵜瀬委員長、大久保副委員長、それから各委

員の皆様方におかれましては、多くの部局が属

する総務委員会において、幅広い分野にわたり、

終始熱心にご議論、ご審議をいただき、また、

大変貴重なご意見、ご提言を賜りましたことに

対しまして、厚く御礼を申し上げます。 

 この間、「長崎県総合計画みんなの未来図2030

（案）」、「ドローンの社会実装等の推進」、

「ながさきブランディング・情報発信戦略」、

「ＵＩターンの促進」、「国境離島地域の振興」、

「島原鉄道の今後の方向性」、「九州新幹線西

九州ルート」、「ニセ電話詐欺被害防止対策」、

「サイバー犯罪被害防止対策」などについて、

熱心にご議論をいただきました。 

 長崎県総合計画みんなの未来図2030（案）に

つきましては、基本理念に掲げた「ながさきの

誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来を

ひらく」の実現に向け、「こども」、「くらし」、

「しごと」、「にぎわい」、「まち」の5つの柱

の下、県民の皆様や市町、関係団体等と連携し

ながら、地域社会の基盤となる経済の活性化に

向けた力強い産業の実現や、稼ぐ意識、力の底

上げに加え、将来を担う子どもたちの能力と可

能性を高めるとともに、全ての世代が健康で安

全安心に暮らせる社会環境づくりに関する様々

な施策を積極的に推進してまいります。 

 また、ながさきブランディング・情報発信戦

略につきましては、本年9月、国内のみならず世

界に存在感を示す、選ばれる「新しい長崎県」

の実現を目指し、本県の相対的なイメージ向上

につなげるためのブランディング及び情報発信

の戦略を策定いたしました。 

 県民の皆様が、ふるさとを誇りに持ち、将来

に希望を抱けるよう、長崎県のブランドの考え

方をしっかりとお伝えし、引き続き、市町や民

間関係団体の皆様と一体となって、ブランディ

ングの取組を進めてまいります。 

 西九州新幹線（長崎－武雄温泉間）につきま

しては、令和4年9月の開業以来、3年間で累計約

758万人の方々にご利用いただいており、3年目

の利用者の数は、1日平均で約7,200人と、前年

を上回る水準で推移しております。 

 引き続き、市町や関係団体としっかり連携し

ながら、新幹線効果の波及拡大を図ってまいり

ます。 

 九州新幹線西九州ルート（新鳥栖－武雄温泉

間）の整備につきましては、去る8月19日に開催

された、佐賀県知事とＪＲ九州古宮社長と大石

知事の三者の意見交換を契機としまして、関係
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者の動きが活性化しているところでございます。 

 特に、本年9月には、大石知事が首相官邸を訪

問し、当時の石破総理に対して、全線フル規格

による整備の必要性を直接訴えてまいりました。 

 県といたしましては、引き続き、政府・与党

への議論の進展を働きかけるとともに、関係者

との意見交換を重ねるなど、全線フル規格によ

る整備の実現に向けて力を注いでまいります。 

 このほかにも課題は山積してございますが、

本委員会において承りました貴重なご意見、ご

提言を今後の施策に生かしながら、県民の皆様

に具体的な成果をお示しできるよう、職員一丸

となって取り組んでまいります。 

 最後になりますが、委員の皆様方におかれま

しては、ますますのご健勝、ご活躍を祈念させ

ていただきますとともに、簡単ではございます

が、お礼のご挨拶とさせていただきたいと存じ

ます。 

 これまでご指導、ご鞭撻、貴重なご意見を賜

りましたことに改めて御礼申し上げます。本当

にありがとうございました。 

【鵜瀬委員長】 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、総務委員会及び予算決算

委員会総務分科会を閉会いたします。 

 大変お疲れさまでした。 
  

― 午後 ２時３４分 閉会 ― 
 

 



１２月１９日

（追加上程予算議案審査）
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和７年１２月１９日 

自  午前１０時 ７分 

至  午前１０時４３分 

於  委 員 会 室 １ 
 
 

２、出席委員の氏名 

鵜瀬 和博 分 科 会 長 

大久保堅太 副 会 長 

田中 愛国 委 員 

徳永 達也  〃   

山田 朋子  〃   

川崎 祥司  〃   

山本 由夫  〃   

宅島 寿一  〃   

堤  典子  〃   

中村 俊介  〃   
 

 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し 
 

 
 

５、県側出席者の氏名 

早稲田智仁 企 画 部 長 

川端 博子 企 画 部 次 長 

内田 正樹 政 策 企 画 課 長 

川瀬 泰介 
政策企画課企画監 
（総合計画・総合戦略担当）  

 
 

今冨 洋祐 危 機 管 理 部 長 

坂木 勇夫 危機管理対策監 

松尾 健自 消 防 保 安 室 長 

 

 

渡辺 大祐 地 域 振 興 部 長 

南澤 佑典 
地域振興部次長兼 
交 通 政 策 課 長 

萩田 勝則 土 地 対 策 室 長 

 
 

中尾 正英 総 務 部 長 

猿渡 圭子 総 務 部 次 長 

髙橋  圭 財 政 課 長 

 
 

６、審査事件の件名 

〇総務分科会 

第136号議案 

 令和7年度長崎県一般会計補正予算（第7

号）（関係分） 
 
 

７、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ７分 開会 ― 
 

【鵜瀬分科会長】 おはようございます。ただい

まから、予算決算委員会総務分科会を開会いた

します。 

 それでは、これにより議事に入ります。 

 本日上程されました予算議案につきましては、

予算決算委員会に付託されておりますので、予

算議案の関係部分を総務分科会において審査す

ることとなっております。 

 本分科会として審査いたします議案は、第136

号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算（第

7号）」のうち関係部分であります。 

 次に、審査順序につきましては、総務部長が

文教厚生分科会の審査に出席する必要があるこ

とから、先に企画部、危機管理部、地域振興部

関係の審査を行い、終了後、総務部関係の審査

を行うこととしたいと存じますので、ご了承を
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お願いいたします。 

 なお、理事者の出席につきましては、付託議

案に関係する範囲とし、サイドブックスに掲載

しております配席表のとおり決定したいと存じ

ますので、ご了承をお願いいたします。 

 また、本日審査する議案は、国の強い経済を

実現する総合経済対策に伴うものであり、本日

の予算決算委員会及び本会議において審議する

こととなっておりますので、ご協力をお願いい

たします。 

 それでは、これより企画部、危機管理部、地

域振興部関係の審査を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 企画部長より予算議案の説明を求めます。 

【早稲田企画部長】 おはようございます。 

 企画部関係の議案について、ご説明いたしま

す。 

 予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

をお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第136号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第7号）」のうち関係部分であります。 

 今回の補正予算は、歳入予算で55億2,218万円

の増となっております。今回の補正予算は、国

において決定された「「強い経済」を実現する

総合経済対策」に沿った国の補正予算に適切に

対処するため、必要な予算を追加しようとする

ものであり、他部局で歳出予算を計上しており

ます物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

を活用した事業に対応して、政策企画課におい

て、歳入予算を計上するものであります。 

 なお、その内訳については、別紙の補足説明

資料、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金充当事業一覧」のとおりであります。 

 以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

申し上げます。 

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございました。 

 次に、危機管理部長より、予算議案の説明を

求めます。 

【今冨危機管理部長】 おはようございます。 

 危機管理部関係の議案についてご説明いたし

ます。 

 危機管理部の予算決算委員会総務分科会関係

議案説明資料の2ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第136号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第7号）」のうち関係部分であります。 

 今回の補正予算は、国において決定された強

い経済を実現する総合経済対策に沿った国の補

正予算に適切に対処するため、必要な予算を追

加しようとするものであり、歳出予算で防災費

4億189万9,000円の増を計上いたしております。 

 これはLPガス一般消費者料金高騰対策支援事

業費で、LPガス料金上昇の影響を受ける県内一

般消費者の負担軽減を図るため、LPガス販売事

業者が行う使用料金の値引きを支援する経費を

計上いたしております。 

 次に、繰越明許費についてご説明いたします。 

 LPガス一般消費者料金高騰対策支援事業は、

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

を活用し、経済対策補正により実施する事業で

あり、年度内に適正な事業期間を確保できない

ため、公債費4億189万9,000円について、繰越明

許費を設定しようとするものであります。 

 以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願いいたします。 

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございました。 

 次に、地域振興部長より予算議案の説明を求
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めます。 

【渡辺地域振興部長】 おはようございます。 

 地域振興部関係の議案についてご説明いたし

ます。 

 地域振興部の予算決算委員会総務分科会関係

議案説明資料2ページをお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第136号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第7号）」のうち関係部分であります。 

 今回の補正予算は、国において決定された強

い経済を実現する総合経済対策に沿った国の補

正予算に適切に対処するため、必要な予算を追

加しようとするものであります。 

 歳入予算は4億4,411万円の増、歳出予算は11

億947万6,000円の増となっております。 

 歳入予算の内容は、地籍調査費負担金であり

ます。 

 歳出予算の内容は、災害時の迅速な復旧等に

資するため、土砂災害特別警戒区域等を含む地

域において、長崎市など県内7市が実施する地籍

調査事業に対する補助金の増と、燃料費等の価

格高騰による経費増の影響を受けている公共交

通事業者及び貨物運送事業者への支援に要する

経費の増を計上いたしております。 

 次に、繰越明許費について。 

 地籍調査に要する経費の補助金でありますが、

国からの追加予算の内示が12月中旬となり、年

度内に適正な事業期間を確保できないことから、

6億6,616万5,000円について、繰越明許費を設定

しようとするものであります。 

 以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願い申し上げます。 

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございました。 

 次に、消防保安室長より補足説明を求めます。

【松尾消防保安室長】 危機管理部の分科会補足

説明資料をお開きください。 

 LPガス一般消費者料金高騰支援事業について

ご説明申し上げます。 

 補正予算額は4億189万9,000円で、全額国庫交

付金を活用することとしております。 

 1の背景ですが、(1)都市ガスを使用している

一般消費者については、国が都市ガス事業者を

通じて値引きの支援が行われますが、県内世帯

約半数を占めるLPガスについては国の支援の対

象となっておりません。 

 （2）LPガスにつきましては、地域の実情に応

じて臨時交付金を活用することにより、地方公

共団体において措置することが推奨されており

ます。 

 （3）県内約28万世帯で使用されているLPガス

の一般消費者の負担を軽減するために、実施す

る事業となります。 

 次に、2の概要ですが、LPガスを使用している

県内一般消費者に対し、その価格上昇分の一部

をLPガス販売事業者を通じて支援する事業でご

ざいます。 

 国が値引きを行っている都市ガスの値引き率

に準じた金額を支援する事業となります。 

 具体的な事業内容としては3に記載している

ところですが、(1)支援対象は県内LPガス利用世

帯約28万世帯としております。 

 （2）支援単価ですが、1世帯1,200円の定額と

しております。 

 1,200円といたしました根拠でございますが、

点線の四角囲みの中に記載のとおり、標準世帯

におけるLPガスの過去4年間の価格上昇額が

1,054円となっており、これに国の都市ガスの支

援の推計した補助率37.7％を乗じた額が400円

となります。 
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 この400円の3か月相当ということで1,200円

としたところです。 

 3か月の考え方ですが、今回の国の都市ガスの

支援が令和8年1月から3月の3か月分と同じ期間

としております。 

 次に、3の支援総額ですが、本事業の支援対象

世帯が28万世帯であるため、2の支援単価1,200

円を掛けますと、3億3,600万円となります。 

 また、値引き実施に伴うLPガス販売事業者の

手数料として、6,030万円を計上いたしておりま

す。これは、1事業者につき3万円の定額に加え、

値引きを実施した世帯1件当たり180円を手間賃

としてお支払いするものです。 

 また、本事業は県直営で実施するため、会計

年度任用職員を雇用するなどの費用として、そ

の他事務費559万9,000円も計上しております。 

 次に、（4）支援方法でございますが、県内LP

ガス販売事業者に、一般消費者のLPガス料金か

ら1,200円を値引きしていただき、当該額をLPガ

ス販売事業者に補助することとしております。 

 参考として、四角囲みの中に支援手続の流れ

を記載しておりますが、これまでの事業の支援

手続の流れと変更はありません。 

 最後に、一番下ですが、（5）のスケジュール

ですが、議決後速やかにLPガス販売事業者へ事

業開始の周知を行った後、料金の値引きと支援

金の支払いを実施する予定です。 

 なお、LPガス販売事業者の本事業へ参加しや

すいようにするために、料金の値引きを実施で

きる時間を長めに取り、7月までとすることとし

ております。 

 消防保安室関係は以上でございます。よろし

くご審議を賜りますようお願いいたします。 

【鵜瀬分科会長】 はい、ありがとうございます。 

 次に、土地対策室長より補足説明を求めます。

【萩田土地対策室長】 私から補正予算のうち土

地対策費についてご説明をさせていただきます。 

 資料は、補足説明資料土地対策室の事業説明

書をご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いしておりますのは、土

地対策費の地籍調査費であります。 

 国の総合経済対策において、地籍調査事業が

三つの柱のうち、危機管理投資、成長投資によ

る強い経済の実現に位置づけられ、災害後の円

滑な復旧・復興を確保するための事業として盛

り込まれたことから、国の補正予算を活用し、

県内の地籍調査事業の推進を図ろうとするもの

であります。 

 具体的には、4の事業概要等に記載をしており

ますが、現在、地籍調査事業を実施している10

市に対し、令和8年度の事業計画を含めたヒアリ

ングを行い、そのうち、事業の前倒しが可能な

実施箇所について、国に対して要望を上げてい

た結果、今回、土砂災害特別警戒区域などを中

心に、そこに記載をしております長崎市など7市

に対して補助金の内示があったことから、補助

金としての6億6,616万5,000円を補正予算とし

て要求させていただいておるところです。 

 また、国からの補助金の内示が、資料には17

日予定というふうに記載をしておりますけども、

16日付で内示があり、今年度内に適切な事業期

間を確保できないことから、あわせて繰越明許

費の設定についてもご承認をお願いしたいと思

います。 

 なお、最後に参考として記載しておりますけ

ども、現在の進捗状況といたしましては、令和

7年度末の進捗見込みとしては70％であります

けども、今回の補正予算も活用しながら、さら

なる推進、加速化を図り、災害復旧・復興の迅

速化や公共事業等の社会資本整備の基盤づくり
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などにつなげてまいりたいと考えております。 

 以上で、土地対策室からの補足説明を終わら

せていただきます。よろしくご審議のほどお願

いいたします。 

【鵜瀬分科会長】 ありがとうございます。 

 次に、地域振興部次長兼交通政策課長より補

足説明を求めます。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 それで

は、私より物価高騰に係る交通事業者、貨物運

送事業者に対する支援についてご説明いたしま

す。 

 補足説明資料をご覧願います。 

 県内の交通事業者及び貨物運送事業者は地域

住民の移動手段、生活物資の輸送など大変重要

な役割を担っておりますが、燃料価格等の高止

まりの状況が続いており、各事業者の経営は依

然として厳しい状況にございます。 

 燃料費等の高騰に係る交通事業者等への支援

につきましては、昨年度も実施いたしましたが、

今後も引き続き事業を継続し、地域住民の移動

手段、生活物資の輸送などの役割を果たしても

らうため、今回、二つの事業を補正予算案に計

上しております。 

 事業の概要でございますが、まず、左側に記

載をしております公共交通事業継続緊急支援費

になります。燃料価格等の高騰の影響を受けて

いる公共交通事業者の事業継続のための支援と

して、各事業者の使用する車両数等に応じた支

援金を交付することとし、予算額は2億6,244万

8,000円を計上しております。 

 次に、右側に記載をしております貨物運送事

業継続緊急支援費になります。 

 燃料価格高騰の影響を受けている貨物自動車

車運送事業者等及び本土から離島へ生活部物資

を輸送する貨物航路事業者の事業継続のための

支援として、各貨物運送事業者が使用する車両

数または船舶数に応じた支援金を交付すること

とし、予算額は1億8,086万3,000円を計上してお

ります。 

 なお、交通・貨物事業者に対する支援単価は

燃料価格高騰による影響額をベースに、運賃値

上げ等による価格転嫁の動きなどを考慮した上

で設定をしております。 

 また、今回の支援に係る財源については、国

の重点支援地方交付金を活用することとしてお

ります。 

 以上、ご審議を賜りますようお願いいたしま

す。 

【鵜瀬分科会長】 はい。ありがとうございます。 

 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

【宅島委員】 企画部のですね、企画部はまとめ

られてる部署で55億ほどですね、計上をされて

おります。この中でですね、経営支援課の担当

であるんですが、長崎消費拡大地元企業応援事

業費として27億円計上されておりますけども、

直接の担当ではないですけども、きちっと産業

労働部と打合せをされていると思いますので、

この中身を教えてください。 

【髙橋財政課長】 歳出に関わる部分ですので、

財政課の方からお答えをさせていただきたいと

思います。 

 長崎消費拡大地元企業応援事業費につきまし

てはいわゆるプレミアム商品券等の発行を市町

が行うことに対して、県も上乗せして補助を行

うものでございまして、昨年度も同様の経済対

策を打たせていただいたものでございます。 

 具体的には市町が発行いたします商品券等の

プレミアム部分に対しまして、その経費の2分の
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1の補助を行うものであります。また、事務費に

つきましてもキャッシュレス化推進の観点から、

デジタル発行割合が5割以上となるような実施

計画の申請をされた市町に対して、事務費につ

いても2分の1の支援を行うものでございます。 

【宅島委員】 プレミアム商品券はですね、それ

ぞれ基礎自治体も発行する券だと思うんですけ

ども、主にプレミアム率っていうのは何％ぐら

いになっていますか。 

【髙橋財政課長】 プレミアム率につきましては

市町ごとにそれぞれでご判断をいただくことと

しておりますけれども、そのうち、県としては

その所要額について2分の1を支援するというふ

うに考えてございます。 

【宅島委員】 あとですね、酒米の物価高騰支援

で計上されております、酒米が3,900万ですかね。

3,900万、これ、県内にある日本酒の蔵、そして

また焼酎の蔵ですね、製造業者の方々が本当に

お困りになって、要望に来られてこういう結果

になってると思うんですけども、この金額でで

すね、どの程度の蔵ごとの平均値というか、ど

のくらいの支援になるのか教えてください。 

【髙橋財政課長】 酒米の価格高騰緊急支援事業

費についてのお尋ねでございます。 

 こちらにつきましては、まず考え方としてで

すね、令和6年の酒米と令和7年の酒米、この価

格の高騰率というものを確認しておりまして、

その価格高騰分の2分の1を県から支援すること

としております。 

 想定している酒蔵の支援対象数につきまして

は10酒蔵程度を考えておりまして、個別の酒蔵

ごとにですね、支援する額っていうのはそれぞ

れの実績だったりとかに応じて変わってくると

ころはございますけれども、合計して3,900万円

の予算を計上させていただいてるところでござ

います。 

【鵜瀬分科会長】 ほかに質疑ございませんか。 

【川崎委員】 おはようございます。まず、地域

振興部物価高騰に係る交通事業者、貨物運送事

業者に対する支援についてお尋ねいたします。 

 先ほど説明がありましたが、この制度設計に

おきまして、各バス・トラック・タクシー・船、

多岐にわたって支援体制、これ、単価を出され

る根拠についてお尋ねいたします。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】単価に

つきましては、主要な事業者に対してまず調査

を行った上で、令和7年度8月から10月までの3か

月間の平均価格と、まず、令和元年から令和3年

までの平均価格の単価の差の部分の4分の1、そ

れと、昨年度と同様に、8月から10月までの3か

月の平均単価と、令和元年から令和3年までの平

均単価の差の4分の1、この二つを比較し、その

うち低い方を採用いたしまして、結果としては

昨年度の支援単価で算出した年間影響額の4分

の1を採用しております。 

【川崎委員】 ちょっと次、スケジュールについ

てお尋ねいたしますが、国の重点支援地方交付

金を活用されていると思いますが、今か今かと

待ってたところでありまして、本当にですね、

早く国会でも決めていただいて、県議会でもで

すね、もう開会日にも先議でもやるぐらいので

すね、効果を早く発現をしていただきたい、そ

う言うふうに思ってたところであります。 

 本日、確実にですね、補正予算を成立して執

行に移していただきたいと考えますが、事業者

の決算にも関係するため、具体的な手続、何よ

りも大事なのはスケジュールだと思いますが、

これについてお尋ねいたします。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 県とい

たしましても委員と同じように、できるだけ早
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期に支援金を届けるということが非常に大事だ

と思っております。そのため、本日ご可決をい

ただきましたら、来年1月のできるだけ早い時期

に申請の受付を開始いたしまして、年度内には

申請のあった全ての事業者に対して交付を完了

したいと考えております。 

【川崎委員】 確実に事業者さんの申請をもうと

にかく早く促してですね、そして、執行をお願

いしたいと思います。 

 あと、もう一つ。先ほど宅島委員からもプレ

ミアム商品券のことについてお尋ねされまして、

伺っておりましたが、プレミアム率は市町が決

定をすると。そのプレミアムの部分の2分の1を

県が支援するということで、今回の予算の説明

の中に事例として、4割、こう書いてあって、そ

のうちの2割というような説明をですね、事例と

して挙げられていましたが、従来、大体今年の

当初の10億円を使ったときは2割、2割が今多い

んですね。多い。だから、その2割の部分の1割

が県だと思いますが、そのプレミアム率を市町

が決定をするということであれば、他の県で5割

というところがあるんですよ。そしたら、2割5

分というのが県という考え方なんでしょうか。

そこは上限は何か持っておられるんですか。 

【髙橋財政課長】 例えば、今委員が例示でお示

しされた市町が5割のプレミアムをつける場合

には、県は2.5割分の支援を行うこととしており

ます。 

 市町に対してですね、事前にどの程度のプレ

ミアムをつけて商品券等を発行したいかという

ことで、所要額の調査というものを行っており

まして、その額を踏まえて、今回予算計上させ

ていただいているものでございまして、まず補

助率というのは2分の1ということで考えてござ

います。 

【川崎委員】 その上限は設けていない、市町の

決定に県は支援するということですか。 

【髙橋財政課長】 所要額を聞き取って今回予算

を計上していますので、基本的には上限なしで

2分の1を補助したいというふうに考えてござい

ます。 

 万が一、これから申請が、さらに我々の調査

している以上に来た場合には、一定の対応があ

るかもしれませんけれども、基本的には補助上

限額というのは設けないことで考えております。

【鵜瀬分科会長】 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論がないようですので、これをもって討論

を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論を終了しました

ので、採決を行います。 

 第136号議案のうち関係部分は原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 ご異議なしと認めます。よっ

て、第136号議案のうち関係部分は、原案のとお

り可決すべきものと決定されました。 

 審査結果について整理したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 

― 午前１０時３３分 休憩 ― 

― 午後１０時３３分 再開 ― 
 

【鵜瀬分科会長】 それでは、分科会を再開いた

します。 

 これをもちまして企画部、危機管理部、地域

振興部関係の審査を終了いたします。 
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 引き続き、総務部関係の審査を行います。し

ばらく休憩し、10時40分より再開いたします。 

― 午前１０時３３分 休憩 ― 

― 午前１０時３７分 再開 ― 
 

【鵜瀬分科会長】 分科会を再開いたします。 

 これより、総務部関係の審査を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 総務部長より予算議案の説明を求めます。 

【中尾総務部長】 おはようございます。 

 総務部関係の議案についてご説明いたします。 

 まず、総務部の審査順序につきまして、ご高

配いただきましたことに御礼申し上げます。 

 総務部の予算決算委員会総務分科会関係議案

説明資料の2ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第136号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第7号）」のうち関係部分であります。 

 今回の補正予算は、国において決定された強

い経済を実現する総合経済対策に沿った国の補

正予算等に適切に対処するため、必要な予算を

追加しようとするものであります。 

 歳入予算は、繰入金2億8,363万6,000円の増、

県債229億4,010万円の増、合計232億2,373万

6,000円の増となっております。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます。 

【鵜瀬分科会長】 はい、ありがとうございます。 

 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

【田中委員】 今回の補正はね、国からドンと来

るという感覚を持ってたから、国の金でほとん

どやってくれると思ったら、意外とそうでもな

くて、県債が二百何十億と増になっているわけ

だけどもね。県債の中身、将来また裏打ちをし

てくれるような県債の質ですよね、県債の質、

内容についてね、ちょっとお聞かせ願いたい。 

【髙橋財政課長】 今回計上しております県債に

つきましては、基本的に国の公共事業の関係の

補正予算に対応するものということでございま

す。県債については、国の補正予算に対応する

場合には補正予算債というもので、通常の当初

予算等でつく公共事業に対する起債よりも有利

な交付税措置があるものでございます。 

【田中委員】 普通はね、国庫支出金ね、それか

ら交付金あたりでやるもんだからね。229億と、

どんと県債が増えていることにちょっと違和感

を感じたもんだから聞いたんだけども、通常と

そんなに変わらないということかな。公共事業

費が相当入っているから、そういうことになる

という意味合いでいいのね。ちょっとごめんな

さい。物価対策でこう来てるっていうイメージ

があるわけよ。通年の補正で、公共事業も通年

の補正で入れ込んでると、これが大きくなって

るから、こういう県債がドンと出ているという

理解でよければいいんだ。 

【中尾総務部長】 国としても経済対策として先

んじて公共事業を行いたいということで補正予

算をつけていただいたものと承知しております。 

 加えて、地方負担というところでも、公共事

業に係る交付金に加えて、先ほど財政課長から

申し上げましたとおり、補正予算債というのは

非常にその後の交付税措置が有利な地方債でご

ざいますので、我が方にとっても地方負担が少

なくなる地方債ということになりますので、こ

れは我々としても積極的に活用して公共事業を

積極的に行えるものだというふうに認識してお

りまして、今回ご提案をさせていただいている
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ものでございます。 

【鵜瀬分科会長】 よろしいですか。 

【田中委員】 もう一点だけ、所管外で分かりづ

らいだろうけどさ、石木ダムの予算がどんと入

ってた気がするんだけどね。今度の補正の中に、

何十億という。それ、事実かな。 

【髙橋財政課長】 今回の公共事業関係の国の経

済対策補正に伴う県の補正につきまして、石木

ダム関係の付け替え道路分についての事業費が

一部含まれてございます。 

【田中委員】 幾らですか。 

【髙橋財政課長】 こちらについては付け替え県

道分として8.1億円になっています。 

【鵜瀬分科会長】 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第136号議案のうち関係部分は原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【鵜瀬分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、第136号議案のうち関係部分は原案の

とおり可決すべきものと決定されました。 

 審査結果について整理したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 

― 午前１０時４３分 休憩 ― 

― 午前１０時４３分 再開 ― 
 

【鵜瀬分科会長】 分科会を再開いたします。 

 以上で、本分科会関係の議案審査は全て終了

いたしました。 

 これをもちまして、予算決算委員会総務分科

会を閉会いたします。 

 大変お疲れさまでした。 
  

― 午前１０時４３分 閉会 ― 
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予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料 

 

【第 103 号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）関係部分】 
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警 察 本 部 
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 警察本部関係の議案についてご説明いたします。  

 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

  第 103 号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）のうち関係部分 

  第 106 号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）のうち関係部分 

であります。 

 

 はじめに、第 103 号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち

関係部分についてご説明いたします。 

 

 補正予算額は、 

     歳出予算   

    警 察 管 理 費             １億 ７，８８２万 ９千円の減 

となっております。 

 これは、職員給与費について、既定予算の過不足調整に要する経費であります。 

 

 次に、第 106 号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関係

部分についてご説明いたします。 

 

 補正予算額は、 

     歳出予算   

    警 察 管 理 費            １０億 ３，４７３万   円の増 

    警 察 活 動 費                    ３９万 ７千円の増 

となっております。 

 これは、職員の給与改定及び会計年度任用職員に係る報酬等の改定に要する経費で
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あります。 

 

 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終わります。 

 よろしく、ご審議を賜りますようお願いいたします。 



 令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料 
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労 働 委 員 会 事 務 局 

議 会 事 務 局 
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出納局関係の議案についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち関係部分 

第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関係部分 

であります。 

 

 まず、第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち関

係部分についてご説明いたします。 

歳出予算で、 

 （目）一般管理費                  ２５７万 ４千円の減 

を計上いたしておりますが、これは、職員給与費について、既定予算の過不足の調整

に要する経費であります。 

 

 次に、第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関

係部分についてご説明いたします。 

歳出予算で、 

 （目）一般管理費                １，０４７万 １千円の増 

 （目）会計管理費                   ２１万 ４千円の増 

を計上いたしておりますが、これは、職員の給与改定に要する経費であります。 

 

 以上をもちまして、出納局関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 
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 監査事務局関係の議案についてご説明いたします。 

  

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち関係部分 

第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関係部分 

であります。 

 

 まず、第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち関

係部分についてご説明いたします。 

歳出予算で、 

（目）委員費                      １万 ６千円の減 

（目）事務局費                   １９６万 ５千円の減 

を計上いたしておりますが、これは、常勤監査委員及び職員給与費について、既定予

算の過不足の調整に要する経費であります。 

 

次に、第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関

係部分についてご説明いたします。 

歳出予算で、 

（目）委員費                      ５万   円の増 

（目）事務局費                   ４２１万 ２千円の増 

を計上いたしておりますが、これは、常勤監査委員及び職員の給与改定に要する経費

であります。 

 

 以上をもちまして、監査事務局関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 
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人事委員会事務局関係の議案についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算(第５号)」のうち関係部分 

第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算(第６号)」のうち関係部分 

であります。 

 

まず、第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち関

係部分についてご説明いたします。 

歳出予算で、 

 （目）事務局費                   ６１５万 １千円の増 

を計上いたしておりますが、これは、職員給与費について、既定予算の過不足の調整

に要する経費であります。 

 

 次に、第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関

係部分についてご説明いたします。 

歳出予算で、 

 （目）事務局費                   ３７７万 ９千円の増 

を計上いたしておりますが、これは、職員の給与改定に要する経費であります。 

 

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の説明を終わります。 

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 
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労働委員会事務局関係の議案についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち関係部分 

第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関係部分 

であります。 

 

まず、第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち関

係部分についてご説明いたします。 

歳出予算で、 

 （目）事務局費                   １３１万 ２千円の減 

を計上いたしておりますが、これは、職員給与費について、既定予算の過不足の調整

に要する経費であります。 

 

次に、第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関

係部分についてご説明いたします。 

 歳出予算で、 

  （目）事務局費                   １５４万 ８千円の増 

を計上いたしておりますが、これは、職員の給与改定に要する経費であります。 

 

 以上をもちまして、労働委員会事務局関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 
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議会事務局関係の議案についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち関係部分 

第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関係部分 

であります。 

 

まず、第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち関

係部分についてご説明いたします。 

 歳出予算で、 

（目）議会費                   １,５０７万 ５千円の減 

（目）事務局費                   １７１万 ６千円の増 

を計上いたしておりますが、これは、議員報酬及び職員給与費について、既定予算の

過不足の調整に要する経費であります。 

 

次に、第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関

係部分についてご説明いたします。 

歳出予算で、 

（目）議会費                    ５４８万   円の増 

（目）事務局費                   ８２２万 １千円の増 

を計上いたしておりますが、これは、議員の期末手当改定及び職員の給与改定に要す

る経費であります。 

 

 以上をもちまして、議会事務局関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 



 令和７年１１月定例県議会 
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企 画 部 
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 企画部関係の議案について、ご説明いたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち関係部分 

第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関係部分 

であります。 

 

はじめに、第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち、

企画部関係についてご説明いたします。 

 

 今回の補正予算は、歳出予算で、 

企 画 費               １，４４４万 ６千円の増 

合 計               １，４４４万 ６千円の増           

を計上いたしております。 

 

この歳出予算の内容は、職員給与費について、既定予算の過不足調整に要する経費

であります。 

 

次に、第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち、企

画部関係についてご説明いたします。 

 

補正予算は、歳出予算で、 

企 画 費                 １，２３１万 ７千円の増 

 合 計                １，２３１万 ７千円の増          

を計上いたしております。 
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 これは、職員の給与改定に要する経費であります。 

 

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わります。 

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 



 

 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 域 振 興 部 
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 地域振興部関係の議案について、ご説明いたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０３号議案 「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち関係部分 

第１０６号議案 「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関係部分 

であります。 

 

はじめに、第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち 

関係部分についてご説明いたします。 

 

今回の補正予算は、歳出予算で、    

 総 務 管 理 費               ３，８２０万 ２千円の増 

企   画   費                 ２８２万 １千円の減 

 市 町 村 振 興 費                 ７３１万 １千円の減 

 選   挙   費                 ２６７万 ６千円の減 

合 計               ２，５３９万 ４千円の増  

を計上いたしております。 

 

これは、職員給与費について、既定予算の過不足の調整に要する経費であります。 
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 次に、第１０６号議案 「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち

関係部分についてご説明いたします。 

 

今回の補正予算は、歳出予算で、    

 総 務 管 理 費               ３，５６８万 ８千円の増 

企   画   費               １，５６９万 ６千円の増 

 市 町 村 振 興 費                 ３３７万 ８千円の増 

 選   挙   費                  ８４万 ５千円の増 

合 計               ５，５６０万 ７千円の増  

を計上いたしております。 

 

これは、職員の給与改定に要する経費であります。 

 

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 



令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

秘 書 ・ 広 報 戦 略 部 
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秘書・広報戦略部関係の議案について、ご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち関係部分 

第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関係部分 

であります。 

 

第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち、秘

書・広報戦略部関係について、ご説明いたします。 

 

歳出予算は、 

総 務 管 理 費              ２，０７７万 ８千円の減 

合       計              ２，０７７万 ８千円の減 

を計上いたしております。 

 

 これは、秘書・広報戦略部の給与費について、関係既定予算の過不足の調整に要す

る経費であります。 

  

 次に、第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち、

秘書・広報戦略部関係について、ご説明いたします。 

 

歳出予算は、 

総 務 管 理 費              １，１８９万 ２千円の増 

合       計              １，１８９万 ２千円の増 

を計上いたしております。 
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 これは、職員の給与改定及び会計年度任用職員の報酬等改定に要する経費でありま

す。 

 

以上をもちまして、秘書・広報戦略部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 



令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

総 務 部 



- 2 - 

 

総務部関係の議案について、ご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０３号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）のうち関係部分 

第１０６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）のうち関係部分 

であります。 

 

はじめに、第１０３号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）のうち、

関係部分についてご説明いたします。 

 

歳入予算は、 

繰    入    金         ５億 ７，１４２万 １千円の減 

合         計         ５億 ７，１４２万 １千円の減 

となっております。 

 

 歳出予算は、 

総  務  管  理  費            １，２１９万   円の増 

企    画    費               ５０万   円の減 

徴    税    費            ６，９９６万 ７千円の増 

市 町 村 振 興 費               ６３万 ８千円の減 

合         計            ８，１０１万 ９千円の増 

となっております。 

 

この歳出予算の内容についてご説明いたします。 
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（職員給与費について） 

総務部所管の給与費について、関係既定予算の過不足の調整に要する経費として、

１，８９８万 １千円の減 

を計上いたしております。 

 

（県税過誤納還付金について） 

 今年度確定した法人関係税等の過納金に対応する県税還付金及び還付加算金に要す 

る経費として、              

１億          円の増 

を計上いたしております。 

  

（債務負担行為について） 

 令和８年度以降の債務負担を行うものについてご説明いたします。 

 本庁舎及び総合庁舎等整備事業費について、県南振興局新庁舎等移転業務契約を複

数年とするため、令和８年度から令和９年度までに要する経費として、 

                       ７，８１８万 ６千円 

を計上いたしております。 

 

次に、第１０６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）のうち関係

部分についてご説明いたします。 

 

歳入予算は、 

地  方  交  付  税         ２９億  ２，３３４万   円の増 

繰    入    金        ２３億  ８，０５２万 ３千円の増 

合         計        ５３億    ３８６万 ３千円の増 
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となっております。 

 

歳出予算は、             

総  務  管  理  費         １億 ５，０９５万 ９千円の増 

企    画    費              ８４５万 ３千円の増 

徴    税    費            ５，００７万 ７千円の増 

市 町 村 振 興 費               ９２万 ７千円の増 

合         計         ２億 １，０４１万 ６千円の増 

となっております。 

 

 これは、総務部所管の職員及び会計年度任用職員の給与改定に要する経費でありま

す。 

 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 



令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

危 機 管 理 部 
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危機管理部関係の議案についてご説明いたします。 

 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０３号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）のうち関係部分 

第１０６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）のうち関係部分 

であります。 

 

 はじめに、第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のう

ち、危機管理部関係についてご説明いたします。 

 

歳出予算で、 

 防 災 費                                 １５０万 ６千円の増 

を計上いたしております。 

 

 これは、危機管理部職員の給与費について、関係既定予算の過不足の調整に要する

経費であります。 

 

 次に、第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち、

危機管理部関係についてご説明いたします。 

 

歳出予算で、 

 防 災 費                     １，３４５万  ８千円の増 

を計上いたしております。 

 

 これは、職員の給与改定に要する経費であります。 
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 以上をもちまして、危機管理部関係の説明を終わります。 

よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 



 

令和７年１１月定例会 
 
 
 
 
 
 
 

総務委員会関係議案説明資料 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

警 察 本 部 
 



警察本部関係の議案についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いしておりますのは、 

第１０９号 「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」のうち関係部分 

第１１０号 「情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに伴う関係条

例の整備に関する条例」のうち関係部分 

第１１９号 「和解及び損害賠償の額の決定について」 

  第１３４号 「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」のうち関係部分  

であります。 

 

それでは、条例議案についてご説明いたします。 

 

第１０９号 「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」のうち関係部分 

この条例は、人事委員会の令和７年１０月６日付けの職員の給与等に関する報告及

び勧告を踏まえ、職員の給与等について所要の改正をしようとするものであります。 

改正の主な内容は、県職員と同様、県警察職員においても若年層に重点を置きつつ、

全世代を対象に給料月額の引き上げ、期末・勤勉手当の０．０５月分の引き上げなど

となっております。 

 

第１１０号 「情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに伴う関係条例

の整備に関する条例」のうち関係部分 

この条例は、情報通信技術の効果的な活用を図るため、書面掲示等アナログ的な手

法を前提とする規制を見直すことに伴い、関係条例の改正をしようとするものであり

ます。 

改正の主な内容は、「遊泳者、プレジャーボート利用者等の事故防止に関する条例」

- 2 -



のうち、遊泳場の遵守事項、プレジャーボート利用上の遵守事項及び潜水上の遵守事

項の周知方法を「看板の掲示」と限定していたものを電子的な方法を始めとするその

他の方法についても可能とするものであります。 

 

次に、事件議案についてご説明いたします。 

 

第１１９号 「和解及び損害賠償の額の決定について」 

この議案は、令和３年６月２５日付けで、行政手続きのオンライン申請に対応する

環境を整備するため、外部公開等システム用端末装置の賃貸借及び保守契約を長崎市

の法人と契約しておりましたが、当該装置のＯＳであるＷｉｎｄｏｗｓ１０のサポー

ト終了のため、令和７年９月３０日付けで契約を解除したことに伴い、請負事業者が

契約履行のため要した機器の費用のうち契約解除後から当初契約期間満了日までの

１４ヵ月分について、損害賠償として支払おうとするものであります。 

 

次に、計画議案についてご説明いたします。 

 

第１３４号 「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」のうち関係部分 

この議案は、長崎県行政に係る基本的な計画について、議会の議決事件と定める条

例第２条の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。 

これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご意見をいただきながら検討を進めてま

いりました新たな総合計画について、名称を「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

」

とし、「ながさきの誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来をひらく」を基本理

念に、「こども」「くらし」「しごと」「にぎわい」「まち」の５つの柱のもと、

１２の基本戦略を掲げる令和８年度からの５ヵ年計画として策定しようとするもので

あります。 
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このうち警察本部関係部分では、基本戦略「安心して生活できる環境づくりを推進

する」において、「安全・安心を実感できる社会環境づくり」としまして、テレビ、

新聞、メール配信、ＳＮＳ等のあらゆる媒体を活用したタイムリーな情報発信等を推

進するほか、「交通安全対策の推進」としまして、交通安全運動、交通安全教育、交

通指導取締り、交通安全施設の整備、運転免許行政の実施による総合的な交通安全対

策等を推進していくこととしております。 

こうした施策を様々な関係者と力を合わせしっかりと推進し、新しい長崎県づくり

に全力を尽くしてまいります。 

 

次に、議案外の報告事項についてご説明いたします。 

 

（第１８０条専決事項報告について） 

これは、公用車による交通事故のうち和解が成立いたしました４件の合計８１万

５，０５５円を支払うため、１１月１４日付けで専決処分をさせていただいたもので

あり、これらの損害賠償金は、全額保険から支払われることになります。 

 公用車による交通事故を防止するため、安全運転指導員による同乗指導や自動車学

校のコースを借り上げての体感型運転訓練を行うとともに、事故を起こした職員には、

公用免許の再検定を実施するなど職員の運転技能向上のための取組を行っておりま

す。 

 また、幹部職員による交通事故防止教養や公用車事故を起こした職員に対する個別

指導を行うとともに、事故発生後に情報配信を行うなど、事故防止に必要な運転技能

と安全運転意識の両面を向上させる対策に取り組んでおります。 

 引き続き、交通事故を始めとする損害賠償事案を起こすことがないよう、指導を徹

底してまいります。 
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次に、その他の所管事項についてご説明いたします。 

 

（犯罪の一般概況について） 

 令和７年１月から９月末までの県内の刑法犯認知件数につきましては３，０５２件

で、前年同期と比較しますと２７件、０．９パーセント増加しております。 

 罪種別では、知能犯が４２件増加しており、これが主な増加要因となっております。

知能犯の中でも、特に詐欺が５３７件発生しており、前年同期と比較して４０件増加

しております。 

 今後、県内の犯罪情勢を把握・分析の上、県民、事業者、関係機関・団体とも連携

し、県民運動である「犯罪なく３
さん

ば運動」で県民の皆様の防犯意識の高揚を図りつつ、

的確な犯罪抑止対策を推進してまいります。 

 

（人身安全関連事案への取組状況について）  

 令和７年１月から９月末までのストーカー事案の認知件数につきましては２１７件

で、前年同期と比較しますと３１件増加しております。このうち、ストーカー規制

法に基づく禁止命令等で４７件の行政措置を行い、ストーカー規制法違反等で３２件

を検挙しております。 

配偶者暴力事案の受理件数につきましては３１４件で、前年同期と比較しますと

１５件減少しております。このうち、暴行、傷害等で４３件を検挙しております。 

 児童虐待事案の通告件数につきましては３４０件で、前年同期と比較しますと

３８件減少しております。 

 児童相談所に通告した被害児童数につきましては６０２人で、前年同期と比較し

ますと７７人減少しております。 

 これらの人身安全関連事案につきましては、被害者の命が奪われるなど、重大な

事件に発展するおそれがありますので、認知の段階から客観的な危険性の判断を的
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確に行った上で、被害者等の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者等の保護や加

害者の検挙等の必要な措置を迅速かつ先制的に講じるとともに、県・市町等の関係

機関と連携を図りながら、被害者等の安全確保に努めてまいります。 

 

（ニセ電話詐欺等被害防止対策について) 

令和７年１月から９月末までのニセ電話詐欺情勢につきましては、認知件数は

１６４件、被害総額が約４億１，７０４万円で、前年同期と比較しますと認知件数は

４１件増加、被害総額は約２億９，５４２万円増加しており、手口としましては、オ

レオレ詐欺が６３件と全体の約３８パーセントを占めております。 

また、「ＳＮＳ型投資詐欺」や「ＳＮＳ型ロマンス詐欺」につきましては、認知件

数は１３１件、被害総額は約７億７，４５０万円で、前年同期と比較しますと認知件

数は４件増加、被害総額が約１，７００万円増加しております。 

オレオレ詐欺は、犯人が国際電話を悪用し、ニセの警察官等をかたり、捜査名目で

ＡＴＭやインターネットバンキングでの振り込みを指示することが多いことから、こ

の対策としまして、国際電話の利用休止手続きの促進や銀行、コンビニエンスストア

と連携した声掛け等を強化しております。 

 「ＳＮＳ型投資詐欺」や「ＳＮＳ型ロマンス詐欺」の対策としましては、ＳＮＳを

活用した広告のほか、効果的な広報啓発活動の推進、金融機関等の関係事業者と緊密

に連携し、官民一体となった被害防止対策を推進しております。 

これらの詐欺は、県民の皆様の生活を脅かす身近で悪質な犯罪ですので、引き続き、

犯行の手口や犯行の対象などをよく分析し、必要な情報が多くの方に届くよう適宜適

切に広報をするなど、被害に遭わないための諸対策を強力に推進してまいります。 

 

（暴力団対策について） 

 県内では、令和７年９月末現在、指定暴力団傘下の８組織と約１００人の暴力団員
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等を把握しており、本年１月から９月末までの暴力団員等の検挙人員につきましては

１６人で、前年同期と比較しますと１人減少しております。 

 全国的に六代目山口組の分裂抗争に起因する事件等が続いておりますが、本県での

発生はなく、今後も暴力団組織等に対する徹底した取締りや情報収集活動を行い、暴

力団対策法及び暴力団排除条例の効果的な運用を図るとともに、長崎県暴力追放運動

推進センターを始めとする関係機関・団体と連携して暴力団の壊滅を目指してまいり

ます。 

 

（薬物対策について） 

 令和７年１月から９月末までの薬物事犯の検挙人員につきましては３５人で、前年

同期と比較しますと３人減少しております。 

 内訳は、覚醒剤が８人で、前年同期と比較しますと３人減少、大麻が２７人で、前

年同期と比較しますと２人増加、その他の薬物事犯は０人で、前年同期と比較します

と２人減少しております。 

 全国的に、薬物事犯の検挙人員は横ばいで推移する中、大麻事犯の検挙人員は、平

成２６年以降増加傾向であり、本県におきましては、平成３０年以降高止まりの状況

にあります。 

 引き続き、薬物情勢等の実態把握に努め、大麻等薬物事犯の徹底した取締りや関係

機関・団体と連携した広報啓発活動等を推進し、薬物事犯の根絶に取り組んでまいり

ます。 

 

（少年非行の概況について） 

 令和７年１月から９月末までの検挙・補導した窃盗等の刑法犯少年につきましては

１７６人で、前年同期と比較しますと２２人増加しており、軽犯罪法違反等の特別法

犯少年は１５人で、前年同期と比較しますと５人増加となっております。 
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 また、喫煙、深夜はいかい等で補導した不良行為少年につきましては１，６５１人

で、前年同期と比較しますと１９９人減少しております。 

 県警察では、少年警察ボランティアと協働した街頭補導活動や、少年の規範意識向

上を目的とした非行防止教室を実施するなど、非行少年を生まない社会づくりに取り

組んでおります。 

 今後も、少年警察ボランティアや関係機関・団体と連携を図りながら、少年の非行

防止、健全育成に努めてまいります。 

 

（生活経済事犯の取締り状況について） 

 令和７年１月から９月末までの生活経済事犯の検挙件数につきましては３０件で、

前年同期と比較しますと６件減少しており、検挙人員は２７人で、前年同期と比較し

ますと６人減少しております。 

 生活経済事犯の取締りにつきましては、悪質な事犯である利殖勧誘事犯、特定商取

引等事犯及びヤミ金融事犯を重点にした取締りを推進するとともに、関係機関・団体

との連携を図りながら、被害の早期把握とその拡大防止に努めております。 

 引き続き、生活経済事犯取締りの推進及び被害防止に努めてまいります。 

 

（サイバー犯罪の取締り及び被害防止対策状況について）    

 令和７年１月から９月末までのサイバー犯罪の検挙状況につきましては、検挙件数

は８１件で、前年同期と比較しますと５件増加しており、検挙人員は５５人で、前年

同期と比較しますと１３人増加しております。 

 社会のデジタル化の進展に伴い、サイバー空間は、全国民が参画する公共空間へと

変貌を遂げている一方、ランサムウェアの被害やインターネットバンキングでの不正

送金など、サイバー空間の脅威は極めて深刻な情勢にあります。県警察では、悪質・

巧妙化するサイバー犯罪に的確に対応するため、全国の警察と連携したサイバー犯罪
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の取締り、地域において活動する多様な主体と連携した社会全体のサイバーセキュリ

ティの向上を図る諸対策に取り組んでおります。 

 今後も、サイバー空間の安全・安心を確保するため、サイバー犯罪の取締り及び被

害防止対策を推進してまいります。 

 

（交通死亡事故抑止対策について） 

令和７年１月から９月末までの交通事故死者数につきましては２２人で、前年同期

と比較しますと５人増加しております。 

本県の交通死亡事故は、死者数に占める高齢者の割合が、高い傾向にあることが特

徴と分析しております。 

そのため、高齢者の交通事故抑止対策に重点を置き、交通安全教育や交通指導取締

りを始め、関係機関・団体と連携して、各種広報媒体を活用した広報啓発活動を推進

しております。 

悲惨な交通死亡事故を発生させないため、引き続き、交通事故の分析結果を踏まえ

た総合的な交通死亡事故抑止対策に取り組んでまいります。 

 

（事務事業評価の実施について）  

警察本部関係の本年度の事務事業評価につきましては、縦長資料「令和７年度 事

務事業評価の結果について」のとおりであります。 

本評価につきましては、２件の事業群評価調書により１０件の事業の評価を行い、

そのうち地域安全活動推進事業は、令和８年度に向けて「拡充」の方向とし、８件の

事業を「改善」の方向で見直しを検討いたしております。 

 なお、事務事業評価の結果につきましては、ホームページ等を通し、県民の皆様に

も広く公表いたしております。 

今後、県議会における議論を踏まえながら、さらなる事業等の見直しなどを実施し

- 9 -



てまいります。 

 

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終わります。 

よろしく、ご審議を賜りますようお願いいたします。 
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令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 委 員 会 関 係 説 明 資 料 

 

 

 

 

出 納 局 

監 査 事 務 局 

人 事 委 員 会 事 務 局 

労 働 委 員 会 事 務 局 

議 会 事 務 局 

 



 - 2 - 

人事委員会事務局関係の所管事項についてご報告いたします。 

 

（令和７年度県職員採用試験について） 

公務における人材の確保は、民間企業の採用活動の活発化及び国や他の地方公共団 

体との競合により非常に厳しい状況であり、本県の職員採用試験においても、特に技

術系職種では受験者数が採用予定数を下回るなど、人材の確保が一層厳しくなってお

ります。 

このような状況を踏まえ、大学卒業程度のＣ試験として「農業」、「畜産」、「林業」、

「農業土木」、「土木」、「建築」、「機械設備」、「電気」、「社会福祉」の９職種について、

１次試験を１１月１２日から１１月３０日まで実施し、２次試験を１月中旬、最終合

格者の発表を２月中旬に予定しております。 

なお、１次試験では、基礎能力検査であるＳＰＩ３を採用しており、ペーパーテス

トで受験する長崎会場に加え、自宅や全国の主要都市にあるテストセンターでパソコ

ンを用いた受験を可能とし、長崎県へのＵ・Ｉターンを考えている受験者も受験しや

すい試験としております。 

多様で優れた人材の確保に向けて、引き続き、採用試験の総合的な見直しや公務の

魅力発信等の取組について、任命権者との協議を進めてまいります。 

 

（職員の給与等に関する報告及び勧告について） 

本委員会は、去る１０月６日、地方公務員法の規定に基づき、議会及び知事に対し

て、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。 

給与の改定における民間企業との比較に当たり、高度化・複雑化する行政課題に的確

に対応していくためには、本県においても優れた人材の確保に向けた取組が重要である

ことを考慮し、国に準じて、比較対象企業規模を５０人以上から１００人以上に見直し

ました。 
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その結果、月例給及び特別給（ボーナス）ともに民間の水準が県職員の水準を上回

っていたことから、職員の給与を引き上げることとしました。 

月例給については、人材確保の観点から、初任給を大学卒で１２，７００円、高校

卒で１２，９００円引き上げるとともに、若年層に重点を置きつつ、その他の職員も

昨年を上回る引上げの改定を行うよう勧告しております。 

特別給（ボーナス）については、年間支給月数を０．０５月分引き上げ４．６５月分

とすることを勧告しております。 

そのほか、人材の確保、人材の育成と能力・実績に基づく人事管理の推進、働き方

改革と勤務環境の整備など人事管理上の課題についても併せて報告を行いました。 

 

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の報告を終わります。 
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【総務委員会関係説明資料 出納局・各種委員会事務局の２頁３行目の次に、次のと

おり挿入】

短大卒業程度（保育士）および高校卒業程度（一般事務・交通局事務・教育事務・警

察事務・林業・農業土木・土木・建築・電気）の第２次試験を１０月２２日から１１月

５日にかけて実施し、最終合格者の発表を１１月２０日に行いました。短大卒業程度

は２人が受験し、1人が合格、競争倍率は２．０倍となっております。高校卒業程度は

１９５人が受験し、９１人が合格、競争倍率は２．１倍となっております。
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 企画部関係の議案についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」のうち関係部分 

であります。 

 

第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０について」は、長崎県行

政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第２条の規定により、議

会の議決を得ようとするものであります。 

これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご意見をいただきながら検討を進めてま

いりました新たな総合計画について、名称を「長崎県総合計画みんなの未来図

２０３０」とし、「ながさきの誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来をひらく」

を基本理念に、「こども」「くらし」「しごと」「にぎわい」「まち」の５つの柱のもと、

１２の基本戦略を掲げる令和８年度からの５ヵ年計画として策定しようとするもので

あります。 

なお、基本戦略のうち、企画部関係部分では、基本戦略「活力にあふれた持続可能

な地域をつくる」において、「デジタル技術等を活用した地域課題の解決」として、デ

ジタル技術や人材を活用した新たなサービス創出、通信環境整備等による地理的格差

解消に取り組むこととしております。 

また、「ドローンなどの先端技術を活用した地域課題の解決やイノベーション創出の

推進」として、特区等を活用した規制制度改革や先端的サービスの実証、ドローン活

用に係る人材育成・社会実装へ向けた取組の支援等を図ってまいります。  

県としては、今後も県議会でのご議論を十分に踏まえながら、市町、関係団体等と

連携し、県民一人ひとりが主体となって 「新しい長崎県づくり」に参画いただけるよ

う、県民総ぐるみの計画として、様々な施策の展開に力を注いでまいりたいと考えて
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おります。 

 

次に、議案外の所管事項についてご説明いたします。 

 

（人口戦略フォーラムについて） 

県では、来る１２月２１日、出島メッセ長崎において、長崎市及び産官学金労言か

ら構成される実行委員会との共催により、「日本創生に向けた人口戦略フォーラムｉｎ

ながさき」を開催する予定であります。 

本フォーラムは、人口減少問題に取り組む全国的な民間組織である「未来を選択す

る会議」の三村議長をはじめ、九州各県知事及び地域活性化に取り組まれている方々

等にご参加いただき、「若者・女性にも選ばれる地方になるために」をメインテーマに

掲げ、「九州はひとつ」の取組事例の紹介など、３つのパネルディスカッションを行う

こととしております。 

また、県内の学生により「ながさき宣言」を発表することとしており、本県から日

本全国に向けて、力強い地方創生のメッセージを発信してまいりたいと考えておりま

す。 

県としては、こうした取組を通して、人口減少問題に対する課題認識を関係者間で

共有しながら、官民一体となって、引き続き、将来にわたる県勢の持続的な発展を目

指してまいります。 

 

（ＳＤＧｓの推進について） 

ＳＤＧｓについては、県民の皆様や企業等に対する普及啓発及び認知度向上を図る

ため、長崎県ＳＤＧｓ登録制度の運用やポータルサイトによる情報発信、啓発イベン

トの実施等に取り組んでいるところであります。 

このうち、登録制度の運用においては、登録の拡大を目指し、今年度から新たに、
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通年での募集を開始したほか、去る１１月７日には、啓発イベントとして、「“つなぐ”

長崎ＳＤＧｓセミナー２０２５ｉｎメタバース」を開催し、メタバース空間を活用の

うえ、講演や県内企業等による取組事例の発表などを行いました。 

また、１０月２０日からは、県民の皆様にご参加いただきながらＳＤＧｓを県内に

広げていくことを目的に、「＃（ハッシュタグ）長崎みんなのＳＤＧｓ～広がれ！ＳＤ

Ｇｓの輪～」と題して、ＳＤＧｓに関する身近な取組をインスタグラムで投稿いただ

くキャンペーンを実施したところであります。 

今後とも、登録制度の運用や県民参加型の啓発イベント等の工夫を行いながら、県

民の皆様や県内企業等へのＳＤＧｓのさらなる普及促進に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 

（ドローンの社会実装等の推進について） 

県においては、国家戦略特区制度等を活用しながら、様々な分野において、先端的

なドローンサービスの社会実装の促進に取り組んでおります。 

去る１０月１４日には、砂防施設の点検及び測量の効率化を目的として、島原市の

水無川流域において、小型固定翼ドローンを用いた実証が行われました。 

今回の実証は、島原市やＡＮＡホールディングス株式会社等が共同で取り組んでい

るものであり、実証に用いた固定翼ドローンは、回転翼ドローンに比べ長距離を高速

で飛行できるため、広域的な点検・測量の実施や作業時間の短縮などにつながること

が期待されるものであります。 

また、去る１１月２０日、新上五島町において、国家戦略特区制度による調査事業

として、そらいいな株式会社等により、全国で初めてとなるドローンのエリア単位で

のレベル４飛行による実証が行われました。 

これは、従来の線形経路単位でのレベル４飛行をさらに発展させ、面的なエリア単

位で行うものであり、本年２月に、五島市において実施された線的な飛行による処方
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薬配送の実証をもとに、その要件や安全確保措置などについて、国と協議・検討を重

ねた結果、今回、エリア単位で医薬品等を複数の目的地へ配送するレベル４飛行が実

現したものであります。 

今後とも、様々な分野におけるドローンサービスの早期実装を推進するとともに、

ドローンサービスの活用による地域課題の解決に向けて、力を注いでまいりたいと考

えております。 

 

（事務事業評価の実施について） 

本年度の事業評価において、事務事業評価を実施いたしました。企画部関係分につ 

いては、お配りしている資料のとおりであります。 

事務事業評価については、３件の事業群評価調書により、６件の事業を評価いたし 

ましたが、そのうち５件の事業について、令和８年度に向けて、「拡充」「改善」のい

ずれかの見直しを検討いたしております。 

なお、事務事業評価の結果については、ホームページ等を通し、県民の皆様にも広 

く公表いたしております。 

今後、県議会における論議を踏まえながら、さらなる事業等の見直しなどを実施し 

てまいります。 

 

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 
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 地域振興部関係の議案についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１３４号議案 「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０(にせんさんじゅう)に

ついて」のうち関係部分であります。 

 

第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０について」は、長崎県行

政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第２条の規定により、議

会の議決を得ようとするものであります。 

これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご意見をいただきながら検討を進めてま

いりました新たな総合計画について、名称を「長崎県総合計画みんなの未来図    

２０３０」とし、「ながさきの誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来をひらく」

を基本理念に、「こども」「くらし」「しごと」「にぎわい」「まち」の５つの柱の

もと、１２の基本戦略を掲げる令和８年度からの５ヵ年計画として策定しようとする

ものであります。 

なお、基本戦略のうち、地域振興部関係部分では、基本戦略「地域の魅力で人を惹

きつける」において、「ＵＩターン促進のための情報発信や移住希望者支援の強化」

として、ターゲットに応じたより効果的な手法による本県固有の魅力を活かした情報

発信の強化等に取り組んでいくこととしております。 

その他、九州新幹線西九州ルートの全線フル規格の推進、離島・半島などの地域社

会の維持・活性化、地域を支える公共交通の維持・確保に関する施策について、様々

な関係者と力を合わせて推進し、活力にあふれた新しい長崎県づくりに全力を尽くし

てまいります。 
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 次に、議案外の報告事項についてご説明いたします。 

（和解及び損害賠償の額の決定について） 

 これは、公用車による交通事故のうち和解が成立した１件につき、損害賠償金合計

３万８，５２０円を支払うため、去る１１月４日付けで専決処分をさせていただいた

ものであります。 

 なお、この損害賠償金は全額保険から支払われることになっております。 

 

 次に、所管事項についてご説明いたします。 

（「長崎県・市町連携会議」の開催について） 

去る１０月２４日に、知事と市町長による令和７年度「長崎県・市町連携会議」を

開催いたしました。 

会議においては、パートナーシップ宣誓制度の導入について、各市町長からご意見

をいただき意識の共有を図ったほか、子ども福祉医療費制度や産科医療体制の整備な

どについても意見交換を行ったところであります。 

引き続き、県・市町の施策について、情報共有や意見交換を行うなど、市町との連

携強化を図り、各種施策の効果的な展開につなげてまいります。 

 

（半島振興計画（案）について） 

 本年４月１日に半島振興法が改正・延長され、今回の法改正では、昨年 1月の能登

半島地震を踏まえ、法の目的に半島防災・地方創生が明記されたほか、国土強靱化の

観点から、道路や港湾、上下水道の整備、災害応急対策の体制充実などの項目が配慮

規定として新たに加えられるなど、半島振興施策の実施により、半島特有の防災対策

の推進や地域の自立的発展を目指すことが求められております。 

 県といたしましては、法改正の趣旨を踏まえた新たな半島振興計画の策定に取り組

んでいるところであり、今後、県議会でのご議論をはじめ、県民の皆様のご意見や国
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との協議も踏まえ、半島地域の特性に応じた同計画の策定に努めてまいります。 

 

（国境離島地域の振興について） 

国境離島地域の振興については、有人国境離島法が、令和９年３月に期限を迎える

ことから、県民の皆様への理解促進を図るとともに、本年８月２２日に内閣府特命担

当大臣等に対し要望活動を実施するなど、あらゆる機会を捉えて、法の改正・延長に

向けた国等への働きかけを行っております。 

こうした中、去る１０月２５日、五島市において、１，０００人を超える地域住民

の皆様が参加し、同法の改正・延長に向けた総決起大会が開催され、地域の実情に即

した法改正と確実な延長などが決議されております。 

これに続き、新上五島町、壱岐市、対馬市においても同様の大会が開催されており、

その際、県においては、地域の皆様から離島地域の現状や課題をはじめ、法律が必要

不可欠であることや、制度の拡充が必要であることなどの意見をいただいております。  

こうした地域の皆様の声や、関係市町の意見などをとりまとめた意見書を作成し、

１２月１６日に、県議会や関係市町の皆様とともに、国等への要望活動を実施するこ

ととしております。 

引き続き、支援策の充実・強化を伴う法改正が確実に行われるよう取り組んでまい

ります。 

 

（次期長崎県地域公共交通計画素案の策定について） 

 令和２年度の地域公共交通活性化再生法の改正により、全ての地方公共団体におい

て、地域交通に関するマスタープランとなる地域公共交通計画を策定することが努力

義務化されたことを受け、県では令和４年に「長崎県地域公共交通活性化協議会」を

設置し、令和５年度から令和７年度までを計画期間とする「長崎県地域公共交通計画」

を策定し、施策等を取り組んできたところです。 
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今年度末をもって現計画が終期を迎えることから、令和８年度から令和１２年度を計

画期間とする「次期長崎県地域公共交通計画」について、長崎県地域公共交通活性化

協議会において、国や県内市町、交通事業者等と十分に連携を図りながら策定を進め

ているところです。 

計画の策定にあたりましては、県の次期総合計画等の関連計画や市町の「地域公共

交通計画」との整合を図りながら、県下全域の地域公共交通の現状や今後の方向性、

各種施策等を盛り込んでおり、１１月１４日の「長崎県地域公共交通活性化協議会」

でのご議論を経て、計画の素案を取りまとめたところであります。 

今後は、県議会やパブリックコメントなど、県民の皆様のご意見を伺いながら、  

令和８年３月の策定に向けて、所定の手続きを進めてまいります。 

 

（九州新幹線西九州ルートについて） 

九州新幹線西九州ルートにつきましては、未整備区間である新鳥栖～武雄温泉間の

整備方式に関して、１０月８日には佐賀市内において国土交通省の水嶋事務次官と山

口知事の会談が行われ、同月２３日にはＪＲ九州から国土交通省に対し、佐賀県の財

政負担軽減を求める要望が提出されるなど、関係者間の動きが活発化しております。 

そのような中、同月３０日に大石知事が水嶋事務次官と意見交換を行い、全国の新

幹線ネットワークに繋がっていない現状は望ましくないことと、具体的な解決策を模

索することについて認識を共有したところであり、引き続き、関係者と連携しながら

取り組んでまいります。 

また、西九州新幹線の効果拡大を促進するため、去る１１月８日に、県内の小学生

以下の児童と保護者を対象に、今回、初めて佐世保駅から出発する西九州新幹線「か

もめ」の無料乗車会を開催いたしました。佐世保駅からは、特急列車を使用し、武雄

温泉駅新幹線かもめに対面乗換を体験しながら長崎駅までを往復する行程で、   

約３４０名の皆様に参加していただきました。 
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今後も、こうした取組を通じて新幹線効果の拡大に努めるとともに、政府・与党を

はじめ関係機関に対して課題の解決を働きかけ、関係者間での協議を重ねながら、全

線フル規格による整備の早期実現に向けて、県として全力で取り組んでまいります。 

 

（事務事業評価の実施について） 

 本年度の事業評価において、事務事業評価、指定管理者制度導入施設の評価を実施

いたしました。地域振興部関係分については、お配りしている資料のとおりでありま

す。 

事務事業評価については、１４件の事業群評価調書により、２８件の事業を評価い

たしましたが、そのうち１４件の事業について、令和８年度に向けて、「改善」又は「廃

止」の見直しを検討いたしております。 

 なお、事務事業評価等の結果については、ホームページ等を通じ、県民の皆様にも

広く公表いたしております。 

 今後、県議会における論議を踏まえながら、さらなる事業等の見直しなどを実施し

てまいります。 

 

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 



令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務委員会関係説明資料（追加１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 域 振 興 部 
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【総務委員会関係議案説明資料 地域振興部の６頁１行目に、次のとおり挿入】 

 

さらに、同月２５日には、ＪＲ九州の企画により、県内の幼稚園や保育園に通う園

児を対象として、「新幹線かもめ」を貸し切って大村市の車両基地を見学するツアー

「かもめトレチャッタ」が開催されました。園児および保護者約１５０名が参加さ

れ、西九州新幹線の魅力や必要性を理解する機会になったとともに、大村車両基地を

地域資源として磨き上げることにつながったものと考えております。 

 



令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務委員会関係説明資料（追加２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 域 振 興 部 
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【総務委員会関係議案説明資料 地域振興部の４頁１３行目の次に、次のとおり挿入】 

 

また、１２月１０日には、各総決起大会を総括する報告会を県庁で開催し、各地域

の代表の皆様から、総決起大会のご報告をいただくなど、法改正に対する強い思いと

期待を改めて共有したところであります。 

 



令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務委員会関係説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

秘 書 ・ 広 報 戦 略 部 
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秘書・広報戦略部関係の議案についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」のうち関係部

分であります。 

 

第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０について」は、長崎県行

政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第２条の規定により、議

会の議決を得ようとするものであります。 

これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご意見をいただきながら検討を進めてま

いりました新たな総合計画について、名称を「長崎県総合計画みんなの未来図

２０３０」とし、「ながさきの誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来をひら

く」を基本理念に、「こども」「くらし」「しごと」「にぎわい」「まち」の５つの

柱のもと、１２の基本戦略を掲げる令和８年度からの５ヵ年計画として策定しようと

するものであります。 

なお、秘書・広報戦略部関係部分としては、先般策定した「ながさきブランディン

グ・情報発信戦略」を、基本理念を実現するにあたっての基本姿勢の一つである戦略

的情報発信・ブランディングの中に位置付け、同戦略とも連動し計画を進めていくこ

ととしております。 

引き続き、ブランディングの取組を様々な関係者と力を合わせしっかりと推進し、

新しい長崎県づくりに全力を尽くしてまいりたいと考えております。 

 

次に、議案外の所管事項について、ご説明いたします。 
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（県民表彰について） 

地方自治、社会福祉、産業、教育文化など、それぞれの分野において長年にわたり

その職務に精励し、県政あるいは各地域の発展に貢献するなど、功績顕著で他の模範

となる方や、文化・スポーツなどで特に優秀な成績を収められた方に対し、毎年

１１月２３日に県議会議場において表彰を行っており、令和７年度は、１３１の

個人・団体を表彰しております。 

 

（「ポケモンＧＯ ワイルドエリア：長崎」の開催について） 

去る１１月７日から９日までの３日間、長崎市内において、県が共催する形では

全国初となる、スマートフォン向けゲームアプリの大規模イベント「ポケモンＧＯ 

ワイルドエリア：長崎」を株式会社ナイアンティック、株式会社ポケモン、長崎市と

ともに開催しました。 

県内のみならず、県外・海外から約４２万人の方々にご参加いただき、イベントと

ともに長崎市内の街並みや観光地、本県の美味しい食なども楽しんでいただいたとこ

ろであります。 

県としては、参加者の皆様に満足いただけるよう、イベントの円滑な運営及び街中

への警備員の配置等による安全面の確保、県庁舎やおのうえの丘、旧県庁舎跡地等に

おける装飾への協力などを実施するとともに、この機会に県内を周遊していただける

よう、本県の豊富な食や観光地等の情報を積極的に発信しました。 

県では、昨年６月に株式会社ポケモンと連携協定を締結し、ながさき未来応援ポケ

モン「デンリュウ」やポケモン関連のイベントの開催、県産品とのコラボレーション

などにより、本県の魅力発信、観光振興及び誘客促進、県産品の振興などを図ってき

たところであり、引き続き、県内事業者や市町とも連携を図りながら、本県の魅力発

信等に積極的に取り組んでまいります。 
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（事務事業評価の実施について） 

本年度の事業評価において、事務事業評価及び長崎県政策評価委員会による外部

評価を実施いたしました。秘書・広報戦略部関係分については、お配りしている資料

のとおりであります。 

事務事業評価については、１件の事業群評価調書により、１件の事業を評価いたし

ましたが、その事業について、令和８年度に向けて、「改善」の見直しを検討いたし

ております。 

なお、事務事業評価等の結果については、ホームページ等を通し、県民の皆様にも

広く公表いたしております。 

今後、県議会における論議を踏まえながら、さらなる事業等の見直しなどを実施し

てまいります。 

 

以上をもちまして、秘書・広報戦略部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 



 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務委員会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 部
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総務部関係の議案についてご説明いたします。 

 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０９号議案 「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」のうち 

関係部分 

第１１０号議案 「情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに伴う関係 

条例の整備に関する条例」のうち関係部分 

第１１６号議案 当せん金付証票の発売について 

第１１７号議案 契約の締結の一部変更について 

第１１８号議案 契約の締結の一部変更について 

第１３４号議案 「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」のうち 

関係部分 

であります。  

 

はじめに、条例議案についてご説明いたします。 

 

 第１０９号議案 「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」のうち 

関係部分 

この条例は、人事委員会の令和７年１０月６日付けの職員の給与等に関する報告及

び勧告並びに国家公務員の給与の取扱いの状況等を踏まえ、職員の給与等について所

要の改正をしようとするものであります。 

改正の主な内容は、令和７年度の給与改定においては、若年層に重点を置きつつ、

全世代を対象に給料月額の引き上げ、期末・勤勉手当の０．０５月分の引き上げなど

となっております。 
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第１１０号議案 「情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに伴う関係 

条例の整備に関する条例」のうち関係部分 

  この条例は、情報通信技術の効果的な活用を図るため、書面掲示等アナログ的な手

法を前提とする規制を見直すことに伴い、長崎県行政手続条例について、不利益処分

の名宛人の所在が不明である場合の公示方法を、掲示場での掲示等に加え、インター

ネット上での閲覧によることとする改正を行うものであります。 

 

 次に、事件議案についてご説明いたします。 

 

第１１６号議案 当せん金付証票の発売について 

この議案は、当せん金付証票法第４条第１項の規定により、県内における令和８

年度の宝くじの発売総額を、１１０億円以内に定めようとするものであります。 

 

第１１７号議案 契約の締結の一部変更について 

この議案は、令和６年１１月定例会で可決された県南振興局庁舎建設工事につい

て、請負代金額の変更契約を締結しようとするものであります。 

変更の内容は、運用方針及び仕様の決定に伴う入退室管理システムの追加等によ

り、請負代金額を 

４，１８０，０００，０００円から７９，８０９，４００円増額し、 

４，２５９，８０９，４００円に変更しようとするものであります。 

 

第１１８号議案 契約の締結の一部変更について 

この議案は、令和６年１１月定例会で可決された県南振興局庁舎電気工事につい

て、請負代金額の変更契約を締結しようとするものであります。 
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変更の内容は、運用方針及び仕様の決定に伴う電話設備、監視カメラ設備の追加等

により、請負代金額を 

９０６，６２０，０００円から１２８，２５３，４００円増額し、 

１，０３４，８７３，４００円に変更しようとするものであります。 

 

次に、計画議案についてご説明いたします。 

 

第１３４号議案 「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」のうち 

関係部分 

第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」は、長崎県行

政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第２条の規定により、議

会の議決を得ようとするものであります。 

これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご意見をいただきながら検討を進めてま

いりました新たな総合計画について、名称を「長崎県総合計画みんなの未来図 

２０３０
にせんさんじゅう

」とし、「ながさきの誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来をひらく」

を基本理念に、「こども」「くらし」「しごと」「にぎわい」「まち」の５つの柱の

もと、１２の基本戦略を掲げる令和８年度からの５ヵ年計画として策定しようとする

ものであります。 

なお、基本戦略のうち、総務部関係部分では、基本戦略「活力にあふれた持続可能

な地域をつくる」において、「デジタル技術を活用した行政運営の効率化」として、

県庁ＤＸの実現に取り組んでいくこととしております。 

こうした施策を様々な関係者と力を合わせしっかりと推進し、新しい長崎県づく

りに全力を尽くしてまいりたいと考えております。 
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次に、議案外の報告事項についてご説明いたします。 

 

（契約の締結の一部変更について） 

令和６年１１月定例会で可決された県南振興局庁舎空調設備工事について、地方自

治法第１８０条の規定に基づく軽易な事項として専決処分させていただいたもので

あります。 

変更の内容は、改正フロン排出抑制法に適合した空調設備への変更等により、 

請負代金額を 

５３２，４００，０００円から３９，４４３，８００円増額し、 

５７１，８４３，８００円に変更したものであります。 

 

（権利の放棄について） 

１件５０万円以下である生活保護法第６３条費用返還金２件の権利の放棄につい

て、地方自治法第１８０条の規定に基づく軽易な事項として専決処分させていただ

いたものであります。 

 

次に、議案外の所管事項についてご説明いたします。 

 

（長崎ゆかりの交流会の開催について） 

 首都圏において、長崎県にゆかりの深い方々に本県の情報を発信するとともに、県

政の振興に関する情報収集と意見交換を行う「長崎ゆかりの交流会」を、去る１１月

１２日に東京で開催いたしました。 

 当日は、地元選出国会議員や、外間県議会議長をはじめとした県議会議員の皆様、

また、経済界や官界など、様々な分野の第一線で活躍されている方々をお迎えし、盛
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会のうちに終了することができました。 

 懇談会に先立ち開催した講演会では、長崎県産業振興アドバイザー 片田
か た だ

江
え

舞子
ま い こ

 

氏と一般社団法人スタートアップエコシステム協会 名倉
な ぐ ら

勝
まさる

 氏による対談及び各

部局の施策等についてのプレゼンテーションを実施しました。 

その後の懇談会では、県産品や「企業版ふるさと納税」、「こども未来応援基金」

をはじめとした各種施策に関する展示コーナーを設け、本県の魅力と現状をご覧いた

だきながら、県産酒や選りすぐりの農水産物をご賞味いただきました。ご参加いただ

いた皆様方には今後とも本県の応援団としてお力添えいただけるものと期待してお

ります。 

 

（次期行政経営方針（素案）について） 

令和８年度から新たに取り組む行財政改革の計画につきましては、これまでの県議

会での議論や、民間有識者の皆様からのご意見を踏まえ、このたび、「行政経営方針

（素案）」として取りまとめたところであります。 

近年、人材獲得競争の激化や、厳しさを増す財政状況など、本県を取り巻く環境は

大きく変化しています。こうした状況下においても、長崎県総合計画をはじめとする

各種計画に掲げる目標を達成し、県民の皆様に具体的な成果を還元していくために

は、これまでの行財政改革の取組を継承・発展させるとともに、県が保有する財源や

人材などの経営資源をさらに充実させ、最大限に活用する姿勢が求められます。 

そのため、素案では、県庁が目指す姿を次の３つの柱で示し、その実現に必要な具

体的な取組を打ち出しております。 

１つ目の柱は、「挑戦する姿勢と変化に向き合うマインドの醸成」であります。活

気ある組織づくりと、挑戦意欲の高い職員の育成などを通じて、変化を前向きに捉え、

改善や新たな取組が自然に生まれる組織文化を醸成してまいります。 
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２つ目の柱は、「健全で持続可能な行財政基盤の確立」であります。戦略的な人材

確保、持続可能で安定的な財政運営、そして業務の効率化と質の向上を目指したＤＸ

の推進などを通じて、限られた経営資源を効果的かつ柔軟に活用する体制を築いてま

いります。 

そして３つ目の柱は、「ヒトの活躍を促すための環境の整備」であります。職員一

人ひとりが力を十分に発揮できる仕組みや環境を整え、誰もがやりがいを持ち、安心

して働き続けられる職場づくりを進めてまいります。 

今後も引き続き、県議会や民間有識者の皆様からのご意見を伺いながら、令和７年

度中の方針策定に向けて検討を重ねてまいります。 

 

（事務事業評価の実施について） 

 本年度の事業評価において、 

１．令和７年度事務事業の評価  ７４３件 

２．指定管理者制度導入施設の評価 ４４件 

を実施し、公表いたしました。内容については、お配りしている資料のとおりであ

ります。 

その概要につきましては、令和７年度事務事業の評価においては、１６０件の事

業群評価調書により、７４３の評価を実施いたしましたが、そのうち４９５件 

（６６．６％）の事業が、令和８年度に向けて「拡充」「改善」「統合」「縮小」

「廃止」のいずれかの見直しを検討いたしております。 

このうち総務部関係分については、２件の評価を実施いたしましたが、その評価

の概要等については、お配りしている資料のとおりであります。 

また、長崎県政策評価条例に基づき実施しております事務事業の外部評価につい

ては、外部の有識者６名からなる「長崎県政策評価委員会」において、本年度、３
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回の審議が行われ、去る１１月６日、知事へ意見書が提出されたところであります。 

内容としては、「セグメントを明確に意識したうえでの効果的な事業の実施」、

「事業効果の適切な把握」などの意見が示されております。なお、提出された意見

及びこれに対する県の考え方についても、同じく資料としてお配りしております。 

これらの評価結果等については、ホームページ等を通じ、県民の皆様にも広く公

表いたします。今後、県議会における論議を踏まえながら、さらなる事業等の見直

しなどに取り組んでまいります。 

 

（県南振興局庁舎建設工事の進捗状況等について） 

 県南振興局庁舎建設工事の進捗状況は、１０月末時点において、２階部分の躯体工

事を行っているところであり、進捗率は約２７％で、当初の予定どおり順調に進めら

れております。 

また、庁舎完成後、３振興局が新庁舎へスムーズに移転し、滞りなく業務を進めら

れるよう、新庁舎オフィスのレイアウト図面等の作成や、移転計画の策定等の業務を

進めているところです。 

引き続き、令和９年以降の移転実施に向けて、工事等の進捗を図ってまいります。 

 

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わります。 

よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 

 



令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務委員会関係説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

危 機 管 理 部 
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危機管理部関係の議案についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」のうち関係部

分であります。 

 

第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０について」は、長崎県行

政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第２条の規定により、議

会の議決を得ようとするものであります。 

これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご意見をいただきながら検討を進めてま

いりました新たな総合計画について、名称を「長崎県総合計画みんなの未来図２０３

０」とし、「ながさきの誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来をひらく」を基本

理念に、「こども」「くらし」「しごと」「にぎわい」「まち」の５つの柱のもと、１２の

基本戦略を掲げる令和８年度からの５ヵ年計画として策定しようとするものでありま

す。 

なお、基本戦略のうち、危機管理部関係部分では、基本戦略「災害に強い県土をつ

くる」において、「近年の災害を踏まえた総合的な防災、危機管理体制の構築」として、

孤立集落対策のためのヘリや船舶の活用促進や、地震アセスメント調査結果に基づく

防災対策の見直しに取り組むほか、「さまざまな災害を想定した防災訓練、有事発生時

の対応訓練の実施」、「消防団や自主防災組織などの地域防災力の充実強化」、「基地対

策と国民保護の取組の推進」等に取り組むこととしております。 

こうした施策を様々な関係者と力を合わせしっかりと推進し、新しい長崎県づくり

に全力を尽くしてまいりたいと考えております。 
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次に、議案外の報告事項について、ご説明いたします。 

 

（損害賠償の額の決定について） 

 令和７年度原子力防災訓練において、壱岐市で実施予定であった広域避難訓練を、

天候不良のため中止したことにより、訓練参加予定者の航空券の払い戻しが生じたこ

とから、それに伴い発生した損害賠償金４，４００円を支払うため、地方自治法第１

８０条の規定に基づき、去る１１月１４日付けで専決処分させていただいたものであ

ります。 

 

次に、議案外の所管事項について、ご説明いたします。 

 

（令和７年度長崎県防災会議の開催について） 

去る１１月１９日、令和７年度長崎県防災会議を開催し、現在、県が実施している

地震アセスメント調査事業や、本年７月の南海トラフ地震防災対策推進地域の指定等

について報告するとともに、長崎県地域防災計画の修正を行いました。 

主な修正内容等として、南海トラフ地震については、地域指定に伴い、津波からの

防護や円滑な避難、救助などを定めた「南海トラフ地震防災対策推進計画」を、県の

地域防災計画に盛り込む必要があるため、新たに「南海トラフ地震防災対策推進計画

編」を追加し、必要な修正を行ったところです。 

また、毎年実施している国の防災基本計画の見直しに伴う修正については、関連す

る法令改正や施策の進展等を踏まえた修正として、広域避難時の避難元・避難先自治

体間の情報連携や、林野火災の地上・空中の連携による消火活動等について修正を行

ったほか、能登半島地震を踏まえた修正として、被災者支援の充実や防災情報のデジ

タル化の推進等について修正を行ったところです。 

今後とも、県民の安全安心の確保のため、市町や関係機関と連携を密にしながら、
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地域防災計画の推進に取り組んでまいります。 

 

（長崎県国土強靭化地域計画の改定について） 

 長崎県国土強靭化地域計画については、今年度末で終期を迎えるため、令和８年度

を初年度とする５ヵ年計画として改定の検討を進め、今回、素案を取りまとめました。 

検討にあたっては、令和５年７月に改定された国の国土強靭化基本計画との整合を

図りつつ、県内における南海トラフ地震の地域指定や、能登半島地震での課題など、

その後の状況も加味しながら、様々なリスクに対する本県の脆弱性と対応方針を計画

素案に盛り込みました。 

 今後、県議会をはじめ、パブリックコメントによる県民の皆様のご意見等を踏まえ

ながら、今年度中の策定に向けて取り組んでまいります。 

 

（各種訓練の実施について） 

去る１０月５日、令和７年度原子力防災訓練を、佐賀県、福岡県と同日開催で、関

係４市（佐世保市、平戸市、松浦市、壱岐市）と共同で実施いたしました。 

訓練には、関係４市の住民約４００名をはじめ、８６機関、約１，２００名にご参

加いただき、災害対策本部運営訓練や避難所等への住民避難とスクリーニング訓練、

緊急時モニタリング訓練などを実施する中で、能登半島地震において、多くの避難路

が寸断されたことを踏まえ、４市の避難計画に記載予定の第２経路を使っての避難訓

練や、屋内退避の継続に必要な支援物資搬送訓練を実施したほか、松浦市では、地震

等による離島架橋の通行止めを想定した住民避難訓練を実施しました。 

また、去る１０月１０日、松浦市の九州液化瓦斯福島基地において、火災等の災害

が発生したとの想定のもと、防災関係機関による情報伝達と現地本部運営の図上訓練

を行いました。 

地元自治体の松浦市をはじめ、１６機関、３４名の参加をいただき、ＴＶ会議も活

用しながら、迅速な情報伝達や情報共有の手法等について確認を行いました。 
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さらに、去る１１月９日、長崎市において、令和７年度長崎県国民保護訓練を、

国、県、市が共同で実施いたしました。 

今回の訓練では、長崎市及び地元住民の皆様をはじめ、１３機関、１２０名の参加

をいただき、まず、住民を対象とした国民保護の講習会を実施し、その後、弾道ミサ

イルを想定した住民避難訓練及び関係機関によるミサイル落下に対する初動対処訓練

を行いました。 

今回の訓練で得られた課題を検証し、訓練内容のさらなる充実を図るとともに、市

町や関係機関と連携しながら、有事即応体制の充実強化等に取り組んでまいります。 

 

（第３０回全国女性消防団員活性化長崎大会について） 

去る１１月１３日、長崎市において、「来んね！平和の街へ島々へ～未来へ、長崎

でつながる女性消防団～」をテーマに、第３０回全国女性消防団員活性化長崎大会が

開催されました。 

大会には、全国で活躍する女性消防団員等約２，５００名が参加し、先進的な取組

などを紹介する活動事例発表や、防火防災啓発劇、パネルディスカッションなどが行

われました。また、パネルディスカッションでは、全国各地域から５名の女性消防団

員がパネリストとなり、それぞれの日頃の活動状況や消防団員確保に向けた取組など

熱心に意見交換が行われました。 

県内の女性消防団員にとっては、全国で活躍する多くの女性消防団員と交流すると

ともに、大会の準備等を通じて、県内での交流を深める貴重な機会となりました。 

今後、大会を通じて得られた経験やネットワーク等を活かし、女性消防団員のさら

なる活躍と消防団の活性化に繋げてまいりたいと考えております。 

 

（事務事業評価の実施について） 

本年度の事業評価において、事務事業評価及び長崎県政策評価委員会による外部評



 

 

 

 - 6 - 

価を実施いたしました。危機管理部関係分については、お配りしている資料のとおり

であります。 

事務事業評価については、５件の事業群評価調書により、１４件の事業を評価いた

しましたが、そのうち１１件の事業について、令和８年度に向けて、「拡充」「改善」

のいずれかの見直しを検討いたしております。 

なお、事務事業評価等の結果については、ホームページ等を通し、県民の皆様にも

広く公表いたしております。 

今後、県議会における論議を踏まえながら、さらなる事業等の見直しなどを実施し

てまいります。 

 

以上をもちまして、危機管理部関係の説明を終わります。 

よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 



 令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料 

 

【第１３６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）関係部分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企 画 部 
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 企画部関係の議案について、ご説明いたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１３６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）のうち関係部分 

であります。 

 

 今回の補正予算は、歳入予算で、 

国 庫 支 出 金          ５５億 ２，２１８万   円の増 

  合  計           ５５億 ２，２１８万   円の増 

となっております。 

 

今回の補正予算は、国において決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」

に沿った国の補正予算に適切に対処するため、必要な予算を追加しようとするもので

あり、他部局で歳出予算を計上しております物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付

金を活用した事業に対応して、政策企画課において歳入予算を計上するものでありま

す。 

 

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わります。 

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 



令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料 

 

【１３６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）関係部分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

危 機 管 理 部 
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危機管理部関係の議案についてご説明いたします。 

 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１３６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）のうち関係部分 

であります。 

 

 今回の補正予算は、国において決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」

に沿った国の補正予算に適切に対処するため、必要な予算を追加しようとするもので

あります。 

 

歳出予算は、 

防 災 費                 ４億 １８９万 ９千円の増 

となっております。 

 

この歳出予算の内容について、ご説明いたします。 

 

（ＬＰガス一般消費者料金高騰対策支援事業費について） 

ＬＰガス料金上昇の影響を受ける県内一般消費者の負担軽減を図るため、ＬＰガ

ス販売事業者が行う使用料金の値引きを支援する経費として、 

４億 １８９万 ９千円の増 

を計上いたしております。 

 

次に、繰越明許費について、ご説明いたします。 

ＬＰガス一般消費者料金高騰対策支援事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金を活用し、経済対策補正により実施する事業であり、年度内に適正な
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事業期間を確保できないため、  

防 災 費                    ４億 １８９万 ９千円 

について、繰越明許費を設定しようとするものであります。 

  

以上をもちまして、危機管理部関係の説明を終わります。 

よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 



 

 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料 
 

 【第１３６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）関係部分】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 域 振 興 部 
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 地域振興部関係の議案について、ご説明いたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１３６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）のうち関係部分 

であります。 

 

今回の補正予算は、国において決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」

に沿った国の補正予算に適切に対処するため、必要な予算を追加しようとするもので

あります。 

 

歳入予算は、 

 国 庫 支 出 金            ４億 ４，４１１万   円の増 

 合       計            ４億 ４，４１１万   円の増 

歳出予算は、    

 企   画   費    １１億   ９４７万 ６千円の増 

 合 計           １１億   ９４７万 ６千円の増  

となっております。 

 

まず、歳入予算の内容についてご説明いたします。 

  地籍調査費負担金             ４億 ４，４１１万   円の増 

であります。 

 

 次に、歳出予算の内容についてご説明いたします。 

（土地対策費について） 

  災害時の迅速な復旧等に資するため、土砂災害特別警戒区域等を含む地域におい

て、長崎市など県内７市が実施する地籍調査事業に対する補助金 
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                       ６億 ６，６１６万 ５千円の増 

を計上いたしております。 

 

（交通企画費について） 

  燃料費等の価格高騰による経費増の影響を受けている公共交通事業者及び貨物 

運送事業者への支援に要する経費 

                       ４億 ４，３３１万 １千円の増 

を計上いたしております。 

 

次に、繰越明許費についてご説明いたします。 

長崎市など県内７市が実施する地籍調査に要する経費の補助金でありますが、国か

らの追加予算の内示が１２月中旬となり、年度内に適正な事業期間を確保できないこ

とから、 

 企 画 費             ６億 ６，６１６万 ５千円 

 合 計             ６億 ６，６１６万 ５千円 

について、繰越明許費を設定しようとするものであります。 

 

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 



 

令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料 

 

【第１３６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）関係部分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

総 務 部 
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総務部関係の議案について、ご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１３６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）のうち関係部分 

であります。 

 

今回の補正予算は、国において決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」

に沿った国の補正予算等に適切に対処するため、必要な予算を追加しようとするもの

であります。 

 

歳入予算は、 

繰    入    金         ２億 ８，３６３万 ６千円の増 

県         債       ２２９億 ４，０１０万   円の増 

合         計       ２３２億 ２，３７３万 ６千円の増 

となっております。 

 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 


